
2211))  心心疾疾患患（（心心臓臓リリハハビビリリテテーーシショョンン））  

  

イインンタタビビュューー対対象象：公認心理師・医師（心臓血管外科） 

  

  

  
  

  

結結果果ののままととめめ 

 入院では術後リハビリに上手く適応できない患者の心理支援依頼が多い。 

 カテーテル治療（TAVI)の前後、1 年後に認知機能検査（MMSE)を全例に対して実施し、治療の成果が認

知機能の側面からも確認できるようにしている。 

 アドヒアランスの問題に関しては、心理支援が入ることで治療からのドロップアウトを防ぐ。 

 心不全患者の心理教育プログラムの一環として「ストレス教室」を月 2回公認心理師が担当。 

 「うつや不安があり、それが心疾患の発症・経過に関与している場合、その問題への対処を依頼してい

る。高齢で社会的なフレイルの状況にある人（独居・ひきこもり）への地域での支援等、地域包括ケア

について、心理師のさらなる関与を期待したい。」と他職種（医師）から意見があった。 

    

心疾患（心臓リハビリテーション）

公公認認心心理理師師のの活活動動
心心理理検検査査
・大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療（TAVI)の
前後、1年後に認知機能検査（MMSE)を全例に対して
実施。治療成果が認知機能の側面からも確認できる

個個別別心心理理面面接接
・医師からの指示（処方）で介入開始。ベッドサイド
に出向いての面接

・看護師が確認し、患者の意向を確認して心理面接依
頼となる

・外来では、不安、発達や知的水準の問題、心疾患を
契機に社会的ひきこもりから受診・入院に至った患
者の面接に対応

・入院では術後リハビリに上手く適応できない患者の
支援依頼が多い

・患者自身が越えることのできるハードル設定を患者
の目線とともに行っていくことが公認心理師の役割

・アドヒアランスの問題に関しては、心理支援が入る
ことで治療からのドロップアウトを防ぐ

集集団団心心理理支支援援・・心心理理教教育育
・心不全患者の心理教育プログラムの一環として「ス
トレス教室」を月2回担当

家家族族支支援援
・患者と家族が不安な場合、家族との面接も実施し、
双方を支援する

就就労労支支援援
・リハビリの中で認知機能も評価し、復職が可能か、
どのような仕事が可能かも含めて、復職・就労支援
を行う

院院内内連連携携
・カンファレンスに参加する他、電話や直接会って主
治医の困りごとを聞き、支援につなげている

・看護師、リハビリスタッフと話し、情報収集する

連連携携他他職職種種かかららのの意意見見
・心臓リハビリ患者にうつや不安があり、それが心疾患の発症・

経過に関与している場合、その問題への対処を依頼している
・週1回の多職種カンファレンスに参加してもらっている
・他職種が患者さんの気になる側面に気が付いた際、すぐに心理

師に相談できる
・コミュニケーションが困難な患者さんとの関わり方を、多職種

に助言してもらえる
・評価ツールに基づく精度の高い評価を心理師が行い、多職種と

共有することでその後の関わり、治療に役立てられる
・心血管治療の効果を認知機能の面から測定し、改善が得られて

いる
・心臓リハビリテーションの目的にフレイル予防も含まれる。高

齢で社会的なフレイルの状況にある人（独居・ひきこもり）へ
の地域での支援等、地域包括ケアについて、心理師のさらなる
関与を期待したい

課課題題 今今後後のの方方向向性性
・心理支援を診療報酬につなげていく検討を進める

ことが必要である
・公認心理師が自ら業務内容としてできることをア

ピールすること必要である。院内周知の場を設け
たり、オーダーを簡略化したりすることで、依頼
を増やす努力をすることが望ましい

現現状状
・業務に診療報酬の裏付けがないことが一番の問
題である

・心理師の専門性やできることを、口頭説明のみ
で他職種に理解してもらうことは難しい
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2211))  心心疾疾患患（（心心臓臓リリハハビビリリテテーーシショョンン））  

  

イインンタタビビュューー対対象象：公認心理師・医師（心臓血管外科） 

  

  

  
  

  

結結果果ののままととめめ 

 入院では術後リハビリに上手く適応できない患者の心理支援依頼が多い。 

 カテーテル治療（TAVI)の前後、1 年後に認知機能検査（MMSE)を全例に対して実施し、治療の成果が認

知機能の側面からも確認できるようにしている。 

 アドヒアランスの問題に関しては、心理支援が入ることで治療からのドロップアウトを防ぐ。 

 心不全患者の心理教育プログラムの一環として「ストレス教室」を月 2回公認心理師が担当。 

 「うつや不安があり、それが心疾患の発症・経過に関与している場合、その問題への対処を依頼してい

る。高齢で社会的なフレイルの状況にある人（独居・ひきこもり）への地域での支援等、地域包括ケア

について、心理師のさらなる関与を期待したい。」と他職種（医師）から意見があった。 

    

心疾患（心臓リハビリテーション）

公公認認心心理理師師のの活活動動
心心理理検検査査
・大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療（TAVI)の
前後、1年後に認知機能検査（MMSE)を全例に対して
実施。治療成果が認知機能の側面からも確認できる

個個別別心心理理面面接接
・医師からの指示（処方）で介入開始。ベッドサイド
に出向いての面接

・看護師が確認し、患者の意向を確認して心理面接依
頼となる

・外来では、不安、発達や知的水準の問題、心疾患を
契機に社会的ひきこもりから受診・入院に至った患
者の面接に対応

・入院では術後リハビリに上手く適応できない患者の
支援依頼が多い

・患者自身が越えることのできるハードル設定を患者
の目線とともに行っていくことが公認心理師の役割

・アドヒアランスの問題に関しては、心理支援が入る
ことで治療からのドロップアウトを防ぐ

集集団団心心理理支支援援・・心心理理教教育育
・心不全患者の心理教育プログラムの一環として「ス
トレス教室」を月2回担当

家家族族支支援援
・患者と家族が不安な場合、家族との面接も実施し、
双方を支援する

就就労労支支援援
・リハビリの中で認知機能も評価し、復職が可能か、
どのような仕事が可能かも含めて、復職・就労支援
を行う

院院内内連連携携
・カンファレンスに参加する他、電話や直接会って主
治医の困りごとを聞き、支援につなげている

・看護師、リハビリスタッフと話し、情報収集する

連連携携他他職職種種かかららのの意意見見
・心臓リハビリ患者にうつや不安があり、それが心疾患の発症・

経過に関与している場合、その問題への対処を依頼している
・週1回の多職種カンファレンスに参加してもらっている
・他職種が患者さんの気になる側面に気が付いた際、すぐに心理

師に相談できる
・コミュニケーションが困難な患者さんとの関わり方を、多職種

に助言してもらえる
・評価ツールに基づく精度の高い評価を心理師が行い、多職種と

共有することでその後の関わり、治療に役立てられる
・心血管治療の効果を認知機能の面から測定し、改善が得られて

いる
・心臓リハビリテーションの目的にフレイル予防も含まれる。高

齢で社会的なフレイルの状況にある人（独居・ひきこもり）へ
の地域での支援等、地域包括ケアについて、心理師のさらなる
関与を期待したい

課課題題 今今後後のの方方向向性性
・心理支援を診療報酬につなげていく検討を進める

ことが必要である
・公認心理師が自ら業務内容としてできることをア

ピールすること必要である。院内周知の場を設け
たり、オーダーを簡略化したりすることで、依頼
を増やす努力をすることが望ましい

現現状状
・業務に診療報酬の裏付けがないことが一番の問
題である

・心理師の専門性やできることを、口頭説明のみ
で他職種に理解してもらうことは難しい

2222))  認認知知症症（（総総合合病病院院認認知知症症ケケアアチチーームム））  

  

イインンタタビビュューー対対象象：公認心理師・認知症看護認定看護師 

  

  

  
  

  

結結果果ののままととめめ  

 院内で認知症やせん妄などの精神疾患が疑われる患者に対して、チームで介入、必要に応じ心理検査や

心理面接を実施している。 

 心理面接や心理検査の中で、本人が理解できる言葉で生活場面に応じた助言を行う。 

 家族に対しては外来時では患者本人の様子を説明したり、在宅場面では支援の工夫など助言している。 

 多職種で初期集中支援チームとして地域のかかりつけ医や地域包括支援センターと連携した支援を行う。 

 「意思決定支援も多く、また。家族会や当事者の会など、個別支援以外の集団支援の場でも公認心理師

が貴重な役割を担っている。」と看護師から意見があった。 

 高齢者への認知症支援が進む一方で、若年性認知症の分野は支援が進んでいない現状がある。 

    

認知症（総合病院認知症ケアチーム）

公公認認心心理理師師のの活活動動
心心理理検検査査
・認知症のスクリーニング検査、入院患者
にはFAB、TMT、GDS、HAM-D、抑うつや不
安の検査

心心理理教教育育
・心理面接や心理検査の中で本人が理解で
きる言葉で生活場面に応じた助言を行う

個個別別心心理理面面接接
・疾患理解、主訴、困り感のアセスメント
・支持的な心理支援の面接
集集団団心心理理支支援援
・認知症患者の残存機能に応じた集団活動
家家族族支支援援
・外来時には患者本人の様子を説明したり、
在宅場面でも支援の工夫など助言

・家族会では先輩の介護家族や専門職を招
いて、認知症の理解やケアの工夫を共有

院院内内連連携携
・リエゾンチームを組み、各病棟を回る
・院内で認知症やせん妄などの精神疾患が
疑われる患者に対して、チームで介入、
必要に応じ心理検査や心理面接実施

アアウウトトリリーーチチ・・院院外外支支援援
・多職種で初期集中支援チームとして地域

のかかりつけ医や地域包括支援センター
と連携した支援を行う。島しょ地域の訪
問支援も行っている

連連携携他他職職種種かかららのの意意見見
・患者のアセスメントだけではなく、公認心理師から看護師に向

けてのアドバイスもとても助かっている
・認知症以外の抑うつや適応障がい等についても心理職に相談す

ることが多い
・最近は、意思決定支援に関わることも多く、認知症ケアチーム

や認知症へのリエゾンチームにおいて公認心理師の存在が必要
不可欠となっている

・認知症の支援、ケアの場面において、公認心理師の心理的な視
点や環境調整についての助言が患者や家族への支援に活用され
ている

・家族会や当事者の会など、個別支援以外の集団支援の場面でも
相手に則した助言や、ファシリテーターとしてのグループ運営
など、個人・集団の支援において公認心理師が貴重な役割を担
っている

課課題題

今今後後のの方方向向性性
・認知症ケア加算に、公認心理師が組み込まれる
ような働きかけと実績の積み重ねが必要

・医療知識の習得を実習時代に。それでも不足の
内容を生涯学習に取り入れる努力をする

現現状状
・高齢者への認知症支援が進む一方で、若年性認
知症の分野は支援が進んでいない

・公認心理師に期待されることが多いが、現時点
では医療機関の中で、採算に結びつきにくい

・医療における知識が公認心理師には教育段階か
ら不足している
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2233))  認認知知症症（（認認知知症症疾疾患患医医療療セセンンタターー））  

  

イインンタタビビュューー対対象象：公認心理師・認知症看護認定看護師 

  

  

  
  

  

結結果果ののままととめめ  

 認知症疾患医療センターの一員として関与している。 

 鑑別診断補助としての心理検査を実施。認知機能検査を認知症のスクリーニングとして用いる場面が多

い。 

 心理検査や心理面接を受けた患者に対して、簡潔な言葉で正確なフィードバックを実施している。 

 家族支援教育のファシリテーターや講師として家族に関わる。フォローアップが難しいが、家族会など

を紹介し、家族同士で支えあう基盤を大切にしている。 

 「心理職と共に支援することができ、倫理カンファレンスを開催している。認知症ケア加算があること

が、多職種チームで認知症ケア加算があることが、多職種チームで活動することの裏付けとなり、後押

しになる。公認心理師もチーム要件に加わるとよい」と看護師から意見があった。 

 行政や他の民間機関と連携して、地域の認知症カフェなども行いたいができていない。 

    

認知症（認知症疾患医療センター）

公公認認心心理理師師のの活活動動
心心理理検検査査
・精神科外来で、鑑別診断補助としての心
理検査を実施。認知機能検査を認知症の
スクリーニングとして用いる場面が多い

・認知症や精神疾患の患者にはPOMSやSTAI
等、状態不安の質問紙法も用いる

心心理理教教育育
・心理検査や心理面接を受けた患者に対し
て、簡潔な言葉で正確なフィードバック
を実施

集集団団心心理理支支援援
・家族支援教育のファシリテーターや講師
として関わる。フォローアップが難しい
が、家族会などを紹介し、家族同士で支
えあう基盤を大切にしている

個個別別心心理理面面接接
・認知症や精神疾患の患者に、疾患名に捉
われず、病前の生活歴や仕事歴などを聴
き取り、主訴や意向を確認する

院院内内連連携携
・看護師と協力・連携する場面が多い
・認知症ケアチームに参加し活動
院院外外連連携携
・地域内の他病院や他の介護施設と連携
・定期的な会議やサマリーなどで情報共有

連連携携他他職職種種かかららのの意意見見
・病棟スタッフを支えるということについて、心理職と

共に支援することができ、倫理カンファレンスを開催
している

・認知症ケア加算があることが、多職種チームで活動す
ることの裏付けとなり、後押しになる。それにより、
認知症に対する他の職種の意識の変化もあるようだ

・認知症ケア加算の要件に公認心理師も入ることができ
れば、病院の収入増に貢献でき、公認心理師の雇用に
もつながりマンパワー不足を補えるのではないか

・看護師として、公認心理師と共に丁寧な関わりを続け
ていきたいと考えている

課課題題
今今後後のの方方向向性性
・支援を豊かにするためには、組織のバックアップ

があることが望ましい。そのためには、公認心理
師の関りが役立つ、または収入増となることを示
していく必要がある

・個々に実績を重ねることも必要だが、加算要件に
入るように職能団体として働きかけがが望ましい

現現状状
・院内デイケアは週1回が限度、アウトリーチも行い

たいが、人員不足で行えていない
・行政や他の民間機関と連携して、地域の認知症カ

フェなども行いたいができていない
・コロナ禍で対面で集まることの代替として高齢者

にオンラインによる支援を導入するのは難しい
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2233))  認認知知症症（（認認知知症症疾疾患患医医療療セセンンタターー））  

  

イインンタタビビュューー対対象象：公認心理師・認知症看護認定看護師 

  

  

  
  

  

結結果果ののままととめめ  

 認知症疾患医療センターの一員として関与している。 

 鑑別診断補助としての心理検査を実施。認知機能検査を認知症のスクリーニングとして用いる場面が多

い。 

 心理検査や心理面接を受けた患者に対して、簡潔な言葉で正確なフィードバックを実施している。 

 家族支援教育のファシリテーターや講師として家族に関わる。フォローアップが難しいが、家族会など

を紹介し、家族同士で支えあう基盤を大切にしている。 

 「心理職と共に支援することができ、倫理カンファレンスを開催している。認知症ケア加算があること

が、多職種チームで認知症ケア加算があることが、多職種チームで活動することの裏付けとなり、後押

しになる。公認心理師もチーム要件に加わるとよい」と看護師から意見があった。 

 行政や他の民間機関と連携して、地域の認知症カフェなども行いたいができていない。 

    

認知症（認知症疾患医療センター）

公公認認心心理理師師のの活活動動
心心理理検検査査
・精神科外来で、鑑別診断補助としての心
理検査を実施。認知機能検査を認知症の
スクリーニングとして用いる場面が多い

・認知症や精神疾患の患者にはPOMSやSTAI
等、状態不安の質問紙法も用いる

心心理理教教育育
・心理検査や心理面接を受けた患者に対し
て、簡潔な言葉で正確なフィードバック
を実施

集集団団心心理理支支援援
・家族支援教育のファシリテーターや講師
として関わる。フォローアップが難しい
が、家族会などを紹介し、家族同士で支
えあう基盤を大切にしている

個個別別心心理理面面接接
・認知症や精神疾患の患者に、疾患名に捉
われず、病前の生活歴や仕事歴などを聴
き取り、主訴や意向を確認する

院院内内連連携携
・看護師と協力・連携する場面が多い
・認知症ケアチームに参加し活動
院院外外連連携携
・地域内の他病院や他の介護施設と連携
・定期的な会議やサマリーなどで情報共有

連連携携他他職職種種かかららのの意意見見
・病棟スタッフを支えるということについて、心理職と
共に支援することができ、倫理カンファレンスを開催
している

・認知症ケア加算があることが、多職種チームで活動す
ることの裏付けとなり、後押しになる。それにより、
認知症に対する他の職種の意識の変化もあるようだ

・認知症ケア加算の要件に公認心理師も入ることができ
れば、病院の収入増に貢献でき、公認心理師の雇用に
もつながりマンパワー不足を補えるのではないか

・看護師として、公認心理師と共に丁寧な関わりを続け
ていきたいと考えている

課課題題
今今後後のの方方向向性性
・支援を豊かにするためには、組織のバックアップ

があることが望ましい。そのためには、公認心理
師の関りが役立つ、または収入増となることを示
していく必要がある

・個々に実績を重ねることも必要だが、加算要件に
入るように職能団体として働きかけがが望ましい

現現状状
・院内デイケアは週1回が限度、アウトリーチも行い

たいが、人員不足で行えていない
・行政や他の民間機関と連携して、地域の認知症カ

フェなども行いたいができていない
・コロナ禍で対面で集まることの代替として高齢者

にオンラインによる支援を導入するのは難しい

2244))  救救急急・・自自殺殺  

 

イインンタタビビュューー対対象象：公認心理師 

 

 

  
 

 

結結果果ののままととめめ  

 精神科医や、救急救命センター医師・看護師から、あるいは精神科リエゾンチームを通じて公認心理師

に対してケースが依頼される。 

 ショックな事が起きたときの心理的反応の説明、精神科受診の必要性等の内容を、患者本人や、家族に

対して伝達している。 

 自殺未遂をして救急で運ばれてきた本人とも、本人が話せる状態にある場合は話し、入院後は病棟で話

を聞くことが多い。 

 救急搬送された方の家族は、不安なまま待たされていることも多いため公認心理師が関与する。 

 看護師など他の職種から、患者や家族への関わり方についての助言を求められる。 

 診療報酬化が行われたとしても、それでも届きにくいところに支援を届ける努力が必要と感じている。 

 

＊この領域は連携他職種からのインタビューが実施できなかったため、公認心理師に対するインタビュ 

ー内容から、連携他職種の意見と思われる内容を抽出した。 

 

  

救急・自殺

公公認認心心理理師師のの活活動動
心心理理教教育育
・ショックな事が起きたときの心理的反応
の説明、精神科受診の必要性等の内容を、
患者本人や、家族に対して伝達

個個別別心心理理面面接接
・精神科医や、救急救命センター医師・看
護師から、あるいは精神科リエゾンチー
ムを通じて公認心理師に対してケースが
依頼される

・自殺未遂をして救急で運ばれてきた本人
とも、本人が話せる状態にある場合は話
す。入院後は病棟で話を聞くことが多い

家家族族支支援援
・救急搬送された方の家族は、不安なまま
待たされていることも多いため公認心理
師が関与する。その後も家族を長期的に
サポートしていく場合がある

院院内内連連携携
・精神科リエゾンチーム、緩和ケアチーム
といった多職種チームでの回診へ参加

・看護師など他の職種から、患者や家族へ
の関わり方についての助言を求められる

・バーンアウトや抑うつ状態の職員に対す
る支援

院院外外支支援援
・法律的なサポートが必要な際は、法律家
にケースをつなげるようにしている

連連携携他他職職種種かかららのの意意見見
・この領域で公認心理師ができることはなにか、について他
職種からの理解が不足していたが、次第に紹介患者が増え
た

・救急のスタッフは基本的に、患者を救いたいと思っている
が、一方で救えないケース、障害が残るケースもあり、そ
れを体験したスタッフの後悔や思いを公認心理師が聞く機
会がある。そういう時に公認心理師の関わりが求められる

・事件性のある現場に行った職員とはミーティングを行う。
若年の看護師が患者の死を目の当たりにする状況で気分の
動揺が見られた場合など、看護師長や先輩看護師から公認
心理師に相談が入る。スタッフサポートの要員として認識
されている

課課題題
今今後後のの方方向向性性
・遺族支援を行う場の整備が必要と考える
・公認心理師を病院内に複数配置できるような体制

を整えることが望ましい
・診療報酬化が行われたとしても、それでも届きに

くいところに支援を届ける努力が必要

現現状状
・遺族支援を行いたいが、設備の都合やマンパワー

不足で行えていない。自費による支援では、支援
を使いたい人が使えない

・診療報酬が発生しないことに、医療機関は関わり
にくいためそういった課題に公認心理師は取り組
んでいる
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２２．．イインンタタビビュューー調調査査  ままととめめ（（支支援援項項目目別別））  

11)) 公公認認心心理理師師イインンタタビビュューー  

①① 心心理理検検査査  

 精神科救急入院料病棟の入院患者は、入院 3か月以内で処遇を決め、退院していくため、心理検

査実施・所見作成・情報共有・結果のフィードバック等も迅速に進めないといけない。しかし、

未治療ケースや状態の不安定な患者も多く、検査実施のタイミングが難しい。0011：：精精神神科科病病院院（（病病

棟棟））  

 フィードバック面接に向けて、分かりやすい言葉で心理検査報告書を作成するが、検査前に本人に検査

でどういうことを知りたいのかを確認し、そのことを踏まえてフィードバックしている。また、短時間

ではあるが、主治医ともフィードバック面接の事前事後にフィードバック内容を共有している。その

他、院内のケースカンファレンスの場で、本人、家族、医師、精神保健福祉士等と心理アセスメント結

果を情報共有することもある。0022：：精精神神科科病病院院（（外外来来）  

 医師からの依頼目的に応じて検査の組み合わせを提案。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 心理検査を実施することが、患者との関係作りの糸口となり、問題だけでなく、強み、健康な力を伝え

ることで、治療のモチベーション、自己理解が促進される。家族に検査結果を説明することで、本人の

抱える難しさや辛さを家族が理解でき、本人への対応が改善され、結果本人の安定につながる。薬が奏

効しない患者に心理検査を導入することで、それがきっかけとなり心理面接につながる。デイケアスタ

ッフ、地域の支援者に心理検査の結果の内容を説明し共有することで、お互いの患者理解が深まり、足

並みが揃う。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 見立てを行うだけ、診断に役立てるだけにとどまらず、患者さんご本人の生活史や背景、文化、価値観

まで読み取れるような手伝い、アセスメント能力が現場で求められている。2222：：認認知知症症（（総総合合病病院院認認知知

症症ケケアアチチーームム））  

 

②② 心心理理教教育育  

 他職種から心理教育のニーズが多く、要支援者に対して、本人の困りごとが疾患の症状から起因してい

ることを伝えたり、要支援者の家族に疾病理解を促すことがある。0055：：精精神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ  

 心理面接や心理検査フィードバック面接の中で、心理教育を実施している。0077：：摂摂食食障障害害  

 心理教育的な要素はいつも入っており、身体疾患ではそれが特に強い。もっと過ごしやすくなるために

はどうすればよいか、また服薬に関する気持などを取り扱う。0088：：小小児児（（身身体体疾疾患患））  

 病院に来院している患者やその家族に対して、心理教育などの基本的な支援を行ってている。1122：：

ががんん・・緩緩和和ケケアア（（両両立立支支援援））  

 心不全が緩解と増悪を繰り返す疾患であり、患者自身が疾患の進行を自覚することが難しい。本人の経

験している症状と生活上の変化などを共に振り返る中で病状理解を促していく。こうした関わりをもと

に、ACP や今後の治療や要望への希望に対する支援へと繋がっていく。2200：：心心疾疾患患（（心心不不全全緩緩和和））  

③ 個個別別心心理理面面接接 

 患者のニーズや主治医からの要請に応じて、構造化されていない心理面接を主に行っている。また数は

少ないが、構造化された心理面接としては、医師からの依頼を受けて、認知療法・認知行動療法を、厚

生労働省マニュアルに沿って、うつ病患者を対象に、週１回ペースで 16 セッション実施している。患

者にとって分かり易く、受けもよいが、16 セッションで終結することは少なく、延長となることもあ

る。このような構造化された心理面接よりも、構造化されていない心理面接を柔軟に実施している方が

多い。0022：：精精神神科科病病院院（（外外来来））  

 心理面接の内容を主治医が確認し、診療の中で話題にすることで、患者は安心感を得ることができる。

また、主治医が心理面接の内容を患者とともに確認することは、心理師への肯定的なフィードバックと

なり、医師とのよりよい連携が可能となる。思春期のケースは、診察のみでは支援がむずかしいところ

もあり、思春期を得意とするスタッフに診療初期からオーダーが出て、治療の継続に貢献できている面

もあるのではないかと思う。また、トラウマや家族関係の問題、愛着の問題などがあるケースも、診察

と並行して心理面接のオーダーが出ることが多く、治療から脱落しないようサポートしている。0033：：精精

神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 児童、思春期の個別面接の依頼が増えているが、小児特定疾患カウンセリング料が適用できない。精神
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11)) 公公認認心心理理師師イインンタタビビュューー  

①① 心心理理検検査査  

 精神科救急入院料病棟の入院患者は、入院 3か月以内で処遇を決め、退院していくため、心理検

査実施・所見作成・情報共有・結果のフィードバック等も迅速に進めないといけない。しかし、

未治療ケースや状態の不安定な患者も多く、検査実施のタイミングが難しい。0011：：精精神神科科病病院院（（病病

棟棟））  

 フィードバック面接に向けて、分かりやすい言葉で心理検査報告書を作成するが、検査前に本人に検査

でどういうことを知りたいのかを確認し、そのことを踏まえてフィードバックしている。また、短時間

ではあるが、主治医ともフィードバック面接の事前事後にフィードバック内容を共有している。その

他、院内のケースカンファレンスの場で、本人、家族、医師、精神保健福祉士等と心理アセスメント結

果を情報共有することもある。0022：：精精神神科科病病院院（（外外来来）  

 医師からの依頼目的に応じて検査の組み合わせを提案。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 心理検査を実施することが、患者との関係作りの糸口となり、問題だけでなく、強み、健康な力を伝え

ることで、治療のモチベーション、自己理解が促進される。家族に検査結果を説明することで、本人の

抱える難しさや辛さを家族が理解でき、本人への対応が改善され、結果本人の安定につながる。薬が奏

効しない患者に心理検査を導入することで、それがきっかけとなり心理面接につながる。デイケアスタ

ッフ、地域の支援者に心理検査の結果の内容を説明し共有することで、お互いの患者理解が深まり、足

並みが揃う。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 見立てを行うだけ、診断に役立てるだけにとどまらず、患者さんご本人の生活史や背景、文化、価値観

まで読み取れるような手伝い、アセスメント能力が現場で求められている。2222：：認認知知症症（（総総合合病病院院認認知知

症症ケケアアチチーームム））  

 

②② 心心理理教教育育  

 他職種から心理教育のニーズが多く、要支援者に対して、本人の困りごとが疾患の症状から起因してい

ることを伝えたり、要支援者の家族に疾病理解を促すことがある。0055：：精精神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ  

 心理面接や心理検査フィードバック面接の中で、心理教育を実施している。0077：：摂摂食食障障害害  

 心理教育的な要素はいつも入っており、身体疾患ではそれが特に強い。もっと過ごしやすくなるために

はどうすればよいか、また服薬に関する気持などを取り扱う。0088：：小小児児（（身身体体疾疾患患））  

 病院に来院している患者やその家族に対して、心理教育などの基本的な支援を行ってている。1122：：

ががんん・・緩緩和和ケケアア（（両両立立支支援援））  

 心不全が緩解と増悪を繰り返す疾患であり、患者自身が疾患の進行を自覚することが難しい。本人の経

験している症状と生活上の変化などを共に振り返る中で病状理解を促していく。こうした関わりをもと

に、ACPや今後の治療や要望への希望に対する支援へと繋がっていく。2200：：心心疾疾患患（（心心不不全全緩緩和和））  

③ 個個別別心心理理面面接接 

 患者のニーズや主治医からの要請に応じて、構造化されていない心理面接を主に行っている。また数は

少ないが、構造化された心理面接としては、医師からの依頼を受けて、認知療法・認知行動療法を、厚

生労働省マニュアルに沿って、うつ病患者を対象に、週１回ペースで 16 セッション実施している。患

者にとって分かり易く、受けもよいが、16 セッションで終結することは少なく、延長となることもあ

る。このような構造化された心理面接よりも、構造化されていない心理面接を柔軟に実施している方が

多い。0022：：精精神神科科病病院院（（外外来来））  

 心理面接の内容を主治医が確認し、診療の中で話題にすることで、患者は安心感を得ることができる。

また、主治医が心理面接の内容を患者とともに確認することは、心理師への肯定的なフィードバックと

なり、医師とのよりよい連携が可能となる。思春期のケースは、診察のみでは支援がむずかしいところ

もあり、思春期を得意とするスタッフに診療初期からオーダーが出て、治療の継続に貢献できている面

もあるのではないかと思う。また、トラウマや家族関係の問題、愛着の問題などがあるケースも、診察

と並行して心理面接のオーダーが出ることが多く、治療から脱落しないようサポートしている。0033：：精精

神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 児童、思春期の個別面接の依頼が増えているが、小児特定疾患カウンセリング料が適用できない。精神

科での実施も対象になることが望まれる。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））  

 症状だけでなく、本人の健康度、家族の健康度も総合的にアセスメントしている。家族の問題が大きい

場合は、本人の健康度を支え自立を考えるケースもある。学校生活を送るために周囲の支援をどう構築

するかも合わせて進める。生物心理社会モデルの視点から、身体状態の切迫度、進学、施設での生活な

ど、その時点でこの患者が取り組まなければならない課題をアセスメントし、今、求められる支援を提

供し、面接のテーマ、頻度なども調整する。入院治療が必要な時期には心理教育を中心に行い、体重が

回復してくると家族関係など、より症状の根底や発症機序を考えていくような内省的な心理面接に移行

する。0077：：摂摂食食障障害害  

 意思決定に関与する面接が多い。救急搬送後など、短時間で方針を決めていく中で、可能な限り患者さ

んの行動特性や心理特性を把握する。本人が話せる状況でない場合には、家族からの情報収集が中心と

なる。患者さんの不安軽減，心身の苦痛緩和に関わるが、命に関わる疾患であり、死への不安、再発不

安、見通しの不透明さなどへの不安への対応が課題となる。また、慢性に経過する疾患であり、治療へ

の動機づけ自体が不安軽減につながる。患者さんが意思決定できない理由、治療への抵抗が生じる理由

をアセスメントした上で、必要な治療に取り組める動機づけを高めるような関わりを意識して行ってい
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⑦⑦ 就就労労支支援援  

 生活支援スタッフ（当院の場合、Ns、CP）が担当する「生活支援段階」と就労支援スタッフ（当院の場

合、OT、PSW）が担当する「就労支援段階」と役割を分けて担当しているが、固定ではなく、柔軟に相

互に乗り入れることもある。最初の頃は生活支援担当のウエイトが大きく、就労の活動が始まると就労

支援担当のウエイトが大きくなる。就労支援を始めるとストレスがかかったり、現実に直面することで

不安が強くなったりするが、就労支援担当は押し出そうとする役割、生活支援担当は後戻りしたい気持

ちや弱音を吐きたい気持ちを支持的に支える役割が重要となる。0044：：精精神神科科病病院院（（デデイイケケアア：：就就労労支支

援援））  

 がんの告知後の心理的動揺が大きい中で、見通しも良くわかっていない状態で職場との業務調整を迫ら

れる方が多く、がんの診断を受けて動揺し、だれにも相談せず退職してしまう『びっくり退職』をして

しまう人もいる。告知後の心理的な動揺についてサポートするため、告知の場面に同席して、その後、

がん相談支援センターに来てもらい、今後のサポートなど現実的なことを考えるために大まかな見通し

を立て、伝えている。一度では告知内容の理解が難しい方も多いので、まず見通しを共有して一旦落ち

着いてもらってから、これからのことを考えてもらうようにしている。告知後、早い段階で医療費や社

会資源の情報提供が行われていくことが非常に重要なことと考える。職種によっては、仕事を続けるこ

とが今後不利になることもあるので、そこについても配慮しながら相談を行っていく。1122：：ががんん・・緩緩和和

ケケアア（（両両立立支支援援））  

 

⑧⑧ 院院内内連連携携  

 “〇〇療法”という専門療法も重要だが、そのように特化したものではなく、心理職の立場で患者を見

立て、他職種に伝えることが院内で求められている。傾聴の技術は大切であり、患者だけでなく、他職

種の気持ちを受け止める際にも大事な要素。患者自身や他職種の立場・視点も踏まえ、チーム医療の中

で、全体を俯瞰し、バランサーになる役割も重要だと考えている。0011：：精精神神科科病病院院（（病病棟棟）） 

 ［カンファレンス］摂食障害という疾患の患者全般についての傾向や、その患者個人の特徴について伝

え、操作性のある患者、依存的になる患者、食べ物を捨てる患者などについて、精神科的視点・心理的

側面から説明している。内科病棟で摂食障害患者を受け入れており、精神科・心療内科患者の対応に慣

れていない看護師もいるため、職員に対する疾病教育も心がけている。［カルテ記載］他職種が読んで

わかりやすい記載を心がける。特に病棟スタッフに伝えたい事項が公認心理師との面接の中で話題にな

ったときは、カルテに記載するだけでなく、主治医、病棟リーダーや師長などにその都度伝えるように

している。その他：他職種連携では、連携相手の治療スタイルや考え方に沿って、伝え方を工夫してい

る。0077：：摂摂食食障障害害 

 慢性疾患や、摂食障害など治療に時間がかかる疾患では、患者自らが「疾患と向き合い、疾患と

付き合う」という視点が大切になるが、上記以外の疾患であっても、患者や家族が治療選択に参

画し、自らの意思や希望を述べ、チームの一員として他の専門職の力を借りて課題に向かってい

く姿勢が望まれる。このようにチーム医療の一員としての患者や家族をエンパワメントする役割

も、伴走する公認心理師に求められていると感じる。0077：：摂摂食食障障害害 

 CKD(慢性腎臓病）チーム、リエゾンチームとして多職種で活動している。透析導入期の全例関与以降は、

何らかのイベントが発生した際に医療者からの依頼、あるいは本人の希望で介入する。医師や看護師か

らの依頼だけでなく、リハビリテーションスタッフからの依頼もある。多職種チームの中では、その人

が人生において何に価値を置いてきたか、疾患の受け入れの程度、疾患の理解の程度などを含めた心理

的アセスメントを行う役割を担っている。また、チームでの定期カンファレンスを開催するほか、脳外

科や透析室のカンファレンスにも出席している。リエゾンチームによるサイコネフロロジーケースカン

ファレンスでは、相談ケースを提供した医療者がエンパワメントされることを重視して、SFR の手法を

取り入れた運等を行っている。1188：：腎腎疾疾患患（（透透析析）） 

 心理検査、心理面接を直接的に提供するところと、心理的なアセスメントに基づいて治療を進めるのが

基本。リエゾンではどういう病棟でどういう支援・メンタルサポートできる力があるか、どのくらい抱

えられる力があるかなどチーム全体をアセスメントし、機能できるように調整すること。0066：：総総合合病病院院

（（ココンンササルルテテーーシショョンン・・リリエエゾゾンン）） 

 公認心理師が持つ専門的なスキルを患者に提供するだけでなく、集団の力動を読むことで、スタッフ間

のディスコミュニケーションを防ぐことができている。個人のパフォーマンスよりもチームとしてのパ

フォーマンスを上げる役割として公認心理師が役立っている。1133：：ががんん・・緩緩和和ケケアア（（緩緩和和ケケアア）） 
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⑨⑨ 院院外外連連携携  

 困難ケースは院内外の多くの方が関わっていることが多い。院外の各種会議において、他機関スタッフ

が要支援者にどのように関わるとよいかを提案したり、一緒に協働して要支援者に関わることがある。

要支援者以外との繋がりも期待されている。具体的には、措置入院患者の場合、相談支援事業所、自治

体の保健師、福祉事務所、家族、後見人、社会福祉協議会の方などの関係者に対して、心理師から認知

機能などのアセスメント情報を伝え、退院後の関わり方について提案することがある。0055：：精精神神科科医医療療

機機関関アアウウトトリリーーチチ  

 要保護児童対策地域協議会への参加は夜間が多く、関係機関も多いため時間もかかる。保険点数化が望

まれる。0088：：小小児児（（身身体体疾疾患患））  

 専門家向けの研修会講師や事例検討会のファシリテーターを行ったりしている。また、予防的な支援と

して、小・中学校に呼ばれて講義を行ったり、家族向けの講演などもしている。また、イベントとして

の治療キャンプは、文科省の事業であり教育機関と一緒にやっている。同じ部門の心理師とやるのと異

なり、考え方などのすり合わせが必要となるが、他機関連携の実践となっている。1111：：依依存存症症（（嗜嗜癖癖行行

動動））  

 

⑩⑩ 今今後後のの課課題題  

 医療のタスクシフトとタスクシェアが進むとよい。医師の診療に心理師の心理面接が加わり、アセ  

スメントの精度が向上し、最適化された医療や支援を提供したり届けることができる。要支援者の回復

を促進でき、要支援者のメリットにもなるし、医療費の抑制に繋がることが期待でき、医師がより多く

の患者への診療に関与できるようになるというメリットも生まれると思う。心理面接が算定可能となる

か、あるいは公認心理師の配置加算のような形で、心理支援の診療報酬上の裏付けがあるとよい。0055：：

精精神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ  

 総合病院は多様な科があり、患者の年齢層も幅が広い。ひとつの病棟や科に専従となるより、さまざま

な科に関わることで、知識、視点が増え、他職種、他部署との連携も広がる。身体疾患と精神疾患の知

識をバランスよく持つことが必要。公認心理師の部署があり、そこから担当を決めて各科に支援に入れ

ると、公認心理師同志の連携や教育もしやすくなりよいと思われる。多様な医療機関での臨床経験、組

織で働くことを学ぶ機会が必要であり、研修システムの構築が望まれる。0077：：摂摂食食障障害害  

 精神科以外の身体疾患の領域、身体疾患に関わっている方ならではの知識の共有が大切。それぞれの身

体科で蓄積してきたものを公認心理師協会など職能団体が中心となって集約し、身体疾患の医療現場で

も心理師が役に立つと啓発活動していくことも重要。1144：：周周産産期期（（生生殖殖医医療療））  

 病院に来てもらうことが何より大事なため、ドロップアウト（通院中断）しないように支える。患者は

精神的に困っている自覚がないので、通常の心理面接のように心理的な背景を直接的に聞くのは難し

く、話を聞きながら情報を収集していく。そのため、構造化することは難しいと感じる。しかし、長く

会い続ける中で、心理的な課題についてのメッセージを意識的に伝え続けていく。1199：：糖糖尿尿病病  

 他職種は心理師が何ができるのかがわからないために、何をしてほしいかもわからない。自分からでき

ることをアピールすることが必要だった。対策として認知機能検査ができることを院内で周知させた

り、オーダーを簡略化したりしたことで、依頼が増え、新しい業務の開拓にもつながった。2211：：心心疾疾患患

（（心心臓臓リリハハ））  

 バーンアウトや抑うつ状態の可能性のある職員に対する支援を行う。事件性のある現場に行った職員と

はミーティングを行う。若年の看護師が患者の死を目の当たりにする状況で気分の動揺が見られた場合

など、看護師長や先輩看護師から公認心理師に相談が入る。2244：：救救急急・・自自殺殺  

 身体疾患では、心理師が面接室で待っている姿勢でできることには限界がある。標準のカウンセリング

や心理検査を学んだうえで、ベッドサイドや病棟で必要に応じて柔軟に行っていくことが、ニーズに応

えるためには必要と考える。2200：：心心疾疾患患（（心心不不全全緩緩和和））  

 認知症や認知機能低下の疑いがある患者に対して、身体面や服薬などの問題だけではなく、認知機能や

心理面、意欲面など、心理職の得意な分野を活かして、他職種にとっても患者にとっても分かりやすい

言葉で説明、共有することで心理職の専門分野を理解してもらった。その結果、認知症ケアチームやリ

エゾンチームの中に心理職が組み込まれる形となった。2222：：認認知知症症（（総総合合病病院院認認知知症症ケケアアチチーームム））  

 「病院の心理師」としてだけでなく、「社会・地域に貢献する心理師」としての広い視点やスタ

ンスが大切だと思っている。0022::精精神神科科病病院院外外来来  
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22)) 連連携携他他職職種種イインンタタビビュューー  

①① 心心理理検検査査  

 知的特性、発達特性、人格特性はアドヒアランスに影響があり、生活で困っている課題、支援を要する

部分は、公認心理師が中心となって評価し、マネジメントプランを立て、本人と共有する。訪問看護で

起きている問題が、病状なのか、特性なのかについて、公認心理師にスーパーバイズを受けている。社

会参加、地域定着、就労支援には公認心理師による特性評価が欠かせない。0055：：精精神神科科医医療療機機関関アアウウトト

リリーーチチ：：医医師師  

 公認心理師の評価により、実際の活動で表れる症状の裏付けが可能となる。事前に作業療法士が評価を

した内容を心理がさらに裏付けしていくことで説得力が増す。1166：：高高次次機機能能障障害害（（リリハハビビリリテテーーシショョ

ンン））：：作作業業療療法法士士  

 心理検査の結果による裏付けがあると、診断につなぎやすい。心理テストのオーダーは医師が出すが検

査のことは公認心理師がよくわかっているので、自由にテストバッテリーを組んでもらう方がうまくい

く。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））：：医医師師  

 問題や患者の状態－用いるべき検査－結果の解釈について、チームでの知識や理解が深まることで、よ

り良い支援が導かれる。0066：：総総合合病病院院（（ココンンササルルテテーーシショョンン・・リリエエゾゾンン））：：看看護護師師  

 心理職の得意分野である認知機能、神経心理学的な側面を看護師も共に理解することで、介入方法の幅

が広がるのではないか、と考えている。2222：：認認知知症症（（総総合合病病院院認認知知症症ケケアアチチーームム））：：看看護護師師  

 

②② 個個別別心心理理面面接接  

 患者自身が自己理解や疾病･障害受容をしていくことに非常に役立っている。0022：：精精神神科科病病院院（（外外

来来））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 一つ一つのケースにすべてセラピー的な支援が必要なわけではないので、「このケースは相談的な関わ

り」「このケースは専門的なセラピー」など緩急をつけてやってほしい、そうでないと、公認心理師も

疲弊して持たなくなるし、ケースを受ける枠もすぐになくなってしまう。そういったところに柔軟性を

もって業務をしてほしい。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））：：医医師師   

 心理職との個別面接を希望する患者からは「（心理職と）話をして気づきがあった」というコメントが

多く、心理職ならでは関わり方があるのだと思う（自己理解・疾病理解等の促進）。認知機能や認知行

動療法のことなど、デイケアのプログラム内で話題に挙がったことを、後で個別に心理職に相談する方

が多い。心理職の考えを押し付けるのではなく、患者の考えを受け止めて、患者の立場に立って考え、

分かり易く伝えている。0044：：精精神神科科病病院院（（デデイイケケアア：：就就労労支支援援））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 個別のカウンセリングをもっと充実させてほしい。栄養士として患者に接すると、話を聞いてほしい

人、語らない人、いろいろな方がいて、合う合わないの相性もある。栄養士には語らなくても公認心理

師には語る人もいるかもしれない。多職種チームで患者を支え情報共有することが重要と感じる。カウ

ンセリングを安定して受けている人はあまり低体重にならず、入院しない傾向にあると感じている。

0077：：摂摂食食障障害害（（総総合合病病院院））：：管管理理栄栄養養士士  

 個別のカウンセリングについて、集団だけでは対応不十分な方の自己理解を支援したり、回復に寄り添

っていく継続的なサポートがなされるなどに役立っている。対象としては、生きづらさを抱える方－自

己治療としてのアルコールを使ってきた方、人生を振り返っていくこと、自己理解に支援が必要な方な

どに個別カウンセリングが使われている。1100：：依依存存症症（（物物質質依依存存））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 

③③ アアウウトトリリーーチチ  

 病院に来られない方、ドロップアウトした方のところに公認心理師が出向くことで、治療のきっかけが

作られる。生活困窮者支援、ひきこもりの支援に公認心理師が関わることで拡がりがでてくる。0055：：精精

神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ：：医医師師  

  

④④ 家家族族支支援援  

 家族の理解なしには支援を進めていくことが難しいケースも多々ある中で、公認心理師によるアプロー

チによって家族の理解が促進され、その後に他職種が支援に入っていくことがスムーズになる。0022：：精精

神神科科病病院院（（外外来来））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 小児診療の特徴として、医療者と保護者の関係がどうしても密になってしまうことやバランスが悪くな
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22)) 連連携携他他職職種種イインンタタビビュューー  

①① 心心理理検検査査  

 知的特性、発達特性、人格特性はアドヒアランスに影響があり、生活で困っている課題、支援を要する

部分は、公認心理師が中心となって評価し、マネジメントプランを立て、本人と共有する。訪問看護で

起きている問題が、病状なのか、特性なのかについて、公認心理師にスーパーバイズを受けている。社

会参加、地域定着、就労支援には公認心理師による特性評価が欠かせない。0055：：精精神神科科医医療療機機関関アアウウトト

リリーーチチ：：医医師師  

 公認心理師の評価により、実際の活動で表れる症状の裏付けが可能となる。事前に作業療法士が評価を

した内容を心理がさらに裏付けしていくことで説得力が増す。1166：：高高次次機機能能障障害害（（リリハハビビリリテテーーシショョ

ンン））：：作作業業療療法法士士  

 心理検査の結果による裏付けがあると、診断につなぎやすい。心理テストのオーダーは医師が出すが検

査のことは公認心理師がよくわかっているので、自由にテストバッテリーを組んでもらう方がうまくい

く。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））：：医医師師  

 問題や患者の状態－用いるべき検査－結果の解釈について、チームでの知識や理解が深まることで、よ

り良い支援が導かれる。0066：：総総合合病病院院（（ココンンササルルテテーーシショョンン・・リリエエゾゾンン））：：看看護護師師  

 心理職の得意分野である認知機能、神経心理学的な側面を看護師も共に理解することで、介入方法の幅

が広がるのではないか、と考えている。2222：：認認知知症症（（総総合合病病院院認認知知症症ケケアアチチーームム））：：看看護護師師  

 

②② 個個別別心心理理面面接接  

 患者自身が自己理解や疾病･障害受容をしていくことに非常に役立っている。0022：：精精神神科科病病院院（（外外

来来））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 一つ一つのケースにすべてセラピー的な支援が必要なわけではないので、「このケースは相談的な関わ

り」「このケースは専門的なセラピー」など緩急をつけてやってほしい、そうでないと、公認心理師も

疲弊して持たなくなるし、ケースを受ける枠もすぐになくなってしまう。そういったところに柔軟性を

もって業務をしてほしい。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））：：医医師師   

 心理職との個別面接を希望する患者からは「（心理職と）話をして気づきがあった」というコメントが

多く、心理職ならでは関わり方があるのだと思う（自己理解・疾病理解等の促進）。認知機能や認知行

動療法のことなど、デイケアのプログラム内で話題に挙がったことを、後で個別に心理職に相談する方

が多い。心理職の考えを押し付けるのではなく、患者の考えを受け止めて、患者の立場に立って考え、

分かり易く伝えている。0044：：精精神神科科病病院院（（デデイイケケアア：：就就労労支支援援））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 個別のカウンセリングをもっと充実させてほしい。栄養士として患者に接すると、話を聞いてほしい

人、語らない人、いろいろな方がいて、合う合わないの相性もある。栄養士には語らなくても公認心理

師には語る人もいるかもしれない。多職種チームで患者を支え情報共有することが重要と感じる。カウ

ンセリングを安定して受けている人はあまり低体重にならず、入院しない傾向にあると感じている。

0077：：摂摂食食障障害害（（総総合合病病院院））：：管管理理栄栄養養士士  

 個別のカウンセリングについて、集団だけでは対応不十分な方の自己理解を支援したり、回復に寄り添

っていく継続的なサポートがなされるなどに役立っている。対象としては、生きづらさを抱える方－自

己治療としてのアルコールを使ってきた方、人生を振り返っていくこと、自己理解に支援が必要な方な

どに個別カウンセリングが使われている。1100：：依依存存症症（（物物質質依依存存））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 

③③ アアウウトトリリーーチチ  

 病院に来られない方、ドロップアウトした方のところに公認心理師が出向くことで、治療のきっかけが

作られる。生活困窮者支援、ひきこもりの支援に公認心理師が関わることで拡がりがでてくる。0055：：精精

神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ：：医医師師  

  

④④ 家家族族支支援援  

 家族の理解なしには支援を進めていくことが難しいケースも多々ある中で、公認心理師によるアプロー

チによって家族の理解が促進され、その後に他職種が支援に入っていくことがスムーズになる。0022：：精精

神神科科病病院院（（外外来来））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 小児診療の特徴として、医療者と保護者の関係がどうしても密になってしまうことやバランスが悪くな

ってしまうことがあるため、医療者と患者家族との関係性などを第三者的な立場から評価・助言する役

割を担ってほしい。あるいは話を聴くという緩衝的な役割を担って欲しい。0088：：小小児児（（身身体体疾疾患患））：：医医

師師  

 発達障害に限らないが、患者家族からは、親グループのニーズは高い。カウンセリングだけでは、つな

がりができていかないため、孤独のままになってしまうことがあるので、親同士がつながり、ピアカウ

ンセリングのような関係性となるようなきっかけを作れると良い。その場は、心理師や他の職種が枠組

みをつくることで、つながりやすくなるのではないかと思う。0099：：小小児児（（精精神神疾疾患患））：：医医師師  

 

⑤⑤ 院院内内連連携携  

 コミュニケーションが困難な患者さんとの関わり方を、多職種に助言してもらえる。2211：：心心疾疾患患（（心心臓臓

リリハハビビリリテテーーシショョンン））：：医医師師  

 公認心理師が持つ専門的なスキルを患者に提供するだけでなく、集団の力動を読むことで、スタッフ間

のディスコミュニケーションを防ぐことができている。個人のパフォーマンスよりもチームとしてのパ

フォーマンスを上げる役割として公認心理師が役立っている。1133：：ががんん・・緩緩和和ケケアア：：看看護護師師  

 患者さんにだけでなく、医療者に対する助言が非常に有用である。問題を発見してそれを解決しようと

する看護師に対して、心理師は問題解決しなくてもその場にいてつらさに寄り添うことも大切というこ

とを示してくれた。こうしたことは看護師にとっても支えになる。患者さんが心理的に今どのような状

況にあるのか（患者さんの適応力、病気への取り組み方や向き合い方、家族との関係など）、それに対

して医療者はどうするべきか、という意見を、心理師の専門性に立って発信してくれており、今後も期

待したい。心理師がいてスタッフと関わること自体が、スタッフへのケアになっている。何かあれば相

談できる存在になってくれている。1188：：腎腎疾疾患患（（透透析析））：：看看護護師師  

 医師や看護師は曜日によって担当者が異なるが、常勤（専従）の公認心理師が患者の日々の様子を継続

して把握し、また、職種間の情報や状況をつないでくれていることで、支援全体がつながっている。

0066：：総総合合病病院院（（ココンンササルルテテーーシショョンン・・リリエエゾゾンン））：：看看護護師師  

 リエゾンにおいては、病棟に常駐してくれていることが、患者の状態を把握しやすく、スタッフの安心

感にもつながる（敷地が広く、病棟と外来の棟が離れているので、両方を担当するのは心理師も大変で

あろうし、スタッフも多忙な業務の中ですぐに相談しづらい）0066：：総総合合病病院院（（ココンンササルル・・リリエエゾゾ

ンン））：：看看護護師師  

 特化した病棟への配置になると、視野が狭くなったり、現実感が分からなくなってしまうリスクがあ

る。依存症（行動嗜癖）といってもいろいろな人がいるので、普段から幅広く携わっていることが必要

だと考える。1111：：依依存存症症（（嗜嗜癖癖行行動動））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 病棟での印象深いケースが思い浮かぶ。抑制が外れてよかった。薬物療法でも医師もお手上げであっ

た。病棟を支えながら心理職と共に支援ができた。倫理カンファレンスを開催するところまでに至っ

た。2233：：認認知知症症（（疾疾患患医医療療セセンンタターー））：：看看護護師師  

 

⑥⑥ 院院外外連連携携  

 要対協や高齢者の地域ケア会議など、行政主体で開催されるケース会議が増えてきている。そこには

PSW が出向いていくことが多いが、困難ケースにおいては医師や公認心理師が直接出席することも増え

てきている。そういった際に現在は院内で会議を開催しているが、今後は公認心理師も直接地域に出向

くかたちで会議に出席できるようになると、地域の関係機関にとってもより有意義なカンファレンスに

なるのではないかと思われる。0022：：精精神神科科病病院院（（外外来来））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  

 医療と福祉を統合したコーディネータが必要であり、公認心理師がそれらを統合する支援のきっかけ作

りになると考える。地域医療改革、多職種チームがおいては、公認心理師がいなければ始まらないと考

えている。公認心理師はチームスタッフをまとめる要、マネージャー的役割をはたしている。精神科の

多職種チーム医療に、まずは公認心理師が念頭に出てくるぐらいの存在感になるとチーム医療がうまく

いく。0055：：精精神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ：：医医師師  

 居住地での地域調整への同行：今後、居住地での地域調整（回復施設、居住地の市区町村の窓口など）

に同行してもらえると、退院の準備や退院後の支援、すなわち、医療から離れていく患者を地域につな
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どが参考になると思われる。1111：：依依存存症症（（嗜嗜癖癖行行動動））：：精精神神保保健健福福祉祉士士  
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⑦⑦ 公公認認心心理理師師へへのの期期待待  

 患者支援の中で行われる公認心理師のコンサルテーションが他職種の治療･支援をサポートしているの

はもちろんのこと、それらを通して、スタッフのメンタルヘルス面においても公認心理師の寄与すると

ころは大きいと実感している。そのような公認心理師によるスタッフ支援のおかげで、PSW としては再

び患者や地域に向き合うことができており、大変感謝している。0022：：精精神神科科病病院院（（外外来来））：：精精神神保保健健

福福祉祉士士  

 公認心理師がさらに力を発揮するためには、バランス良く配置されていくことが大切。ベテランもい

て、若手もいて、男女取り混ぜ、オリエンテーションも含め、様々な人材が集まっているとよい。アカ

デミックな面と程よい遊び心もあって、支援をしてもらえるとよい。それが、患者のために役立つ。か

っちりした「セラピー」的な支援のみが役に立つわけではないことを公認心理師自身に理解してほし

い。先輩に相談できるようなシステムが必要。0033：：精精神神科科ククリリニニッックク（（外外来来））：：医医師師  

 精神保健福祉士、作業療法士はストレングスを一緒に考える役割。看護師は直接の生活支援。公認心理

師には、支援を受け入れない方の課題や不安など、否定的な側面をも本人と取り扱う役割が期待され

る。0055：：精精神神科科医医療療機機関関アアウウトトリリーーチチ：：医医師師  

 「公認心理師にできること」をもっとわかりやすくアピールしてほしい。どんな時に頼むとどんな良い

ことがある、ということが分かると頼みやすくなる。公認心理師の数が限られているので、本当に必要

な人に支援を届けたいと思うと気軽に頼んでいいのかわからない。1122：：ががんん・・緩緩和和ケケアア（（両両立立支支

援援））：：看看護護師師  

 患者に対して心理師が直接関与するだけでなく、特に意思決定支援の場面での患者や家族の言動のとら

え方などについて、心理的な視点から対象者の理解が深まるよう、他職種に対して、関わり方やケアの

方法の助言を受けている。2200：：心心疾疾患患（（心心不不全全緩緩和和））：：看看護護師師  

 心臓リハビリテーションの目的に、フレイル予防も含まれる。高齢で社会的なフレイルの状況にある人

（独居・ひきこもり）への地域での支援等、地域包括ケアについて、心理師のさらなる関与を期待した

い。2211：：心心疾疾患患（（心心臓臓リリハハビビリリテテーーシショョンン））：：医医師師  

 心理師は調査の実施や統計解析、結果の提示に手慣れているので、得られた結果を分かりやすく説得力

を持って示し、新たな事業につなげることができる（例：重症の COVID-19 患者を受け入れていた ICU

看護師のストレス状況の調査結果を元に、インタビューやグループ面談を行い、組織に訴えて、心のケ

アチームを立ち上げた等）0066：：総総合合病病院院（（ココンンササルルテテーーシショョンン・・リリエエゾゾンン））：：看看護護師師  

 自殺対策の一次、二次、三次予防、相談窓口などを一緒にやってもらいたい。0066：：総総合合病病院院（（ココンンササルル

テテーーシショョンン・・リリエエゾゾンン））：：看看護護師師  
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第第 44 章章  考考察察とと提提言言  

１１．．WWEEBB 調調査査ににつついいてて  
 

１１））ササンンププリリンンググとと機機関関情情報報  

ａａ．．調調査査対対象象デデーータタののササンンププリリンンググ  

 本調査の対象データは、９つの対象集団から送付リストを作成し、送付したものである。特に一般病院に

ついては、国立や公立といった規模の大きな総合病院から、周産期やがん/緩和ケア、リハビリテーション

関係の専門性の高い病院などさまざまな機関の中で、なるべく公認心理師が勤務していると予想されるとこ

ろを、有意抽出法でリストアップし、送付リストを作成した。よって、送付対象として示した９つの集団が

厳密にリストアップされたものではないことを把握しておく必要がある。 

また、今回の調査は、まず院長に依頼状を送付して、公認心理師がいる部門（部署）に転送してもらうと

いう形をとった。複数の部門等がある場合、各部署に転送してもらうことをお願いした。この転送が充分に

行われたかが検討点であるが、結果からは、1,379 機関から 1,586 部署等の回答があり、複数部署等がある

場合にも、一定程度送付した依頼状が到達していることがわかる。 

厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業（国立精神・神経医療研究センター，2020)では、公認心

理師等のいる 826部門等から回答が得られ、病院（精神）が 399 部門等(48.3%)、病院(総合）が 152部門等

(18.4%)、診療所が 275 部門(33.3%）であった。本調査では、病院（総合）に該当する一般病院の部門等の

割合が 41.7％と最も高くなっているのが特徴的である。 

厚生労働省令和２年度障害者総合福祉推進事業(日本公認心理師協会，2021)では、公認心理師の人数であ

るが、病院：精神科病院が 1593 人(35.7%)、病院：一般病院が 1347 人(30.2%)、診療所が 1518 人(34.1%)で

あった（％はこの 3 機関の合計 4458 人を母数とした）。診療所は非常勤の割合が他の 2 機関と比べて多い

ことも勘案すると、今回の調査では、診療所の非常勤勤務者のいる部門から回答する割合が、他の機関より

低いことも予想される。 

また今回送付先に含まれなかった診療所（精神科以外）や脳神経内科や整形外科専門の専門病院からも、

データを得られていないものと考えられる。これらの部門等の実態は反映できていないことを充分に考慮す

る必要があろう。 

 

ｂｂ．．機機関関情情報報  

ｂｂ－－１１．．医医療療機機関関のの種種類類やや部部門門等等  

公認心理師が所属する部門等のある医療機関の種類は、精神科病院が 600 部門（37.8%)、一般病院が 661

部門(41.7%)、診療所が 301 部門（19.0%)となっている。これらはサンプリングバイアス及び常勤の在籍す

る部門等の回収率が高くなると予想されることをふまえると、一般病院で依頼状が送付されていない可能性

がある機関、及び精神科を主体とする診療所で非常勤のみが勤務する部門等、精神科主体ではない小児科や

神経内科等の診療所、からの回答が得られにくいことを考慮する必要があろう。そのような点はあるが、

1586 部門等からのデータは、日本における公認心理師の所属する部門等の活動実態を検討する上で貴重な

結果を示すものとみなしてよいであろう。 

部門等は、精神科が最も多く 42.6％を占めており、次いで心理相談部門等が 13.2%、コメディカル部門が

6.2%、心療内科が 4.7%、小児科が 4.4%、リハビリテーション科が 4.2%となっていた。心理相談部門等やコ

メディカル部門への配置は、その医療機関の組織上の理由で専門科への所属ではなく、各科から組織上は独

立した形となることもある。一般病院についてみると、精神科が 23.9%、心理相談部門等が 12.1%、小児科

が 9.2%、リハビリテーション科が 8.2%、コメディカル部門が 7.1%であり、精神科以外の部門等にも公認心
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理師が所属していることがわかる。 

精神科所属の公認心理師であっても、精神および身体疾患の患者を対象として活動しているものが

14.1％あるなど、活動が精神疾患に限定されない状況が見受けられる。これが、心理相談部門等やコメディ

カル部門となると、精神及び身体疾患を対象とするところが 30%を超えている。精神疾患に限定されない活

動の広がりが明確となっている。精神疾患に限定されない活動の広がりを、どのような組織的な仕組みで行

っていくか、検討が必要となろう。 

精神疾患以外の部門等の調査データが重要であるが、実際に行われている調査は数少ない。たとえば、

2015 年に実施された高次脳機能障害全国実態調査よれば、一般病院（51.4％）、介護保険施設（20.6％）、

リハビリテーション専門病院（20.2％）合計 221施設に勤務する臨床心理士は 50名未満（1施設当たり 0.22

人未満）であった。また、2021 年度の「回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書」

（一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会）によれば、2020 年度の回復期リハビリテーション

病棟 768病院における臨床心理士の配置は、平均 0.379人であり、回復期病棟 3か所に約一人に過ぎない。 

2008 年の高次脳機能障害支援普及事業支援機関など全国連絡協議会により出された「高次脳機能障害の

支援の手引き（改訂 2 版）」によれば、医療的リハビリテーションには個々の認知障害の対処を目指す以外

に、心理カウンセリング、薬物療法、外来治療なども含まれる、と記載されており、高次脳機能障害のリハ

ビリテーションに心理カウンセリングが必要だと明記されながら、上記のような人員配置では実施が困難で

あるのが実態である。 

 

ｂｂ－－２２．．病病棟棟ににつついいてて  

 公認心理師が勤務する部門等がある医療機関において、病床がない機関の部門等をみると、精神科、児童

精神科、心療内科で 30％を超えていた。これらの科には、診療所での設置がある科が含まれていると考え

られる。脳神経外科、心療内科、がん/緩和ケア関連の診療科、リハビリテーション科、がん相談支援セン

ター/がん対策室等の部門等では、病床はあるが精神科の病床はない医療機関で活動しているところが 85%

以上であった。これらの部門では、精神科病床で対応することが困難な中での心理支援が求められ、身体疾

患中心の治療の中でどのように心理支援を展開するか工夫が求められるであろう。 

 

ｂｂ－－３３．．活活動動のの内内容容（（業業務務種種類類））  

 心理検査が最も大きな割合を占めるとした部門等をみると、神経内科等で 60.0%、認知症疾患医療センタ

ーで 85.0%となっていた。またリハビリテーション科で 37.9%、児童精神科で 37.0%であった。これは、認知

症や高次脳機能障害、小児の精神疾患での心理検査実施の割合が高いこととも関連すると考えられる。これ

は業務全体での心理検査や心理支援といった業務の割合に関する結果なので、業務上の割合は少ないが、心

理検査を行うことが業務としてあるとする部門等は当然より多くなるであろう。 

心理検査が大きな割合を占める部門においても、調査の他項目から推察されるが、観察や面接を含めた心

理的アセスメント、心理的アセスメント結果のフィードバック、心理教育、継続した心理面接など、多様な

活動が求められると考えられる。しかし制度上、心理検査から他の業務につなげることが難しかったり、人

員を増やしたりすることができず、心理検査のオーダーに応じることのみに業務が大きく占められている現

状が推察される。 

 

ｂｂ－－４４．．活活動動のの内内容容（（集集団団支支援援））  

集団支援が最も大きな割合を示すとしたのは、デイ・ケア部門で 78.1%となっていて、他の部門等は 10%

未満であった。集団支援は、デイ・ケア部門のように集団支援が業務の中心となっている場合は、集団支援

が大きな割合を示すとの回答が得られるが、「業務割合は均等ではないが、心理検査・個別支援・集団支援

のすべてにかかわっている場合」や「集団にかかわっているが検査や個別支援と均等ではないし、最も大き

な割合は占めてない」「個別支援と集団支援しか行ってない」場合は、集団支援は反映されない結果となっ

ている点には留意が必要である。 

多職種連携にも積極的にかかわっている公認心理師の状況を考慮すると、多職種が実施している集団支援

が存在する場合には、その集団支援に公認心理師は関与することになると考えられる。実際、インタビュー

調査において、そのような関与が指摘された。また、心理検査や個別支援を中心に活動している公認心理師

が、一週間のスケジュールの中である時間帯を集団支援プログラムに関与する、という業務設定をしている
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動の広がりが明確となっている。精神疾患に限定されない活動の広がりを、どのような組織的な仕組みで行

っていくか、検討が必要となろう。 

精神疾患以外の部門等の調査データが重要であるが、実際に行われている調査は数少ない。たとえば、

2015 年に実施された高次脳機能障害全国実態調査よれば、一般病院（51.4％）、介護保険施設（20.6％）、

リハビリテーション専門病院（20.2％）合計 221施設に勤務する臨床心理士は 50名未満（1施設当たり 0.22

人未満）であった。また、2021 年度の「回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書」

（一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会）によれば、2020 年度の回復期リハビリテーション

病棟 768 病院における臨床心理士の配置は、平均 0.379人であり、回復期病棟 3か所に約一人に過ぎない。 

2008 年の高次脳機能障害支援普及事業支援機関など全国連絡協議会により出された「高次脳機能障害の

支援の手引き（改訂 2 版）」によれば、医療的リハビリテーションには個々の認知障害の対処を目指す以外

に、心理カウンセリング、薬物療法、外来治療なども含まれる、と記載されており、高次脳機能障害のリハ

ビリテーションに心理カウンセリングが必要だと明記されながら、上記のような人員配置では実施が困難で

あるのが実態である。 

 

ｂｂ－－２２．．病病棟棟ににつついいてて  

 公認心理師が勤務する部門等がある医療機関において、病床がない機関の部門等をみると、精神科、児童

精神科、心療内科で 30％を超えていた。これらの科には、診療所での設置がある科が含まれていると考え

られる。脳神経外科、心療内科、がん/緩和ケア関連の診療科、リハビリテーション科、がん相談支援セン

ター/がん対策室等の部門等では、病床はあるが精神科の病床はない医療機関で活動しているところが 85%

以上であった。これらの部門では、精神科病床で対応することが困難な中での心理支援が求められ、身体疾

患中心の治療の中でどのように心理支援を展開するか工夫が求められるであろう。 

 

ｂｂ－－３３．．活活動動のの内内容容（（業業務務種種類類））  

 心理検査が最も大きな割合を占めるとした部門等をみると、神経内科等で 60.0%、認知症疾患医療センタ

ーで 85.0%となっていた。またリハビリテーション科で 37.9%、児童精神科で 37.0%であった。これは、認知

症や高次脳機能障害、小児の精神疾患での心理検査実施の割合が高いこととも関連すると考えられる。これ

は業務全体での心理検査や心理支援といった業務の割合に関する結果なので、業務上の割合は少ないが、心

理検査を行うことが業務としてあるとする部門等は当然より多くなるであろう。 

心理検査が大きな割合を占める部門においても、調査の他項目から推察されるが、観察や面接を含めた心

理的アセスメント、心理的アセスメント結果のフィードバック、心理教育、継続した心理面接など、多様な

活動が求められると考えられる。しかし制度上、心理検査から他の業務につなげることが難しかったり、人

員を増やしたりすることができず、心理検査のオーダーに応じることのみに業務が大きく占められている現

状が推察される。 

 

ｂｂ－－４４．．活活動動のの内内容容（（集集団団支支援援））  

集団支援が最も大きな割合を示すとしたのは、デイ・ケア部門で 78.1%となっていて、他の部門等は 10%

未満であった。集団支援は、デイ・ケア部門のように集団支援が業務の中心となっている場合は、集団支援

が大きな割合を示すとの回答が得られるが、「業務割合は均等ではないが、心理検査・個別支援・集団支援

のすべてにかかわっている場合」や「集団にかかわっているが検査や個別支援と均等ではないし、最も大き

な割合は占めてない」「個別支援と集団支援しか行ってない」場合は、集団支援は反映されない結果となっ

ている点には留意が必要である。 

多職種連携にも積極的にかかわっている公認心理師の状況を考慮すると、多職種が実施している集団支援

が存在する場合には、その集団支援に公認心理師は関与することになると考えられる。実際、インタビュー

調査において、そのような関与が指摘された。また、心理検査や個別支援を中心に活動している公認心理師

が、一週間のスケジュールの中である時間帯を集団支援プログラムに関与する、という業務設定をしている

ことは容易に推察されよう。 

 

ｂｂ－－５５．．活活動動のの内内容容（（病病棟棟））  

 活動内容を病棟との関連でみた結果では、無床で外来のみの部門等は、児童精神科、心療内科、デイ・ケ

ア部門において 40%を超えていた。これらには、病床を有しない診療所の部門等が含まれているものと考え

られる。病棟業務が主とした部門等は、がん/緩和ケア関連の診療科、周産期母子医療センターであり、45%

を超えていた。これらの科に属する部門等の支援において、病棟での活動が行われていることは注目に値す

る。 

入院患者への支援について、公認心理師の専従、専任、兼務といったニーズが高いことが示された。この

ことは逆に、入院患者への心理支援が充分に行えていない現実があることがうかがえる。その他の対応とし

ては、「心理職と他職種との連携」「（ハード面の）環境整備」「心理職の運用の仕組み作り」「心理職の

活動の広報」などが挙げられている。新規配置や増員に加え多様な活動の充実が求められていることがわか

る。公認心理師の活動が、病棟にまで充分に行きわたるように、人員上の設定に加え、活動上の工夫が求め

られている。 

 

ｂｂ－－６６．．活活動動のの内内容容（（常常勤勤））  

調査対象部門等のうち n=1,259(79.4%)には常勤がいるとなっている。すでにサンプリングのところで検

討したように、常勤職がいる部門等の方が熱心に調査に参加する可能性があるため、非常勤のみの配置であ

る部門等からのデータが得られていないことを考慮する必要がある。 

常勤配置している部門等のうち、常勤が 1 名のみ配置とした部門等が 45.7%であった。病院勤務の場合、

病棟と外来の業務が生じると考えられるため、常勤 1 名のみでは対応が難しいことが推測される。実際、常

勤で病棟配置されているのは、25.8%に過ぎなかった。常勤職配置を含め、病棟に公認心理師の支援が提供

可能となるための工夫が求められる。 

機関種類別の常勤がいる部署の割合では、精神科病院より、一般病院が低く、さらに診療所で低くなって

いた。一般病院や診療所での心理職の常勤配置がまた望まれている状況にあると考えられる。 

２２））精精神神疾疾患患全全般般  

 すでに結果を示す流れで示した通り、公認心理師の勤務する部門等での精神疾患全般（小児、成人）への

心理支援の概要は、C2-1 小児の精神疾患、及び C2-9（成人の）精神疾患全般において示す。その上で、診

断別の枠の定められた外来心理面接（個人）について分析結果が示される。よって、考察も同じ順番で行う

こととする。 

 

ａａ．．小小児児のの精精神神疾疾患患（（nn==665588））  

 調査対象部門等の 41.5％は、小児の精神疾患への心理支援を行っていた。医療機関の種類では、成人の

精神疾患と異なり、精神科病院、一般病院、診療所ともに、40%前後であった。成人の場合は、一般病院と

比べて精神科病院と診療所の割合が多かったことをふまえると、小児の精神疾患に対応できる精神科病院や

診療所は、成人の場合と比べて限られる傾向にあることがわかる。小児の精神疾患に対応できる公認心理師

へのアクセシビリティが課題となるかもしれない。 

支援内容は、心理検査が高い割合で行われ、チーム医療・連携の高い割合であり、外来における心理面接

（個人）、入院における心理面接の割合も、ほぼ成人の精神疾患全般と同様の傾向であった。ただし、外来

と入院における心理支援（集団）の割合が 10%前後で、成人と比べて行われていない傾向にあった。 

一方家族支援は、成人の場合は 60%前後であったのに対して、小児の場合は 80%前後となっていた。小児

の精神疾患への対応において、心理検査結果の家族へのフィードバックも含めた家族支援が重要となってい

ることが示された。小児の精神疾患においては、神経発達症、ＤＶ、児童虐待、トラウマ、不登校など、多

様な状態への支援が求められており、当然家族調整等が求められることも多いことが支援の目的における

「家族関係・対人関係の調整」の割合からも推察される。 

 本人対象の心理教育は小児の精神疾患を扱う部門の 6 割が行っていた。目的は、対処スキルや能力の維持

315



向上、自己理解・疾病理解等の促進、不安の軽減・解消が多く、また症状・問題行動の緩和・軽減、家族関

係・対人関係の調整、と続いている。これらは本人が自分と自分に起こっていることを理解し、自分にでき

る対処を学んでレパートリーを増やし、周囲に励まされ安心感を与えてもらいながら、少しずつ自分の問題

と取り組んでいく、ことが行われていると考えられる。また同時に本人と、家族や学校など周囲との関係調

整を、公認心理師が必要に応じて行っていることがわかる。  

心理教育の構造は 1 セッションの時間は 30～60 分の範囲で、頻度は 2 週あるいは４週に 1 回が最も多く

行われている。 心理教育の期間や回数は特に定めていないところが多いが、子供の成長と症状や問題の持

続に伴って必要なスキルや理解は異なってくるため、終わりを決めていないところが多いのではないかと推

測される 

 外来の心理面接は、小児の精神疾患をみる 8 割超の施設が行っている。目的は、アセスメント、不安の軽

減・解消、対処スキル・能力の維持・向上、が多く、また症状・問題行動の緩和・軽減、自己理解・疾病理

解の促進、家族関係・対人関係の調整が次いで多かった。これらは、順位の入れ替わりはあるものの、心理

教育でもトップ５の項目であり、共通しているものであった。 

心理面接のアプローチ法として、複数のアプローチを併用している施設が 8 割を超えており、使用割合の

高さから、傾聴・支持的アプローチは 93％とほぼ必須であり、それに加えて、認知行動療法・行動療法的

が 72％/力動的・精神分析的アプローチが 39％併用され、必要に応じて環境調整的アプローチが用いられて

いると考えられた。関係性を作る傾聴・支持的アプローチの上に、患児の成長変化を促す認知行動療法/力

動的アプローチが行われ、必要に応じて周囲との環境調整が行われている、と考えてよいのではないのだろ

うか。 

 心理面接の期間は、半年以上行っている施設が多く、年単位で長期に行われていることがうかがわれる。

また回数は定められておらず、これも心理教育と同様に子供の成長と症状や問題の持続に伴って必要なスキ

ルや理解は異なってくるため、終わりを決めていないところが多いのではないかと推測される。 

今回の結果は、心理支援の本質が、治療もさることながら患児の成長促進であることを反映しているとも

考えられる。この視点は、医学的な治療という範囲に限定せず、心理面及び社会性の成長発達を、しっかり

とみていくという公認心理師の専門性として重要であろう。 

そのような公認心理師の専門性を有した視点を、院内チーム連携の中で示していくことが重要となろう。

また、本人が退院して地域における家庭にて安心してかつ成長促進的な生活を営めるよう、院外の多職種チ

ームでの連携も重要である。今回の結果では、45%を超える部署で院外他機関・他職種との連携が行われて

いることが示されており、地域生活への連続的な支援が大切にされていた。 

外来の個人心理面接は長期化する傾向にあるが、入院は短期間に頻度も多い支援となる傾向があるのは、

入院期間が限定されているという状況の中での支援であることを反映しているからであろう。アウトリーチ

の必要性はあるが、実際には行えていないのは、成人の精神疾患と同様の傾向であった。 

 成人の精神疾患全般と同様に、小児の精神疾患においても、公認心理師の専門性に基づき、心理検査、心

理教育、心理面接（個人）、心理支援（集団）、家族支援が、院内・院外連携のもとに行われているが、そ

の多くが診療報酬等の制度上の裏付けがない状態で実施されている。 

心理検査は診療報酬上で位置づけられているが、診療報酬対象外の検査を行っている部門等も 64.9%ほど

存在する。また、心理検査結果のフィードバック面接は、家族支援としても重要であるが、診療報酬上は対

象外である。 

心理教育や外来心理面接（個人）は、小児科や心療内科であれば、「小児特定疾患カウンセリング料」で

算定されるが、２年間しか適用されないという状況であり、小児領域の長期的な支援の必要性もふまえ、期

間の延長等の対応が検討される必要があろう。 

 

ｂｂ．．成成人人のの精精神神疾疾患患全全般般（（nn==11,,006677））  

（成人の）精神疾患全般への支援は、当然のことではあるが、精神科病院及び診療所において、高い割合で

実施されていた。なお、精神科病院及び診療所において、精神疾患全般への支援をしている回答した部門等

が 100％となっていないのは、高次脳機能障害/脳血管障害及び認知症を専門とする精神科病院及び診療所

が、この精神疾患全般には含まれていないためと予想される。一方、一般病院においても、半数近くで（成

人の）精神疾患全般への心理支援が行われていた。 

心理支援の内容は、心理検査、心理教育、外来及び外来の心理面接（個人、集団）、家族支援、チーム医

療・連携と多岐の支援が組み合わさって行われていた。精神疾患全般に対して、多様な業務を、その機関の

実情に合わせて組み合わせて実施している実情がある。 
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教育でもトップ５の項目であり、共通しているものであった。 

心理面接のアプローチ法として、複数のアプローチを併用している施設が 8 割を超えており、使用割合の
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心理検査は診療報酬上で位置づけられているが、診療報酬対象外の検査を行っている部門等も 64.9%ほど

存在する。また、心理検査結果のフィードバック面接は、家族支援としても重要であるが、診療報酬上は対

象外である。 
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からの情報など、多様な方法で行われる。外来の心理面接（個人）の目的の 58.7%、入院の心理面接（個人）

の 53.7%がアセスメントとなっているのも、その実態を示している。 
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活がどうなっていくか見通しが持てなくなるなどの現実的な不安が高まっていて、そこに向き合い冷静に自

分の気持ちや考えを整理し、自分がいま取り組むべきことをみつめていくといった作業が重要であろう。 

その作業には主治医やチーム医療の他職種も関与するが、公認心理師だからこそできる専門性が期待され

ていることがポイントである。それらについては、インタビュー調査においても示されるが、まさに心理的

アセスメントを公認心理師の専門性としてどう示すかが、重要であることが必然的に導かれよう。 

 心理教育では、心理的アセスメントをふまえたアプローチがなされると効果的である。また、心理的アセ

スメントのフィードバックも行いながら、疾患の知識の提供や治療への心構えなどを伝えることも有効であ

る。すなわち、公認心理師の専門性を発揮した心理教育は、心理的アセスメントをふまえ、そのフィードバ

ックも行いながら実施できる点を特徴として挙げることができる。 

心理教育や心理面接では、「対処スキル・能力の維持・向上」「症状・問題行動の緩和・軽減」も 50-
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60%を占めているが、このように、心理教育と心理面接（個人）の目的が似通っていることは注目に値する。

外来の心理面接に心理教育的要素が含まれたり、逆に心理教育に心理面接（個人）の要素が含まれたりする

ことが生じているのではないかと推察する。 

「対処スキル・能力の維持・向上」「症状・問題行動の緩和・軽減」の目的について、外来の心理面接

（個人）では、傾聴・支持的アプローチをふまえ本人が自ら対処スキルを見出し症状への対処方法を前向き

に考えるという変化につながる場合もあれば、認知行動療法的アプローチを通して、対処スキルや症状緩和

のための方法を身につけるために課題に取り組むといった方法が行われることもあろう。自らを深く内省し

て意識していなかった自らの心情を深く見つめるといった力動的アプローチが有効な場合もあると考える。 

 外来の心理面接（個人）では、環境調整的アプローチが行われる場合もある。これは、目的の「家族関

係・対人関係の調整」が関係するように、環境に直接的に介入して調整するような具体的な営みというより、

家族や関係者との関係を心理的にどう受け止め見つめ直し、自分の意志で取り組んでいけるという思いが高

まること（「自己効力感回復」）や、その作業を通して自ら決めていくことができること（「自己決定の援

助」）といった、サイコロジカルな環境調整と考えるべきであろう。 

結果にも示すように、外来の心理面接（個人）のアプローチ法が単独で行われる場合はさほど多くなく、

併用されているのが現状であり、併用の場合 3 つまでという点を考慮すると、その基盤となる方法が傾聴・

支持的アプローチであり、次いで認知行動療法的アプローチ、そして状況もふまえつつ、力動的または環境

調整的アプローチが選択されるという状況かと考えられる。 

 外来における心理面接（個人）は、一回あたり 30-60分の時間で、1か月に 1回、2週間の 1回、1週間に

1 回という頻度で、3 か月以上 4 年未満、時には 4 年以上も継続している実態があった。その内容は、心理

検査も含めた心理的アセスメントをふまえて、面接の目的を持ち、専門性のあるアプローチを併用した専門

性の高い内容であることが明らかとなった。 

現状の大きな課題は、そのような専門性の高い心理面接に対して、診療報酬等の制度上の位置づけがなさ

れていないということである。自由記載の意見でも、心理面接に対して診療報酬が取れないという点が、多

く挙げられていた。この点は、成人の精神疾患全般に対していえることである。 

入院心理面接（個人）は外来より頻度が短い間隔で実施されている傾向にあった。入院期間がある程度定

められており、その期間内で実施することが求められているという事情もあるかもしれない。入院心理面接

（個人）も、「不安の軽減・解消」「自己理解・疾病理解等の促進」「対処スキル・能力の維持・向上」

「症状・問題行動の緩和・軽減」を目的として挙げる割合が高く、これは、心理教育及び外来心理面接と共

通する傾向である。入院心理面接も、心理教育的要素を有していると考えることも可能となろう。 

 外来心理支援（集団）は、精神科病院と診療所で、20％を超える部署で実施されていた。これらはデイ・

ケアでの実施として考えられる。入院心理支援（集団）は、精神科病院での実施が 27.8%であった。外来心

理支援（集団）では、「自己理解・疾病理解等の促進」「対処スキル・能力の維持・向上」が目的として

70%を超え、「症状・問題行動の緩和・軽減」も 50%を超えていた。これらの目的での集団に対するものと

して、認知行動療法的アプローチが最も多く選ばれ、次いで傾聴・支持的アプローチであった。 

入院心理支援（集団）でも同じく、 「対処スキル・能力の維持・向上」が目的として 70%を超え、 「自

己理解・疾病理解等の促進」も 65%を超えており、外来の個人に対してと同じく、認知行動療法的アプロー

チが最も多く、次いで傾聴・支持的アプローチであった。 

集団へのアプローチとしては、認知リハビリテーション的アプローチも、心理面接の場合より割合が高く

なっていた。ゴールを設定してそれにむけて少しずつ取り組んでいくことに適したアプローチが選択される

傾向にあるようである。 

アウトリーチの実施は 7.7%と少なかったが、その目的として「家族関係・対人関係の調整」「地域移

行・地域定着支援」「孤立防止と社会参加の保持・増進」 が比較的高い割合を有していた。アウトリーチ

は必要と回答した部署は 55%を超えており、実際に行う心理支援として検討しているようであるが、マンパ

ワー等の問題で実際には実施するまで手が回らないという実情があるのかもしれない。診療報酬上の位置づ

けがあれば、もう少し対応する部門等が増えるのではないかと予想する。 

家族支援も、家族合同面接や家族のみ面接など、実施されていた。家族支援も、心理的アセスメントのフ

ィードバックや心理教育の要素を取り入れることで、公認心理師として専門性を発揮することが可能になる

と考えられる。このように治療に資する形で家族支援は行われるが、診療報酬上の位置づけがなされていな

い現状がある。地域包括ケアシステムの中で活動できる公認心理師が期待されている。 
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３３））外外来来のの心心理理面面接接（（個個人人））  
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精神疾患別に構造化された外来心理面接の枠組みを調べたが、実際にはいくつかの精神疾患が併発したり、

精神疾患の診断がきれいにつかなかったりの場合も多い。公認心理師には、そのような複雑なケースが依頼

されることも多い。その意味で、このパートでの分析は、あくまで典型的な精神疾患へのその部門等での取

り組みを示したものという認識で行うことが、実態を反映することにつながると考えられる。 

各疾患へのアプローチ方法について、単独で実施される場合は少なく、多くが併用されている。また併用

の場合、3 つまで複数選択できることになっている。そうした場合、たとえば、神経発達症の場合、傾聴・

支持的アプローチと心理教育、そして認知行動療法的アプローチの 3 つが複数選択されることが多いが、そ

の部門別の何らかの考え方として、力動的アプローチも選択されうることになるであろうか。 

 面接目的の中で、「治療動機付け」や「QOL 向上」が低いが、これらは治療の中で重要なものであり、こ

れらを目的とする面接ができることは、今後求められていくのではないかと考える。 

また「地域移行・地域定着支援」および「孤立防止と社会参加の保持・改善」なども低いが、個別心理面

接の中でこれらも扱うことができるようになることは、心理支援の課題なのではないか。 

これは、インタビュー調査でもふれることになるが、地域包括ケアシステムの中で、公認心理師がどのよう

な役割を持つことが必要となるかという点でも重要となる。 

また、どのようなアプローチを採用したかも重要であるが、どのような目的を持ち、公認心理師の活動の

方向を定めていくかが重要となる。アプローチ法は、その目的のために、様々なものを組み合わせ、目的の

ために最善の支援を行うという考え方も持つ必要がある。 

一方で、医療の中で公認心理師の役割を分かりやすく示すために、特定のアプローチに基づき単独の構造

化された心理面接を同定し、その効果を示すということも重要となるかっもしれない。また、構造化された

支援という観点でいうならば、外来及び入院における心理支援（集団）が、より構造化された支援を提供し

ている実態がある。 

 

４４））特特定定のの精精神神疾疾患患（（高高次次脳脳機機能能障障害害等等、、認認知知症症））  

ａａ．．高高次次脳脳機機能能障障害害／／脳脳血血管管障障害害  

 高次脳機能障害等は、認知症と同様、心理検査の割合が突出しており、心理教育その他の支援内容の割合

は低くなっていたが、認知症より、外来及び入院の心理面接（個人）の割合は高かった。家族支援の割合も
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認知症より高かった。 

外来及び入院での心理面接（個人）の目的で、自己理解・疾病理解の割合が、認知症よりも高かった。特

に入院の心理面接（個人）では、自己理解・疾病理解が 60.8%となり、心理面接で重視されていることがわ

かる。 

高次脳機能障害は、高齢ではない年齢での発症もあり、自分の障害を認識するために、入院中のリハビリ

段階から、退院後地域生活を送る中で障害に向き合うこともある。それらの自己理解・疾病理解のプロセス

に公認心理師がどう支援していくかが重要となる。 

外来心理面接（個人）のアプローチで、傾聴・支持的が、一番割合が高いが、環境調整 42.3%、認知的リ

ハビリテーションが 21.1%であり、いずれも認知症の場合より高い割合であった。  

 高次脳機能障害/脳血管疾患では心理検査によるアセスメントが業務として大きな役割を占めているとい

う点は、前述の「高次脳機能障害の支援の手引き（改訂 2 版）」において「心理カウンセリング」が必要で

あるにもかかわらず、「神経心理学的検査」にしか診療報酬が認められていない現実を反映していると考え

られる。実際には必要であるにもかかわらず、診療報酬が認められていない「心理面接」「心理教育」「家

族面接」「家族の心理教育」「認知行動療法」「集団心理療法」「アウトリーチ」が充分に実施できないの

が現場の実情であろう。 

 一般病院では、入院における心理面接（個人）の割合が高い。脳血管障害等の治療の段階から、高次脳機

能障害のアセスメントや心理支援が早期に行われている部門等もあるものと考えられる。そのような部門等

もあるが、実際には公認心理師が配置されていない状況の中で、適切な心理支援が行き届いていない実情が

あることを、充分に認識する必要がある。 

心理検査は、作業療法士等他職種も実施する場合があるので、公認心理師とどのような役割分担をしてい

くかは課題となる。また認知リハビリテーションも、他職種とは異なる公認心理師が行う専門性の高い内容

を確立していく必要がある。この分野では、医療のみならず福祉支援にもつながった活動が求められており、

入院時から退院後地域生活の継続までの切れ目ない、医療や福祉に詳しい公認心理師の役割が重要である 

 

ｂｂ．．認認知知症症  

 対象の 45.6％の部門等は、認知症への心理支援を行っている。医療機関の種類としては、精神科病院、

一般病院、精神科診療所などで、支援が行われているが、一般病院での入院における心理面接（個人）の割

合が 35.2%であった。 

支援としては、心理検査が 91％を占めていた。次いで、チーム医療・連携が 73％となっており、アセス

メントのみの役割がある部門等あれば、アセスメントも含めチーム医療・連携をしている部門等もある。 

外来及び入院における心理面接（個人）の目的でもアセスメントの割合が多く、心理師に心理検査も含めた

多面的なアセスメント中心の業務が求められている状況がある。 

一般病院においては、認知症の疑われた入院患者にリエゾンチーム等でかかわり、アセスメントを行った

上で、不安軽減や治療への理解促進などの心理支援を行う場合も考えられる。 

 院内他職種のチーム連携は 71.4%、家族支援も 37.6%がありとしていることから、アセスメント中心の支

援を展開しながら、本人及び家族に対してチームの中でどのような役割を担っていくかが、重要な課題とな

っている。 

外来心理面接（個人）及び入院心理面接（個人）のアプローチとして、環境調整の割合が、成人の精神疾

患よりも高かった。ここでいう環境調整は、サイコロジカルな環境調整であり、本人の気づきや理解、家族

等との関係調整などを含むものである。実際の環境調整について、ソーシャルワーカーや地域機関との連携

も重要となる場合もある。 

アウトリーチの必要性も 53.7%がありと回答しており、アセスメントをふまえ心理面に配慮した環境調整

やアウトリーチなども、今後専門的な心理支援として確立していく必要があろう。認知症になっても安心し

て住み慣れた住まいにおいて生活できるように、地域包括ケアシステムの構築が重要であるが、公認心理師

もこの包括ケアシステムの一翼を担うことに貢献できるものと考える。 

心理的アセスメントも重要である。早期の認知症の段階における認知症を持つ中での自己理解や自己決定

の支援、認知症の人中心のケアの促進、家族の認知症の人への理解の促進等について、公認心理師が多職種

チームの中で果たす役割は重要である。 
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認知症より高かった。 
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ｂｂ．．認認知知症症  
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援を展開しながら、本人及び家族に対してチームの中でどのような役割を担っていくかが、重要な課題とな

っている。 

外来心理面接（個人）及び入院心理面接（個人）のアプローチとして、環境調整の割合が、成人の精神疾

患よりも高かった。ここでいう環境調整は、サイコロジカルな環境調整であり、本人の気づきや理解、家族

等との関係調整などを含むものである。実際の環境調整について、ソーシャルワーカーや地域機関との連携

も重要となる場合もある。 

アウトリーチの必要性も 53.7%がありと回答しており、アセスメントをふまえ心理面に配慮した環境調整

やアウトリーチなども、今後専門的な心理支援として確立していく必要があろう。認知症になっても安心し
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５５））小小児児のの身身体体疾疾患患、、周周産産期期  

ａａ．．小小児児のの身身体体疾疾患患  

調査対象の 16.2%の部門等は、小児の身体疾患に対応していた。機関種別では、精神科病院及び診療所で

対応している部署等は数％であるのに対して、一般病院では 33.7%であり、多くが一般病院で対応されてい

ることがわかる。心理検査は精神科病院も一般病院も同じ割合の部門等で実施しているが、外来の心理面接

（個人）は一般病院が 71.7%と高い割合を示した。 

小児の身体疾患への対応の特徴は、チーム医療・連携のもと、心理検査及び、そのフィードバックも含め

た家族支援が中心となっている点であろう。家族の理解を得ながら、外来や入院における個人心理面接が行

われると同時に、必要に応じて、本人対象の心理教育が実施されていた。 

心理検査で、遠城寺や K 式の割合が多いのは、かなり低年齢層の小児に多くかかわっていることを意味す

る。必然的に家族を含めた支援が行われていることになる。また、身体疾患領域でこれだけの割合で発達知

能検査を行っているということは、この領域で身体疾患に精神発達の問題が併存する形の複雑な例が多く、

そうした問題に公認心理師が関わっていることが示されている。一方で、小児の身体疾患に関して、診療報

酬の対象となっているものが少ないため、心理支援も診療報酬がつく心理検査などの内容になりやすい傾向

がある。 

外来の心理面接（個人）の期間は 2 年以上にわたる場合が 45％を超えており。長期にわたる傾向がある

が、入院の心理面接（個人）は短期間に頻度が高い形で行われていた。小児について、入院の心理面接個人

は、身体疾患に関するチーム医療のメンバーとして関与することが多いために、入院時の関与が可能となっ

ているものと考えられる。 

アウトリーチについて、必要性は感じていても、診療点数がついていないことや、時間がかかりマンパワ

ーを要するため、実際には実施できないことがあると考えられる。 

家族支援も、小児の場合は、一緒に来院されることが多く、必要性も高いため行われやすいと考えられる。

また、小児の身体疾患は、単なる身体疾患への支援にとどまらず、精神発達の問題が併発したり、家族が本

来有する適切な生育環境が揺らいでしまいその対応が求められたりするため、公認心理師の専門性が求めら

れるであろう。 

 

ｂｂ．．周周産産期期  

 調査対象の 15.2%の部門等が周産期に対応していた。一般病院において、チーム医療・連携の中での支援

として、入院、外来での個人心理面接が中心に行われていた。また家族支援も比較的多く導入されていた。

心理検査実施はさほど多くない状況であった。 

心理検査については行っていない部門等が目立つが、これは心理検査で行われているのは主に知能検査で

あり、これは妊産婦の育児能力を測る目的と考えられる。一方、保険収載されていないエジンバラ産後うつ

病質問票と赤ちゃんへの気持ち質問票を通して、虐待予防など含め、妊産婦のケアに多職種チームでかかわ

る一員に公認心理師が参加することも可能であるし、それが必要とされているとも考える。 

 生殖医療については、不妊治療継続に悩み葛藤する段階で、治療終結に向けての意思決定支援が求められ

ることもあるだろう。本人の意思決定支援と同時に家族等の意見との関係もあり、家族療法的な見方や配慮

も求められる場合もあると考えられる。 

妊産婦については、不安の軽減解消やアセスメント、家族関係・対人関係の調整を支援の目的としている

施設が多い。妊産婦に対しては、生まれてきた新しい命を育むために母親に何が必要かという視点から援助

しているためと考えられる。母親が不安なく育児ができることが、新しい命を育むためには重要であり、ま

た一人で育児を行うことは難しいため家族や対人関係の調整は重要となることが今回の結果に反映されてい

る。 

入院中のアセスメントでは、発達障害のリスク評価と共に、虐待リスク評価や家族などの環境評価も行わ

れると考えられる。また、アプローチとして環境調整が多くの施設で行われているが、心理師の役割として

は母親の気持ちを背景も理解した上でくみ取り、現実的な環境調整を行う看護師や MSW との役割の違いを意

識しながら伝えていくことであり、その場合も心理的アセスメントの共有が重要と考えられる。 

ハイリスク児の場合、退院前には保健センターなどとのカンファレンスが行われることが一般的なため、

院内院外ともに連携が多くなっていると考えられる。退院後も外来で継続的に支援する重要性は、妊娠中か
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ら産後に至る経過を知っている公認心理師の存在が、支援を受ける妊産婦にとっても安心感になるのではな

いかと考える。 

 

６６））慢慢性性身身体体疾疾患患等等  

ａａ．．腎腎疾疾患患／／糖糖尿尿病病  

腎疾患/糖尿病への支援は、調査対象部門等の 8.3%で、その多くが一般病院で行われていた。一般病院で

の腎疾患／糖尿病の治療において、チーム医療・連携での支援となるが、病状や治療段階によって、主治医

やチームから依頼される業務が異なると考えられる。腎代替療法導入の場合、選択期から導入期において、

適切な導入が難しい場合に、課題等のアセスメントも含め、個別心理面接が導入されることもある。治療の

段階に応じた心理的アセスメントと心理支援が求められる。 

心理検査を行っている部門等と行っていない部門等はほぼ半々である。行っているものは知能検査とうつ

の尺度、TEG が多い。糖尿病、腎疾患は食事や水分など生活の中での自己管理が重要になってくるため、何

度指導しても守れない患者の中に、一定の割合で性格というよりは能力の限界がある一群があることは知ら

れている。また、うつも自己管理能力に影響を及ぼすため、簡便にうつのスクリーニングができる検査の出

番は比較的多いのかもしれない。 

糖尿病の場合、自己管理能力の把握と生活の工夫を探すという目的での心理検査が実施され、フィードバ

ック面接でも生活の工夫についての案を提示することもある。また、自己管理能力のアセスメントのために

心理検査を行う場合がある。 

 心理教育を行っている施設と行っていない施設は半々だが、糖尿病の領域では昔から「糖尿病教室」とい

う多職種による集団疾患教育が行われてきた。心理教育としては、糖尿病教室でのストレスマネジメントの

話や退院後の生活について家族に理解を求めるための家族面接もある。また、入院での短期集中介入は糖尿

病教育入院などを反映していると推察する。外来の心理面接（個人）において、治療動機づけが多いのは、

「セルフケアが身体疾患の経過に直接的に影響する疾患」であることと、腎代替療法の選択という疾患特性

によるものであると考える。 

腎疾患（透析など）及び糖尿病の疾患としての特徴として、一生付き合っていく病気であり、支援は一生

続くと考えて対応することが、患者により寄り添うことになるのではないかと考えられ、そういった伴走者

の存在が患者の人生を支えることになり、公認心理師の役割はここにもあると考える。 

なお、糖尿病分野では多職種が関わり患者を支えることが糖尿病療養指導という領域で行われてきた。公

認心理師は対象になっていないが、糖尿病療養指導士（CDEJ)という資格があり、看護師、検査技師、栄養

士、薬剤師、理学療法士に受験資格がある。糖尿病分野で患者を支える職種として心理師が認められるため

には、この資格に挑戦できるようにすることも一つの方法かもしれない。 

 この領域に限らず身体疾患への心理支援において、常勤かどうかによってこの業務内容がずいぶんと異な

る可能性がある。非常勤であれば、特定の業務しか行う時間がないであろう。また、常勤であっても、その

部署（腎臓内科や糖尿病内科）の所属でなければ、院内全体のリエゾンなど多領域での活動のごく一部をこ

の領域で行っているので、この領域にかけられる労力は必然的に低くなる、ということがある。このような

事情を背景として、心理検査や心理教育、心理面接などの支援が 5～6 割程度の部門等においてしか実施さ

れていない、という結果が示された可能性がある。すなわち、心理支援はより多くの割合の部門等で必要と

されているが、実際にはマンパワーの問題等で取り組めていないという実情も考慮する必要があろう。 

 

ｂｂ．．心心疾疾患患  

心疾患への支援は、調査対象部門等の 8.7%で、その多くが一般病院において行われていた。身体疾患に

おけるチーム医療・連携の中での心理支援となるが、入院における個人心理面接が行われることが比較的多

い。 

心不全緩和の場合、緊急の入院後の自己決定、死や再発、見通しが持てない等の不安への対応が重要で、

ベッドサイド、面談室など状況に応じて心理面接が行われることもある。また、術後の心臓リハビリテーシ

ョンでの認知機能検査その他の心理検査を実施し、リハへの参加が不十分な人の理解と対応方法の提案を行

うこともある。心理教育としてストレス教室を実施する場合もある。また、本人と家族が不安を高め合って
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ら産後に至る経過を知っている公認心理師の存在が、支援を受ける妊産婦にとっても安心感になるのではな

いかと考える。 

 

６６））慢慢性性身身体体疾疾患患等等  

ａａ．．腎腎疾疾患患／／糖糖尿尿病病  

腎疾患/糖尿病への支援は、調査対象部門等の 8.3%で、その多くが一般病院で行われていた。一般病院で

の腎疾患／糖尿病の治療において、チーム医療・連携での支援となるが、病状や治療段階によって、主治医

やチームから依頼される業務が異なると考えられる。腎代替療法導入の場合、選択期から導入期において、

適切な導入が難しい場合に、課題等のアセスメントも含め、個別心理面接が導入されることもある。治療の

段階に応じた心理的アセスメントと心理支援が求められる。 

心理検査を行っている部門等と行っていない部門等はほぼ半々である。行っているものは知能検査とうつ

の尺度、TEG が多い。糖尿病、腎疾患は食事や水分など生活の中での自己管理が重要になってくるため、何

度指導しても守れない患者の中に、一定の割合で性格というよりは能力の限界がある一群があることは知ら

れている。また、うつも自己管理能力に影響を及ぼすため、簡便にうつのスクリーニングができる検査の出

番は比較的多いのかもしれない。 

糖尿病の場合、自己管理能力の把握と生活の工夫を探すという目的での心理検査が実施され、フィードバ

ック面接でも生活の工夫についての案を提示することもある。また、自己管理能力のアセスメントのために

心理検査を行う場合がある。 

 心理教育を行っている施設と行っていない施設は半々だが、糖尿病の領域では昔から「糖尿病教室」とい

う多職種による集団疾患教育が行われてきた。心理教育としては、糖尿病教室でのストレスマネジメントの

話や退院後の生活について家族に理解を求めるための家族面接もある。また、入院での短期集中介入は糖尿

病教育入院などを反映していると推察する。外来の心理面接（個人）において、治療動機づけが多いのは、

「セルフケアが身体疾患の経過に直接的に影響する疾患」であることと、腎代替療法の選択という疾患特性

によるものであると考える。 

腎疾患（透析など）及び糖尿病の疾患としての特徴として、一生付き合っていく病気であり、支援は一生

続くと考えて対応することが、患者により寄り添うことになるのではないかと考えられ、そういった伴走者

の存在が患者の人生を支えることになり、公認心理師の役割はここにもあると考える。 

なお、糖尿病分野では多職種が関わり患者を支えることが糖尿病療養指導という領域で行われてきた。公

認心理師は対象になっていないが、糖尿病療養指導士（CDEJ)という資格があり、看護師、検査技師、栄養

士、薬剤師、理学療法士に受験資格がある。糖尿病分野で患者を支える職種として心理師が認められるため

には、この資格に挑戦できるようにすることも一つの方法かもしれない。 

 この領域に限らず身体疾患への心理支援において、常勤かどうかによってこの業務内容がずいぶんと異な

る可能性がある。非常勤であれば、特定の業務しか行う時間がないであろう。また、常勤であっても、その

部署（腎臓内科や糖尿病内科）の所属でなければ、院内全体のリエゾンなど多領域での活動のごく一部をこ

の領域で行っているので、この領域にかけられる労力は必然的に低くなる、ということがある。このような

事情を背景として、心理検査や心理教育、心理面接などの支援が 5～6 割程度の部門等においてしか実施さ

れていない、という結果が示された可能性がある。すなわち、心理支援はより多くの割合の部門等で必要と

されているが、実際にはマンパワーの問題等で取り組めていないという実情も考慮する必要があろう。 

 

ｂｂ．．心心疾疾患患  

心疾患への支援は、調査対象部門等の 8.7%で、その多くが一般病院において行われていた。身体疾患に

おけるチーム医療・連携の中での心理支援となるが、入院における個人心理面接が行われることが比較的多

い。 

心不全緩和の場合、緊急の入院後の自己決定、死や再発、見通しが持てない等の不安への対応が重要で、

ベッドサイド、面談室など状況に応じて心理面接が行われることもある。また、術後の心臓リハビリテーシ

ョンでの認知機能検査その他の心理検査を実施し、リハへの参加が不十分な人の理解と対応方法の提案を行

うこともある。心理教育としてストレス教室を実施する場合もある。また、本人と家族が不安を高め合って

いる場合もあるので、家族との面談も重要である。 

 心不全入院では、ベッド上安静であったり、長時間の座位が難しかったりする局面もあり、心理検査がそ

ぐわないこともある。その一方で、脳血管系の合併症が多いので、認知機能の検査が多く使用されているこ

とになるのであろう。 

心疾患では、心イベントの再発予防が重要なので、外来の集団はそうした活動を含むと推察する。入院に

おける心理面接（個人）と比べると外来での個人面接の割合が減っているが、病状が落ち着き外来となると、

心理面接へのニーズはさほど明確にならない可能性がある。 

心疾患は、命を左右する臓器の不具合であり、患者にとっては強い不安を感じる疾患だと考えられる。特

にクリティカルな状態の入院中はその傾向が強まると考えられる。思いを受け止め、不安を落ち着かせるこ

とができるような技法があれば、それを取り入れる、というアプローチになると考えられる。心疾患の人の

不安について、公認心理師の専門性をどう総合的に発揮し、アプローチしていくか、重要なところと思われ

る。 

 

ｃｃ．．ががんん／／緩緩和和ケケアア  

がん／緩和ケアに関する支援は、調査対象部門等の 23.5%で行われているが、その多くが一般病院であり、

一般病院で公認心理師を持つ部門等の半数が、がん/緩和ケアの支援を行っていた。精神科病院や診療所で

は、がん/緩和ケアの支援を行う部署は少ないとの結果であった。身体疾患のチーム医療・連携としての支

援が中心で、特に入院における個人心理面接が多く行われており、家族支援の実施割合も高かった。 

かん告知や治療の意思決定、今後の生活への影響、両立支援などで、本人や家族への心理教育も含め、治

療参加に資する支援を、治療前後や受診時といった柔軟な設定で行っていると考えられる。緩和ケアにおい

ては、見当識のアセスメントを行うこともある。本人の性格や家族との関係性のアセスメントも重要である。

退院後在宅医療前カンファレンスに参加する場合もある。がん緩和ケア看護師との連携などのコンサルテー

ションに加え、支援者側のストレス発散などの職員のメンタルケアへの関与も期待される場合もある。 

 心理面接は傾聴・支持的なアプローチが圧倒的に多く、がんの特徴を踏まえたうえで、公認心理師として

の基本姿勢の面接アプローチが求められている。また多職種連携もこの領域の特徴であると考える。入院支

援で、週 3回実施が 21.7％など、手厚い介入が行われているのは、緩和ケアなどがん領域では、残されてい

る時間が限られていて、心理師が密度をあげて会う必要があることも反映しているのかもしれない。 

がん/緩和ケア領域は、その部門に所属した（特化した）公認心理師がいるという特徴もあるが、そのよ

うな配置が、他の領域でも進むような検討も必要となろう。 

 

７７））公公認認心心理理師師のの課課題題、、意意見見  

ａａ．．公公認認心心理理師師のの課課題題等等  

ａａ－－１１．．公公認認心心理理師師のの専専門門性性（（DD11））  

専門性で基盤となるのはアセスメントであり、それをふまえ、院内や地域にむけての多様な心理支援が展

開できることが専門性として意識されている。このことは、本調査が明らかにした実態においても同様であ

った。一方、取り組むべき課題(D2)では、多職種連携に関するものが多かった。患者のサポートをする上で、

単に患者の心理アセスメントに留まらず、患者さんを取り巻く医療スタッフや家族などの治療に関わる人々

のダイナミクスもふまえた支援チームの見立ても重要と認識されており、それが他の職種にはない心理職の

専門性であろう。これらはインタビュー調査において、公認心理師が、他職種からどうみえてどう評価され

ているかについての貴重なデータが得られることになる。 

他職種に対して公認心理師の専門性をアピールするためにも、「難しい患者さんをみんなで支えてうまく

いった」という体験の共有を、他職種と積み重ねることが重要であろう。また、そのような共有体験を整理

したケースレポートの作成や学会発表等も有効となろう。 

公認心理師の専門性として、患者が主体的に支援内容を活用できるような支援を行うことや、本人による

主体的な意思決定を支援できることが示され、本人の主体的な自己決定を徹底して支援することや、本人の
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生を生きることを支援することの大切さが示された。これは、医療領域に限らない、どの分野であっても重

要となる公認心理師の本質的な専門性と考えられる。 

令和 2 年度調査では個人の回答であるが「各種心理検査を用いた専門的アセスメント」が 71%、「自己理

解・疾病理解等を促すカウンセリング」が 64.7%、早期介入のための症状スクリーニングが 54%であった。

今回の調査では、それぞれ、97.2%、97.1%、89.5%となっていた。令和 2 年度は保健領域も含んでいたこと

を考えると、今回の結果は、選択肢の設定の違いもあるが、これらに対する部門等での認識の高さを示して

いるということができるだろうか。 

ａａ－－２２．．公公認認心心理理師師のの常常勤勤雇雇用用（（DD22））  

常勤雇用のメリットとして、即応性の向上、経時的変化の把握・対応のしやすさ、入院から退院後の地域

生活支援とシームレスなかかわりの充実、心理支援が院内全体に根付くための働きかけの充実などが多く挙

げられている。常勤雇用によって、心理支援の質が高まることが期待されている。特に地域生活支援への展

開は、本調査において必要と認識されていたが行えなかった活動である。常勤雇用によってそれらに活動の

範囲が広がることは好ましいことである。 

常勤雇用によって、心理支援に関する多様なニーズに対応できると考えられる一方で、その役割を担うこ

とのできる心理職の人材が不足しており、心理職の需要と供給が上手くマッチしていない現状もあると考え

られる。また、院内での業務がまだまだ多く、地域支援や他機関との連携・協働にまで業務の幅を広げるに

は至っていない現状が多いという結果が示された。 

常勤雇用によって、心理支援が充実し、組織全体のケアの質の向上につながり、全人的医療の理念に基づ

く活動を展開できるという、組織自体にとってのメリットもあると考えられる。もちろん、それらを通して、

国民の心の健康の保持増進にも貢献することになる。 

ａａ－－３３．．公公認認心心理理師師がが取取りり組組むむべべきき課課題題（（DD33））  

心理職が取り組むべき課題として、関係職種・関係部署とのコミュニケーションや医療チーム活動への参

画を望むことについて、80％を超える部署が「まあまあ該当する」「該当する」を選択した。多くの部門等

で他職種との連携・協働のための積極的姿勢を課題であるとしている。 

関与できていなかった部門等への参入やアウトリーチへの参加は、業務拡大への認識であるが、他の選択

肢より少ない回答であるが、それでも 70%以上の部署等は、それらを取り組むべき課題としている。 

ここで挙げた項目は、心理的アセスメントや心理支援といった公認心理師のいわゆる 4 業務（基本業務）

から展開した、多職種連携やマネジメント、医療チームへの参画など、展開業務に分類される内容が多い。

展開業務に対しても、取り組むべきとする回答が得られている。 

令和 2 年度調査では、「職員のメンタルヘルスケア」は 47%、「アウトリーチ」は 40%であり、今回の結

果では、それぞれ 84.9%、70.0%となっていた。選択肢の違いはあるが、部門等での認識としては高い割合

の賛同が得られている。選択肢の違いもあるが、医療機関でのこれらの項目への課題とする認識の高さを示

しているとも考えられよう。 

ａａ－－４４．．公公認認心心理理師師のの職職場場定定着着（（DD44））  

職場定着として、心理部門等としての活動評価が最も高い割合となり、次いで昇進制度や勤務年数に応じ

た業績評価の明確化と続いた。心理職としての活動が、医療機関内部できちんと評価されることが、継続し

て職場で働き続けてもらう上で重要であることがわかる。また現状では充分に評価されていないという現実

もあると推察することもできよう。 

常勤雇用が望まれているが、その雇用条件や、昇進の仕組み、業績が正しく評価されかどうかも、関心の

高いところであろう。それらが整備される上で、そもそも心理部門等としての活動が組織内でまた、要支援

者や関係者からよい形で評価されているかどうかが重要となろう。 

ａａ－－５５．．職職能能団団体体にに期期待待すするる活活動動等等（（DD55））  

職能団体としては学会や研修等で資質向上や研究等の推進に努めつつ、収益性向上につながる諸活動も求

められている。また、職能団体としてのまとまりや他職種の職能団体との協働、都道府県職能団体による地
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生を生きることを支援することの大切さが示された。これは、医療領域に限らない、どの分野であっても重

要となる公認心理師の本質的な専門性と考えられる。 

令和 2 年度調査では個人の回答であるが「各種心理検査を用いた専門的アセスメント」が 71%、「自己理

解・疾病理解等を促すカウンセリング」が 64.7%、早期介入のための症状スクリーニングが 54%であった。

今回の調査では、それぞれ、97.2%、97.1%、89.5%となっていた。令和 2 年度は保健領域も含んでいたこと

を考えると、今回の結果は、選択肢の設定の違いもあるが、これらに対する部門等での認識の高さを示して

いるということができるだろうか。 

ａａ－－２２．．公公認認心心理理師師のの常常勤勤雇雇用用（（DD22））  

常勤雇用のメリットとして、即応性の向上、経時的変化の把握・対応のしやすさ、入院から退院後の地域

生活支援とシームレスなかかわりの充実、心理支援が院内全体に根付くための働きかけの充実などが多く挙

げられている。常勤雇用によって、心理支援の質が高まることが期待されている。特に地域生活支援への展

開は、本調査において必要と認識されていたが行えなかった活動である。常勤雇用によってそれらに活動の

範囲が広がることは好ましいことである。 

常勤雇用によって、心理支援に関する多様なニーズに対応できると考えられる一方で、その役割を担うこ

とのできる心理職の人材が不足しており、心理職の需要と供給が上手くマッチしていない現状もあると考え

られる。また、院内での業務がまだまだ多く、地域支援や他機関との連携・協働にまで業務の幅を広げるに

は至っていない現状が多いという結果が示された。 

常勤雇用によって、心理支援が充実し、組織全体のケアの質の向上につながり、全人的医療の理念に基づ

く活動を展開できるという、組織自体にとってのメリットもあると考えられる。もちろん、それらを通して、

国民の心の健康の保持増進にも貢献することになる。 

ａａ－－３３．．公公認認心心理理師師がが取取りり組組むむべべきき課課題題（（DD33））  

心理職が取り組むべき課題として、関係職種・関係部署とのコミュニケーションや医療チーム活動への参

画を望むことについて、80％を超える部署が「まあまあ該当する」「該当する」を選択した。多くの部門等

で他職種との連携・協働のための積極的姿勢を課題であるとしている。 

関与できていなかった部門等への参入やアウトリーチへの参加は、業務拡大への認識であるが、他の選択

肢より少ない回答であるが、それでも 70%以上の部署等は、それらを取り組むべき課題としている。 

ここで挙げた項目は、心理的アセスメントや心理支援といった公認心理師のいわゆる 4 業務（基本業務）

から展開した、多職種連携やマネジメント、医療チームへの参画など、展開業務に分類される内容が多い。

展開業務に対しても、取り組むべきとする回答が得られている。 

令和 2 年度調査では、「職員のメンタルヘルスケア」は 47%、「アウトリーチ」は 40%であり、今回の結

果では、それぞれ 84.9%、70.0%となっていた。選択肢の違いはあるが、部門等での認識としては高い割合

の賛同が得られている。選択肢の違いもあるが、医療機関でのこれらの項目への課題とする認識の高さを示

しているとも考えられよう。 

ａａ－－４４．．公公認認心心理理師師のの職職場場定定着着（（DD44））  

職場定着として、心理部門等としての活動評価が最も高い割合となり、次いで昇進制度や勤務年数に応じ

た業績評価の明確化と続いた。心理職としての活動が、医療機関内部できちんと評価されることが、継続し

て職場で働き続けてもらう上で重要であることがわかる。また現状では充分に評価されていないという現実

もあると推察することもできよう。 

常勤雇用が望まれているが、その雇用条件や、昇進の仕組み、業績が正しく評価されかどうかも、関心の

高いところであろう。それらが整備される上で、そもそも心理部門等としての活動が組織内でまた、要支援

者や関係者からよい形で評価されているかどうかが重要となろう。 

ａａ－－５５．．職職能能団団体体にに期期待待すするる活活動動等等（（DD55））  

職能団体としては学会や研修等で資質向上や研究等の推進に努めつつ、収益性向上につながる諸活動も求

められている。また、職能団体としてのまとまりや他職種の職能団体との協働、都道府県職能団体による地

域ニーズに応えるための諸活動の充実も指摘されている。 

令和元年度調査では「収益性向上」は 94％の部門等が必要と回答した。令和 2年度調査では個人の回答で

あるが「公認心理師業務の収益性向上」に 58%が賛同した。今回は職能団体への要望であるが「収益性向上」

が 91.3%となり、医療分野でのこのことに関する意識が極めて高いことがわかる。 

本調査を通して、本人家族のニーズに応じて、またチーム医療の質向上に対しても貢献する形で行ってい

る専門性の高い業務の多くが、制度上の裏付けがない形で実施されているという実態が示された。この制度

上の裏付けが、「収益性向上」のための諸制度の整備の必要性という声となっていることがわかる。 

  

ｂｂ．．意意見見（（自自由由記記載載））  

  医療分野での公認心理師についての意見は、調査項目でふれていない内容について求めているため、診療

報酬や待遇、業務制約など、充分な活動ができない制度やそれに起因する待遇、活動すべきだができないと

いう制約についての内容が多く挙げられた。これらの点の改善が、本調査が目指すことのひとつであり、ど

のような制度上の不足等があるかを考えることの重要性を示している。一方で、職能の独自性、専門性や資

質、連携・他職種との関係なども挙がっており、公認心理師の専門性に関連した問題意識も高いことが示さ

れた。 

 公認心理師の専門性に関する内容は、公認心理師全体に対する意見でも語られている。ここでいう専門性

はプロフェッショナリズムといえるが、意見から読み取ると、職業アイデンティティ（地位や独自性）、機

能や職能（スキル）、他職種と連携する姿勢や力、養成の仕組みを有すること、職業への社会からの信頼

（待遇含む）などが、関係すると考えられる。これらのことも含めたプロフェッショナリズム（専門性）を

どう確立していくかが重要となろう。 

８８））ままととめめ  

 これらの考察もふまえ、WEB調査に関する全体的な考察を、以下の 3点から行う。 

 

ａａ．．公公認認心心理理師師のの専専門門性性をを明明確確ににすするる  

公認心理師の心理支援は、アセスメントを基盤にし、心理教育、心理面接、家族支援、アウトリーチなど

多岐にわたって行われている実態が明らかとなった。このような多様な心理支援が、疾患の経過や治療の段

階に応じて、様々な形で展開されていることが示された。また、精神疾患への心理支援では心理検査がアセ

スメントとして重視されているのに対して、身体疾患では心理検査以外の面接等のアセスメントが行われて

いた。 

これらの心理的アセスメントを基盤にした心理支援を、チーム医療の中で、治療の段階や施設の特徴もふ

まえて行っていく際に、心理師の専門性が発揮されることになる。特に、心理的アセスメントに基づく、医

療の枠組みに沿った形で構造化された心理面接は、専門性の高いものであるが、制度的な位置づけが充分で

ない中で、実施されていると考えられる。公認心理師のアセスメントを基盤とした心理教育や心理面接、集

団心理支援、家族支援、アウトリーチは、ニーズがあって実施されているが、それらの活動を位置づける制

度的な位置づけがない現状が続いている。制度的位置づけが整備されることで、これらの心理支援がより充

実して行われるものと考えられる。 

 

ｂｂ．．公公認認心心理理師師のの活活動動をを医医療療ににおおいいてて適適正正にに位位置置づづけけるる  

公認心理師がすでに行っており周囲からの評価も受けている業務については、制度上の位置づけを検討す

ることで、継続して安定した心理支援が提供できることになる。 

心理的アセスメントは、保険収載されていない心理検査が多数存在した。また心理検査を実施し、解釈し

て、主治医との共同作業でまとめ、主治医の指示の下でフィードバックするために費やす作業に対して、充

分に見合った制度的裏付けが行われていない実情があり、改善がもとめられる。 

心理教育や心理面接についても、目的をもって必要に応じて実施されており、場合によっては構造化され

た形で行われているが、その制度的な裏付けがほとんどない状況での実施となっていた。制度的裏付けがな

いために、外来や入院での個別心理面接、集団心理支援、家族支援、アウトリーチなどが、充分実施できて
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いない実態も示された。これらに対する制度的な位置づけが求められる。 

公認心理師は院内外でのチーム医療や多職種連携を行っている実態が示された。しかし、配置されていな

かったり、配置されていても他の業務への対応に追われ、患者や家族、関係者のニーズに対して充分に対応

できていなかったりする現状が推察された。ニーズに応え多様な活動を行うために、公認心理師の増員や常

勤配置を検討する必要がある。 

入院における心理支援をチーム医療の中で行うのは、常勤配置で十分な時間を入院における支援に費やす

ことができる体制が重要となる。そのためには、施設基準やチーム加算等でのサポートが重要となる。 

公認心理師がすでに行っている心理支援を、チーム医療の中で位置づけることによって、公認心理師の心

理支援にアクセスできる患者が増えることにつながるであろう。入院のみならず外来での活動においても、

施設基準やチーム加算といった制度上の位置づけについて検討を進めていきたい。 

このような医療における適正な位置づけを促進するために、公認心理師自身が、自らの業務内容や専門に

ついて的確に理解し、それらをわかりやすく医療関係の他職種や地域支援の関係者に伝えることができなく

てはならない。もちろん、実際の患者の心理支援を効果的に行い、その結果を示すことで、公認心理師が役

に立つ存在であることを理解してもらうことが基本である。それらを基本としながらも、言葉で的確に公認

心理師の機能と役割を、わかりやすく伝達する力も必要である。 

こういった公認心理師の機能と役割をわかりやすく伝達することを、将来に要支援者となりえる一般市民

に広く伝えることができるならば、一般市民の心理支援へのアクセシビリティが向上することにつながる。

公認心理師が、「心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供（公認心理師法第二条四

項）」等の機会を持つことによって、心理支援へのアクセシビリティの向上が図られ、一般市民のメンタル

ヘルスに関する知識の普及や予防対策、早期発見や早期介入にも寄与すると考えられる。 

 心理支援へのアクセシビリティの向上は、厚生労働省令和２年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の

活動状況等に関する調査」（日本公認心理師協会, 2021）においても、その重要性が指摘されてしている。

協働する多職種や、心理支援の対象である一般市民に対して、たとえば、パンフレットや WEB ページ等の広

報資料などのツールを用いることも一案としながら、公認心理師の心理支援についてわかりやすく伝える活

動を行っていくことが重要となる。 

９９））公公認認心心理理師師のの専専門門性性やや力力量量のの向向上上ををどどうう図図るるかか（（養養成成、、教教育育））  

医療現場の多様な分野に対して専門性の高い心理支援が求められる現状があり、それらに対応している実

態も示されているが、これらの専門性を充分に身につける公認心理師を養成するための体系的なカリキュラ

ムや生涯教育制度は整備されていない。また、これらの専門性を有した人材を医療現場に継続してかつ安定

的に供給することができるかも課題である。 

これらの課題解決に向けては、研修の構築が必要となる。まずは「心理的アセスメントを活かしてその先

どのような支援を展開するか」といった、心理支援業務の基本について、コンピテンシーを意識したうえで

ガイドラインとして作成し、さらには公認心理師の成長段階に沿って作成したラダーも用いて、それに基づ

いた教育を検討していけるとよいと考える。  

また、高次脳機能障害等や認知症の領域では心理アセスメントのニーズが高く、さらに特定身体疾患等に

おいては、その領域に特化した専門的な心理支援が、総合的に行われている実態があった。それらをふまえ、

特定の領域（重点調査領域を中心としたもの）に関しての資質や能力をどのように高めていくかも大変重要

となる。これらのそれぞれの分野別ガイドラインも検討し、特定の領域に特化した資質向上のための研修を

企画実施することが求められよう。 
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いない実態も示された。これらに対する制度的な位置づけが求められる。 

公認心理師は院内外でのチーム医療や多職種連携を行っている実態が示された。しかし、配置されていな

かったり、配置されていても他の業務への対応に追われ、患者や家族、関係者のニーズに対して充分に対応

できていなかったりする現状が推察された。ニーズに応え多様な活動を行うために、公認心理師の増員や常

勤配置を検討する必要がある。 

入院における心理支援をチーム医療の中で行うのは、常勤配置で十分な時間を入院における支援に費やす

ことができる体制が重要となる。そのためには、施設基準やチーム加算等でのサポートが重要となる。 

公認心理師がすでに行っている心理支援を、チーム医療の中で位置づけることによって、公認心理師の心

理支援にアクセスできる患者が増えることにつながるであろう。入院のみならず外来での活動においても、

施設基準やチーム加算といった制度上の位置づけについて検討を進めていきたい。 

このような医療における適正な位置づけを促進するために、公認心理師自身が、自らの業務内容や専門に

ついて的確に理解し、それらをわかりやすく医療関係の他職種や地域支援の関係者に伝えることができなく

てはならない。もちろん、実際の患者の心理支援を効果的に行い、その結果を示すことで、公認心理師が役

に立つ存在であることを理解してもらうことが基本である。それらを基本としながらも、言葉で的確に公認

心理師の機能と役割を、わかりやすく伝達する力も必要である。 
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公認心理師が、「心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供（公認心理師法第二条四

項）」等の機会を持つことによって、心理支援へのアクセシビリティの向上が図られ、一般市民のメンタル
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 心理支援へのアクセシビリティの向上は、厚生労働省令和２年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の
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ガイドラインとして作成し、さらには公認心理師の成長段階に沿って作成したラダーも用いて、それに基づ

いた教育を検討していけるとよいと考える。  

また、高次脳機能障害等や認知症の領域では心理アセスメントのニーズが高く、さらに特定身体疾患等に

おいては、その領域に特化した専門的な心理支援が、総合的に行われている実態があった。それらをふまえ、
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となる。これらのそれぞれの分野別ガイドラインも検討し、特定の領域に特化した資質向上のための研修を

企画実施することが求められよう。 

   

２２．．イインンタタビビュューー調調査査ににつついいてて  

１１））公公認認心心理理師師のの専専門門性性ととししてて特特にに語語らられれてていいたたこことと  

公認心理師の専門性として、どのような場面で支援を行うにあたっても、心理学的な視点によるアセスメ

ントが根底にあり、そのアセスメントをもとに支援を構築していくというのは、各領域で共通であった。ま

たそれぞれの領域での多職種との連携において、公認心理師による支援内容はカンファレンスなどの場で多

職種に伝えられ、チームで共有して支援を行っているという実情が明らかになった。すでに診療報酬上算定

対象となっているチーム（精神科リエゾンチーム、認知症ケアチーム、緩和ケアチームなど）に属している、

いないに関わらず、その患者を取り巻く支援チームの一員として今、公認心理師として求められているのは

患者に対する直接支援なのか、主に関わっている支援者の後方支援なのか、さらには短期的な介入なのか、

継続支援が必要なのか、といったことをアセスメントにより判断し、具体的な支援計画や、支援内容につな

げていると考えられる。そして、公認心理師によるアセスメントの視点と支援のポイントを多職種に積極的

に伝えることで、一緒に支援に入る職種が安心感を持って患者の支援に関わることができ、医療チーム全体

へのエンパワメントになっているとも考えられた。 

そして多職種チームの一員として活動する公認心理師としての「専門性」は、何らかの心理の支援技法を

用いての支援だけではなく、支援すべき相手の状況や病状の深刻さなどによって支援形態を変えていきなが

らも、公認心理師としてのアセスメントを軸に柔軟な活動を展開することそのものが専門性であるとも考え

られた。 

明らかに多職種から「公認心理師の支援が必要である」と求められる場面が多々あるが、人員不足でこた

えきれていないという実情が語られていた。 

２２））課課題題ととししてて挙挙げげらられれてていいたたこことと  

どの分野でも、公認心理師の支援が有用と評価されているにもかかわらず、人員が不足していると述べら

れていた。また、その人員不足は、診療報酬によって評価されない業務内容であるところから解消しにくい

という意見が挙げられた。しかし「家族の支援」など、現時点では診療報酬上の評価につながりにくい業務

を公認心理師が行っているからこそ、多職種の役に立っているのではないか、という意見も見られた。 

病院の事情によっては各診療科に分かれての採用となっていることで公認心理師が病院全体の全科横断的

活動がしにくく、さらに同一病院内での公認心理師同士も連携しにくい状況に置かれていることが述べられ

ていた。 

３３））他他職職種種かかららのの意意見見でで印印象象的的だだっったた点点  

公認心理師による、心理検査の結果だけにとどまらない生活史や家族背景も含めたアセスメントが、各職

種の支援の方向性を決めたり、医療チームでの活動を進めたりするうえで役立っているとの意見が多数であ

った。現在の人員では不足のため、人員の増員が望まれ、それについては診療報酬の評価に組み込まれるべ

きという意見も、他職種から多数寄せられていた。上記「２」で課題として挙げた内容は、他職種からの意

見にもあり、各診療科に配属されていることで公認心理師の活動が他の職種からも患者からも見えにくくな

っており、病院内に公認心理師が存在していることが認知されにくい、患者が心理支援を望んでも公認心理

師になかなか出会えない現状があることが指摘されていた。 

４４））どどののよよううなな方方向向性性をを求求めめてていいるるかか  

公認心理師が様々な疾患や領域に関わることが求められているが、それぞれの領域での公認心理師の活動

実態の一部がインタビューによって明らかになった。総合病院では、さまざまな診療科の患者の支援に関わ

ることが求められていた。精神科の専門機関では、外来から入院（無床診療所でのインタビューでは入院時

の支援についての話題は当然のことながら無い）、社会復帰に向けての部門、さらには地域支援まで、様々
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なシーンで公認心理師が関わることが求められていた。患者や家族を直接心理支援するだけでなく、医療チ

ーム全体を底上げする立場としての活動も期待されている。 

これらからは、ひとつの病棟や科に専従となるよりも、公認心理師の部署があり、そこから担当を決めて

各科に支援に入れるシステムが望ましいと考える。一人の公認心理師が、ある程度の得意分野を持ちながら、

外来にも入院にも関わることで知識、視点が増え、他職種、他部署との連携も広がる。一つの部署に公認心

理師が集まっていることで、公認心理師同士の連携や教育もしやすくなり、よいと思われる。 

患者や家族が治療選択に参画し、自らの意思や希望を述べ、チームの一員として他の専門職の力を借りて

課題に向かっていく姿勢が望まれる。このようにチーム医療の一員としての患者や家族をエンパワメントす

る役割も、伴走する公認心理師に求められているが、現行の公認心理師養成教育では不十分であり、各分野

における公認心理師の成長ラダーの構築、それに沿った卒後教育・研修システムの構築、専門認定制度に向

けた研修が求められる。 

また、人員不足を解消するためには、診療報酬による評価に公認心理師が含まれていくよう公認心理師に

よる支援実績のデータを積み上げていく必要性が考えられる。 

医療チームによる支援に公認心理師が必ず組み込まれるような体制つくりや、現行の診療報酬上評価され

てはいない項目の業務（家族支援、関係者支援、遺族支援など）を公認心理師が行ったときに、それは医療

機関としての大切な「患者サービス」として理解されるよう、努力していく必要がある。 

５５））ままととめめ  

医療チームの支援の中ですでに活動している公認心理師は、支援の場や状況に応じて柔軟な支援を積極的

に展開していた。そういった現場では多職種が公認心理師の存在や支援の在り方を知ってるため、診療報酬

につながりにくい現状を知りながらも明らかに役に立つ職種として公認心理師の参入を求めており、支援要

請も積極的になされていることが、明らかになった。また、チーム全体をエンパワメントする役割、チーム

のバランスを取る役割も期待されていた。それらの公認心理師の活動を、心理的アセスメントの活用という

視点からまとめたのが下図である。 
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３３．．総総合合考考察察  

AA．．各各重重点点領領域域ででのの心心理理支支援援のの実実態態とと今今後後のの課課題題  ～～質質のの向向

上上・・制制度度的的課課題題～～  

 WEB 調査とインタビュー調査の考察をふまえ、明らかになった各領域の心理支援業務を、近年の施策や法

的考え方、理念もふまえ、制度推進という観点も含めて公認心理師に期待される役割を示していく。各領域

において、公認心理師は関係職種や関係機関と連携しながら医療の質の向上に貢献しているが、本調査をと

おして、公認心理師のマンパワー不足、収益に貢献できない実態が改めて明らかとなった。各調査領域で望

まれる診療報酬についても検討した。診療報酬化のためには、心理支援のより一層の質の向上が必要である

ことは言うまでもない。各領域のガイドラインの作成、知識・スキルの習得が今後の重要な課題となる。 

なお、「精神疾患全般」の後に、精神疾患別の外来における心理面接（個人）の実践方法についてまとめ

た。どの精神疾患に対しても、目的、アプローチ方法、時間、頻度ともに概ね同様の傾向が認められたが、

疾患の特性に応じた実践も確認された。自由記述では、状態や主訴、ニーズ、状況に応じた対応をしている

とのコメントが多く寄せられたが、疾患の特性や症状を踏まえつつ、個別の問題をアセスメントして適切な

支援を選択して提供していると考えられる。 
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１１））精精神神疾疾患患全全般般  

①①小小児児のの精精神神疾疾患患  

 

 

小児の精神疾患についての心理支援では、発達障害、愛着障害、虐待など、複雑な要因を抱えるケースが

対象となることが多い。そのため、本人の特性、生育環境などの背景の心理的アセスメントが欠かせず、そ

の結果を主治医の指示を得て、関係職種、地域の関係機関と共有することが重要となる。また家族も含めた

チームでの支援も求められる。しかしながら、それらの支援への診療報酬上の位置づけがないため、医療機

関がいわゆる持ち出しのような形で公認心理師は活動せざるを得ない状況が生じている。 

このような状況を改善し、必要な心理支援の安定した提供のためには、たとえば現行で制度化されている

「小児特定疾患カウンセリング料」の拡充（回数、期間の枠を広げ、精神科においても算定可能とする）が

望まれる。また、「心理検査のフィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」も検討に値する。

さらに、家族支援を診療報酬上で位置づける「家族関係調整等のための心理面接の項目」についても検討し

たい。そしてこれらを適切に提供できるように、児童精神疾患心理支援ガイドラインといった児童の心理支

援の標準的な手引きを作成し、児童精神疾患への対応力向上等のための研修を行うことが求められよう。 

日本も批准した「子どもの権利条約」の第 24 条には「締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受する

こと並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める」とさ

れており、小児の精神疾患への心理支援についてより充実した整備を行う必要がある。我が国が定める「す

こやか親子 21（第 2次）」（2014-2023）では、「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」の重要性が示されて

いる。医療機関における小児精神疾患に対する公認心理師の心理支援の制度化は、子どもの権利条約の理念

の具現化、そして「すこやか親子 21（第 2次）」の諸施策の推進に貢献できるであろう。 

また子どもの権利を守り子育て環境の整備のために、子どもの育ちを支える地域のネットワーク作りが、

いくつかの事業として展開されている。加えて、子育て世代包括支援センター、児童相談所、要保護児童対

策地域協議会、等も含めた母子保健や児童福祉の諸活動の推進を、医療における心理支援を医療及び地域の

連携を通して充実させることに、公認心理師の活動は貢献できると考える。 

 

 

医療と福祉の連携の促進
就学・復学支援
要保護児童対策地域協議会への参加
育児支援、親支援

小児の精神疾患

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：Conners3

子どもの行動チェックリスト
KIDS乳児発達スケール

心理教育実施に関する項目
小児特定疾患カウンセリング料の拡充
家族関係調整等のための心理面接の項目
児童・思春期精神科入院医療管理料の拡充
精神科訪問看護・指導料への配置

小児精神疾患心理支援ガイドライン

児童精神疾患の知識習得
心理的アセスメント力の向上
個別心理支援スキルの向上
家族支援スキルの向上

• 心理検査は９割以上が実施
• 心理検査フィードバック面接は５割がよく／毎回実施
• 心理教育は６割、外来個別心理面接は８割が実施
• アウトリーチは６割が必要と感じている
• 家族支援は８割が実施
• チーム医療・連携は８割が実施

• 発達障害、虐待など、複雑なケースが支援対象
• 家族支援、地域生活への連続的支援が必要

制度・施策への対応
すこやか親子21（第２次）
子どもの心の診療ネットワーク事業
児童虐待防止医療ネットワーク事業
小児医療の体制構築に係る指針 知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態
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小児の精神疾患についての心理支援では、発達障害、愛着障害、虐待など、複雑な要因を抱えるケースが

対象となることが多い。そのため、本人の特性、生育環境などの背景の心理的アセスメントが欠かせず、そ

の結果を主治医の指示を得て、関係職種、地域の関係機関と共有することが重要となる。また家族も含めた

チームでの支援も求められる。しかしながら、それらの支援への診療報酬上の位置づけがないため、医療機

関がいわゆる持ち出しのような形で公認心理師は活動せざるを得ない状況が生じている。 

このような状況を改善し、必要な心理支援の安定した提供のためには、たとえば現行で制度化されている

「小児特定疾患カウンセリング料」の拡充（回数、期間の枠を広げ、精神科においても算定可能とする）が

望まれる。また、「心理検査のフィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」も検討に値する。

さらに、家族支援を診療報酬上で位置づける「家族関係調整等のための心理面接の項目」についても検討し

たい。そしてこれらを適切に提供できるように、児童精神疾患心理支援ガイドラインといった児童の心理支

援の標準的な手引きを作成し、児童精神疾患への対応力向上等のための研修を行うことが求められよう。 

日本も批准した「子どもの権利条約」の第 24 条には「締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受する

こと並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める」とさ

れており、小児の精神疾患への心理支援についてより充実した整備を行う必要がある。我が国が定める「す

こやか親子 21（第 2次）」（2014-2023）では、「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」の重要性が示されて

いる。医療機関における小児精神疾患に対する公認心理師の心理支援の制度化は、子どもの権利条約の理念

の具現化、そして「すこやか親子 21（第 2次）」の諸施策の推進に貢献できるであろう。 

また子どもの権利を守り子育て環境の整備のために、子どもの育ちを支える地域のネットワーク作りが、

いくつかの事業として展開されている。加えて、子育て世代包括支援センター、児童相談所、要保護児童対

策地域協議会、等も含めた母子保健や児童福祉の諸活動の推進を、医療における心理支援を医療及び地域の

連携を通して充実させることに、公認心理師の活動は貢献できると考える。 

 

 

医療と福祉の連携の促進
就学・復学支援
要保護児童対策地域協議会への参加
育児支援、親支援

小児の精神疾患

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：Conners3

子どもの行動チェックリスト
KIDS乳児発達スケール

心理教育実施に関する項目
小児特定疾患カウンセリング料の拡充
家族関係調整等のための心理面接の項目
児童・思春期精神科入院医療管理料の拡充
精神科訪問看護・指導料への配置

小児精神疾患心理支援ガイドライン

児童精神疾患の知識習得
心理的アセスメント力の向上
個別心理支援スキルの向上
家族支援スキルの向上

• 心理検査は９割以上が実施
• 心理検査フィードバック面接は５割がよく／毎回実施
• 心理教育は６割、外来個別心理面接は８割が実施
• アウトリーチは６割が必要と感じている
• 家族支援は８割が実施
• チーム医療・連携は８割が実施

• 発達障害、虐待など、複雑なケースが支援対象
• 家族支援、地域生活への連続的支援が必要

制度・施策への対応
すこやか親子21（第２次）
子どもの心の診療ネットワーク事業
児童虐待防止医療ネットワーク事業
小児医療の体制構築に係る指針 知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態

②②成成人人のの精精神神疾疾患患全全般般（（高高次次機機能能障障害害／／脳脳血血管管疾疾患患・・認認知知症症をを除除くく））  

 

 

 

この領域では、特性、生育歴、家族関係、生活環境などの背景の包括的なアセスメントが求められ、心理

検査フィードバック面接も多く行われている。また自己理解・疾病理解の促進等を目的にした心理教育も重

要となる。地域生活支援を目的としたアウトリーチの必要性も指摘されている。 

このように心理支援への期待は高く、実際に心理支援が行われている実態があるが、心理検査実施以外の

診療報酬上の位置づけはほとんどない。このように事態の改善のために、「心理検査フィードバック面接の

項目」、「心理教育実施に関する項目」が新たに検討されるならば、精神科治療上で背景が複雑で対応に困難

さを感じるケースへのよりきめ細かな支援が可能となる。 

また、長期にわたって継続的に心理面接が必要となるケースに対して、主治医の指示があり、本人や家族

のニーズがある場合に、外来において継続的に心理状態を評価し、悪化や再発を防止し、心理面での環境調

整を継続して実施する「継続心理面接に関する項目」を検討できるであろう。この検討においては、継続的

な心理面接に関する項目について、個々の心理支援の必要性や効果についての検証が必要となる。心理的ま

た、アウトリーチ実施のために「精神科訪問看護・指導料」に公認心理師の配置が必要となる。心理検査で

は、CAARS日本語版、ADHD-RSの診療報酬化も望まれる。 

 「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」への公認心理師の配置が適切に運

用されるためには、これらの活動が質の高い形で行われるための標準的なガイドラインの作成が望まれる。

まず「心理検査実施ガイドライン」を整備し、心理検査の標準的な実施、主治医の治療方針に基づく効果的

なフィードバック面接計画の策定、フィードバック面接の効果的実施方法等が示されることが望ましい。ま

た、「疾患別心理教育ガイドライン」を作成し、精神疾患別の心理教育の内容、心理的アセスメントも含め

た心理教育計画の策定方法、心理教育の効果的方法、チーム医療における心理教育実施のポイントなどが示

される必要があろう。そして、これらのガイドラインに基づく心理検査及び心理教育に関するスキル向上、

集団・個別心理支援全般のスキル向上、チーム医療・連携についての対応力を高めるための研修プログラム

の策定が必要となる。 

 精神疾患を有する人の地域生活をサポートする制度は様々あるが、特に精神障害者にも対応した地域包括

ケアシステムの構築において公認心理師も貢献できると考える。また就労支援における心理的アセスメント

の活用も効果的と考える。そのほか、自殺対策、ひきこもり対応などの地域支援活動において、公認心理師

は、医療から地域に至る切れ目ない心理支援の担い手として貢献できると考える。 

 

精神疾患全般（高次機能障害／脳血管疾患・認知症を除く）

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：CAARS日本語版、ADHD-RS
心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
チーム医療に関する加算
精神科訪問看護・指導料への配置

心理的アセスメントガイドライン
疾患別心理教育ガイドライン

精神疾患に関する知識習得
心理的アセスメント力の向上
個別心理支援のスキルの向上
集団心理支援プログラム実施技能の習得
コミュニティーアプローチスキルの習得

• 心理検査実施は８割以上
• 心理検査フィードバック面接は５割がよく／毎回実施
• 心理教育（本人対象）は６割近くが実施。目的は「自
己理解・疾病理解の促進」が最も多い

• 外来個別心理面接実施は７割以上
• アウトリーチは６割近くが必要性を感じている
• 家族支援実施は６割 チーム医療・連携実施は７割

• 困難ケースの心理支援依頼が多い
• 背景のアセスメントの結果報告・共有が、治療や支援
の提供に役立っている

地域包括ケアシステムでの連携・医療と福祉の連携の促進
ひきこもり者へのアウトリーチ
自殺予防のための心理支援の充実

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化
業務の実態

制度・施策への対応
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築推進・支援事業
医療介護総合確保推進法 障害者総合支援法
ひきこもり支援推進事業 自殺対策基本法
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２２））外外来来ににおおけけるる心心理理面面接接（（個個人人））  ――精精神神疾疾患患別別－－  

 

 

 

ここでは、精神疾患全般の心理支援において、枠組みがある程度定められた形で行われている、外来にお

ける個人を対象とした心理面接について、疾患別に実態を検討した。7 つの調査対象疾患の中では、神経発

達症（発達障害）への支援が最も多く、気分症：抑うつ症・気分変調症（抑うつ性障害）、不安または恐怖

関連症と続いた。 

 ここでいう「枠組み」とは、アプローチ法や面接時間、頻度、期間等のことで、心理面接が開始される前

に、受理面接（多くは初回面接）において、本人と充分に話し合った後に合意される面接実施に関するルー

ルのことを指す。通常は心理面接に関する契約として定められることになる。医療においては、まず治療契

約といった医療機関と患者との大きな枠組みが存在する。この治療契約は主治医が患者との話し合いを行い

結ばれる形をとるが、心理面接に関する契約は、この治療契約のもとに結ばれるという位置づけになる。な

お実際は、それほど明確に意識されず、口頭で「こんな感じで会っていきましょう」といった風に言及され

ることもあるが、このような口頭でのやりとりも心理面接における契約として位置づけられる。 

そのような心理面接に関する契約において、面接の目的は重要なものとなる。本調査で示された面接の目

的は、あくまで部門等でその対象精神疾患においてどう定められるかという傾向を聞くといった性質のもの

と考えるべきである。面接の目的としては、「不安の軽減・解消「自己理解・疾病理解等の促進」「対処スキ

ル・能力の維持・向上」が多く選択された。疾患別では、「不安の軽減・解消」は不安または恐怖関連症で

目立ち、「自己効力感の回復」はストレス関連症が最も多かった。「対処スキル・能力の維持・向上」は神経

発達症（発達障害）、「症状・問題行動の緩和・軽減」は強迫症または関連症。「孤立防止と社会参加の保

持・改善」は統合失調症で目立った。実際の面接の目的は、個別のケースに合わせて、その生物-心理-社会

上の多くの背景も勘案し、本人の主訴や希望に沿った形で話し合いの上で決められるものであり、精神疾患

別にどのような傾向を持つかという分析結果を、どう解釈するか難しい面もあるが、精神疾患別の心理教育

を検討する上では、その傾向を把握することは重要とも考えられる。 

  

• 「不安の軽減・解消」「自己理解・疾病理解等
の促進」「対処スキル・能力の維持・向上」が
多い

• 「不安の軽減・解消」は、不安または恐怖関連
症が最も多い

• 「自己効力感の回復」は、ストレス関連症が最
も多い

• 「対処スキル・能力の維持・向上」は、神経発
達症（発達障害）が最も多い

• 「症状・問題行動の緩和・軽減」は、強迫症ま
たは関連症が最も多い

• 「孤立防止と社会参加の保持・改善」は、統合
失調症が最も多い

精神疾患：外来における心理面接（個人）

①神経発達症（発達障害）
②統合失調症等
③気分症：双極症等（双極性障害）
④気分症：抑うつ症・気分変調症等（抑うつ

性障害）
⑤不安または恐怖関連症
⑥強迫症または関連症、
⑦ストレス関連症：心的外傷後ストレス症・

急性ストレス反応等

• 神経発達症 （発達障害 ）が最も多く
（68.5％）、気分症：抑うつ症・気分変調
症等（抑うつ性障害）（68.3％）、不安ま
たは恐怖関連症（65.1％）と続いた

面接の目的調査対象疾患

332 333



２２））外外来来ににおおけけるる心心理理面面接接（（個個人人））  ――精精神神疾疾患患別別－－  

 

 

 

ここでは、精神疾患全般の心理支援において、枠組みがある程度定められた形で行われている、外来にお

ける個人を対象とした心理面接について、疾患別に実態を検討した。7 つの調査対象疾患の中では、神経発

達症（発達障害）への支援が最も多く、気分症：抑うつ症・気分変調症（抑うつ性障害）、不安または恐怖

関連症と続いた。 

 ここでいう「枠組み」とは、アプローチ法や面接時間、頻度、期間等のことで、心理面接が開始される前

に、受理面接（多くは初回面接）において、本人と充分に話し合った後に合意される面接実施に関するルー

ルのことを指す。通常は心理面接に関する契約として定められることになる。医療においては、まず治療契

約といった医療機関と患者との大きな枠組みが存在する。この治療契約は主治医が患者との話し合いを行い

結ばれる形をとるが、心理面接に関する契約は、この治療契約のもとに結ばれるという位置づけになる。な

お実際は、それほど明確に意識されず、口頭で「こんな感じで会っていきましょう」といった風に言及され

ることもあるが、このような口頭でのやりとりも心理面接における契約として位置づけられる。 

そのような心理面接に関する契約において、面接の目的は重要なものとなる。本調査で示された面接の目

的は、あくまで部門等でその対象精神疾患においてどう定められるかという傾向を聞くといった性質のもの

と考えるべきである。面接の目的としては、「不安の軽減・解消「自己理解・疾病理解等の促進」「対処スキ

ル・能力の維持・向上」が多く選択された。疾患別では、「不安の軽減・解消」は不安または恐怖関連症で

目立ち、「自己効力感の回復」はストレス関連症が最も多かった。「対処スキル・能力の維持・向上」は神経

発達症（発達障害）、「症状・問題行動の緩和・軽減」は強迫症または関連症。「孤立防止と社会参加の保

持・改善」は統合失調症で目立った。実際の面接の目的は、個別のケースに合わせて、その生物-心理-社会

上の多くの背景も勘案し、本人の主訴や希望に沿った形で話し合いの上で決められるものであり、精神疾患

別にどのような傾向を持つかという分析結果を、どう解釈するか難しい面もあるが、精神疾患別の心理教育

を検討する上では、その傾向を把握することは重要とも考えられる。 

  

• 「不安の軽減・解消」「自己理解・疾病理解等
の促進」「対処スキル・能力の維持・向上」が
多い

• 「不安の軽減・解消」は、不安または恐怖関連
症が最も多い

• 「自己効力感の回復」は、ストレス関連症が最
も多い

• 「対処スキル・能力の維持・向上」は、神経発
達症（発達障害）が最も多い

• 「症状・問題行動の緩和・軽減」は、強迫症ま
たは関連症が最も多い

• 「孤立防止と社会参加の保持・改善」は、統合
失調症が最も多い

精神疾患：外来における心理面接（個人）

①神経発達症（発達障害）
②統合失調症等
③気分症：双極症等（双極性障害）
④気分症：抑うつ症・気分変調症等（抑うつ

性障害）
⑤不安または恐怖関連症
⑥強迫症または関連症、
⑦ストレス関連症：心的外傷後ストレス症・

急性ストレス反応等

• 神経発達症 （発達障害 ）が最も多く
（68.5％）、気分症：抑うつ症・気分変調
症等（抑うつ性障害）（68.3％）、不安ま
たは恐怖関連症（65.1％）と続いた

面接の目的調査対象疾患

 

 

アプローチ法は、「傾聴・支持的アプローチ」「心理教育」「認知療法・認知行動療法・行動療法的アプロ

ーチ」が多く選択されていた。疾患別では、「認知療法・認知行動療法・行動療法的アプローチ」は、強迫

症または関連症が最も多く、「力動的・精神分析的アプローチ」は、統合失調症が最も少ない。「認知リハビ

リテーション的アプローチ」は、統合失調症が最も多かった。面接の時間や頻度も一定の傾向がみられた。 

このような疾患別の傾向は読み取れるが、WEB調査の自由記載やインタビュー調査の結果では、心理面接

の枠組みは、各ケースによって異なるといった記載がみられたことを勘案すると、精神疾患に関する外来に

おける心理面接（個人）については、以下の 3点の観点で検討することが必要となろう。 

まず、心理面接の枠組みを、医療現場の実情とどう整合性をとるかという大きな課題が存在する。実態で

は、面接時間や頻度などで、心理面接の枠組み工夫している専門的姿勢が垣間見られるが、これらは診療報

酬上の位置づけがない中でのやむを得ない選択となっており、早急な改善か求められる。 

次に、そのようなやむを得ない（現実的な許容される）枠組み設定は、たとえば、心理教育実施料が診療

報酬として定められるなど若干の改善があるならば、精神疾患の特徴に合わせた心理面接が、より効果的に

実施されることにつながる可能性がある。心理支援に関する診療報酬上の一部の改訂であっても、精神疾患

別に得られているアプローチのエビデンスの活用や、アプローチを組み合わせた統合的な支援の実装化にも

波及し、それらが促進される可能性がある。 

 第３に、充分な心理的アセスメントがない中でアプローチ方法の適用のみに注力しやすい点に充分に留意

する必要がある。そのような誤った方向に進まないように、心理検査を含めた心理的アセスメントの技能向

上や、フィードバック面接を通した心理的アセスメントの本人との話し合いと、心理的アセスメントの検討

プロセスの精緻化が重要な課題となる。そのためにも、心理的アセスメントの中核をなす心理検査とそのフ

ィードバック面接の診療報酬化が急がれる。 

 

   

精神疾患：外来における心理面接（個人）

• 「傾聴・支持的アプローチ」「心理教育」「認知療法・認知行動療法・行動療法的アプローチ」が多い
• 「認知療法・認知行動療法・行動療法的アプローチ」は、強迫症または関連症が最も多い
• 「力動的・精神分析的アプローチ」は、統合失調症が最も少ない
• 「認知リハビリテーション的アプローチ」は、統合失調症が最も多い

• 「50分以上1時間未満」が最も多い
• 統合失調症は、「20分以上30分未満」が
他の疾患に比べて多い

• 「２週間に１回」が最も多い
• 神経発達症（発達障害）と統合失調症は、他
の疾患に比べて「１か月に１回」が多い

• 期間については、「その他」（期間は決まっ
ていない）が最も多い

• 期間「４年以上」は、統合失調症が最も多い

面接の頻度・期間面接の時間

アプローチ法

自由記述より
• 面接の目的、患者様の主訴や状態によって異なり、そしていずれの項目も関連があり、必要によって
その都度取り扱うものであるため、アプローチ法は５つに限定できません。同じ理由で面接期間も頻
度も異なります。

• 頻度や期間は、患者さんの状況やニーズによって異なります
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３３））特特定定のの精精神神疾疾患患等等  

①①高高次次機機能能障障害害／／脳脳血血管管疾疾患患（（認認知知症症をを除除くく））  

 

 

この領域では、心理検査の実施が多く、個別心理面接、心理教育の実施は少ない。高次脳機能障害等の診

断や治療のために、心理検査が重要なプロセスとして位置づけられているからであろうが、心理検査は、対

象者の機能の低下を調べるためだけではなく、その人の健康な能力を客観的データとして把握し、検査結果

をふまえ自己理解を深め、障害に対応していくために活用されるべきである。そのため心理検査を含めた心

理的アセスメントの実施と、その結果のフィードバック面接も含めた心理教育や中途障害ゆえの障害受容に

まつわる心理支援や家族の心理支援が必要となる。 

しかしながら、本調査の結果から示されるように心理教育、家族の心理面接を実施しているとした部門等

はさほど多くない実態があった。これは他の調査を参照すると、この領域における当事者・家族へのカウン

セリングの必要性は充分に認識されているにもかかわらず、公認心理師が充分に配置されていないために、

適切な心理支援が行き届いていない状況があることを認識する必要がある。 

このような状況を改善し心理支援が提供できるようにするために公認心理師を配置することが重要となる。

そのために、「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」などが検討に値する。ま

た、高次脳機能障害の支援はライフステージごとに長期にわたる支援が必要であり、「継続心理面接に関す

る項目」についても検討が必要である。さらに、リハビリテーション病院への公認心理師の配置も望まれる。

心理検査の Trail Making Test日本版、脳卒中ドライバーのスクリーニング評価日本版が多く実施されてい

るにも関わらず診療報酬対象外となっているので、これらの心理検査の診療報酬化は早急に行われる必要が

ある。 

高次脳機能障害については、地域での日常生活をどう支えるかが重要となる。そのための諸制度の推進の

ために、公認心理師は心理的アセスメントをふまえた心理支援の展開を通して貢献できるであろう。医療か

ら始まり地域支援につながる切れ目ない心理支援の適切な提供のためには、高次脳障害心理支援ガイドライ

ン等の作成が望まれる。このガイドラインでは、高次脳機能障害や原因疾患の知識の習得、心理的アセスメ

ント力の向上、フィードバック面接の方法、当事者・家族に対する心理教育や障害受容にまつわる心理面接

の方法、アウトリーチを含めた地域生活支援における公認心理師の役割等の内容が必要となろう。 

 

   

訓練プログラム・支援プログラムの実施
就学・復学支援 就労支援
運転免許保有者の運転再開支援

高次脳機能障害／脳血管疾患（認知症を除く）

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：Trail Making Test日本版

脳卒中ドライバーのスクリー
ニング評価日本版
CDT時計描画テスト

心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
チーム医療に関する加算
在宅患者訪問看護指導料への配置

高次脳機能障害心理支援ガイドライン

高次機能障害の知識習得
原因疾患に関する知識習得
神経心理学の知識習得
心理的アセスメント力の向上

• 心理検査は８割が実施
• 心理教育は３割が実施。目的は「自己理解・疾病理
解の促進」が最も多い

• 外来、入院ともに個別心理面接の実施は３割程度
• アウトリーチは５割以上が必要性を感じている
• チーム医療・連携は約７割が実施

• 心理検査は多く実施されているが、心理教育、心理
面接を実施している部署等はさほど多くない

制度・施策への対応
医療介護総合確保推進法
障害者総合支援法

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態
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３３））特特定定のの精精神神疾疾患患等等  

①①高高次次機機能能障障害害／／脳脳血血管管疾疾患患（（認認知知症症をを除除くく））  

 

 

この領域では、心理検査の実施が多く、個別心理面接、心理教育の実施は少ない。高次脳機能障害等の診

断や治療のために、心理検査が重要なプロセスとして位置づけられているからであろうが、心理検査は、対

象者の機能の低下を調べるためだけではなく、その人の健康な能力を客観的データとして把握し、検査結果

をふまえ自己理解を深め、障害に対応していくために活用されるべきである。そのため心理検査を含めた心

理的アセスメントの実施と、その結果のフィードバック面接も含めた心理教育や中途障害ゆえの障害受容に

まつわる心理支援や家族の心理支援が必要となる。 

しかしながら、本調査の結果から示されるように心理教育、家族の心理面接を実施しているとした部門等

はさほど多くない実態があった。これは他の調査を参照すると、この領域における当事者・家族へのカウン

セリングの必要性は充分に認識されているにもかかわらず、公認心理師が充分に配置されていないために、

適切な心理支援が行き届いていない状況があることを認識する必要がある。 

このような状況を改善し心理支援が提供できるようにするために公認心理師を配置することが重要となる。

そのために、「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」などが検討に値する。ま

た、高次脳機能障害の支援はライフステージごとに長期にわたる支援が必要であり、「継続心理面接に関す

る項目」についても検討が必要である。さらに、リハビリテーション病院への公認心理師の配置も望まれる。

心理検査の Trail Making Test日本版、脳卒中ドライバーのスクリーニング評価日本版が多く実施されてい

るにも関わらず診療報酬対象外となっているので、これらの心理検査の診療報酬化は早急に行われる必要が

ある。 

高次脳機能障害については、地域での日常生活をどう支えるかが重要となる。そのための諸制度の推進の

ために、公認心理師は心理的アセスメントをふまえた心理支援の展開を通して貢献できるであろう。医療か

ら始まり地域支援につながる切れ目ない心理支援の適切な提供のためには、高次脳障害心理支援ガイドライ

ン等の作成が望まれる。このガイドラインでは、高次脳機能障害や原因疾患の知識の習得、心理的アセスメ

ント力の向上、フィードバック面接の方法、当事者・家族に対する心理教育や障害受容にまつわる心理面接

の方法、アウトリーチを含めた地域生活支援における公認心理師の役割等の内容が必要となろう。 

 

   

訓練プログラム・支援プログラムの実施
就学・復学支援 就労支援
運転免許保有者の運転再開支援

高次脳機能障害／脳血管疾患（認知症を除く）

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：Trail Making Test日本版

脳卒中ドライバーのスクリー
ニング評価日本版
CDT時計描画テスト

心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
チーム医療に関する加算
在宅患者訪問看護指導料への配置

高次脳機能障害心理支援ガイドライン

高次機能障害の知識習得
原因疾患に関する知識習得
神経心理学の知識習得
心理的アセスメント力の向上

• 心理検査は８割が実施
• 心理教育は３割が実施。目的は「自己理解・疾病理
解の促進」が最も多い

• 外来、入院ともに個別心理面接の実施は３割程度
• アウトリーチは５割以上が必要性を感じている
• チーム医療・連携は約７割が実施

• 心理検査は多く実施されているが、心理教育、心理
面接を実施している部署等はさほど多くない

制度・施策への対応
医療介護総合確保推進法
障害者総合支援法

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態

②②認認知知症症      

 

 

この領域において、心理検査も含めた心理的アセスメントが、本人だけでなく、家族への支援、環境調整

にも役立っている。しかしながら、心理検査実施のみでは、認知機能が低下したという事実に直面させてし

まい、本人や家族に不安や失望を与えることになりかねない。これらの不安等は、BPSD（認知症の行動心理

症状）との関連もあり得る。これらも考慮すると認知機能低下という結果はあるが、健康な面に着目し、そ

の人を中心とした人生の歩みをどう見出していくかを話し合うことにつながるような、心理検査等のフィー

ドバック面接が極めて重要となる。公認心理師が専門性を持って行う「心理検査フィードバック面接の項目」

として制度的に位置づけたい。 

認知症の本人や家族が希望を持って主体的に生き方を求めていくことは、認知症施策推進大綱の理念でも

あり、そのためにも、本人への心理支援に加え、家族会、当事者の会などが重要となっている。こういった

会のグループ運営に公認心理師が関与するのも、専門性が発揮される機会となる。介護保険制度においても、

認知症の人の地域生活を支える諸施策が地域包括ケアシステムの整備も含め進められている。医療で活動す

る公認心理師が、心理的アセスメントから地域生活の多職種チームへの支援につなぐ役割を持つことで、地

域包括ケアシステムの構築に貢献できる。 

そのような活動を制度化するためには、認知症ケアチームへの配置、認知症初期集中支援チームへの配置

が強く望まれる。これらの配置において、心理的アセスメントが充実することで、認知症の人本人が中心の

ケアの促進につながることが期待される。また、認知症を有する高齢者においても早期介入の必要性は高ま

っており、早期離床・リハビリテーション加算への配置も望まれる。 

心理検査についてふれると、Trail Making Test日本版(TMT-J)、GDS高齢者用うつ病評価尺度は、多く実

施されているにも関わらず診療報酬化されておらず、早急な診療報酬化が望まれる。また心理検査も含めた

心理的アセスメントのフィードバック面接の充実については、精神疾患全般で触れた「心理検査フィードバ

ック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」において位置づけたい。継続的な心理支援は「継続心理面

接に関する項目」、家族支援は「家族関係調整等のための心理面接の項目」で制度化できると、認知症の人

とその家族に対する心理支援が充実することになる。 

高齢者に係る医療と介護の制度の推進に公認心理師の専門性は貢献できると考える。令和３年度の介護報

酬改定で自立支援促進加算創設されたが、心理的アセスメントは、リハビリテーションや生活支援に役立つ

であろう。認知症心理支援ガイドラインの作成により、認知症の知識習得、地域包括ケアシステムに関連し

た活動、心理的アセスメント及びフィードバック面接のスキル向上が求められる。 

 

地域包括ケアシステムでの連携
地域ケア会議への参加

認知症
心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：Trail Making Test日本版、

GDS高齢者用うつ病評価尺度
心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
認知症ケアチームへの配置
早期離床・リハビリテーション加算への配置
認知症初期集中支援チームへの配置
精神科訪問看護・指導料への配置

認知症心理支援ガイドライン
地域包括ケアシステムにおける心理支援
ガイドライン

認知症の知識習得
神経心理学の知識習得
地域包括ケアシステムに関する知識習得
心理的アセスメント力の向上

• 心理検査は９割が実施
• アウトリーチは５割が必要性を感じている
• チーム医療・連携実施は７割

• 心理アセスメントに基づく視点が、家族への支援、
環境調整に役立っている

• 家族会、当事者の会などのグループ運営に貢献して
いる

制度・施策への対応
認知症施策推進大綱
後期高齢者医療制度
医療介護総合確保推進法 知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化

業務の実態
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４４））小小児児のの身身体体疾疾患患・・周周産産期期  

①①小小児児のの身身体体疾疾患患  

 

  

小児の身体疾患の領域において、家族支援は 72.4%が実施していた。家族の障害受容も含めて家族のサポ

ートが重要となる。精神発達の問題、生育環境の問題などのも含めた包括的な心理的アセスメントが求めら

れ、その丁寧なフィードバック面接が家族に対して必要となろう。同時に、障害や疾病理解を促進するため

の心理教育が、家族に対してまた一定の年齢以上では本人に対して実施される必要がある。本調査からも心

理教育の重要性が示されたところである。個別心理面接も外来、入院ともに多く実施されている。心理検査

は、KID 乳幼児発達スケール、CBCL 子どものチェックリストは実施されているにもかかわらず診療報酬化さ

れていない。早急な診療報酬化が望まれる。 

 小児の精神疾患と同様に、この領域での公認心理師の活動は、子ども権利条約の理念の実現及びすこやか

親子 21 の施策推進も含めた、子育ての諸施策を充実させるために、医療が必要とまった小児へのきめ細か

な心理支援を通して貢献できる。また子どもの診療のネットワーク事業など、児童精神科との連携、他機関

連携が推進されており、これらの位置づけの中でも公認心理師の専門性が発揮できる。 

それらの貢献を確実にさせるために、小児特定疾患カウンセリング料の拡充（回数、期間の枠を広げる・

科を限定せず算定可能とする）、家族支援のための「家族関係調整等のための心理面接の項目」の新たに検

討されることが望まれる。また、小児の身体疾患への心理支援は病棟において行われることも多いとの実態

があった。病棟から外来に切れ目なく継続する本人支援及び家族支援が、着実に実施できる環境の整備が重

要である。「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」も制度化されるならば重要

な役割を持つであろう。 

このような制度もふまえ心理支援の質を向上させるために、小児身体疾患心理支援ガイドライン等の作成

が必要となる。その中では、小児身体疾患の知識の習得、チーム医療の展開、心理的アセスメント及びフィ

ードバック面接のスキル向上が含まれることが望ましい。これらを通した研修を通した資質向上が重要とな

る。 

 

   

児童精神科との連携
医療と福祉・教育の連携の促進
就学・復学支援 育児支援、親支援

小児の身体疾患

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：KIDS乳幼児発達スケール

CBCL子どものチェックリスト
心理教育実施に関する項目
小児特定疾患カウンセリング料の拡充
家族関係調整等のための心理面接の項目
チーム医療に関する加算
在宅患者訪問看護指導料への配置

小児身体疾患心理支援ガイドライン

小児身体疾患の知識習得
心理的アセスメント力の向上
個別心理支援スキルの向上
家族支援スキルの向上

• 心理検査は８割近くが実施
• 心理検査フィードバック面接は約５割がよく／毎回実
施

• 心理教育は６割近くが実施
• 個別心理面接実施は外来、入院ともに６割以上
• 家族支援は７割が実施
• チーム医療・連携は約８割が実施

• 障害や疾患、地域生活に向けての心理教育が中心
• 精神発達の問題、生育環境の問題併発のアセスメント
も求められる

• 家族の障害受容を含めての家族サポートが重要

制度・施策への対応
すこやか親子21（第２次）
子どもの心の診療ネットワーク事業
小児医療の体制構築に係る指針

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化
業務の実態
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４４））小小児児のの身身体体疾疾患患・・周周産産期期  

①①小小児児のの身身体体疾疾患患  

 

  

小児の身体疾患の領域において、家族支援は 72.4%が実施していた。家族の障害受容も含めて家族のサポ

ートが重要となる。精神発達の問題、生育環境の問題などのも含めた包括的な心理的アセスメントが求めら

れ、その丁寧なフィードバック面接が家族に対して必要となろう。同時に、障害や疾病理解を促進するため

の心理教育が、家族に対してまた一定の年齢以上では本人に対して実施される必要がある。本調査からも心

理教育の重要性が示されたところである。個別心理面接も外来、入院ともに多く実施されている。心理検査

は、KID 乳幼児発達スケール、CBCL 子どものチェックリストは実施されているにもかかわらず診療報酬化さ

れていない。早急な診療報酬化が望まれる。 

 小児の精神疾患と同様に、この領域での公認心理師の活動は、子ども権利条約の理念の実現及びすこやか

親子 21 の施策推進も含めた、子育ての諸施策を充実させるために、医療が必要とまった小児へのきめ細か

な心理支援を通して貢献できる。また子どもの診療のネットワーク事業など、児童精神科との連携、他機関

連携が推進されており、これらの位置づけの中でも公認心理師の専門性が発揮できる。 

それらの貢献を確実にさせるために、小児特定疾患カウンセリング料の拡充（回数、期間の枠を広げる・

科を限定せず算定可能とする）、家族支援のための「家族関係調整等のための心理面接の項目」の新たに検

討されることが望まれる。また、小児の身体疾患への心理支援は病棟において行われることも多いとの実態

があった。病棟から外来に切れ目なく継続する本人支援及び家族支援が、着実に実施できる環境の整備が重

要である。「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」も制度化されるならば重要

な役割を持つであろう。 

このような制度もふまえ心理支援の質を向上させるために、小児身体疾患心理支援ガイドライン等の作成

が必要となる。その中では、小児身体疾患の知識の習得、チーム医療の展開、心理的アセスメント及びフィ

ードバック面接のスキル向上が含まれることが望ましい。これらを通した研修を通した資質向上が重要とな

る。 

 

   

児童精神科との連携
医療と福祉・教育の連携の促進
就学・復学支援 育児支援、親支援

小児の身体疾患

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：KIDS乳幼児発達スケール

CBCL子どものチェックリスト
心理教育実施に関する項目
小児特定疾患カウンセリング料の拡充
家族関係調整等のための心理面接の項目
チーム医療に関する加算
在宅患者訪問看護指導料への配置

小児身体疾患心理支援ガイドライン

小児身体疾患の知識習得
心理的アセスメント力の向上
個別心理支援スキルの向上
家族支援スキルの向上

• 心理検査は８割近くが実施
• 心理検査フィードバック面接は約５割がよく／毎回実
施

• 心理教育は６割近くが実施
• 個別心理面接実施は外来、入院ともに６割以上
• 家族支援は７割が実施
• チーム医療・連携は約８割が実施

• 障害や疾患、地域生活に向けての心理教育が中心
• 精神発達の問題、生育環境の問題併発のアセスメント
も求められる

• 家族の障害受容を含めての家族サポートが重要

制度・施策への対応
すこやか親子21（第２次）
子どもの心の診療ネットワーク事業
小児医療の体制構築に係る指針

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化
業務の実態

②②周周産産期期  

 

 

この領域においては、心理教育、入院における個別心理面接が多く実施されている。生殖に関する本人の

不安の軽減、意思決定サポート、家族療法の考えをふまえた関係調整が行われている。妊産婦支援において

は、母親の発達障害リスク評価、虐待リスク評価も重要となる。心理検査のエジンバラ産後うつ病質問票と

赤ちゃんへの気持ち質問票は、重要な評価尺度であるが診療報酬化されていない。心理支援の充実のため診

療報酬化が望まれる。 

他の領域と同様、「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」「継続心理面接に

関する項目」が新たに検討されるならば、ニーズのある母親への心理支援が格段に充実する。また、この領

域に特化した制度上の対応としては、周産期チームへの配置、ハイリスク妊産婦連携指導料の拡充がある。

周産期チームへの参加により、現在すでに行われている入院時の心理支援が安定して実施可能となる。また、

ハイリスク妊産婦連携指導料が拡充され公認心理師の心理支援が適切に評価されることで、現在すでに実施

されているハイリスク妊産婦への心理支援が、ニーズのある妊産婦に対して提供できる体制づくりを促進す

ることが可能となる。 

生殖医療における心理カウンセリングは重要であるが、その標準的な方法を定め、生殖医療の実態に即し

た形で実施できるようにしてくとともに、具体的な留意点や検討課題等も整理する必要がある。それらを含

めた、生殖医療心理支援ガイドラインが作成される必要がある。 

また、ハイリスク妊婦心理支援ガイドラインの作成も求められる。このガイドラインでは育児支援・親支

援スキルの向上等も含めることが必要となろう。 

 周産期における心理支援の充実は、小児の精神疾患や小児の身体疾患とあわせて活動することで、子ども

の権利条約の理念の具現化、そしてすこやか親子 21（第 2次）の諸活動の充実に貢献できる。また、切れ目

ない心理支援、児童虐待予防、子育て世代の両立支援等、さまざまな施策と関連する。現状では、ハイリス

クの人への心理支援が中心となっているが（そこにも届いていない現状もありそうだが）、すべての妊産婦

への心理支援の充実という観点で、多職種チーム連携を充実させていきたいところである。 

  

リスクの高い妊娠前後の心理支援
精神科・小児科との連携
育児支援、親支援

周産期

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：エジンバラ産後うつ病質問票

赤ちゃんへの気持ち質問票、
心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
チーム医療に関する加算
ハイリスク妊産婦連携指導料の拡充
在宅患者訪問看護指導料への配置

生殖医療心理支援ガイドライン
ハイリスク妊婦心理支援ガイドライン

生殖医療の知識習得
産科医療の知識習得
個別心理面接スキルの向上
育児支援・親支援スキルの向上

• 心理検査の実施は４割程度だが、診療報酬対象外の検査
を多く実施している

• 心理検査フィードバック面接は５割がよく／毎回実施
• 心理教育の実施は６割近い。目的は「不安の軽減・解
消」が最も多い

• 入院、外来ともに個別心理面接の実施は７割
• 家族支援は６割が実施 チーム医療・連携は９割が実施

• 生殖医療に関しては、本人の不安の軽減、意思決定を支
え、家族療法的関係調整も必要

• 発達障害リスク評価、虐待リスク評価も重要

制度・施策への対応
すこやか親子21（第２次）
周産期医療の体制構築に係る指針
小児医療の体制構築に係る指針 知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態
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５５））そそのの他他身身体体疾疾患患  

①①腎腎疾疾患患／／糖糖尿尿病病  

 

 

この領域の心理検査は、自己管理能力、生活遂行力の把握、うつのスクーリングを目的に実施されている。

これらの目的を達成するためには、心理検査フィードバック面接が効果的であろう。また心理検査もふまえ

た心理教育も有益と考える。他の領域と同様、「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関す

る項目」「継続心理面接に関する項目」が新たに検討されるならば、ニーズのある人への心理支援が格段に

充実し、身体疾患に対する治療効果の向上にも貢献できる可能性がある。なお、心理検査の PHQ９患者健康

質問票、BDI-Ⅱベックうつ病尺度、PAID 糖尿病問題領域質問票が診療報酬として認められていない。早急

な診療報酬化が望まれる。 

 院内連携が重視されている実態があった。これらの活動を安定して実施するためには、診療報酬上の位置

づけがぜひとも求められる。たとえば、精神科リエゾンチーム加算の拡充等が望まれる。 

心理支援の質の向上のために、腎疾患／糖尿病心理支援ガイドラインや精神科リエゾンチームに関する心

理支援ガイドラインの作成が求められる。ガイドラインの中では、疾患の知識取得、生活習慣病予防・知識

の習得、心理的アセスメントの実際とフィードバック面接の方法、心理教育の具体的方法などが含まれると

よい。その上で、この領域の心理支援に関する研修を実施し資質の向上を図る必要がある。 

 糖尿病は、医療計画の 5 疾患にも含まれている。また、腎疾患は複数の身体疾患、高齢、認知症など、現

代的な医療の関わる疾患であり、平成 28年の診療報酬改定では、「2025年度までに地域包括ケアシステムの

構築」が求められ、翌平成 29 年に示された医療計画では「疾病・事業横断的な医療提供体制の構築」を目

指すことが明記されている。このように腎疾患対策のいくつかの事業が推進されており、公認心理師はこれ

らの諸施策の推進に貢献できると考える。 

 

 

  

生活習慣病・CKD発症予防啓発活動
病期に応じた腎疾患対策への貢献
糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施

腎疾患／糖尿病

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：PHQ９患者健康質問票

BDI-Ⅱベックうつ病尺度
PAID糖尿病問題領域質問票

心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
精神科リエゾンチーム加算の拡充
在宅患者訪問看護指導料への配置

腎疾患／糖尿病心理支援ガイドライン
精神科リエゾンチームに関する心理支
援ガイドライン

腎疾患／糖尿病の知識習得
生活習慣病予防・治療知識
個別心理面接スキルの向上

• 心理検査は約５割が実施
• 心理教育は５割が実施。目的は「自己理解・疾病理
解の促進」が最も多い

• 個別心理面接は外来、入院ともに６割近くが実施
• チーム医療・連携は８割近くが実施

• 心理検査は自己管理能力、生活遂行力の把握、うつ
のスクーリングを目的に実施

制度・施策への対応
腎疾患対策検討会報告書
～腎疾患対策の更なる推進を目指して～

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態
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５５））そそのの他他身身体体疾疾患患  

①①腎腎疾疾患患／／糖糖尿尿病病  

 

 

この領域の心理検査は、自己管理能力、生活遂行力の把握、うつのスクーリングを目的に実施されている。

これらの目的を達成するためには、心理検査フィードバック面接が効果的であろう。また心理検査もふまえ

た心理教育も有益と考える。他の領域と同様、「心理検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関す

る項目」「継続心理面接に関する項目」が新たに検討されるならば、ニーズのある人への心理支援が格段に

充実し、身体疾患に対する治療効果の向上にも貢献できる可能性がある。なお、心理検査の PHQ９患者健康

質問票、BDI-Ⅱベックうつ病尺度、PAID 糖尿病問題領域質問票が診療報酬として認められていない。早急

な診療報酬化が望まれる。 

 院内連携が重視されている実態があった。これらの活動を安定して実施するためには、診療報酬上の位置

づけがぜひとも求められる。たとえば、精神科リエゾンチーム加算の拡充等が望まれる。 

心理支援の質の向上のために、腎疾患／糖尿病心理支援ガイドラインや精神科リエゾンチームに関する心

理支援ガイドラインの作成が求められる。ガイドラインの中では、疾患の知識取得、生活習慣病予防・知識

の習得、心理的アセスメントの実際とフィードバック面接の方法、心理教育の具体的方法などが含まれると

よい。その上で、この領域の心理支援に関する研修を実施し資質の向上を図る必要がある。 

 糖尿病は、医療計画の 5 疾患にも含まれている。また、腎疾患は複数の身体疾患、高齢、認知症など、現

代的な医療の関わる疾患であり、平成 28年の診療報酬改定では、「2025年度までに地域包括ケアシステムの

構築」が求められ、翌平成 29 年に示された医療計画では「疾病・事業横断的な医療提供体制の構築」を目

指すことが明記されている。このように腎疾患対策のいくつかの事業が推進されており、公認心理師はこれ

らの諸施策の推進に貢献できると考える。 

 

 

  

生活習慣病・CKD発症予防啓発活動
病期に応じた腎疾患対策への貢献
糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施

腎疾患／糖尿病

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：PHQ９患者健康質問票

BDI-Ⅱベックうつ病尺度
PAID糖尿病問題領域質問票

心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
精神科リエゾンチーム加算の拡充
在宅患者訪問看護指導料への配置

腎疾患／糖尿病心理支援ガイドライン
精神科リエゾンチームに関する心理支
援ガイドライン

腎疾患／糖尿病の知識習得
生活習慣病予防・治療知識
個別心理面接スキルの向上

• 心理検査は約５割が実施
• 心理教育は５割が実施。目的は「自己理解・疾病理
解の促進」が最も多い

• 個別心理面接は外来、入院ともに６割近くが実施
• チーム医療・連携は８割近くが実施

• 心理検査は自己管理能力、生活遂行力の把握、うつ
のスクーリングを目的に実施

制度・施策への対応
腎疾患対策検討会報告書
～腎疾患対策の更なる推進を目指して～

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態

②②心心疾疾患患  

 

 

この領域において、急性期では、意思決定に関与する面接が多い。心疾患は緩解と増悪を繰り返す疾患で

あり、ドロップアウトを防ぐことをふまえた心理支援が重要となる。入院中の個別心理面接は多く実施され

ている。これら入院中の心理支援は、後述するチーム医療加算によって、現在ニーズはあるのに支援体制が

充分でないために実施されていない状況を改善するための効果的な方法となりえる。 

 心理検査について述べると、心理検査の PHQ９患者健康質問票、HADS 日本語版（ハッズ）が診療報酬の対

象外である。早急な診療報酬化が望まれる。また心理ニーズのある人については、他の領域と同様、「心理

検査フィードバック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」「継続心理面接に関する項目」が新たに検討

されるならば、ニーズのある人への心理支援が格段に充実し、身体疾患に対する治療効果の向上にも貢献で

きる可能性がある。 

また、入院中の多様な支援ニーズに対応するために、精神科リエゾンチームに関する心理支援加算の拡充

などが考えられる。これらは、心疾患のみならず、身体疾患のために入院中の患者に、心理ニーズが生じた

際に、適切なタイミングで公認心理師が心理支援を行う体制を作ることに貢献できるであろう。 

そして心理支援の質の向上のために、心疾患の知識の習得、生活習慣病に関する知識の習得、この領域で

の心理的アセスメントの実際、フィードバック面接の方法、心理教育の方法等を含んだ、心疾患心理支援ガ

イドラインの作成が求められる。 

心疾患は医療計画の 5 疾患に含まれている。また循環器病対策推進基本計画もある。医療のこの領域にお

いて公認心理師の活動が、診療報酬上位置づけられることで、これらの諸施策の推進に貢献できると考える。 

 

  

生活習慣病・循環器病の予防知識の普及啓発
救急医療への貢献
治療と仕事の両立支援・就労支援

心疾患

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：PHQ９患者健康質問票

HADS日本語版（ハッズ）
心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
精神科リエゾンチーム加算の拡充
在宅患者訪問看護指導料への配置

心疾患心理支援ガイドライン
精神科リエゾンチームに関する心理
支援ガイドライン

心疾患の知識習得
生活習慣病予防・治療知識習得
個別心理面接のスキル

• 心理教育は４割が実施。目的は「不安の軽減・
解消」が最も多い

• 入院個別心理面接は６割以上が実施
• チーム医療・連携は８割が実施

• 意思決定への関与は急性期にも求められいてる
• 緩解と増悪を繰り返す疾患であり、ドロップア
ウトを防ぐ支援が重要となる

制度・施策への対応
循環器病対策推進基本計画

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態
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③③ががんん／／緩緩和和ケケアア  

 

 

この領域において、入院個別心理面接は多く実施され、回数も多く、手厚い介入が行われている。告知後

の心理的動揺のサポート、意思決定支援、両立支援のサポートが行われ、緩和ケアでは患者は家族、周囲の

支援者の精神状態のアセスメント、サポートが大切となる。 

心理検査については、HADS 日本語版（ハッズ）、BDI-Ⅱベック抑うつ尺度が診療報酬化されておらず、早

急な診療報酬化が望まれる。また心理ニーズのある人については、他の領域と同様、「心理検査フィードバ

ック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」「継続心理面接に関する項目が新たに検討されるならば、ニ

ーズのある人への心理支援が格段に充実することが期待できる。 

この分野の入院時の心理支援の充実は重要な課題となっている。緩和ケアチームへの必置、精神科リエゾ

ンチームに関する心理支援加算の拡充によって、すでに実施されている支援を業務として安定して実施する

ことにつながる。また、現状では充分に対応できていないニーズに対して、心理支援を行う体制を整えるこ

とにつながるであろう。 

また、退院後のフォローアップが重要となる局面もある。外来での心理面接を安定して行うために、がん

患者チーム外来医療加算の新設も求められる。 

この領域でのこれらの心理支援の質の向上のために、がん／緩和ケア心理支援ガイドライン作成が必要と

なる。ガイドラインでは、がん／緩和ケアの知識取得、心理的アセスメントの方法とフィードバック方法、

チーム医療・連携の方法、自己決定を尊重した心理支援、両立支援における心理支援などが含まれるとよい

であろう。 

この分野の心理支援は、がん対策基本法と同法に基づき定められているがん対策推進基本計画の推進に貢

献できる。全国のどこに住んでいても、質の高いがんに関する医療が提供される必要があるが、心理支援も

全国のどこにいても受けられる体制の整備が求められる。がんの治療を受けながらも、自分の生を主体的に

歩み、自己決定していくことを支える存在としての心理支援を、安定して提供するために、公認心理師は貢

献できると考える。  

がんの予防・早期発見の知識の普及啓発
治療と仕事の両立支援・就労支援
ライフステージに応じた対応
がん教育の推進

がん／緩和ケア

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：HADS日本語版（ハッズ）

BDI-Ⅱベック抑うつ尺度
心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
緩和ケアチームへの必置
精神科リエゾンチーム加算の拡充
在宅患者訪問看護指導料への配置

がん／緩和ケア心理支援ガイドライン
精神科リエゾンチームに関する心理支
援ガイドライン

がん／緩和ケアの知識習得
就労支援に関する知識習得
個別心理面接スキルの向上

• 心理教育４割が実施。目的は「不安の軽減・解消」
が最も多い

• 入院個別心理面接は８割以上が実施。３／Wが
21.7％など手厚い介入が行われている

• 家族支援は約７割が実施
• チーム医療・連携は９割が実施

• 告知後の心理的動揺のサポート、意思決定支援、両
立支援を行う

• 緩和ケアでは患者は家族、周囲の支援者の精神状態
のアセスメント、サポートを行う

制度・施策への対応
がん対策基本法
がん対策推進基本計画

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態
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③③ががんん／／緩緩和和ケケアア  

 

 

この領域において、入院個別心理面接は多く実施され、回数も多く、手厚い介入が行われている。告知後

の心理的動揺のサポート、意思決定支援、両立支援のサポートが行われ、緩和ケアでは患者は家族、周囲の

支援者の精神状態のアセスメント、サポートが大切となる。 

心理検査については、HADS 日本語版（ハッズ）、BDI-Ⅱベック抑うつ尺度が診療報酬化されておらず、早

急な診療報酬化が望まれる。また心理ニーズのある人については、他の領域と同様、「心理検査フィードバ

ック面接の項目」「心理教育実施に関する項目」「継続心理面接に関する項目が新たに検討されるならば、ニ

ーズのある人への心理支援が格段に充実することが期待できる。 

この分野の入院時の心理支援の充実は重要な課題となっている。緩和ケアチームへの必置、精神科リエゾ

ンチームに関する心理支援加算の拡充によって、すでに実施されている支援を業務として安定して実施する

ことにつながる。また、現状では充分に対応できていないニーズに対して、心理支援を行う体制を整えるこ

とにつながるであろう。 

また、退院後のフォローアップが重要となる局面もある。外来での心理面接を安定して行うために、がん

患者チーム外来医療加算の新設も求められる。 

この領域でのこれらの心理支援の質の向上のために、がん／緩和ケア心理支援ガイドライン作成が必要と

なる。ガイドラインでは、がん／緩和ケアの知識取得、心理的アセスメントの方法とフィードバック方法、

チーム医療・連携の方法、自己決定を尊重した心理支援、両立支援における心理支援などが含まれるとよい

であろう。 

この分野の心理支援は、がん対策基本法と同法に基づき定められているがん対策推進基本計画の推進に貢

献できる。全国のどこに住んでいても、質の高いがんに関する医療が提供される必要があるが、心理支援も

全国のどこにいても受けられる体制の整備が求められる。がんの治療を受けながらも、自分の生を主体的に

歩み、自己決定していくことを支える存在としての心理支援を、安定して提供するために、公認心理師は貢

献できると考える。  

がんの予防・早期発見の知識の普及啓発
治療と仕事の両立支援・就労支援
ライフステージに応じた対応
がん教育の推進

がん／緩和ケア

心理検査フィードバック面接の項目
心理検査：HADS日本語版（ハッズ）

BDI-Ⅱベック抑うつ尺度
心理教育実施に関する項目
継続心理面接に関する項目
家族関係調整等のための心理面接の項目
緩和ケアチームへの必置
精神科リエゾンチーム加算の拡充
在宅患者訪問看護指導料への配置

がん／緩和ケア心理支援ガイドライン
精神科リエゾンチームに関する心理支
援ガイドライン

がん／緩和ケアの知識習得
就労支援に関する知識習得
個別心理面接スキルの向上

• 心理教育４割が実施。目的は「不安の軽減・解消」
が最も多い

• 入院個別心理面接は８割以上が実施。３／Wが
21.7％など手厚い介入が行われている

• 家族支援は約７割が実施
• チーム医療・連携は９割が実施

• 告知後の心理的動揺のサポート、意思決定支援、両
立支援を行う

• 緩和ケアでは患者は家族、周囲の支援者の精神状態
のアセスメント、サポートを行う

制度・施策への対応
がん対策基本法
がん対策推進基本計画

知識・技能の習得

ガイドラインの作成

望まれる診療報酬化業務の実態

BB．．公公認認心心理理師師のの専専門門性性  

１１））基基本本業業務務とと展展開開業業務務  

 本調査で示した、心理検査、心理教育、心理面接（個人）、心理支援（集団）、家族支援、アウトリーチ、

院内外のチーム・連携は、公認心理師の 4 業務である心理的アセスメント、心理支援、関係者への支援、心

の健康教育として位置付けることができる。これらの 4 業務は、公認心理師法にも定められた業務であるが、

以下の図のように、厚生労働省令和 2年度障害者総合福祉推進事業報告書（日本公認心理師協会, 2021）に

おいて、公認心理の活動として位置付けられている。カッコ内は、行っていると回答した人の割合である。 

 また、この基本業務にとどまらない業務を、展開業務と呼んだ。展開業務は、基本業務を円滑にかつ効果

的に行うためのさまざまな活動を含んでいる。展開業務は直接的な心理支援とは異なるため、予約して枠を

明確にして実施する業務というより、その場の流れや組織の意向にあわせて、枠にこだわらず柔軟にかつ迅

速に行うことが求められる。マネジメントの業務は、必要に応じて迅速に行われるであろうし、家族支援も

柔軟にまた業務に沿った形で行われることが好ましいので、展開業務として位置付けている。 

 本調査に示されたように、医療機関においても、心理的アセスメントが基本にあり、心理支援や関係者へ

の支援、家族支援、院内外のチーム医療・連携が、重点調査領域や医療機関種別で割合が異なっている面も

あったが、ニーズに沿う形で実施されていた。また、制度上の裏付けがないために、実際には実施されるべ

きであるのに、実施されていない部門等もあることが示唆された。 

  

以下の図に示すように、厚生労働省令和 2 年度障害者総合福祉推進事業報告書において、「心理検査のフ

ィードバックセッション」は、保健医療分野で活動する公認心理師の 59.0%が実施しているとしており、本

調査でも注目されている活動である。今後期待される支援・活動において、心理教育は、個別(52.9%)、集

団(50.3%)、家族（62.9%)となっていたが、本調査において、実施している部門等があるとの結果であり、

今後とも注目される重要な業務となろう。なお、心理検査のフィードバックが、心理教育としても位置付け

られる点は、医療領域に特化した展開業務として位置づけることが可能となろう。 

 昨年度事業のこれらの結果は、公認心理師個人の回答であったが、部門等の活動としてみても、心理的ア

セスメントや個人への心理面接、集団への心理支援、家族チームによる支援が、必要に応じて実施されてい

ること実態と、必要とされているが実施する体制が充分でないという実態が示されている。公認心理師の業

務の整理という点で述べるならば、基本業務を安定してこなす力量をつけつつ、展開業務も徐々にカバーで

きるようにすることがまずは重要となる。また展開業務は、必然的に医療領域に特化した内容を含むことに

なるので、それらの医療領域に特化した内容をしっかりと把握し着実に身につけることが求められる。また

同時に、今後期待される活動としても注目されている心理教育、多職種カンファレンス、アウトリーチとい

った院内外のチーム医療・連携に関する活動に広がっていくことを、意識しておく必要があろう。これらは、

医療領域における地域への展開業務と位置付けることもできるであろう。 

 なおすでに指摘した通り、公認心理師自身が自らの役割を明確化し理解した上で、関係者や社会に対して

公認心理師の基本業務と展開業務

家族等への支援
(86.3）

組織内関係
者への支援

(65.8） 組織外関係者
への支援
(34.4）

緊急支援
(18.9)組織内関係者への

心理教育・
研修(41.0） 組織外関係者へ

の心理教育・
研修(24.3）

心理的アセスメント (88.3)

心理支援(93.5)

関係者への支援 (83.8)

心の健康教育 (57.3) マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(36.3)

養成・教育
(19.2)

研究
(16.6)

基
本
業
務

展開業務
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対外的な発信を行うことも、重要な活動となる。これらの活動は、心理支援そのものへのアクセシビリティ

を向上させることにもつながるであろう。心理支援へのアクセシビリティの向上は、昨年度推進事業におい

てもその重要性が指摘されているが、「心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供

（公認心理師法第二条四項）」等の活動にも含まれるものと考える。 

 

２２））包包括括的的心心理理アアセセススメメンントトをを軸軸にに支支援援をを展展開開  

医学的治療が医学的診断に基づいて行われるように、また看護が看護学的アセスメントに基づいて実施さ

れるように、心理支援も心理的アセスメントに基づいて行われている。また心理的アセスメントは、その後

の心理支援の結果評価を行うための指標としても用いられることになる、すなわち、心理支援はその経過中

に継続して心理的アセスメントを軸に展開されていると考えることができよう。それらを下図＜包括的心理

アセスメントを軸に支援を展開＞において示した。 

これらの心理支援の展開は、院内外のチーム、多職種連携の枠組みで行われることになる。そのことは、

「公認心理師の専門性」の問いに対して、「各種心理検査を用いた専門的アセスメントを行えること」が

83.7％と最も多い。インタビュー調査においても、連携他職種より「心理検査の結果による裏付けがあると、

診断につなぎやすい」「公認心理師の評価により、実際の活動で現れる症状の裏付けが可能となる」「社会参

加、地域定着、就労支援には公認心理師による特性評価が欠かせない」と、公認心理師による心理的アセス

メントについて評価をもらっている。 
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対外的な発信を行うことも、重要な活動となる。これらの活動は、心理支援そのものへのアクセシビリティ

を向上させることにもつながるであろう。心理支援へのアクセシビリティの向上は、昨年度推進事業におい

てもその重要性が指摘されているが、「心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供

（公認心理師法第二条四項）」等の活動にも含まれるものと考える。 

 

２２））包包括括的的心心理理アアセセススメメンントトをを軸軸にに支支援援をを展展開開  
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れるように、心理支援も心理的アセスメントに基づいて行われている。また心理的アセスメントは、その後
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これらの心理支援の展開は、院内外のチーム、多職種連携の枠組みで行われることになる。そのことは、

「公認心理師の専門性」の問いに対して、「各種心理検査を用いた専門的アセスメントを行えること」が
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加、地域定着、就労支援には公認心理師による特性評価が欠かせない」と、公認心理師による心理的アセス

メントについて評価をもらっている。 

  

３３））包包括括的的心心理理アアセセススメメンントトのの視視点点  

「公認心理師の専門性」の問いについて、「生活史・家族関係等の背景要因を踏まえた多面的アセスメン

トを行えること」に 76.4％が該当すると回答している。インタビュー調査でも、「診断に役立てるだけにと

どまらず、患者さんご本人の生活史や背景、文化、価値観まで読み取れるような手伝い、アセスメント能力

が現場で求められている」、「症状だけでなく、背景要因を含めて患者を理解し、支援することが可能になる。

スタッフの困り間の軽減・解消に役立っている」（連携他職種）と、多面的な視点からのアセスメントが求

められている。 

心理アセスメントは、心理学に基づくアセスメントであるが、生活史、家族関係、生活環境などの「背景」

も含めてアセスメントすることが、他職種から「専門性」として評価されていた。これらの「背景」情報は、

医療従事者からは「背景」にみえるかもしれないが、公認心理師の視点からすると、まさにその人が生を営

むメーンストリートであり、その人を深く理解する上で重要な内容であり、心理的アセスメントの重要な事

項である。 

公認心理師はその人の人生をそのまままっすぐに理解すると同時に、そのアセスメント結果を「その人ら

しさ」が伝わるように平易な言葉で、医療スタッフ、地域の関係者に伝えることが求められる。その結果と

して、関係者の患者理解が深まり、医療上の、または地域支援の質の向上に貢献することができると考える。 

 

 

４４））心心理理支支援援のの流流れれ  

心理支援は、ひとつひとつが単独に実施されるのではなく、各支援が段階を追って継続的にかつ有機的に

つながりながら実施されている。ここでは、本調査の結果に示された各支援を、インタビュー調査で示され

た内容もふまえ、心理支援の流れとして図に示し、その内容について説明する。心理支援の流れは、「情報

収集」によって開始され、「心理的アセスメント（心理検査）の実施」「心理的アセスメント結果の共有」

「心理的アセスメント結果の報告」「個別・集団による支援」と続いていく。この流れは、また最初の「情

報収集」に戻り、「心理的アセスメント（心理検査）の実施」という風に、支援が続く限り円環的に続いて

いく。 

①① 心心理理的的アアセセススメメンントト（（心心理理検検査査））のの実実施施  

  心理検査は、小児の精神疾患で 93.9％、認知症で 90.8％、成人の精神疾患で 84.3％、高次脳機能障害で

80.5％が実施している。心理検査は心理的アセスメントの重要な手段であり、公認心理師の専門性の発揮が
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最も期待されるところである。インタビュー調査では、「入院 3 か月以内で処遇を決め退院していく。状態

の不安定な患者も多く、検査実施のタイミングが難しい」「医師からの依頼目的に応じて検査の組み合わせ

を提案」とのコメントがあり、本人の状態、治療スケジュール、依頼目的を踏まえて実施されている。なお、

必要な心理検査実施を促進するために、心理的アセスメントで用いられる心理検査が診療報酬の対象となっ

ていない状態は、解消していく必要があり、心理検査を実施する他職種と協働しながら、保険収載について

必要な調査や検討を進めるべきでろう。 

②②心心理理アアセセススメメンントト結結果果のの共共有有  

 「公認心理師の専門性」について、「心理アセスメント結果を家族・関係者へ適切に説明・情報提供でき

ること」に 74.4%が該当すると回答している。インタビュー調査では、「患者の背景や現在のこころの状態

が理解しやすくなり接し方がわかりやすくなる。アドバイスをもらえると支援の道筋を立てやすくなり、安

心して患者に関われる」（連携他職種）と心理アセスメントの報告、共有の効果を評価いただいている。 

心理アセスメントの結果を本人にフィードバックすること、関係者に情報提供することで、治療や支援の

導入、実施がスムーズとなる。その経過の中でアセスメントを重ねることでより確かなアセスメントが行わ

れ、有効な治療・支援が展開されると考える。 

③③心心理理アアセセススメメンントト結結果果のの本本人人へへののフフィィーードドババッックク  

「心理アセスメント結果を本人へ適切にフィードバックできること」に 74.2％が該当すると答えている。

心理検査の本人へのフィードバックは、小児の精神疾患では、よく実施・ほぼ毎回実施が約 50％、精神疾

患全般でも約 49％となっている。インタビュー調査では、「（心理検査結果のフィードバックは）患者との

関係づくりの糸口となり、問題だけでなく、強み、健康な力もあることを伝えることで、自己理解、治療の

モチベーション、が促進される。」と報告されており、心理個別面接と同様の効果が期待されている。 

④④個個別別・・集集団団にによよるる支支援援  

外来における個別心理面接を高い割合で行っている疾患は小児の精神疾患が 83.9％、成人の精神疾患が

75.1％、周産期が 71.8％となっている。入院における個別心理面接は、がん／緩和ケアが 80.4％、周産期

71.4％、心疾患 63.8％となっている。集団心理支援の割合は個別心理面接と比べると高くないが、就労支

援プログラム、アルコール依存症・ギャンブル依存症再発防止プログラム、インターネット／ゲーム依存症

治療プログラム、がん患者会などが行われている（インタビュー調査より）。 

地域生活支援においては、アウトリーチが重要な役割を担っている。「アウトリーチが必要」と回答した

部署は 55％を超える。アウトリーチの目的として、「家族関係・対人関係の調整」と「アセスメント」の割

合が高い。生活の場に出向くことで、生活状況や家族関係のアセスメントがしやすくなり、本人への支援だ

けでなく、家族のサポートもより手厚くなると考える。インタビュー調査では、「病院に来られない方、ド

ロップアウトした方のところに公認心理師が出向くことで、治療のきっかけが作られる。生活困窮者支援、

ひきこもりの支援に公認心理師が関わることで拡がりがでてくる。」（連携他職種）と公認心理師がアウトリ

ーチ支援チームに加わることが望まれている。 
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75.1％、周産期が 71.8％となっている。入院における個別心理面接は、がん／緩和ケアが 80.4％、周産期

71.4％、心疾患 63.8％となっている。集団心理支援の割合は個別心理面接と比べると高くないが、就労支

援プログラム、アルコール依存症・ギャンブル依存症再発防止プログラム、インターネット／ゲーム依存症
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地域生活支援においては、アウトリーチが重要な役割を担っている。「アウトリーチが必要」と回答した
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けでなく、家族のサポートもより手厚くなると考える。インタビュー調査では、「病院に来られない方、ド

ロップアウトした方のところに公認心理師が出向くことで、治療のきっかけが作られる。生活困窮者支援、
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５５））心心理理教教育育のの実実施施  

 小児の精神疾患で 59.1％、小児の身体疾患で 56.8％、周産期で 57.3％、精神疾患全般で約 58％と、多く

の領域で実施されている。また、心理教育は、さまざまな精神疾患において、個別心理面接のアプローチ法

として「傾聴・支持的アプローチ」に続いて「心理教育」が 60～80％選択されている。さらに、精神疾患

全般における心理教育、外来の個別心理面接の支援目的いずれも、支援目的は「不安の軽減・解消」「自己

理解・疾病理解等の促進」「対処スキル・能力の維持・向上」が多く、結果は似通っていた。外来の個別心

理面接に心理教育的要素が含まれ、逆に心理教育に個別心理面接の要素が含まれていると考えられる。 

インタビュー調査では、「患者やその家族に対して、心理教育などの基本的な支援を行っている」「他職種

から心理教育のニーズが多く、要支援者に対して、本人の困りごとが疾患の症状に起因していることを伝え

たり、要支援者の家族に疾病理解を促したりすることがある」と、本人だけでなく、家族にも提供されてい

ることが報告されている。また、「心理面接や心理検査フィードバック面接の中で心理教育を実施している」

とのコメントもあった。 

 このように心理教育はさまざまな心理支援の中で実施されており、患者支援の有効なアプローチ方法であ

ると考えられる。下図＜心理教育の実施＞では、上記の考察もふまえ、心理教育が、「心理検査の本人への

フィードバック」の要素や、「個別心理面接、集団心理支援」の性質、「家族支援」の性質を持つことを示し

ている。医療における心理支援において、疾病理解や疾病の経過と関連する自分自身の人格等の理解は、非

常に重要なものとなる。これらの心理教育を、心理的アセスメントのフィードバック面接に続けて行うこと

ができるのならば、非常に有効な心理支援となると考えられる。 

 単回の心理教育だけではなく、継続的な面接がチーム等から求められる場合には、回数を限定したうえで

計画的に介入を実施し、状態の変化を医師等と合同で評価することが、とくに治療導入時においては有効で

あると考えられる。これらは、医療機関が提供する治療へのよりスムーズな適応を目的とした、患者の心理

状態の安定にむけた、心理的な環境整備として位置づけられる。こうした支援が患者に対して適切に提供さ

れるためには、心理検査フィードバック面接や、心理教育等に関する項目として、診療報酬上の制度化を検

討する必要があるだろう。そのためにも、心理教育等の個々の患者ごとの実施実態の調査とそれらをふまえ

た検討が必要となる。 
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６６））構構造造化化さされれたた心心理理面面接接  

 いくつかの精神疾患については、枠組みがある程度定められた形で行われている外来における心理面接

（個人）について実態をみた。心理面接における枠組みは、面接構造と言われることもあるが、サイコセラ

ピーを行う際には重視されるものであるが、頻度や回数、期間は、患者のニーズに応じて決まるという意見

が多い一方で、2 週間に 1 回、40-50 分という形の枠組みでの実施も多かった。また面接目的も、疾患別に

みるとおおむね似通った傾向を示しており、疾患に特化した枠組みをとっているというより、その部門が医

療機関から許されている心理面接の枠組みを守りながら、患者それぞれの主訴に応じた面接契約を行った上

で、可能な範囲で柔軟に対応しているのが実態と考えられよう。 

その傾向は、心理面接のアプローチ方法においても、精神疾患によってさほどの違いはなく、精神疾患に

よって異なったアプローチが設定されるというより、患者さんの状態や主訴を確認しながら、一番好ましい

形での面接契約を結び、適切なアプローチが組み合わさって採用されているという現状が推察された。 

このような状況は、外来における心理面接を行う診療報酬上の裏付けがないために生じている可能性もあ

り、もし心理教育実施料といった診療報酬上の位置づけが行われるならば、精神疾患に応じた専門的な心理

面接を有効な形で実施することのニーズが具現化される可能性もあろう。精神疾患に特化した心理面接の有

効性を示すエビデンスを、現在の医療現場でどのように活かしていくか、さらなる検討が必要となろう。 

本調査では、枠組みのある心理支援については、心理教育の実施が行われているとの実態が示された。こ

のことを考慮すると、心理検査を含めた心理的アセスメントのフィードバックも活用した心理教育を充実さ

せ、疾患に応じた心理教育を受けた上で、自分にあった心理面接について、心理面接の担当者と話し合い、

自ら選択していく、そして心理面接の結果について自ら評価し、担当者と協働で評価していけることが、本

人の自己決定を大切にした心理面接のスタイルと考えることも可能であろう。 

実際、種々の精神疾患に対しては、主治医や患者からのニーズをふまえ、継続的な心理状態の評価や、自

己理解の促進や不安の軽減等を目的とした面接を実施している実態が、本調査において示された。こうした

支援が、精神疾患を抱える患者の日常生活や地域生活を支える一助となっている可能性があるが、現状では

制度的裏付けは担保されていない。外来における継続的な心理面接等について、心理支援の効果検証等をふ

まえ、検討していく必要がある。 

 

７７））公公認認心心理理師師のの配配置置ににつついいてて  

 このような多様な心理支援が求められる状況において、常勤職が求められていることは、すでに示した通

りである。非常勤勤務の場合、活動時間が限られるため、心理的アセスメントや心理面接といった心理支援

を、定められた時間内で実施することに注力することになりがちである。そのため、心理的アセスメントか
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６６））構構造造化化さされれたた心心理理面面接接  

 いくつかの精神疾患については、枠組みがある程度定められた形で行われている外来における心理面接

（個人）について実態をみた。心理面接における枠組みは、面接構造と言われることもあるが、サイコセラ

ピーを行う際には重視されるものであるが、頻度や回数、期間は、患者のニーズに応じて決まるという意見

が多い一方で、2 週間に 1 回、40-50 分という形の枠組みでの実施も多かった。また面接目的も、疾患別に

みるとおおむね似通った傾向を示しており、疾患に特化した枠組みをとっているというより、その部門が医

療機関から許されている心理面接の枠組みを守りながら、患者それぞれの主訴に応じた面接契約を行った上

で、可能な範囲で柔軟に対応しているのが実態と考えられよう。 

その傾向は、心理面接のアプローチ方法においても、精神疾患によってさほどの違いはなく、精神疾患に

よって異なったアプローチが設定されるというより、患者さんの状態や主訴を確認しながら、一番好ましい

形での面接契約を結び、適切なアプローチが組み合わさって採用されているという現状が推察された。 

このような状況は、外来における心理面接を行う診療報酬上の裏付けがないために生じている可能性もあ

り、もし心理教育実施料といった診療報酬上の位置づけが行われるならば、精神疾患に応じた専門的な心理

面接を有効な形で実施することのニーズが具現化される可能性もあろう。精神疾患に特化した心理面接の有

効性を示すエビデンスを、現在の医療現場でどのように活かしていくか、さらなる検討が必要となろう。 

本調査では、枠組みのある心理支援については、心理教育の実施が行われているとの実態が示された。こ

のことを考慮すると、心理検査を含めた心理的アセスメントのフィードバックも活用した心理教育を充実さ

せ、疾患に応じた心理教育を受けた上で、自分にあった心理面接について、心理面接の担当者と話し合い、

自ら選択していく、そして心理面接の結果について自ら評価し、担当者と協働で評価していけることが、本

人の自己決定を大切にした心理面接のスタイルと考えることも可能であろう。 

実際、種々の精神疾患に対しては、主治医や患者からのニーズをふまえ、継続的な心理状態の評価や、自

己理解の促進や不安の軽減等を目的とした面接を実施している実態が、本調査において示された。こうした

支援が、精神疾患を抱える患者の日常生活や地域生活を支える一助となっている可能性があるが、現状では

制度的裏付けは担保されていない。外来における継続的な心理面接等について、心理支援の効果検証等をふ

まえ、検討していく必要がある。 

 

７７））公公認認心心理理師師のの配配置置ににつついいてて  

 このような多様な心理支援が求められる状況において、常勤職が求められていることは、すでに示した通

りである。非常勤勤務の場合、活動時間が限られるため、心理的アセスメントや心理面接といった心理支援

を、定められた時間内で実施することに注力することになりがちである。そのため、心理的アセスメントか

ら心理面接、家族支援、アウトリーチといった心理支援を、臨機応変にかつ柔軟に実施することが難しい。

また、院内外の他職種とのチーム医療・連携を行うことも困難である。 

 このような常勤職と非常勤職の業務の違いは、基本業務と展開業務との関連で考察することも可能である。

基本業務の中でも心理的アセスメントや心理面接などで、その業務で完結する場合は、非常勤勤務でも対応

可能であるが、院内の多職種チーム連携や院外での多職種連携といった展開業務に位置づけられる業務が発

生すると、常勤職でなければ充分な対応ができないであろう。 

 本調査で示された入院から外来における一貫した支援や、地域支援のためのアウトリーチは、常勤職が配

置されることによって、対応が検討されることになろう。しかしながら、常勤職であっても、ひとつの病棟

での活動に限定されたり、ひとつの科での外来での対応に業務が限られたりすると、心理支援のニーズがあ

っても、同じ施設に勤務する公認心理師の支援を受けられないということにもなりかねない。そのような状

況を避けるためにも、公認心理師の心理支援を施設のさまざまな部門等に提供できるような常勤職の配置を

検討したい。 

 今回の調査からは、一般病院においても、精神科を中心に一般病院でも種々の科に配属される公認心理師

がおり、精神科だけでなく一般科からも一定のニーズがあることや、医療に貢献していることがうかがえる。

インタビュー調査においては、精神科に所属しながら、要請に応じて他科に介入することも示される一方、

独立した心理相談部門に所属する場合には、より臨機応変に各科からの要請に対応しやすい面や、患者に対

して外来から病棟まで一貫した支援が実施しやすいという意見も認められており、部門としてより存在が認

知されやすいというメリットもあった。医療機関の全体的な機能を把握し、継続した心理支援や、チーム医

療への参加を通じて、施設内に心理支援を定着させることにもつながるだろう。 

 このような施設内において広く心理支援を提供する常勤職を配置するために、施設基準についても検討に

値する。施設基準においては、公認心理師が、心理的アセスメントやフィードバック面接、心理教育、外来

や（病棟がある場合）入院での心理面接、家族支援、院内外のチーム医療・連携などの心理支援に関する諸

活動を行う体制ができていることや、施設内の一部の部門等に支援を限定するのではなく、どの部門等にも

支援を提供できることなどが、条件として検討できるかもしれない。また、医師や他職種のタスクシフトや

タスクシェアリング等も、常勤の公認心理師がいることで具体的に検討できるものと考える。 

 

８８））本本人人のの自自己己決決定定支支援援  

 今回対象としたどの疾患においても、「不安の軽減・解消」「自己理解・疾病理解等の促進」「対処スキ

ル・能力の維持向上」「家族関係・対人関係の調整」などが、面接や支援の目的として選択されることが目

立った。これらは、病になることで、病によって自分のペースで自分の生活が歩めなくなっている状況があ

り、そこからどのようにその状態から脱して、自分自身の生活を自分で納得ができる形で歩むことができる

ことを目指すこと、そしてそのように自分で歩むことができるようになるために、心理支援があると言って

よいかもしれない。 

そのような自分で歩むことは、自分の納得できる形で自己決定していくことであるが、心理支援において

も、心理支援をどのように本人が受けていきたいか決めることも、自己決定のひとつであり重要なプロセス

となる。その営みは、病に向き合いながら自分の人生を自ら生きることをどう見出していくかということで

もある。その本人の営みをどう支援していくかが重要であろう。 

 このような心理的な自己決定の保証は、公認心理師に求められる基本的な資質や能力（コンピテンシー）

にも位置づけることができよう。アドボカシーは、権利擁護のことであるが、病によって自己決定が充分に

できないということがあれば、その自己決定権を保証するための心理支援は、広い意味でのアドボカシーと

なろう。自己決定の心理的プロセスを考えるならば、実際には、本人の自己決定を家族が許容しないことや、

本人の自己決定を過剰に家族が求めて余裕を与えないなども、自己決定が難しくなっている事態ということ

ができる。そのような場合、家族との調整が、自己決定の支援において重要となるであろう。公認心理師は

そういった心理環境も的確にアセスメントし、家族支援等に活かしていくことが求められる。 

また、障害や病気を抱えても住み慣れた地域で生活を続けたいと望む人に対して支援を届けるにあたって

は、予防段階、入院治療、外来治療、在宅での治療など様々な場面で公認心理師が支援に入れるような体制

確保が望まれる。ライフサイクルを尊重し、自分の人生をどう歩みたいかということに寄り添い、その自己

決定を尊重する心理支援の展開が重要である。 

そのような「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」の観点を含めた支援にも、心理支援が貢献する

ことが予想され、他の医療従事者とともに公認心理師の参画が望まれる。すでにこの領域で実績を重ねてい

る医療関係の諸団体の協力も得ながら、公認心理師の職能団体や関連団体において検討を行い、心の健康に
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関する知識の普及活動とも関連付けた取り組みを充実させる必要がある。 

 

９９））家家族族支支援援のの考考ええ方方  

 これまで述べたように、家族支援は、本人の自己決定を保証するために重要となる場合もある。それらも

考慮しつつ、家族に対しても心理的アセスメントを行いながら支援が提供される。家族が本人の疾病の特徴

や対応方法を理解すると、本人の療養において家族がどうあるべきかが見えてくる。本調査では、小児に関

連する疾患は、家族支援の割合が高かった。小児の支援において家族支援が重要であることは、自由記載か

らも示されているが、実際、公認心理師の勤務する部門等が、家族支援を実施しているという実態が示され

た。 

 ところで、患者の家族に対して、患者をサポートする関係者の支援という立場を超えて、家族を、心理的

改善を行う対象としてしまう場合がある。これは、医療の現場における面接契約という点からすると、難し

い事態を招きやすいので、充分に留意する必要がある。すなわち、家族を支援者チームの一員として迎える

のか、それとも心理的改善を目指す対象として扱うのかという違いである。心理支援のアプローチ方法に家

族療法があり、実際、家族療法的な考え方を用いる場合もあり微妙な面もある。 

しかしながら、患者本人の心理支援を中心に据えて、家族支援はあくまで患者本人の心理支援のための支

援であるという構造は、明確に意識しておく必要がある。つまり、本人と家族との関係調整は、医療の枠を

超えたさまざまな課題にわたる可能性がある。それらを絞り込み、本人の治療遂行上必要となる家族への支

援及び、本人の好ましい療養に関しての本人と家族との話し合いに焦点をあてることが重要となる。それら

をふまえた上で、患者本人と家族との心理面での環境調整について、「家族関係調整等のための心理面接の

項目」を、診療報酬上において新たに検討したい。 

これらの制度化を検討する上で、公認心理師による家族支援や、地域連携も含めた重層的支援体制強化に

ついての有用性を検証する必要がある。本調査ではインタビューにおいて必要性や有用性に関する指摘もあ

ったが、今後、調査研究等の結果をふまえ、標準的手法や実施に際しての留意点等を記したガイドライン等

を準備する必要があるだろう。 

  

１１００））多多職職種種・・多多機機関関連連携携  

  ＜包括的心理アセスメントを軸に支援を展開＞の図で、「心理支援は、（略）、院内外のチーム、多職種連

携の枠組みで行われる。」と記したが、「公認心理師が取り組むべき課題」として、「関係職種、関係部署と

の積極的なコミュニケーション」に最も多い 74.1％が該当すると回答している。「他職種の専門性・支援内

容を知るための積極的な姿勢」も 64.0％と多い。インタビュー調査では、医師、看護師、助産師、作業療

法士、栄養士、精神保健福祉士から、公認心理師との連携内容について話を聞いた。これらの職種も含め、

次の図＜多職種・多機関連携－期待される役割＞を示した。 

図は、真ん中に院内医療チームを示し、多職種・多機関をまわりに配置した。インタビュー調査では、

「チーム医療の中で全体を俯瞰し、バランサーになる役割も重要」「チームとしてのパフォーマンスを上げ

る役割として公認心理師が役立っている」「医療と福祉を統合したコーディネータが必要であり、公認心理

師がそれらを統合する支援のきっかけ作りになると考える」（連携他職種）という内容が得られている。 

そこで、公認心理師としての役割として、医療チームのバランサー役、地域支援コーディネータ役が求め

られていることを、図に加えた。積極的なコミュニケーション、関係職種の専門性や支援内容を知ることが

よりよい連携につながるとともに、公認心理師の集団力動を読む視点、関係づくりのスキルが、連携の活性

化に役立っていると考えられる。 

これらをふまえ制度との関連を述べると、チーム医療への参画では、精神科リエゾンチームへの公認心理

師の配置が定められてはいるが、必置とはなっていない現状がある。また、がん診療拠点病院の要件として

「医療心理に携わる者が配置されることが望ましい」となっており、緩和ケア領域で働く公認心理師は多数

存在するにもかかわらず緩和ケア診療加算に係る緩和ケアチームの要件に公認心理師は含まれていない。今

後、院内の多職種チームを充実させ、心理支援を必要とする人に支援を届けるために、これらの施設基準で

必置とすることの検討が望まれる。 

また、認知症ケア加算に係る要件としての認知症ケアチームの要件にも、公認心理師は含まれていないた

め、今後の配置についての検討が望まれる。さらに精神疾患や他の身体疾患においても、多職種チームをき

ちんと形成して支援を行っている機関において、チーム医療のメンバーとして多職種チームの一員として公
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関する知識の普及活動とも関連付けた取り組みを充実させる必要がある。 
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 これまで述べたように、家族支援は、本人の自己決定を保証するために重要となる場合もある。それらも

考慮しつつ、家族に対しても心理的アセスメントを行いながら支援が提供される。家族が本人の疾病の特徴
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らも示されているが、実際、公認心理師の勤務する部門等が、家族支援を実施しているという実態が示され
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 ところで、患者の家族に対して、患者をサポートする関係者の支援という立場を超えて、家族を、心理的

改善を行う対象としてしまう場合がある。これは、医療の現場における面接契約という点からすると、難し

い事態を招きやすいので、充分に留意する必要がある。すなわち、家族を支援者チームの一員として迎える

のか、それとも心理的改善を目指す対象として扱うのかという違いである。心理支援のアプローチ方法に家

族療法があり、実際、家族療法的な考え方を用いる場合もあり微妙な面もある。 

しかしながら、患者本人の心理支援を中心に据えて、家族支援はあくまで患者本人の心理支援のための支

援であるという構造は、明確に意識しておく必要がある。つまり、本人と家族との関係調整は、医療の枠を

超えたさまざまな課題にわたる可能性がある。それらを絞り込み、本人の治療遂行上必要となる家族への支

援及び、本人の好ましい療養に関しての本人と家族との話し合いに焦点をあてることが重要となる。それら

をふまえた上で、患者本人と家族との心理面での環境調整について、「家族関係調整等のための心理面接の

項目」を、診療報酬上において新たに検討したい。 

これらの制度化を検討する上で、公認心理師による家族支援や、地域連携も含めた重層的支援体制強化に

ついての有用性を検証する必要がある。本調査ではインタビューにおいて必要性や有用性に関する指摘もあ

ったが、今後、調査研究等の結果をふまえ、標準的手法や実施に際しての留意点等を記したガイドライン等

を準備する必要があるだろう。 

  

１１００））多多職職種種・・多多機機関関連連携携  

  ＜包括的心理アセスメントを軸に支援を展開＞の図で、「心理支援は、（略）、院内外のチーム、多職種連

携の枠組みで行われる。」と記したが、「公認心理師が取り組むべき課題」として、「関係職種、関係部署と

の積極的なコミュニケーション」に最も多い 74.1％が該当すると回答している。「他職種の専門性・支援内

容を知るための積極的な姿勢」も 64.0％と多い。インタビュー調査では、医師、看護師、助産師、作業療

法士、栄養士、精神保健福祉士から、公認心理師との連携内容について話を聞いた。これらの職種も含め、

次の図＜多職種・多機関連携－期待される役割＞を示した。 

図は、真ん中に院内医療チームを示し、多職種・多機関をまわりに配置した。インタビュー調査では、

「チーム医療の中で全体を俯瞰し、バランサーになる役割も重要」「チームとしてのパフォーマンスを上げ
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そこで、公認心理師としての役割として、医療チームのバランサー役、地域支援コーディネータ役が求め

られていることを、図に加えた。積極的なコミュニケーション、関係職種の専門性や支援内容を知ることが
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これらをふまえ制度との関連を述べると、チーム医療への参画では、精神科リエゾンチームへの公認心理

師の配置が定められてはいるが、必置とはなっていない現状がある。また、がん診療拠点病院の要件として
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また、認知症ケア加算に係る要件としての認知症ケアチームの要件にも、公認心理師は含まれていないた
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この施設基準の趣旨は、疾患の治療段階に応じて、患者や家族等がニーズに対してきめ細かく切れ目なく
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棟や外来にわたって、横断的に柔軟に治療段階に関与できる公認心理師の位置づけも考慮すべきである。 
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となる。 
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CC．．全全人人的的医医療療にに貢貢献献  

１１））多多職職種種にによよるる支支援援にによよりり、、問問題題にに取取りり組組むむ力力をを取取りり戻戻すす  

多職種による支援チームにより治療や支援が提供されるが、治療初期（上の図）は、身体心理社会的苦

痛・不安が強く、自分の問題に対処できない状態にある。本人も家族も、身体、心理、社会的な不安・苦痛

の中にいる。それらに対して、医療関連職種のチームが対応を開始している。 

下の図は、支援チームの支援結果のモデル図である。多職種による関わりにより、不安が軽減され、自分

の問題に取り組む力を取り戻し、本人も家族の支援チームの一員となっている。その結果として、病気、障

害と、本人や家族が向き合い、治療に主体的に取り組み、必要な支援を主体的に活用できるようになると考

える。公認心理師は、本人や家族に対する心理的アセスメントを実施することに加え、本人や家族がチーム

の一員として尊重されるように、チーム内の関係性などもアセスメントすることも重要となる。 
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２２））病病ののささままざざままなな段段階階でで生生じじるる多多様様なな状状態態ををアアセセススメメンントト  

どの疾患、領域においても、個別・集団による支援の目的として「不安の軽減・解消」と回答した割合が

高かった。身体的苦痛のみならず、心理的な苦痛や不安、社会的な苦痛や不安は、治療の段階、本人の特性、

置かれている状況によって多様であるが、苦痛や不安が強いと、病気と向き合うことや主体的に治療に取り

組むことが困難となる。苦痛や不安の内容や程度を早い段階でアセスメントし、「不安の軽減・解消」を図

ることが医療の質の向上に貢献できると考える。 

これらの不安や苦痛は、医学的治療や看護等の医学的ケアによって、疾患本体の症状が軽減し解消に向か

う場合もある。このような場合においても、公認心理師による心理的アセスメントによって、どのような心

理的機序によって、不安や苦痛の軽減がなされたか分析することは、その疾患の治療上の知見を深める上で

有意義であると考えられる。 

本調査では、身体疾患や精神疾患などの重点調査領域において、心理的アセスメントに基づいて心理検査

フィードバックが行われ、心理面接、心理支援、家族面接等が実施されている実態が示され、他職種からも

心理的アセスメントの共有の重要性を指摘されていた。なお、心理的アセスメントは、心理支援の初期のみ

ならず、支援経過中に常に行われることによって、治療の質を上げることにも貢献できることも押さえてお

くことは重要であろう。 

これらもふまえ下図では、病の治療の様々な段階に生じる不安に焦点をあて、心理的アセスメントが継続

して行われることを示した。本調査において心理支援のいくつかのプロセスにおいて「不安の軽減・解消」

が示された結果もふまえると、病の治療の各段階における不安の患者本人への影響について、公認心理師は、

心理的アセスメントを継続することが求められているとも考えられよう。図に示す通り、不安にはさまざま

なものがあり、それらの心理的機序について経過を通して同定し、その対応について分析する際に、公認心

理師の専門性が生かされることにも期待したい。 

 

  

３３））治治療療ププロロセセススをを俯俯瞰瞰しし、、全全人人的的医医療療にに貢貢献献  

公認心理師は予防の段階、初診から外来通院、入院、退院後の地域生活まで、ひとりの患者の治療プロセ

スに切れ目なく関わることができ、そのことが患者の安心感につながると考える。インタビュー調査では、

患者自らが「疾患と向き合い、疾患と付き合う」という視点が大切になるが、患者や家族が治療選択に参画

し、自らの意思や希望を述べ、チームの一員として他の専門職の力を借りて課題に向かっていく姿勢が望ま

れる。このようにチーム医療の一員としての患者や家族をエンパワメントする役割も、伴走する公認心理師

に求められていると感じる」との意見も得られている。公認心理師が治療の段階を俯瞰しながら支援に関わ

ることで、全人的医療に貢献できると考える。 
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下図に示されるように、治療プロセスが矢印を追って、円環的に描かれている。これらの段階は、医療チ

ームによって行われるが、段階によって医療スタッフが異なることになる。たとえば、外来スタッフと入院

スタッフは異なる。もちろん必要な情報は適切に引き継がれることになるのだが、患者の心情からすると、

切れ目なくかかわる医療スタッフがいないことで、不安を持つこともあるかもしれない。そのような状況に

おいて、公認心理師が切れ目なくかかわり、患者の情報も必要に応じて各段階の医療スタッフと共有するな

らば、患者の全人的な要素を大切にした医療実践に貢献できると考える。 

 

 

４４））要要支支援援者者のの人人生生にに切切れれ目目ななくく関関わわるる  

公認心理師は要支援者の誕生前後の時期から、ライフサイクルの各段階に生じる課題等に寄り添い、さま

ざまな分野で切れ目なく心理支援を行っていることは、厚生労働省令和 2 年度障害者総合福祉推進事業「公

認心理師の活動状況等に関する調査」においても示されたが、下図はその報告書で示されたライフサイクル

の各段階に生じる心理的課題と心理支援とを示した図（日本公認心理師協会, 2021）を改変し、医療におけ

る心理支援を示したものである。また、医療における心理支援と関連する施策等についても示した。 

本調査結果において、「アウトリーチの必要性を感じているが、実施できていない」と５割以上が回答し

ているが、医療における公認心理師は、院内での支援にとどまらず、地域生活も視野に入れた支援、生活場

面に出向いての支援を提供したいと考えている。公認心理師の地域支援に関与する場合、病や治療の段階と

いう考え方に加え、ライフサイクルを意識した自己決定支援という考え方に、シフトチェンジする必要があ

るが、そのシフトチェンジする柔軟性を有することは、多分野で活動する公認心理師に求められる専門性と

いうことも可能である。要支援者のライフサイクルの課題、治療や支援に深く関わる施策・制度に関心を寄

せ、広い視野に立って求められる公認心理師の役割を果たすことが重要である。 

平成 16年 9月に厚生労働省精神保健福祉対策本部が提示した、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」では

「国民意識の変革」「精神医療体系の再編」「地域生活支援体制の再編」「精神保健医療福祉施策の基盤強化」

という柱が掲げられ、以来、「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針が示されている。これをさら

に発展させたものとして、令和３年３月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検

討会」の報告書が取りまとめられた（下図、厚生労働省）。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、

地域共生社会の実現に向かっていく上では、欠かせないものであり、精神障害の有無や程度にかかわらず、

誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、市町村が主体となり、保健所や精神保健福祉センター

との連携を図りつつ、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、居住支援法人 1 等居住支援関

係者（以下「居住支援関係者」とする。）、ピアサポーター、意思決定を支援する者などとの重層的な連携に

よる支援体制を構築することが適当である」と記載されている。これらから、地域で生きる人の生活を支え

るために、公認心理師がアウトリーチを行ったり、地域の様々な医療機関や公的機関に配置されて相談を受

けたりする、といったことは、今後の流れとして自然であり必要なことと思われる。 
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また、精神障害に限らず、障害や病気を抱えても住み慣れた地域で生活を続けたいと望む方に対して支援

を届けるにあたっては、予防段階、入院治療、外来治療、在宅での治療など様々な場面で公認心理師が支援

に入れるような体制確保が望まれる、ライフサイクルを尊重し、自分の人生をどう歩みたいかということに

寄り添い、その自己決定を尊重する心理支援を展開することになる。「アドバンス・ケア・プランニング

（ACP）」の支援も、他の医療従事者とともに公認心理師の参画が望まれる。 

ライフサイクルの図において、たとえば、がん／緩和ケアにおいては、がん対策基本法や、同法により設

置されたがん診療連携拠点病院が関係する。この拠点病院では、「緩和ケアチームに協力する医療心理に携

わる者の配置が望ましい」とされている。また、第３期がん対策推進基本計画（平成 30 年）における現状

と課題においては、「がん診療の中で、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速かつ適切なケア

が十分に提供されていない」という点が指摘されており、心理的支援の重要性が示されている。 

本調査においても、公認心理師ががんや緩和ケアを対象とした心理面接や心理的支援を担っている実態が

あり、令和４年度における診療報酬改定では、がん患者の心理的苦痛の緩和を図る観点から、心理的不安を

軽減するための面接を行う職種として追加された。この領域において、より一層の貢献が求められている。 

またライフサイクル図の認知症においては、認知症施策推進大綱が定められ、認知症の人本人の意思や自

己決定が尊重されることが強調されている。認知症の人の心理的アセスメント実施において、低下した能力

面だけではなく、本人のできることや健康な力に着目し、そのことをフィードバックして本人や家族と話し

合うことが重要な心理支援となると同時に、推進大綱の理念の実現にむけた一助になりえるだろう。 

5 疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）、5 事業（救急医療、災害時における医療、へ

き地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療）の中で、精神疾患だけでなく、がんや周産期、小

児、糖尿病等の多くの疾患に対して、公認心理師が支援の一端を担っていることが、本調査結果から明らか

となっている。今後、5 疾患 5 事業も関連した社会問題や対策において、具体的にどのような貢献や役割を

担うことが可能かの検討を通して、各団体や公認心理師一人ひとりが意識して、日常業務や調査研究、資質

向上等に取り組み、社会の中での公認心理師の位置づけを、より明確にしていくことが重要となる。 
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５５））公公認認心心理理師師のの専専門門性性ととココンンピピテテンンシシーー（（資資質質とと能能力力））  

 医療における公認心理師の活動は、本調査結果に示される通り、心理教育、個人の心理面接、集団の心理

支援、家族支援、チーム連携等多様な心理支援が組み合わさって行われていたが、心理検査を含む心理的ア

セスメントがそれらの心理支援の基盤としてある。 

 医療において、医師は医学的アセスメントを、看護師は看護学に基づくアセスメントを行う。同じく公認

心理師は心理学に基づく心理的アセスメントを行う。しかし、心理的アセスメントは、心理を対象にすると

いう性質上、患者の心理学的メカニズムを対象にすることはもちろん、患者と家族との関係性や、患者と治

療スタッフとの関係性、病棟であれば患者間の関係など、アセスメントの対象がはば広い。また、患者個人

に着目しても、生活史や家族関係、社会生活環境など、多様な視点が存在する。もちろん疾患や身体状態な

ども把握しておく必要がある。こういった生物-心理-社会モデルの多面的な視点もふまえた「包括的な心理

的アセスメント」が、公認心理師の専門性として特徴的なものであろう。 

公認心理師として必要な資質や能力を身につけるために、実習制度や卒後教育のための制度設計が必要で

あることは、厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に

関する調査」（国立精神・神経医療研究センター, 2020）でも指摘されている。公認心理師の職能団体や養

成機関団体等は、今回の調査結果や過去の調査研究等をふまえ、公認心理師の業務や、業務遂行に求められ

る資質や能力（コンピテンシー）を、公認心理師の専門性のコアなものとして整理することができよう。 

心理的アセスメントを高い質で行うことは、公認心理師の機能コンピテンシーのひとつと位置づけられる。

また、心理的アセスメント結果の本人へのフィードバック面接は、「介入」に位置づけることもできる。質

の高い介入（心理支援）を行うことも、機能コンピテンシーのひとつである。心理的アセスメントを家族に

対してフィードバックする場合、「コンサルテーション」すなわち関係者への支援ということで、機能コン

ピテンシーに位置づけられる。 

 このように、公認心理師が質の高い支援を行うことができる資質や能力の中で、実際にその機能を充分に

果たすことができる力を、機能コンピテンシーとして整理することができる。下の図には、公認心理師現任

者講習会テキスト（日本心理研修センター, 2019）に示されている機能コンピテンシーを示したものである。

心理検査が「研究と評価」の蓄積の中で開発されたことや、心理的アセスメント方法を身につけるためには、

「スーパービジョン・教育」を受けてきたであろうし、ある程度経験をふめば、「スーパービジョン・教育」

を実施する立場に立つことになろう。これらの機能コンピテンシーが有機的に組み合わさって心理支援が展

開されることになるし、その総合的な実施を行うためには、心理支援全体の「管理・調整」が求められる。

多職種・多機関との連携や調整といった業務にも、「管理・運営」が必要とされ、重要な機能コンピテンシ

ーのひとつとなる。 

ここで示した機能コンピテンシーは、医療領域に限らず、他のどの分野においても共通して求められるも

のである。公認心理師として、これらの機能コンピテンシーを獲得し、高い質をもって心理支援を行うこと

が、国民の心の健康の保持増進に寄与することになる。 

 

 ＜機能コンピテンシー＞ 

 

１． 心理的アセスメント 

２． 介入 

３． コンサルテーション 

４． 研究と評価 

５． スーパービジョン・教育 

６． 管理・運営 

７． アドボカシー 

 

 このような機能コンピテンシーを身につける上で、それらに共通の土台となるコンピテンシーが公認心理

師に求められる。それが基盤コンピテンシーと言われるものである。こちらも公認心理師現任者講習会テキ

ストに内容が示されている（日本心理研修センター,2019）もので下図に示した。たとえば、心理的アセス

メントは、これまでの研究の蓄積よって示された「科学的知識と方法」を熟知していることで、初めて正し

い実施と解釈が可能となる。また、心理検査実施においては、被検者との信頼関係が重要となるので、質の

高い「治療関係」が求められる。心理的フィードバックをチーム内で行う場合は、多職種協働に資するよう

に工夫すべきである。このように、機能コンピテンシーの獲得において基盤コンピテンシーが必要となるこ
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と、また基盤コンピテンシーが獲得されることで、質の高い機能コンピテンシーを持つことにつながる点が

重要である。 

基盤コンピテンシー獲得において、「専門家としての姿勢」は、まず意識しておく必要がある。この姿勢

は、誠実にかつ真摯に臨む姿勢、謙虚さ、倫理の遵守、自分をごまかさず率直であること、心理専門職とし

てのアイデンティティ、自分の気づきに自覚的であることなどである。こういったコンピテンシーに関する

自己評価が重要となる。 

 

＜基盤コンピテンシー＞ 

 

１． 専門家としての姿勢 

２． 反省的実践 

３． 科学的知識と方法 

４． 治療関係 

５． 倫理・法的基準と政策 

６． 文化的ダイバーシティ 

７． 多職種協働 

 

 このように、本調査で得られた公認心理師の活動実態を、その原則及び位置づけをふまえて整理するなら

ば、機能及び基盤コンピテンシーを意識していくことで、他分野で培われてきている共通の資質や能力との

関連を意識することが可能となる。別な言い方をするならば、医療以外の分野で実務経験を積んだ公認心理

師が、自らの実務経験を、コンピテンシーの概念で整理し自己チェックすることによって、医療において活

動するにおいて、どのようなコンピテンシーを身につける必要があるかを自ら把握し、自己研修方法の見通

しを立てることが可能となる。 

 公認心理師の自己研鑽を考える上で、クリニカルラダーも参考になる。これは、臨床における実践能力向

上を支援するため、基礎教育で学習した知識及び技術をもとに、臨床で経験する中で知識を積重、実践能力

を高めるシステムである。その領域における業務が比較的明示可能であり、業務獲得によって昇進するなど

のキャリア形成と組み合わせることで、実践能力を体系的に身につけることにつながり有効なものとなる。 

コンピテンシーの獲得を大きな柱として、実際の業務でのスキル獲得についてクリニカルラダーで、着実に

力量をつけていくという風に整理することも可能である。 

 ところで、コンピテンシーの獲得もふまえ、専門性を身につけるために、医療における公認心理師の活動

に関するガイドラインに類するものを作成することは意義深い。このようなガイドラインでは、医療におけ

る公認心理師の活動の基本的姿勢や原則、修得すべき医学的知識、資質や能力についての自己評価、心理検

査を含めての心理的アセスメントの標準的な実施方法と留意点、心理的アセスメントのフィードバックに関

して、心理教育、心理面接、集団への心理支援、家族支援等の標準的実施方法、院内外のチーム連携なども

含む。たとえば、医療分野における公認心理師の活動実態をふまえると、具体的に求められる資質や能力と

しては以下のものが、ガイドラインにおいて言及されるであろう。 

・心理検査やフィードバック面接を実施する知識や技能 

・心理的アセスメントを多職種チームに対してわかりやすく説明、共有する技能 

・心理的アセスメントや心理支援を、場の構造に適した形で、柔軟かつ包括的に実施する技能 

・不安の軽減や自己理解・疾病理解のための心理支援を通して、患者本人の自己決定を促進する技能 

・要支援者のみならず、家族や関係者への支援について、疾患の性質や経過をふまえ、心理的アセス 

メントに基づき、効果的に展開する技能 

 ・チーム医療や多職種・多機関連携を重視しながら、心理支援を行う技能 

 また、特定の領域については、その領域に特化したガイドラインの策定が必要となる。たとえば、高次脳

機能障害や認知症、小児身体疾患、生殖医療、腎疾患／糖尿病、心疾患、がん／緩和ケアに関する心理支援

に関するガイドライン等である。これらのガイドラインにおいても、医療における公認心理師の心理支援の

コンピテンシーをふまえた上で、領域に特化した標準的な心理支援についてふれることが求められよう。 

 先の考察で、各重点調査領域別に必要なガイドラインに言及したが、それらを下図に整理して示した。基

礎的な心理支援ガイドラインは、心理的アセスメント、個別支援面接、集団心理支援に関するものであった。

領域に特化した心理支援ガイドラインとしては、重点調査領域に特化したものである。そして、地域生活支

援に関するガイドラインもあった。これらを体系化して整理することで、コンピテンシーの獲得、そしてク

リニカルラダーの設定に展開していけるであろう。 
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と、また基盤コンピテンシーが獲得されることで、質の高い機能コンピテンシーを持つことにつながる点が

重要である。 
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＜基盤コンピテンシー＞ 

 

１． 専門家としての姿勢 

２． 反省的実践 

３． 科学的知識と方法 

４． 治療関係 

５． 倫理・法的基準と政策 

６． 文化的ダイバーシティ 

７． 多職種協働 
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機能障害や認知症、小児身体疾患、生殖医療、腎疾患／糖尿病、心疾患、がん／緩和ケアに関する心理支援

に関するガイドライン等である。これらのガイドラインにおいても、医療における公認心理師の心理支援の

コンピテンシーをふまえた上で、領域に特化した標準的な心理支援についてふれることが求められよう。 

 先の考察で、各重点調査領域別に必要なガイドラインに言及したが、それらを下図に整理して示した。基
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６６））公公認認心心理理師師のの養養成成・・卒卒後後研研修修  

 医療における公認心理師の活動は、本調査結果に示される通り、さまざまな領域にわたっている。これら

を大学や大学院において、細かく紹介することは、あまり有効ではないであろう。なぜならば、細かなノウ

ハウをいくら教えても、実際の実践現場では、それらの知識がそのまま適用されることは少ないからである。

アプローチ方法について、ケースによって異なるという意見があったように、実際の実践においては、ノウ

ハウを身につけることより、実際の現場でどのように状況を把握し、どのように考え、行動していけばよい

のかを自分で考えていく方法を、修得することが必要である。 

 養成段階において、心理学の学問の範囲は広いので、それらの知識習得にどうしても力がそそがれてしま

うこともあったかもしれない。しかし、どのような公認心理師が養成すべき姿かを到達目標として掲げ、そ

のための養成カリキュラムを検討するならば、知識の習得も重要であるが、目の前の要支援者の課題をどう

発見していくのか、身につけた知識をどう活用していくとよい支援になるのか、そしてよい支援というのは

どういう風に判断するべきなのかという実践力が肝要であることがわかる。 

 そのような判断力や課題発見力も含めた実践力を養成するためには、まずは公認心理師としての基本的な

姿勢や真摯に自分の実践をふり返る姿勢、関係性をどう作っていくか、倫理をどう遵守していくかという土

台となる資質や能力をまずは身につける必要がある。それらは、基盤コンピテンシーとして示されている内

容である。それらを基盤として身につけているかを常に問いながら、たとえば、心理的アセスメントや介入

といった機能コンピテンシーに関する事項を実際に自らが行うことができるようになることが重要である。 

医療においては、本調査に示される通り、心理的アセスメントから心理教育、個人心理面接、集団心理支

援、家族支援を、院内外のチーム医療・連携の中で行うことが求められ、かつ他職種から評価されていた。

それらの機能コンピテンシー獲得のための基本的な技術を、ひとつひとつ着実に身につけることが養成段階

でまずは求められるが、それらの機能コンピテンシーが実際の現場においてどのように展開され、実際に役

立っているかは、医療現場での実習を通して体験的に学ぶことになる。 

その際に、実習での学びが、単なる個別の支援技術の習得に終わるのではなく、それらの支援技術が、ど

のように包括的に機能して、医療における公認心理師の質の高い支援として形作られていくのかを学ぶ必要

がある。そのためにも、実習での学びを、機能コンピテンシー及び基盤コンピテンシーの獲得という観点か

ら自ら整理する必要がある。そのような営みは、学び方を学ぶ方法を身につけることにつながる。医療にお

ける多くの知識や技能はあるが、その学び方を学んだ上で現場に入ることができれば、自己研鑽を継続して

行うことにつながっていくであろう。本調査で示された膨大な機能について、実践を通して学び深め、自ら

基礎的
心理支援ガイドライン

領域に特化した
心理支援ガイドライン 地域生活支援ガイドライン

心理的アセスメントガイドライン

個別心理面接実践ガイドライン

集団心理支援実践ガイドライン

疾患別心理教育ガイドライン
高次脳機能障害心理支援ガイドライン
認知症心理支援ガイドライン
小児身体疾患心理支援ガイドライン
小児精神疾患心理支援ガイドライン
生殖医療心理支援ガイドライン
ハイリスク妊婦心理支援ガイドライン
腎疾患／糖尿病心理支援ガイドライン
心疾患心理支援ガイドライン
がん／緩和ケア心理支援ガイドライン
精神科リエゾンチームに関する心理支援
ガイドライン

地域包括ケアシステムにおける心
理支援ガイドライン

就労支援・両立支援ガイドライン

心理支援ガイドライン
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支援の質向上に資する営みを明確することができよう。 

資質向上のためには、卒後においても、職能団体や関係団体における継続的な研修が必要である。公認心

理師の資質や能力、提供できる心理支援の均てん化及び向上のためには、たとえば医療の各領域に共通する

心理支援に関するガイドラインや、疾患別や領域別の心理支援に関するガイドライン等の開発、そして、こ

うしたガイドライン等に基づいた実践的な研修プログラムが有効であろう。医療におけるガイドラインにつ

いては、すでに言及した。養成段階において、こういったガイドラインをどのように活用するかが重要とな

ろう。 

 現状では、心理支援に関する研修は種々あるが、自身にとってどのような研修が必要か、またどのような

タイミングで受講すべきかについても、自ら体系的に整理する必要がある。たとえば、公認心理師の実務経

験に応じて期待される資質や能力レベルを段階的に提示し、その到達度を自己評価する機会を定期的に設け

ることで、将来にむけて必要となる研修目標を自ら効果的に設定することが可能となる。こういった研修の

性質や特色も把握しながら、卒後の自己研鑽の内容を、自ら点検していけるよう、職能団体等は研修システ

ムを検討していく必要がある。 
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４４．．提提言言  
 本調査結果もふまえ、まず、公認心理師の職能団体や学会等の関連団体にむけた提言を、１）に示した。

次に、国にお願いしたい要望を含めた内容を、２）に示した。そして、公認心理師を雇用する医療機関等や、

関係組織に働きかける立場にある公認心理師への提言を、３）にまとめた。 

  

１１））医医療療分分野野のの公公認認心心理理師師のの専専門門性性のの確確立立  

①①専専門門性性のの高高いい資資質質とと能能力力のの獲獲得得  

公認心理師の資質や能力の獲得においては、基本業務のみならず展開業務を遂行する力量を身につけるこ

とが重要である。高い水準で業務を遂行するためには、包括的な心理的アセスメントを筆頭とした心理支援

に求められる資質と能力（コンピテンシー）の獲得が必要である。公認心理師の職能団体や関連学会等は、

調査研究の実施や各界の有識者の意見等もふまえ、公認心理師のコンピテンシーを整理していく必要がある

だろう。 

たとえば、本調査結果で明らかとなった医療分野における公認心理師の活動実態をふまえると、具体的に

求められる資質や能力としては以下が考えられる。 

・心理検査やフィードバック面接を実施する知識や技能 

・心理的アセスメントを多職種チームに対してわかりやすく説明、共有する技能 

・心理的アセスメントや心理支援を、場の構造に適した形で、柔軟かつ包括的に実施する技能 

・不安の軽減や自己理解・疾病理解のための心理支援を通して、患者本人の自己決定を促進する技能 

・要支援者のみならず、家族や関係者への支援について、疾患の性質や経過をふまえ、心理的アセス 

メントに基づき、効果的に展開する技能 

 ・チーム医療や多職種・多機関連携を重視しながら、心理支援を行う技能 

 

②②養養成成やや卒卒後後研研修修ににつついいてて  
公認心理師として必要な資質や能力を身につけるために、実習制度や卒後教育のための制度設計が必要で

あることは、厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に

関する調査」（国立精神・神経医療研究センター, 2020）でも指摘されている。公認心理師の職能団体や養

成機関団体等は、今回の調査結果や過去の調査研究等をふまえ、公認心理師の業務や、業務遂行に求められ

る資質や能力（コンピテンシー）、専門性等を明確に整理し、養成や卒後研修の制度設計につなげる必要が

あるだろう。 

養成カリキュラムにおける到達目標や科目等については、こうした公認心理師の実態や求められる資質や

能力をふまえ、必要に応じて検証していくべきである。また、たとえば、医療領域で求められる心理検査も

含めた包括的な心理的アセスメントの実施と、要支援者や関係者（要支援者の家族や、多職種）へのフィー

ドバックの実施など、より実務的な技能については、養成段階と卒後研修との一貫した研修制度が必要であ

る。 

資質向上のためには、卒後においても、職能団体や関係団体における継続的な研修が必要である。公認心

理師の資質や能力、提供できる心理支援の均てん化及び向上のためには、たとえば医療の各領域に共通する

心理支援に関するガイドラインや、疾患別や領域別の心理支援に関するガイドライン等の開発、そして、こ

うしたガイドライン等に基づいた実践的な研修プログラムが有効となる。これらのガイドラインにおいて、

公認心理師のクリニカルラダー（臨床における実践能力向上を支援するため、基礎教育で学習した知識及び

技術をもとに、臨床で経験する中で知識を積重、実践能力を高めるシステム）を整備し活用することで、そ

の領域における実践能力を体系的に身につけることができる。 

また並行して、職能団体等が、公認心理師に必要とされるコンピテンシーを体系的に整理し、その獲得を

目指す到達度を自己評価する機会を定期的に設ける研修システムを設定することによって、多分野で活動す

る公認心理師が、将来にむけて必要となる研修目標を自ら適切に設定する力量を獲得することが可能となる。 
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２２））専専門門的的心心理理支支援援のの制制度度的的裏裏付付けけのの着着実実なな実実施施  

①①心心理理的的アアセセススメメンントトととフフィィーードドババッックク、、心心理理教教育育のの制制度度化化  

患者の知的能力や心理的課題、家族や社会的背景の事情により、本人や家族から治療への理解が得られず、

医療機関が治療を提供することに困難さが生じる場合がある。そのような患者に対して、心理的配慮や心理

メカニズムの評価、心理的影響を考慮した環境調整が求められる。そのような場合、主治医の指示や多職種

チームからの要望等をふまえ、公認心理師が心理検査を用いた心理アセスメントや、本人及び家族へのフィ

ードバック面接を実施することで、患者や家族の抱える困難さを改善することに役立つと考えられる。 

また、単回の心理教育だけではなく、チーム医療のなかでは必要に応じて継続的な面接が求められ、そう

した場合には回数を限定したうえで計画的に介入を実施する。同時に、状態の変化を医師等と合同で評価す

ると、とくに治療導入に有効であると考えられる。こうした業務は、医療機関が提供する治療へのよりスム

ーズな適応を目的とした、患者の心理状態の安定にむけた、心理的な環境整備として位置づけられる。 

こうした支援が患者に対して適切に提供されるためには、心理検査フィードバック面接や、心理教育等に

関する項目として、診療報酬上の制度化を検討する必要があるだろう。今回の実態調査において公認心理師

の活動内容は複数の部門ごとに明らかとなっているが、より詳細な実態や有用性についてはさらなる検証が

必要である。 

 

②②家家族族・・関関係係者者支支援援及及びび地地域域連連携携にに関関すするる制制度度のの設設置置  

本調査で明らかになったように、公認心理師は患者に対してだけではなく、家族に対する心理支援や、チ

ーム医療・連携を行っている。既述のとおり、施設が適正な治療をスムーズに提供するためには、患者の心

理的安定の担保が求められるが、支援者や家族に対する支援はその一助ともなるだろう。患者本人の心理的

アセスメントをふまえた、家族との環境調整に関する面接や、病棟における多職種チーム支援に関する制度

的裏付けを検討する必要があるだろう。 

このような関係者の理解促進や連携強化は、退院後の地域移行、定着支援のよりいっそうの促進にも繋が

るものと考えられる。今回の調査結果から、院内のチーム医療連携から地域での多職種・多機関連携への活

動が一定程度行われている実態が示されており、公認心理師が専門的立場から地域活動に参加することへの

評価もインタビュー調査において得られている。これらの地域連携に関する活動に制度的な位置づけがなさ

れることで、より有意義な活動が展開されると考えられる。 

これらの制度化を検討する上で、公認心理師による家族支援や地域連携も含めた重層的支援体制強化につ

いての有用性を検証する必要がある。本調査ではインタビューにおいて必要性や有用性に関する指摘もあっ

たが、今後、調査研究等の結果をふまえ、標準的手法や実施に際しての留意点等を記したガイドライン等を

準備する必要があるだろう。 

  

③③施施設設基基準準ででのの公公認認心心理理師師配配置置 

総合考察で述べてきたように、チーム医療・連携を行いながら公認心理師は活動しており、心理的アセス

メントのチーム内共有やカンファレンスへの参加、チームケアと連動しながらの患者本人への心理面接など、

チーム医療において一定の役割を持ちながら心理支援を行っている。たとえば、チーム医療への参画では、

精神科リエゾンチームへの公認心理師の配置が定められてはいるが、必置ではない。また、がん診療拠点病

院の要件として「医療心理に携わる者が配置されることが望ましい」となっており、緩和ケア領域で働く公

認心理師は多数存在するにもかかわらず緩和ケア診療加算に係る緩和ケアチームの要件に公認心理師は含ま

れていない。今後はさらに支援を必要とする方に届けるために、これらの施設基準で必置とすることの検討

が望まれる。 

また、認知症ケア加算に係る要件としての認知症ケアチームの要件にも、公認心理師は含まれておらず、

今後の配置についての検討が望まれる。さらに精神疾患や他の身体疾患においても、多職種チームをきちん

と形成して支援を行っている機関において、チーム医療のメンバーとして多職種チームの一員として公認心

理師が活動した場合を評価する、「チーム医療」に関する加算について、検討することが望まれる。 
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２２））専専門門的的心心理理支支援援のの制制度度的的裏裏付付けけのの着着実実なな実実施施  

①①心心理理的的アアセセススメメンントトととフフィィーードドババッックク、、心心理理教教育育のの制制度度化化  

患者の知的能力や心理的課題、家族や社会的背景の事情により、本人や家族から治療への理解が得られず、

医療機関が治療を提供することに困難さが生じる場合がある。そのような患者に対して、心理的配慮や心理

メカニズムの評価、心理的影響を考慮した環境調整が求められる。そのような場合、主治医の指示や多職種

チームからの要望等をふまえ、公認心理師が心理検査を用いた心理アセスメントや、本人及び家族へのフィ

ードバック面接を実施することで、患者や家族の抱える困難さを改善することに役立つと考えられる。 

また、単回の心理教育だけではなく、チーム医療のなかでは必要に応じて継続的な面接が求められ、そう

した場合には回数を限定したうえで計画的に介入を実施する。同時に、状態の変化を医師等と合同で評価す

ると、とくに治療導入に有効であると考えられる。こうした業務は、医療機関が提供する治療へのよりスム

ーズな適応を目的とした、患者の心理状態の安定にむけた、心理的な環境整備として位置づけられる。 

こうした支援が患者に対して適切に提供されるためには、心理検査フィードバック面接や、心理教育等に

関する項目として、診療報酬上の制度化を検討する必要があるだろう。今回の実態調査において公認心理師

の活動内容は複数の部門ごとに明らかとなっているが、より詳細な実態や有用性についてはさらなる検証が

必要である。 

 

②②家家族族・・関関係係者者支支援援及及びび地地域域連連携携にに関関すするる制制度度のの設設置置  

本調査で明らかになったように、公認心理師は患者に対してだけではなく、家族に対する心理支援や、チ

ーム医療・連携を行っている。既述のとおり、施設が適正な治療をスムーズに提供するためには、患者の心

理的安定の担保が求められるが、支援者や家族に対する支援はその一助ともなるだろう。患者本人の心理的

アセスメントをふまえた、家族との環境調整に関する面接や、病棟における多職種チーム支援に関する制度

的裏付けを検討する必要があるだろう。 

このような関係者の理解促進や連携強化は、退院後の地域移行、定着支援のよりいっそうの促進にも繋が

るものと考えられる。今回の調査結果から、院内のチーム医療連携から地域での多職種・多機関連携への活

動が一定程度行われている実態が示されており、公認心理師が専門的立場から地域活動に参加することへの

評価もインタビュー調査において得られている。これらの地域連携に関する活動に制度的な位置づけがなさ

れることで、より有意義な活動が展開されると考えられる。 

これらの制度化を検討する上で、公認心理師による家族支援や地域連携も含めた重層的支援体制強化につ

いての有用性を検証する必要がある。本調査ではインタビューにおいて必要性や有用性に関する指摘もあっ

たが、今後、調査研究等の結果をふまえ、標準的手法や実施に際しての留意点等を記したガイドライン等を

準備する必要があるだろう。 

  

③③施施設設基基準準ででのの公公認認心心理理師師配配置置 

総合考察で述べてきたように、チーム医療・連携を行いながら公認心理師は活動しており、心理的アセス

メントのチーム内共有やカンファレンスへの参加、チームケアと連動しながらの患者本人への心理面接など、

チーム医療において一定の役割を持ちながら心理支援を行っている。たとえば、チーム医療への参画では、

精神科リエゾンチームへの公認心理師の配置が定められてはいるが、必置ではない。また、がん診療拠点病

院の要件として「医療心理に携わる者が配置されることが望ましい」となっており、緩和ケア領域で働く公

認心理師は多数存在するにもかかわらず緩和ケア診療加算に係る緩和ケアチームの要件に公認心理師は含ま

れていない。今後はさらに支援を必要とする方に届けるために、これらの施設基準で必置とすることの検討

が望まれる。 

また、認知症ケア加算に係る要件としての認知症ケアチームの要件にも、公認心理師は含まれておらず、

今後の配置についての検討が望まれる。さらに精神疾患や他の身体疾患においても、多職種チームをきちん

と形成して支援を行っている機関において、チーム医療のメンバーとして多職種チームの一員として公認心

理師が活動した場合を評価する、「チーム医療」に関する加算について、検討することが望まれる。 

この施設基準の趣旨は、疾患の治療段階に応じて、患者や家族等がニーズに対してきめ細かく切れ目なく

心理支援を受けられることであるので、病棟や外来に業務を限定するのではなく、さまざまな部門や科の病

棟や外来にわたって、横断的に柔軟に治療段階に関与できる公認心理師の位置づけも考慮すべきである。 

このような仕組みの制度化においては、どのような条件での施設基準が、公認心理師の有効な活動を促進

するかに関する検証が求められると同時に、公認心理師の有効な活動についてのガイドラインの作成も必要

となる。 

④④そそのの他他  

たとえば以下のものに関して、収益面での体制整備に向けての検討が必要である。 

アア．．心心理理検検査査ににつついいてて  

   心理的アセスメントで用いられる心理検査が診療報酬の対象となっていない状態は、解消していく必

要がある。心理検査を実施する他職種と協働しながら、保険収載について必要な調査や検討を進める

べきではないか。 

イイ．．小小児児領領域域ににおおけけるる心心理理支支援援のの拡拡充充  

小児特定疾患カウンセリング料は、小児領域における心理支援の促進に繋がっていると考えられる。

一方で、支援年数が期限を超えての継続が必要な場合があることや、精神科領域での算定が認められ

ていないなどの課題が、本調査において指摘されている。小児領域における心理支援の拡充において

は、これらの課題についてさらなる調査等を行い、小児領域における本人の心理面接と家族支援が体

系的に行われることや、支援の内容を多職種チーム・機関と共有することの促進に向けた制度の検証

が必要となる。 

ウウ．．外外来来ににおおけけるる継継続続的的なな心心理理面面接接のの評評価価  

種々の精神疾患に対しては、主治医や患者からのニーズをふまえ、継続的な心理状態の評価や、自己

理解の促進や不安の軽減等を目的とした面接を実施している実態がある。こうした支援が、精神疾患

を抱える患者の日常生活や地域生活を支える一助となっている可能性があるが、現状では制度的裏付

けは担保されていない。外来における継続的な心理面接等について、心理支援の効果検証等をふまえ、

検討していく必要がある。 

 

３３）） 公公認認心心理理師師のの活活動動のの充充実実  

①①公公認認心心理理師師のの役役割割のの明明確確化化とと関関係係者者等等へへのの伝伝達達  

考察で述べた通り、公認心理師自身が自らの役割を明確化し理解する必要があるが、同時に、関係者や社

会に対して、理解を深めるための対外的な発信を行うことも、強く求められる。協働する多職種や、心理支

援の対象である国民に対して、公認心理師の役割をわかりやすく説明することは、心理支援そのものへのア

クセシビリティを向上させることにもつながるであろう。公認心理師の職能団体や学会等の関連団体は、た

とえば、パンフレットや WEB ページ等の広報資料などのツールを作成するなど、公認心理師の対外的発信を

促進するための方策を、引き続き検討し実施する必要がある。 

心理支援へのアクセシビリティの向上は、厚生労働省令和２年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の

活動状況等に関する調査」（日本公認心理師協会, 2021）においてもその重要性が指摘されているが、積極

的に「心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供（公認心理師法第二条四項）」等の

機会を持つことは、一般市民のメンタルヘルスに関する知識の普及や予防対策、早期発見や早期介入にも寄

与すると考える。 

②②臨臨機機応応変変なな心心理理支支援援をを提提供供すするるたためめのの常常勤勤職職配配置置  

 公認心理師が現場のニーズに応じて、臨機応変でかつ柔軟な心理支援を提供するために、以下の観点から

常勤職の配置の拡充が重要であると考える。 

ア．時間的、役割的に制限されやすい非常勤勤務に対して、常勤職の場合は、チーム医療において役割を

担いやすい。また、疾患の経過に応じた専門性の高い支援など、柔軟性や慎重さが求められる支援につ

いて、要支援者や多職種からのニーズに対応しやすい。 
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イ．入院だけではなく外来への対応も実施しやすくなり、入院レベルの急性期から、退院前の地域移行支

援、退院後の地域定着支援のように、一貫して切れ目のない支援に関わることができる。またアウトリ

ーチや就労支援など、各施設の特徴に応じたニーズにも対応しやすい。 

ウ．一般病院や総合病院においては、身体疾患に関する病棟に常勤職として配置されることで、入院時か

らニーズのある患者への早期対応が可能となり、患者の治療への適応性向上に貢献できる。 

③③各各部部門門等等にに包包括括的的にに関関与与ししややすすいい配配置置のの検検討討  

今回の調査からは、一般病院においても、精神科を中心に一般病院でも種々の科に配属される公認心理師

がおり、精神科だけでなく一般科からも一定のニーズがあることや、医療に貢献していることがうかがえる。

インタビュー調査においては、精神科に所属しながら、要請に応じて他科に介入することも示される一方、

独立した心理相談部門に所属する場合には、より臨機応変に各科からの要請に対応しやすい面や、患者に対

して外来から病棟まで一貫した支援が実施しやすいという意見も認められており、部門としてより存在が認

知されやすいというメリットもあった。医療機関の全体的な機能を把握し、継続した心理支援や、チーム医

療への参加を通じて、施設内に心理支援を定着させることにもつながるだろう。 

公認心理師の活動を、医療現場での重層的支援の拡充、医療の質の向上、医師等のタスクシフトやタスク

シェアリングへの貢献のためにより役立てるには、各施設の機能に応じて、心理部門等の設置や、科を横断

して活動できる公認心理師の配置を検討することも有用であろう。 

④④国国のの推推進進すするる施施策策等等ととのの連連動動  

公認心理師は、国民の心の問題に対応する一定の資質を持った心理の専門職として誕生した経緯がある。

心の問題は、精神疾患に限らず、職場や学校での不適応、自殺やひきこもり、虐待、災害対策などの社会問

題と関連して、多様化、複雑化している現状がある。公認心理師は国家資格を持つ心理専門職として、そう

した種々の社会問題やニーズに対応していく姿勢が必要だろう。そのためには、各関係団体や公認心理師一

人ひとりが、国が推進する対策や指針等への貢献が求められていることを理解するべきである。 

精神保健医療福祉に関しては、平成 16 年 9 月に厚生労働省精神保健福祉対策本部が提示した、「精神保

健医療福祉の改革ビジョン」では「国民意識の変革」「精神医療体系の再編」「地域生活支援体制の再編」

「精神保健医療福祉施策の基盤強化」という柱が掲げられ、以来、「入院医療中心から地域生活中心へ」と

いう方針が示されている。 

さらに、令和 3年 3 月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」の報告書

が取りまとめられ、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向かっていく

上では、欠かせないものであり、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ

とができるよう、市町村が主体となり、保健所や精神保健福祉センターとの連携を図りつつ、精神科医療機

関、その他の医療機関、地域援助事業者、居住支援法人 1 等居住支援関係者（以下「居住支援関係者」とす

る。）、ピアサポーター、意思決定を支援する者などとの重層的な連携による支援体制を構築することが適

当である」と記載されている。地域で生きる人の生活を支えるために、公認心理師がアウトリーチを行った

り、地域の様々な医療機関や公的機関に配置されて相談を受ける、といったことの重要性は、本調査でも示

されている。メンタルヘルスに関わる知識の普及や理解促進、地域生活移行や定着を支えるといった活動も

含めて、公認心理師が貢献できる余地はあり、職能団体等での検討が必要である。 

精神障害に限らず述べるならば、障害や病気を抱えても住み慣れた地域で生活を続けたいと望む方に対し

て支援を届けるにあたっては、予防段階、入院治療、外来治療、在宅での治療など様々な場面で公認心理師

が支援に入れるような体制確保が望まれる。ライフサイクルを尊重し、自分の人生をどう歩みたいかという

ことに寄り添い、その自己決定を尊重する心理支援の展開が重要である。そのような「アドバンス・ケア・

プランニング（ACP）」の観点を含めた支援にも、他の医療従事者とともに公認心理師の参画が望まれるた

め、医療関係の諸団体の協力も得ながら公認心理師の職能団体での検討を行い、心の健康に関する知識の普

及活動とも関連付けた取り組みを充実させる必要がある。 

また、たとえば、がん対策基本法により設置されたがん診療連携拠点病院では「緩和ケアチームに協力す

る医療心理に携わる者の配置が望ましい」とされている。他方、第３期がん対策推進基本計画（平成 30 年）

における現状と課題においては、「がん診療の中で、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速か

つ適切なケアが十分に提供されていない」という点が指摘されている。公認心理師はがんや緩和ケアを対象

とした心理面接や心理的支援を担っている実態があるが、令和４年度における診療報酬改定では、がん患者
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イ．入院だけではなく外来への対応も実施しやすくなり、入院レベルの急性期から、退院前の地域移行支

援、退院後の地域定着支援のように、一貫して切れ目のない支援に関わることができる。またアウトリ

ーチや就労支援など、各施設の特徴に応じたニーズにも対応しやすい。 

ウ．一般病院や総合病院においては、身体疾患に関する病棟に常勤職として配置されることで、入院時か

らニーズのある患者への早期対応が可能となり、患者の治療への適応性向上に貢献できる。 

③③各各部部門門等等にに包包括括的的にに関関与与ししややすすいい配配置置のの検検討討  

今回の調査からは、一般病院においても、精神科を中心に一般病院でも種々の科に配属される公認心理師

がおり、精神科だけでなく一般科からも一定のニーズがあることや、医療に貢献していることがうかがえる。

インタビュー調査においては、精神科に所属しながら、要請に応じて他科に介入することも示される一方、

独立した心理相談部門に所属する場合には、より臨機応変に各科からの要請に対応しやすい面や、患者に対

して外来から病棟まで一貫した支援が実施しやすいという意見も認められており、部門としてより存在が認

知されやすいというメリットもあった。医療機関の全体的な機能を把握し、継続した心理支援や、チーム医

療への参加を通じて、施設内に心理支援を定着させることにもつながるだろう。 

公認心理師の活動を、医療現場での重層的支援の拡充、医療の質の向上、医師等のタスクシフトやタスク

シェアリングへの貢献のためにより役立てるには、各施設の機能に応じて、心理部門等の設置や、科を横断

して活動できる公認心理師の配置を検討することも有用であろう。 

④④国国のの推推進進すするる施施策策等等ととのの連連動動  

公認心理師は、国民の心の問題に対応する一定の資質を持った心理の専門職として誕生した経緯がある。

心の問題は、精神疾患に限らず、職場や学校での不適応、自殺やひきこもり、虐待、災害対策などの社会問

題と関連して、多様化、複雑化している現状がある。公認心理師は国家資格を持つ心理専門職として、そう

した種々の社会問題やニーズに対応していく姿勢が必要だろう。そのためには、各関係団体や公認心理師一

人ひとりが、国が推進する対策や指針等への貢献が求められていることを理解するべきである。 

精神保健医療福祉に関しては、平成 16 年 9 月に厚生労働省精神保健福祉対策本部が提示した、「精神保

健医療福祉の改革ビジョン」では「国民意識の変革」「精神医療体系の再編」「地域生活支援体制の再編」

「精神保健医療福祉施策の基盤強化」という柱が掲げられ、以来、「入院医療中心から地域生活中心へ」と

いう方針が示されている。 

さらに、令和 3年 3 月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」の報告書

が取りまとめられ、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向かっていく

上では、欠かせないものであり、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ

とができるよう、市町村が主体となり、保健所や精神保健福祉センターとの連携を図りつつ、精神科医療機

関、その他の医療機関、地域援助事業者、居住支援法人 1 等居住支援関係者（以下「居住支援関係者」とす

る。）、ピアサポーター、意思決定を支援する者などとの重層的な連携による支援体制を構築することが適

当である」と記載されている。地域で生きる人の生活を支えるために、公認心理師がアウトリーチを行った

り、地域の様々な医療機関や公的機関に配置されて相談を受ける、といったことの重要性は、本調査でも示

されている。メンタルヘルスに関わる知識の普及や理解促進、地域生活移行や定着を支えるといった活動も

含めて、公認心理師が貢献できる余地はあり、職能団体等での検討が必要である。 

精神障害に限らず述べるならば、障害や病気を抱えても住み慣れた地域で生活を続けたいと望む方に対し

て支援を届けるにあたっては、予防段階、入院治療、外来治療、在宅での治療など様々な場面で公認心理師

が支援に入れるような体制確保が望まれる。ライフサイクルを尊重し、自分の人生をどう歩みたいかという

ことに寄り添い、その自己決定を尊重する心理支援の展開が重要である。そのような「アドバンス・ケア・

プランニング（ACP）」の観点を含めた支援にも、他の医療従事者とともに公認心理師の参画が望まれるた

め、医療関係の諸団体の協力も得ながら公認心理師の職能団体での検討を行い、心の健康に関する知識の普

及活動とも関連付けた取り組みを充実させる必要がある。 

また、たとえば、がん対策基本法により設置されたがん診療連携拠点病院では「緩和ケアチームに協力す

る医療心理に携わる者の配置が望ましい」とされている。他方、第３期がん対策推進基本計画（平成 30 年）

における現状と課題においては、「がん診療の中で、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速か

つ適切なケアが十分に提供されていない」という点が指摘されている。公認心理師はがんや緩和ケアを対象

とした心理面接や心理的支援を担っている実態があるが、令和４年度における診療報酬改定では、がん患者

の心理的苦痛の緩和を図る観点から、心理的不安を軽減するための面接を行う職種として追加されており、

より一層の貢献が求められていることがうかがえる。 

認知症においては、認知症施策推進大綱が定められ、認知症の人本人の意思や自己決定が尊重されること

が強調されている。認知症の人の心理的アセスメント実施において、低下した能力面だけではなく、できる

ことや健康な力に着目し、そのことをフィードバックして本人と話し合うことが重要な心理支援となると同

時に、推進大綱の理念の実現にむけた一助になりえるだろう。 

今回の調査結果からは、5 疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）、5 事業（救急医療、

災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療）の中で、精神疾患だけで

なく、がんや周産期、小児、糖尿病等について、公認心理師が支援の一端を担っていることが明らかとなっ

ている。今後、こうした社会問題や対策において、具体的にどのような貢献や役割を担うことが可能かとい

った検討を行う必要があり、各団体や公認心理師一人ひとりが意識して、日常業務や調査研究、資質向上等

に取り組むことで、社会の中での公認心理師の位置づけがより明確となるものと考えられる。 
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363





巻末資料巻末資料



    

367



    巻巻末末資資料料  
 

資料１－１ 院長宛のご協力のお願い 

 

資料１－２ 心理部門・部署担当者宛のご協力のお願い 

 

資料１－３ 院長宛のご協力のお願い（厚生労働省より） 

 

資料２   Web調査項目一覧 

 

資料３   インタビュー調査インタビューガイド 

 

資料４－１ インタビュー調査事前アンケート（公認心理師対象） 

 

資料４－２ インタビュー調査事前アンケート（連携他職種対象） 

 

資料５ インタビュー調査結果 

 

資料６ 倫理的検討チェックシート

367



 

369



 資料１－１ 
令和３年１０月 

 

医療機関  

院長 先生 

事務担当者 各位 

                             一般社団法人 日本公認心理師協会 

 

厚厚生生労労働働省省令令和和３３年年度度障障害害者者総総合合福福祉祉推推進進事事業業  

「「医医療療機機関関ににおおけけるる公公認認心心理理師師がが行行うう心心理理支支援援のの実実態態調調査査」」へへののごご協協力力ののおお願願いい 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、公認心理師の職能団体である日本公認心理師協会（以下「当協会」） は、厚生労働省の事

業である標記調査を担当することとなりました。この調査は、医療機関において公認心理師が行う心理

支援について、要支援者や家族、多職種との関わりの内容を含め把握し、医療機関における公認心理師

の活用の充実に資するための基礎資料を得る目的で行います。回答期間や負担を考慮し、今回はいくつ

かの領域及び活動を対象として調査させていただくことをご承知おきください。 

当協会は、今回の調査結果を多くの方々に参考にしていただくことで、医療において公認心理師が活

動する際の環境整備につながるものと考えております。何とぞ本調査の趣旨をご理解の上、ご協力たま

わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

■ご留意いただきたいこと 

・調査対象は、全国の様々な種類の病院や診療所で、現在心理職や公認心理師が勤務している部門・部

署となります。その部門等における心理職の活動について、心理職の代表者または担当者に回答を

お願いいたします。貴施設の全体を把握する事務部署等（総務等）において、施設内で心理職の勤

務する部門や部署をご確認いただき、①～③いずれかのご対応をお願い申し上げます。 

 

① 貴施設に心理職が勤務する部門や部署が１１つつだだけけああるる場合 

・該当部門または部署に同封の書類を封筒ごとお渡し下さい。心理職の代表者に回答いただきます。 

 

② 貴施設に心理職が勤務する部門等が複複数数ああるる場合 

・各部門や部署に所属する心理職の代表者に回答いただくため、以下の作業をお願いいたします。 

・裏面の割り当て表に、各部門等の名称と、別添「心理職向け依頼状」に記載された 5桁の“調査

ID”と 4桁の“パスワード”をご記入ください。表中にはすでに末尾に a,b,c･･が記載されており、

部門ごとに末尾が a,b,c･･となる IDおよびパスワードが割り当てられます。 

・記載済みの割り当て表と、別添「心理職向け依頼状」をコピーして、各部門等にお渡しください。 

 

③ 貴施設に心理職が勤務する部門等がなないい場合 

・心理職が雇用されていないことをご確認ください。雇用がない場合は、ご回答いただく必要はござい

ません。ご協力ありがとうございました。 

 

                ＜本件連絡先＞ 一般社団法人 日本公認心理師協会 

〒113－0033 東京都文京区本郷 2-28-201 

E-mail：office@jacpp.or.jp  

URL：https://www.jacpp.or.jp 

電話：03-5805-5228（月～金、10時-17時）  
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資料１－１ 
＜心理部門または部署別の調査 ID及びパスワード割り当て表＞ 

 ＊施設内に複数の心理部門または部署がある場合のみご使用ください。 

  （心理部門等がひとつであれば、この表は用いません） 

 ＊この表と別添「心理職向け依頼状」をコピーして、各心理部門等にお渡しください。 

 ＊心理部門担当者の方は、この表に割り付けられた調査 ID及びパスワードを用い、 

別添「心理職向け依頼状」を参照の上、調査画面にアクセスしてください。 

 ＊記入方法等については本協会ホームページにある調査 Q&Aもご参照ください。 

 

No 心理部門または部署名 調査 ID 

[5桁+a,b,c･･] 

パスワード 

[4桁+a,b,c･･] 

備考 

1            ａ         ａ  

2            ｂ         ｂ  

3            ｃ         ｃ  

4            ｄ         ｄ  

5            ｅ         ｅ  

6            ｆ         ｆ  

7            ｇ         ｇ  

8            ｈ         ｈ  

9            ｉ         ｉ  

10            ｊ         ｊ  

 【記入方法】 

①まず、施設内で心理職が勤務しているすべての部門または部署名を記入します 

  ②別添「心理職向け依頼状」に記載されている調査 ID及びパスワードを転記します 

  ③必要に応じて、心理部門担当者名等を備考欄に記入します。 

 

 【記入例】 

  調査 ID：９８９８９ 、 パスワード：８９９９ の場合 

No 心理部門または部署名 調査 ID 

[5桁+a,b,c･･] 

パスワード 

[4桁+a,b,c･･] 

備考 

1 例）精神科 ９ ８ ９ ８ ９ ａ ８ ９ ９ ９ ａ  

2 例）心理室 ９ ８ ９ ８ ９ ｂ ８ ９ ９ ９ ｂ  

3 例）デイケアセンター ９ ８ ９ ８ ９ ｃ ８ ９ ９ ９ ｃ  
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資料１－１ 
＜心理部門または部署別の調査 ID及びパスワード割り当て表＞ 

 ＊施設内に複数の心理部門または部署がある場合のみご使用ください。 

  （心理部門等がひとつであれば、この表は用いません） 

 ＊この表と別添「心理職向け依頼状」をコピーして、各心理部門等にお渡しください。 

 ＊心理部門担当者の方は、この表に割り付けられた調査 ID及びパスワードを用い、 

別添「心理職向け依頼状」を参照の上、調査画面にアクセスしてください。 

 ＊記入方法等については本協会ホームページにある調査 Q&Aもご参照ください。 

 

No 心理部門または部署名 調査 ID 

[5桁+a,b,c･･] 

パスワード 

[4桁+a,b,c･･] 

備考 

1            ａ         ａ  

2            ｂ         ｂ  

3            ｃ         ｃ  

4            ｄ         ｄ  

5            ｅ         ｅ  

6            ｆ         ｆ  

7            ｇ         ｇ  

8            ｈ         ｈ  

9            ｉ         ｉ  

10            ｊ         ｊ  

 【記入方法】 

①まず、施設内で心理職が勤務しているすべての部門または部署名を記入します 

  ②別添「心理職向け依頼状」に記載されている調査 ID及びパスワードを転記します 

  ③必要に応じて、心理部門担当者名等を備考欄に記入します。 

 

 【記入例】 

  調査 ID：９８９８９ 、 パスワード：８９９９ の場合 

No 心理部門または部署名 調査 ID 

[5桁+a,b,c･･] 

パスワード 

[4桁+a,b,c･･] 

備考 

1 例）精神科 ９ ８ ９ ８ ９ ａ ８ ９ ９ ９ ａ  

2 例）心理室 ９ ８ ９ ８ ９ ｂ ８ ９ ９ ９ ｂ  

3 例）デイケアセンター ９ ８ ９ ８ ９ ｃ ８ ９ ９ ９ ｃ  

 

資料１－２  
令和３年１０月 

 

医療機関 

心理部門・部署担当者 様 

                              一般社団法人 日本公認心理師協会 

厚厚生生労労働働省省令令和和３３年年度度障障害害者者総総合合福福祉祉推推進進事事業業  

「「医医療療機機関関ににおおけけるる公公認認心心理理師師がが行行うう心心理理支支援援のの実実態態調調査査」」へへののごご協協力力ののおお願願いい 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、公認心理師の職能団体である日本公認心理師協会（以下「当協会」という） は、厚生労働

省の事業である標記調査を担当することとなりました。この調査は、医療機関において公認心理師が行

う心理支援について、要支援者や家族、多職種との関わりの内容を含め把握し、医療機関における公認

心理師の活用の充実に資するための基礎資料を得る目的で行います。回答期間や負担を考慮し、今回は

いくつかの領域及び活動を対象として調査させていただくことをご承知おきください。 

 当協会は、今回の調査結果を多くの方々に参考にしていただくことで、医療において公認心理師が活動

する際の環境整備につながるものと考えております。何とぞ本調査の趣旨をご理解の上、ご協力たまわ

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

■ご留意いただきたいこと 

・調査対象は、全国の様々な種類の病院や診療所で、現在心理職や公認心理師が勤務している部門・部

署となります。各部門等の活動について、心理職の代表者または担当者に回答をお願いいたします。 

・本調査への回答は任意・無記名となります。下記の URLまたは QRコード からアクセスし、調査説明

をご一読いただき、調査 ID及びパスワードを入力のうえ WEB調査画面にお入りください。 

・貴施設に心理職が勤務する複数の部門等がある場合、各部門の心理職代表者に回答いただきます。そ

の場合、すでに貴施設の事務部署等（総務等）に、各部門等の調査 ID及びパスワードが設定された

割り当て表の作成を依頼しておりますので、その表に基づき入力を行ってください。 

・貴施設に心理職の勤務する複数部門等があるにも関わらず、調査 ID及びパスワードの割り当て表が

作られていない場合は、貴施設の事務部門等（総務等）と調整の上、表の作成を行ってください。 

・調査 ID及びパスワードと施設情報との関連付けはありません。また調査結果は、厚生労働省や当協

会のホームページ等で公開されますが、調査対象が特定される情報が公表されることはありません。 

 

１．アクセス情報（PC及びスマートフォン、タブレットに対応）  

URL：https://www.jacpp.or.jp/             QRコード： 

２．貴施設の IDおよびパスワード 

調調査査 IIDD  ●●●●●●●●●●  

調調査査パパススワワーードド  ●●●●●●●●  

３．回答期限（お早めに回答をお願いいたします）  

２２００２２１１年年１１１１月月２２００日日（（土土））  ２２３３時時５５９９分分  〆〆切切  

⇒回答手順は裏面をご参照ください  
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資料１－２  
＜回答手順＞ 

 

 調査依頼状（本状表面）にあるＵＲＬを入力し、日本公認心理協会のホームページに移動  

＊日本公認心理師協会ホームページ：https://www.jacpp.or.jp/ 

「医療機関における公認心理師調査」のバナーをクリック  

  

 調査説明文書 及び 同意画面 

＊説明文書をよく読み、同意する場は同意しますを選択 

＊同意しない場合は、同意しませんを選択して画面終了 

 

ログイン画面 の表示  

＊調査 ID及びパスワードを入力の上、回答開始を選択 

（入力データを破棄する場合は、調査 ID 及びパスワードを入力の上、 

回答破棄を選択） 

 

  

【回答開始を選択した場合】 

 

 調査回答開始 

＊順番に項目への回答を入力（所要時間は約 30分）／ページごとに一時保存が可能 

＊一時保存 送信するを選択し終了後、調査 ID及びパスワード入力によって入力の再開可能 

＊調査項目への回答が終了 

 

 調査最終画面  

＊調査最終画面で送信するを選択すると、入力結果が送信され完了画面へ 

（送信後も、ログイン画面で調査 ID 及びパスワードを入力することで、変更は複数回可能） 

（調査参加を取りやめる場合は、調査 ID等入力の上回答破棄を選択） 

 

 

 完了画面  

   ＊完了画面ですべての質問項目及び入力内容をダウンロード可能、 

 

   ◇本件連絡先◇ 

   一般社団法人 日本公認心理師協会 

   〒113－0033 東京都文京区本郷 2-27-8-201 

   Ｅ-mail：office@jacpp.or.jp 電話：03-5805-5228 

   ＵＲＬ ：https://www.jacpp.or.jp 

＊当協会ホームページ掲載の「調査に関するＱ＆Ａ」をご参照ください 
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資料１－２  
＜回答手順＞ 

 

 調査依頼状（本状表面）にあるＵＲＬを入力し、日本公認心理協会のホームページに移動  

＊日本公認心理師協会ホームページ：https://www.jacpp.or.jp/ 

「医療機関における公認心理師調査」のバナーをクリック  

  

 調査説明文書 及び 同意画面 

＊説明文書をよく読み、同意する場は同意しますを選択 

＊同意しない場合は、同意しませんを選択して画面終了 

 

ログイン画面 の表示  

＊調査 ID及びパスワードを入力の上、回答開始を選択 

（入力データを破棄する場合は、調査 ID 及びパスワードを入力の上、 

回答破棄を選択） 

 

  

【回答開始を選択した場合】 

 

 調査回答開始 

＊順番に項目への回答を入力（所要時間は約 30分）／ページごとに一時保存が可能 

＊一時保存 送信するを選択し終了後、調査 ID及びパスワード入力によって入力の再開可能 

＊調査項目への回答が終了 

 

 調査最終画面  

＊調査最終画面で送信するを選択すると、入力結果が送信され完了画面へ 

（送信後も、ログイン画面で調査 ID及びパスワードを入力することで、変更は複数回可能） 

（調査参加を取りやめる場合は、調査 ID等入力の上回答破棄を選択） 

 

 

 完了画面  

   ＊完了画面ですべての質問項目及び入力内容をダウンロード可能、 

 

   ◇本件連絡先◇ 

   一般社団法人 日本公認心理師協会 

   〒113－0033 東京都文京区本郷 2-27-8-201 

   Ｅ-mail：office@jacpp.or.jp 電話：03-5805-5228 

   ＵＲＬ ：https://www.jacpp.or.jp 

＊当協会ホームページ掲載の「調査に関するＱ＆Ａ」をご参照ください 

資料１－３ 

令和３年１０月  

 

医療機関 

院長 先生 

事務担当者 各位 

 

 

厚生労働省  社会・援護局  障害保健福祉部 

精神・障害保健課  公認心理師制度推進室 

 

 

「医療機関における公認心理師が行う心理支援の実態調査（令和３年度障害者総合福祉推進事

業）」について（協力依頼） 

 

 

公認心理師制度の推進につきましては、かねてよりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

近年、心の問題は国民の生活に関わる重要な問題となっており、国民が安心して心理的な支

援を受けられるようにするため、平成 29 年 9 月に公認心理師法が施行されました。公認心理

師については、現在約 4万 2千人が国家試験に合格しており、国民の心の健康の保持・増進の

ために、心理学の専門性を活かした活動が期待されています。また、その支援をさらに多くの

方々に届けるためにも、適切な環境を整えていくことが必要になります。 

このための取組として、本年度においては、公募により一般社団法人日本公認心理師協会が

標記補助事業を実施することとしております。本事業は、医療機関における公認心理師の活動

内容をより具体的に調査し、将来的な公認心理師制度の運営及び推進のための検討材料とする

ことを目的としています。 

つきましては、本事業の実施にあたり、アンケート調査への回答についてご協力を賜りたく

お願い申し上げます。 

 

なお、アンケート調査の詳細につきましては、同封の資料をご覧ください。 
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C
2-

9-
1 

心
理
検
査

 

C
2-

9-
2 

心
理
教
育

 

C
2-

9-
3 

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人

）
 

C
2-

9-
4 

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団

）
 

C
2-

9-
5 

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人

）
 

C
2-

9-
6 

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団

）
 

C
2-

9-
7 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
支
援

 

C
2-

9-
8 

家
族
支
援

 

C
2-

9-
9 

チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

 D
 医医

療療
分分

野野
にに

おお
けけ

るる
公公
認認

心心
理理
師師

のの
課課
題題

 
全
員

回
答

 
D

1 
公

認
心
理
師
の
専
門
性

 

D
2 

公
認
心
理
師
の
常
勤
雇
用

 

D
3 

公
認
心
理
師
が
取
り
組
む
べ
き
課
題

 

D
4 

公
認
心
理
師
の
職
場
定
着

 

D
5 

職
能
団
体
に
期
待
す
る
活
動
等
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5 

E 
ごご
意意

見見
・・

ごご
感感
想想

 
自
由

回
答

 
E1

 
医

療
分
野
に
お
け

る
公
認
心

理
師

に
つ

い
て

 

E2
 

公
認
心
理
師
全
体

に
つ
い
て

 

E3
 

こ
の
調
査
に
つ
い

て
 

 終終
了了

画画
面面

 
 

 

トト
ッッ

ププ
画画

面面
 

 表表
題題

他他
 

 

「
医
療
機
関
に

お
け

る
公
認
心
理

師
が
行

う
心
理

支
援

の
実
態
調
査
」
ご
参
加
の
お
願
い

 

一
般
社
団
法
人

 
日

本
公
認
心
理

師
協
会

 

 

調調
査査

のの
説説
明明

 
 

はは
じじ

めめ
にに

 
本
調
査
は

、
20

21
年

10
月

1
日

時
点

で
、

医
療

機
関

に
お
い
て
公
認
心
理
師
が
行
う
心
理

支
援
や
、

要
支
援
者

や
家

族
、
多

職
種
と

の
関
わ

り
の

内
容

を
把

握
し
、

医
療
機
関
に

お
け
る
公
認
心
理
師
の

活

用
の
充
実

に
資

す
る
た

め
の
基

礎
資
料

を
得

る
目

的
で

、
公
認

心
理
師
等
が

配
置
さ
れ
て
い
る
部
署

・

部
門
等
の

代
表

者
ま

た
は

担
当
者

の
方
に

回
答
を

お
願

い
し
て
お
り

ま
す
。
 

 

公
認
心
理

師
は

生
ま

れ
て

4
年

が
経

ち
ま
す

が
、

医
療
分
野

に
お
け
る
心
理
支
援
業
務
の
制
度
的
位
置

づ
け
に
つ
い

て
は

そ
の

多
く
が

今
後
の

課
題

と
な

っ
て

お
り
ま

す
。
実
際
に

行
わ
れ
て
い
る
心
理
支

援

が
制
度
に
位

置
づ

く
た

め
に
は

、
そ
の

実
態

を
明

ら
か

に
し
、

多
く
の
関
係

者
の
理
解
と
協
力
を
得

る

こ
と
が
必

要
で

す
。

こ
の

調
査
は

そ
の
た

め
の
貴

重
な

資
料
を
得
る

た
め
に
実
施
い

た
し
ま
す
。

 

以
下
の

1)
か

ら
6)
の

説
明
文

を
ご

一
読

の
上

、
調
査

へ
の
ご

協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

 

 

1)
 

調調
査査

のの
対対

象象
 

本
調
査
の

対
象

は
、

20
21

年
10

月
1
日

時
点

で
公

認
心
理

師
等
が
配
置
さ

れ
て
い
る
医
療
機
関
で

す
。

各
医
療
機

関
若

し
く
は

部
署
・

部
門
等

に
お

け
る

公
認

心
理
師

等
の
代
表
者

ま
た
は
担
当
者
の
方
に

回

答
を
お
願

い
し

て
お
り

ま
す
。

な
お
、

本
調

査
に

お
け

る
「
公

認
心
理
師
等

」
の
定
義
は
、
以
下
の

通

り
で
す
。

 

 

本 本
調調
査査
にに

おお
けけ

るる
「「
公公

認認
心心
理理
師師

等等
」」

 

 

6 

①
 公

認
心
理
師

 
②

 2
01

9（
平
成

31
）
年

3
月

31
日
時
点
で
臨
床

心
理
技
術
者
と
し
て
保
健
医
療
機
関
に
従

事
し

て
い
た
者

 
③

 公
認
心
理
師
に
係
る
国
家
試
験

の
受
験
資
格
を

有
す
る
者

 
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
あ
り

、
且
つ
、
医
療
機
関
に
お
い
て
心
理
専
門

職
と
し

て
、
公
認
心
理
師
法
第

2
条
各
号
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か

の
行
為

を
実
際
に
行
っ

て
い
る
者
、
と
し
ま

す
。

 

 本
調
査
へ
の
ご

協
力
の
依
頼
文
書
は
、

医
療
機
関
宛

に
郵
送
さ

れ
て
お
り
、

公
認
心
理
師
等
が
複
数

の

部
署

･
部

門
等

に
配

置
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

依
頼

書
の

コ
ピ

ー
を

各
部

署
・

部
門

等
に

ご
配

付
い

た

だ
く
よ
う

お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

 

―
確
認
で

す
―

 

あ
な
た
の
所
属

機
関
（
あ
る
い
は
、
部

署
・
部
門
等

）
に
は
、

上
記
の
「
公

認
心
理
師
等
」
に
該
当

す

る
方
が
配
置
さ

れ
て
い
ま
す
か
。
配
置

さ
れ
て
い
れ

ば
、
こ
の

先
の
説
明
を

続
け
て
お
読
み
く
だ
さ

い
。

配
置
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば

、
こ
の
調
査
に
ご
回
答
い
た
だ
く
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

 

 ［［
「「
公公
認認
心心

理理
師師

等等
」」
のの

該該
当当
者者
がが
配配
置置
ささ

れれ
てて

いい
るる
のの
でで
、、
先先
のの
説説

明明
にに

進進
むむ
］］

 
➡
ク
リ
ッ

ク
し

た
ら
次
の

2)
以
降
を
表
示
（
回
答
は
収

集
し
な
い
）

 

 

2
) 

調調
査査

方方
法法

 
● 

調
査
は

W
EB

上
で
の
調
査
で
あ
り
、

回
答
は
任
意
・

無
記
名
と
な
り
ま
す
。

 

● 
本

W
EB

調
査
に
参
加
い
た

だ
く
た
め
に
、
医
療
機
関
宛
に
調
査

ID
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
の
記

載
さ
れ
た

調
査
依
頼

等
が
、

9
月
下
旬
か
ら
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。

 

● 
医
療
機
関
内
に
、
公

認
心
理
師
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る

部
署
・
部

門
等
が
複
数
あ
る
場
合
、

そ
れ
ぞ

れ

に
調
査

ID
及
び
パ
ス
ワ
ー

ド
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

 

● 
調
査
期
間

は
、

10
月

1
日

（
金

）
か
ら

10
月

31
日
（

日
）
ま
で
の

1
か
月
で
す
。
こ
の
期
間
内
に
、

調
査

ID
及

び
パ
ス
ワ
ー
ド

に
よ
り
ロ
グ
イ
ン
し
、
回
答
を
お
願
い
し

ま
す
。

 

● 
調
査
へ
の
参
加
は
任

意
で
す
。
こ
の
説
明
文
の
内
容
に

同
意
し
、

「
上
記
に
同
意
し
ま
す
」

を
選
択

し

た
場
合
に
、
調
査
に

参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「

上
記
に
同

意
し
ま
せ
ん
」
を
選
択
す

る
と
、

調

査
に
参
加

し
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

 

 

3
) 

回回
答答

にに
ああ

たた
っっ
てて

 
● 

回
答
内
容
は
、
ペ
ー

ジ
ご
と
に
「
一
時
保
存
・
送
信
」

を
選
択
す

る
こ
と
で
送
信
さ
れ
ま
す

。
ま
た

、

す
べ
て
の
項
目
に
回

答
し
た
後
に
表
示
さ
れ
る
「
完
了

画
面
」
に

お
い
て
、
す
べ
て
の
入
力

内
容
を

ダ

ウ
ン
ロ
ー

ド
し
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

調 調
査査
のの
構構
造造

 
A
  
機機
関関
情情

報報
  
［［

全全
員員
回回

答答
］］

 
B
  
精精
神神
疾疾

患患
：：

外外
来来
にに

おお
けけ
るる
心心

理理
面面
接接
（（
個個

人人
））
  
［［

該該
当当
疾疾

患患
のの

みみ
回回
答答
］］

 
①
神
経
発
達
症
（
発
達
障
害
）
、
②
統
合
失
調
症
等
、
③
気
分
症
：
双
極
症
等
（
双
極
性
障
害
）
、
④
気
分

症
：
抑
う
つ
症
・
気
分
変
調
症
等
（
抑
う
つ
性
障
害
）
、
⑤
不
安
ま
た
は
恐
怖
関
連
症
、
⑥
強
迫
症
ま
た
は

関
連
症
、
⑦
ス
ト
レ
ス
関
連
症
：
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
症
・
急
性
ス
ト
レ
ス
反
応
等
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※
 疾

患
名
は
、
基
本
的
に

IC
D

-1
1
に
基
づ
い
て
い
ま
す
が
、
一
部
で
別
の
表
記
も
含
ま
れ
ま
す
。

 
C
  
重重
点点

調調
査査

領領
域域
  
［［

該該
当当

領領
域域

のの
みみ

回回
答答
］］

 
①
小
児
の
精
神
疾
患
、
②
小
児
の
身
体
疾
患
、
③
周
産
期
、
④
腎
疾
患
／
糖
尿
病
、
⑤
心
疾
患
、
⑥
が
ん
／

緩
和
ケ
ア
、
⑦
高
次
脳
機
能
障
害
／
脳
血
管
疾
患
（
認
知
症
を
除
く
）
、
⑧
認
知
症
、
⑨
精
神
疾
患
全
般

（
高
次
脳
機
能
障
害
／
脳
血
管
疾
患
・
認
知
症
を
除
く
）

 
D
  
公公
認認

心心
理理

師師
のの
現現
状状

とと
今今
後後
のの

課課
題題

  
［［
全全
員員
回回

答答
］］

 
E  

ごご
意意

見見
・・
ごご

感感
想想

  
［［
自自

由由
回回

答答
］］

 

 

● 
ロ
グ
イ

ン
画

面
に

て
「

同
意
し
ま

せ
ん

」
を

選
択

し
た
上
で
調
査

ID
及

び
パ
ス

ワ
ー
ド
を

入
力

し
ロ

グ
イ
ン

す
る

こ
と
で

、
調
査

期
間

内
で

あ
れ
ば

い
つ
で

も
参
加
を

取
り
や
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

こ

の
場
合
、

入
力

デ
ー

タ
を

集
計
対

象
か
ら

外
す
手

続
き

を
取
り
ま
す

。
 

● 
回

答
を

送
信

し
た

場
合

、
ま

た
は

参
加

を
取

り
や

め
た

場
合

で
も

、
調

査
期

間
内

で
あ

れ
ば

、
調

査

ID
及
び
パ

ス
ワ

ー
ド
を

入
力
す

る
こ
と

で
何

度
で
も
修

正
、
再
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

● 
W

EB
調
査
項

目
へ

の
回
答
時

間
の

目
安

は
、

約
30

分
で
す
。
回
答
中
に
疲

れ
る
こ
と
も
考

え
ら
れ

ま

す
。
そ
の

時
は
一
旦

調
査
画

面
か

ら
離

れ
、
休

む
な
ど

の
対
応
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
調
査

ペ
ー
ジ

ご

と
に
一
時

保
存

が
で

き
ま

す
の
で

、
休
憩

を
入
れ

な
が

ら
回
答
を
す

る
こ
と
も
可
能

で
す
。

 

● 
調
査

ID
及
び

パ
ス

ワ
ー

ド
の
入

力
に

よ
り
、

ど
の
デ

バ
イ
ス
（

PC
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

）
か
ら
も

回
答
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
一

時
保
存

に
よ
り

、
デ

バ
イ
ス
を
切

り
替
え
る
こ
と

も
可
能

で
す
。

 

● 
調
査
対

象
者

は
、
本

調
査
に

関
し

て
い

つ
で
も

調
査
実

施
者
で
あ

る
当
協
会
に
質
問
す
る
こ

と
が
で

き

ま
す
。

文
末

の
「
こ

の
調
査

の
問

い
合

わ
せ
」

を
ご
参

照
く
だ
さ

い
。
な
お
、
当
協
会
は
、

ホ
ー
ム

ペ

ー
ジ
上
に

調
査

実
施

の
説

明
や

Q
&A

を
掲
載

す
る

こ
と
で

、
調
査
に
対
す
る
適
正
な
説
明
に
努
め
ま

す
。

 

 

4
) 

調調
査査

へへ
のの

参参
加加
にに

つつ
いい
てて

 
● 

調
査
で

当
協

会
が
得

た
デ
ー

タ
は

、
調

査
実
施

者
の
み

が
ア
ク
セ

ス
で
き
る
鍵
付
き
の
場
所

に
、
調
査

結
果
を
報

告
書

と
し

て
ま

と
め
、

厚
生
労

働
省
に

提
出

し
て
か
ら

10
年
間
保
管
し
、
そ
の
後
、
再
利

用
で
き
な

い
形

で
廃

棄
い

た
し
ま

す
。

 

● 
調
査
に
参

加
し

な
い

こ
と

で
、
調

査
対
象

機
関
が

不
利

益
を
受
け
る

こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

 

 

5
) 

調調
査査

結結
果果

のの
公公
表表

にに
つつ
いい

てて
 

● 
調
査
結
果

は
、

報
告

書
と

し
て
ま

と
め
、

厚
生
労

働
省

に
提
出
し
ま

す
（

20
22

年
3
月
末
を
予
定
）
。

ま
た
、

当
協

会
及
び

厚
生
労

働
省

の
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ
等

で
公
表
す

る
と
と
も
に
、
公
的
な
会

議
等
で

公

開
す
る

場
合

も
あ
り

ま
す
が

、
調

査
対

象
機
関

が
特
定

さ
れ
る
よ

う
な
情
報
が
公
開
さ
れ
る

こ
と
は

あ

り
ま
せ
ん

。
 

 

6
) 

倫倫
理理

的的
配配

慮慮
にに
つつ

いい
てて

 
● 

調
査

ID
及

び
パ

ス
ワ

ー
ド
は

調
査

対
象

機
関

に
無

作
為
に
割
り
当
て

ら
れ
る
た

め
、
ど
の

機
関
に
調

査
ID

等
が

付
与
し

送
付
さ

れ
た

か
に
つ

い
て
、
当

協
会
は
情
報
を
把

握
致
し
ま
せ
ん

。
 

● 
本
調
査

は
、

当
協
会

の
調
査

倫
理

チ
ェ

ッ
ク
基

準
を
も

と
に
、
調

査
倫
理
の
観
点
か
ら
検
討

を
行
っ

て

い
ま
す
。

な
お

、
こ

の
調

査
に
関

し
て
利

益
相
反

は
あ

り
ま
せ
ん
。
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結結
果果

のの
活活

用用
とと

おお
願願

いい
 

こ
の
調
査
結
果

を
通
し
て
、
医
療
機
関

に
お
い
て
公

認
心
理
師

が
行
う
心
理

支
援
の
実
態
を
明
ら
か

に

し
、
心
の
健
康

の
保
持
増
進
の
た
め
に

公
認
心
理
師

が
よ
り
身

近
に
活
用
さ

れ
る
よ
う
に
、
制
度
の

あ

り
方
を
考
え
て

い
き
ま
す
。
 
行
政
や

関
係
機
関
と

、
公
認
心

理
師
と
の
連
携

を
促
進
す
る
た
め
の
資

料
と
し
て

も
活
用
い
た
し

ま
す
。

 

貴
重
な
お
時
間

を
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、

今
後
の
公

認
心
理
師
制

度
の
あ
り
方
や
活
用
方

法

を
検
討
す
る
た

め
の
重
要
な
調
査
と
考

え
て
お
り
ま

す
。
ぜ
ひ

ご
協
力
い
た

だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い

申

し
上
げ
ま

す
。

 

 

ここ
のの

調調
査査

にに
対対

すす
るる

問問
いい
合合

わわ
せせ

 
一

般
社
団

法
人

 日
本
公
認
心
理
師
協
会

 

〒
11

3-
00

33
 東

京
都
文
京

区
本
郷

2-
27

-8
-2

F 

U
R

L：
ht

tp
s:

//w
w

w
.ja

cp
p.

or
.jp

/ 

お
問
い
合

わ
せ
は
、
専
用

ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー
ム
（

24
時
間

受
付
可
能
）
か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。

 

お
問
い
合
わ
せ

用
ウ
ェ
ブ
フ
ォ

ー
ム
（
リ
ン
ク
）

 

フ
ォ
ー
ム

か
ら
の
問
い
合

わ
せ
が
難
し
い
場
合
の
電
話
連
絡
先
は
以

下
の
通
り
で
す

。
 

電
話
：

03
-5

80
5-

52
28

 
受
付
時
間
：

10
時
～

17
時
（
月
～

金
）

 

ご
質
問
内

容
を
担
当
者
に

確
認
の
上
、
後
日

Q
&A

に
お
返
事
を
掲
載

し
ま
す
。
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 医医
療療
機機

関関
若若
しし

くく
はは

部部
署署
・・
部部

門門
等等
にに

おお
けけ

るる
公公

認認
心心

理理
師師

等等
のの
代代

表表
者者
まま

たた
はは
担担

当当
者者

のの
方方

がが
ごご
回回
答答

くく
だだ
ささ

いい
。。
公公

認認
心心
理理

師師
等等

がが
複複
数数
のの

部部
署署
・・

部部
門門

等等
にに

配配
置置

ささ
れれ

てて
いい
るる

場場
合合
はは

、、
部部
署署

・・
部部

門門
等等

ごご
とと
にに
本本

調調
査査
にに

ごご

参参
加加
くく

だだ
ささ
いい

。。
 

 参参
加加

同同
意意

 
本
調
査
の
説
明
を
読

み
、
そ
の
趣

旨
を
理

解
し
た

上
で

、
調
査

へ
の
参
加
に
同
意
し
ま
す
か

。
 

こ
の
調
査
へ
の

参
加

に
同
意
い
た

だ
け
る

よ
う
で

し
た

ら
、
「

同
意
し
ま
す
」
を
選
択
の
上

、
調
査

ID
及
び

パ
ス

ワ
ー

ド
を

入
力

し
、

「
ロ

グ
イ

ン
」

し
て

く
だ

さ
い

。
同

意
し

な
い

場
合

は
、

「
同

意
し

ま
せ

ん
」

を

チ
ェ
ッ
ク
し
、

説
明

画
面
を
終
了

さ
せ
て

く
だ
さ

い
。

 

 1.
 

同
意
し
ま

す
 

2.
 

同
意
し
ま

せ
ん

 
➡
調
査

終
了

 

 ID
及及
びび

パパ
スス
ワワ
ーー

ドド
のの
入入
力力

のの
仕仕

方方
 

 

貴貴
院院

にに
おお
いい

てて
、、

公公
認認

心心
理理

師師
等等
がが

1
つつ

のの
部部

署署
・・

部部
門門
等等

のの
みみ
にに

配配
置置
ささ

れれ
てて
いい

るる
場場

合合
（（
所所
属属

機機
関関

がが

部部
署署
・・

部部
門門

等等
にに
分分
かか

れれ
てて
いい

なな
いい
場場

合合
をを
含含

むむ
））

 

※
 所

属
部
署
は

X
で

、
曜

日
等
に

よ
っ
て

他
部

署
Y
及

び
Z
に
も
出
向
し
て

い
る
等
の
場
合

は
、
「

1
つ
の

部
署
（
所
属

は
部
署

X
の

み
）

」
と
し
て

カ
ウ
ン

ト
し

て
く
だ
さ
い
。

 

配
付
さ
れ

た
ID
（

5
桁

の
半
角

数
字
）
及

び
パ
ス

ワ
ー

ド
（

4
桁
の
半
角
数

字
）
を
入
力
し

て
く
だ
さ

い
。

 

 

貴 貴
院院
にに

おお
いい

てて
、、
公公
認認

心心
理理
師師

等等
のの
配配

置置
がが
複複

数数
のの
部部

署署
・・

部部
門門
等等

にに
亘亘

るる
場場
合合

 

配
付
さ
れ

た
ID
（

5
桁

の
半
角

数
字
）
及

び
パ
ス

ワ
ー
ド
（

4
桁
の
半
角
数

字
）
の
末
尾
に

、
部
署
・

部
門

等
別

に
貴

院
で
割

り
振

っ
て

い
た

だ
い

た
「

a」
か
ら

「
j」

ま
で
の
ア

ル
フ

ァ
ベ
ッ

ト
（
半
角

小

文
字

）
を

加
え

、
例

え
ば

、
ID
：

99
99

9a
、

99
99

9b
…

（
計

6
桁

）
、

パ
ス

ワ
ー

ド
：

88
88

a、
88

88
b…

（
計

5
桁

）
の

よ
う

に
入
力

し
て
く
だ
さ

い
。

 

 
複

数
の

部
署
・

部
門

等
に
亘
る

場
合
に
ご

入
力
い
た
だ
く

ID
・
パ

ス
ワ

ー
ド

 

ID
 

パ
ス

ワ
ー
ド

 
部
署
･
部
門
等
名

 

（
ご

入
力

例
）

 

9 
9 

9 
9 

9 
- 

a 
8 

8 
8 

8 
- 

a 
精

神
科

 

9 
9 

9 
9 

9 
- 

b 
8 

8 
8 

8 
- 

b 
小

児
科

 

：
 

：
 

：
 

 

10
 

 ID
及及

びび
パパ
スス

ワワ
ーー

ドド
のの
入入
力力

 
 

ID
 

□□□□
□□□□

□□--
□□ 

 

パ パ
スス
ワワ
ーー

ドド
 

□□□□
□□□□

--□□
  

➡
入
力
桁
数
が
明
確
に
な
る
よ
う

、
区
切
ら
れ
た

枠
に

1
文
字

ず
つ
に
で
き
る

か
？

 

 ［［
回回
答答

開開
始始

］］
 

［ ［
回回
答答

をを
送送

信信
］］

 

［ ［
回回
答答

をを
破破

棄棄
］］

（
入
力
し
た

回
答
を
す
べ
て
破
棄
す
る
場
合
）
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A
 
機機
関関

情情
報報

 
貴
院
及
び
公
認
心
理

師
等
が
配
置

さ
れ
て

い
る
部

署
･
部

門
等

に
つ
い
て
お
伺
い

し
ま
す
。

 

 

 
 A

1 
医医
療療

機機
関関

のの
種種
類類

 
貴
院
の
種
類
に
該
当

す
る
も
の
を

、
1
つ

選
択

し
て

く
だ
さ

い
。

 

※
 が

ん
セ

ン
タ

ー
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
等
は

、
一

般
病
院

に
含
む

も
の
と
し

て
お

答
え

く
だ

さ
い
。

 

 1.
 

病
院
：
精

神
科

病
院

（
単

科
精
神

科
・
精

神
科
主

体
の

病
院
）
：
国

公
立
の
病
院
（

国
立
病
院
機
構
、

独
立
行
政

法
人

、
自

治
体

、
国
立

研
究
開

発
法
人

等
）

 

2.
 

病
院
：
精

神
科

病
院

（
単

科
精
神

科
・
精

神
科
主

体
の

病
院
）
：
大

学
病
院
・
大
学

附
属
病
院

 

3.
 

病
院
：
精

神
科

病
院

（
単

科
精
神

科
・
精

神
科
主

体
の

病
院
）
：
民

間
病
院
、
そ
の

他
 

4.
 

病
院
：
一

般
病

院
（

総
合

病
院
・

身
体
科

主
体
の

病
院

）
：
国
公
立

の
病
院
（
国
立

病
院
機
構
、
独
立

行
政
法
人

、
自

治
体

、
国

立
研
究

開
発
法

人
等
）

 

5.
 

病
院
：
一

般
病

院
（

総
合

病
院
・

身
体
科

主
体
の

病
院

）
：
大
学
病

院
・
大
学
附
属

病
院

 

6.
 

病
院
：
一

般
病

院
（

総
合

病
院
・

身
体
科

主
体
の

病
院

）
：
民
間
病

院
、
そ
の
他

 

7.
 

一
般
診
療

所
：

精
神

科
を

専
門
と

す
る
（

精
神
科

主
体

）
 

8.
 

一
般
診
療

所
：

精
神

科
以

外
を
専

門
と
す

る
（
精

神
科

以
外
が
主
体

）
 

9.
 

歯
科
診
療

所
 

10
. 

医
療
機
関

に
併

設
の

心
理

相
談
室

等
（
自

費
の
心

理
相

談
機
関
等
）

 

11
. 

そ
の
他
（

具
体

的
に

: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
）

 

 

 
 A

2 
病病
床床

 
 A2

-1
 

病病
床床

数数
 

貴
院
（
機
関
全
体
）

の
病
床
数
に

該
当
す

る
も
の

を
、

1
つ

選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

 

 ［
一
般
診
療
所

］
 

1.
 

0
床
 
➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
A3

に
ジ
ャ

ン
プ

 

2.
 

1～
9
床

 

3.
 

10
～

19
床

 

［
病
院
］

 

 

12
 

4.
 

20
～

49
床

 

5.
 

50
～

99
床

 

6.
 

10
0～

14
9
床

 

7.
 

15
0～

19
9
床

 

8.
 

20
0～

29
9
床

 

9.
 

30
0～

39
9
床

 

10
. 

40
0～

49
9
床

 

11
. 

50
0～

59
9
床

 

12
. 

60
0～

69
9
床

 

13
. 

70
0～

79
9
床

 

14
. 

80
0～

89
9
床

 

15
. 

90
0
床
以

上
 

 

A2
-2

 
精精
神神

科科
病病

床床
 

貴
院
（
機

関
全
体
）
に
お
け
る
精

神
科
病
床
の
有

無
に
該
当
す
る
も
の
を
、

1
つ
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

 

 1.
 

な
し

 

2.
 

あ
り

 

 

 
 A

3
 
部部
署署

・・
部部

門門
等等

 
あ
な
た
の

部
署
・
部
門
等
の
種
類

に
該
当
す
る
も

の
を
、

1
つ
選
択
し
て
く

だ
さ
い
。

 

※
 部

署
･
部
門
等
に
分
か

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
貴
院
の
標
榜
科
を

お
答
え
く
だ
さ

い
。
複
数
の
診
療
科
を
標

榜
し
て

い
る
場
合
は
、
主
た
る
も
の
を

選
択
し
て
く
だ

さ
い
。

 

 1.
 

精
神
科

 

2.
 

児
童
精
神

科
 

3.
 

小
児
科

 

4.
 

脳
神
経
内

科
 

5.
 

脳
神
経
外

科
 

6.
 

心
療
内
科

 

7.
 

内
科
（
含

．
総
合
診
療
部

）
 

8.
 

感
染
症
科

・
H

IV
関
連
の

診
療
科

 

9.
 

が
ん
・
緩

和
ケ
ア
関
連
の

診
療
科

 

10
. 

整
形
外
科

 

11
. 

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
科
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13
 

12
. 

麻
酔
科
・

ペ
イ

ン
科

 

13
. 

歯
科
・
口

腔
外

科
 

14
. 

産
科
・
婦

人
科

 

15
. 

遺
伝
科

 

16
. 

周
産
期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
 

17
. 

認
知
症
疾

患
医

療
セ

ン
タ

ー
 

18
. 

救
急
救
命

セ
ン

タ
ー

 

19
. 

そ
の
他
の

診
療

科
（

具
体

的
に
：

 
 
）

 

20
. 

心
理
相
談

部
門

等
 

21
. 

デ
イ
・
ケ

ア
部

門
 

22
. 

コ
メ
デ
ィ

カ
ル

部
門

（
具

体
的
に

：
 
 
）

 

23
. 

が
ん
相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

、
が
ん

対
策
室

等
 

24
. 

地
域
医
療

連
携

室
 

25
. 

そ
の
他
の

部
門

（
具

体
的

に
：
 

 
）

 

 

 
 A

4 
配配
置置

人人
数数

 
あ
な
た
の
部
署
・
部

門
等
（
部
署

・
部
門

等
に
分

か
れ

て
い
な

い
場
合
は
機
関
全
体
）
に
、

20
21

年
10

月
1

日
現
在
、
有
給

雇
用

者
と
し
て
配

置
さ
れ

て
い
る

公
認

心
理
師

等
の
人
数
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

 

※
 労

働
基

準
法

で
定

め
る

産
前

・
産

後
休

業
（

産
前

６
週
間

・
産

後
８
週

間
）
並

び
に
育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児
又

は
家

族
介

護
を

行
う

労
働

者
の

福
祉

に
関
す

る
法

律
で
定

め
る
育

児
休
業
及

び
介

護
休

業
を

取
得
し
て
い
る
者
に

つ
い
て

も
計

上
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

A4
-1

 
常常
勤勤

 
A4

-1
-1

 
勤勤

務務
者者
数数

 
あ
な
た
の
部
署
・
部

門
等
に
配
置

さ
れ
て

い
る
常

勤
の

公
認
心

理
師
等
の
人
数
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

 

［
 
 

 
 
］
人

 

A
4-

1-
2 

病病
棟棟

配配
置置

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
で

、
病

棟
に

配
置

さ
れ

て
い

る
常

勤
の

公
認

心
理
師

等
の

人
数

を
記

入
し

て
く

だ

さ
い

。
医

療
機

関
に

病
床

が
な

い
場

合
や

、
あ

な
た

の
部

門
･
部

署
等

で
は

病
棟

配
置

が
な

い
場

合
は

「
0」

人
と
し
て
く
だ

さ
い

。
 

［
 
 

 
 
］
人

 

 A4
-2

 
非非
常常

勤勤
 

※
 

委
託
・
謝
金

等
に

よ
る
勤

務
者
を

含
み

ま
す

 

 

14
 

A
4-

2-
1 

勤勤
務務

者者
数数

 
あ
な
た
の

部
署
・
部
門
等
に
配
置

さ
れ
て
い
る
非

常
勤
の
公
認
心
理
師
等
の
人
数
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

 

［
 
 
 
 
］
人

 

A
4-

2-
2 

病病
棟棟

配配
置置

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
で

、
病

棟
に

配
置

さ
れ

て
い

る
非

常
勤

の
公

認
心
理

師
等

の
人

数
を

記
入

し
て

く

だ
さ

い
。

医
療

機
関

に
病

床
が

な
い

場
合

や
、

あ
な
た

の
部

門
･
部

署
等

で
は

病
棟

配
置

が
な

い
場

合
は

「
0」

人
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

［
 
 
 
 
］
人

 

 

 
 A

5 
部部
署署

･･
部部

門門
等等
のの
特特
徴徴

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
の

特
徴

に
つ

い
て

う

か
が
い
ま

す
。

 

※
 た

だ
し

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

、
心
理

支
援

内
容

や
方

法
等

に
変
更

が
生

じ
て

い
る

場

合
は
、

変
更
前
の
状
況
に
基
づ
い
て
お

答
え
く
だ
さ
い

。
 

 

A5
-1

 
支支
援援

対対
象象

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
で

公
認

心
理

師
等

が

行
っ
て
い

る
心
理
支
援
の
対
象
と

し
て
該
当
す
る

も
の
を
、

1
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
部
署
・
部
門
等
全
体

で
の
特
徴

に
つ
い
て
お
お
ま
か
に

お
答
え
く
だ
さ

い
。

 

 

1.
 

精
神
疾
患

全
般

 

2.
 

精
神
及
び

身
体
疾
患
全
般

 

3.
 

特
定
の
精

神
疾
患
（
具
体

的
に
：
 

 
）

 

4.
 

特
定
の
身

体
疾
患
（
具
体

的
に
：
 

 
）

 

5.
 

そ
の
他
（

具
体
的
に
：
 

 
）

 

 A
5

-2
 活活

動動
のの

特特
徴徴

 
 

A5
-2

-1
 

業業
務務

割割
合合
：：
心心

理理
検検

査査
･･
個個
別別
支支
援援
･･
集集
団団

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
け

る
公

認
心

理

師
等
の
心

理
支
援
業
務
の
特
徴
と

し
て
該
当
す
る

も
の
を
、

1
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
部
署
・
部
門
等
全
体

で
の
特
徴

に
つ
い
て
お
お
ま
か
に

お
答
え
く
だ
さ

い
。

 

 1.
 

心
理
検
査

の
業
務
が
、
心

理
支
援
業
務
全
体
（
時
間
）
の
な
か
で
最

も
大
き
な
割
合

を
占
め
る

 

2.
 

個
別
支
援
（
面

接
等
）
の
業
務
が
、
心

理
支
援
業
務

全
体
（
時

間
）
の
な
か

で
最
も
大
き
な
割
合
を

占

め
る

 

3.
 

集
団
支
援

の
業
務
が
、
心

理
支
援
業
務
全
体
（
時
間
）
の
な
か
で
最

も
大
き
な
割
合

を
占
め
る
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4.
 

心
理
検
査

、
個

別
支

援
、

集
団
支

援
の
業

務
割
合

は
、

ほ
ぼ
均
等
で

あ
る

 

5.
 

そ
れ
以
外

（
具

体
的

に
：

 
 
）

 

 A5
-2

-2
 

業業
務務

割割
合合
：：
外外

来来
業業

務務
・・

病病
棟棟

業業
務務

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
け

る
公

認
心

理

師
等
の
心
理
支
援
業

務
の
特
徴
と

し
て
該

当
す
る

も
の

を
、

1
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
部
署
・
部
門
等
全
体

で
の
特
徴
に
つ

い
て

お
お
ま
か
に

お
答
え

く
だ
さ

い
。

 

 

1.
 

無
床
で
外

来
業

務
の

み
 
➡

B
に

ジ
ャ

ン
プ

 

2.
 

有
床
で
外

来
業

務
の

み
 

3.
 

病
棟
業
務

の
み

 

4.
 

外
来
・
病

棟
両

業
務

が
あ

り
、
外

来
業
務

の
方
が

業
務

全
体
（
時
間

）
に
占
め
る
割

合
が
高
い

 

5.
 

外
来
・
病

棟
両

業
務

が
あ

り
、
病

棟
業
務

の
方
が

業
務

全
体
（
時
間

）
に
占
め
る
割

合
が
高
い

 

6.
 

外
来
・
病

棟
両

業
務

が
あ

り
、
外

来
業
務

と
病
棟

業
務

の
業
務
割
合

は
、
ほ
ぼ
均
等

で
あ
る

 

7.
 

そ
れ
以
外

（
具

体
的

に
：

 
 
）

 

 

A
5

-2
-3

 入入
院院

患患
者者

へへ
のの
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ
て

い
な

い
場
合

は
機
関

全
体
）
に

お
い

て
、

公
認

心
理

師
等
に

よ
る

入
院

患
者

へ
の

支
援

の
現

状
と

課
題
と

し
て

該
当
す

る
も
の

を
、
全
て

選
択

し
て

く
だ

さ
い
。

 

※
 専

従
：
他

の
業

務
と

兼
務

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

 

※
 専

任
：
担

当
業

務
以

外
の

業
務
を

多
少
兼

務
す
る

こ
と

が
で
き
る

 

 

1.
 

十
分

な
支

援
の

た
め

に
は

、
病

棟
業

務
の

専
従
※
公

認
心

理
師

等
の

配
置

・
増

員
が

必
要

（
病

棟

名
：
 
 

）
 

2.
 

十
分

な
支

援
の

た
め

に
は

、
病

棟
業

務
の

専
任
※
公

認
心

理
師

等
の

配
置

・
増

員
が

必
要

（
病

棟

名
：
 
 

）
 

3.
 

十
分

な
支

援
の

た
め

に
は

、
外

来
・

病
棟

業
務

を
兼

務
す

る
公

認
心

理
師

等
の

配
置

・
増

員
が

必
要

（
病
棟
名

：
 

 
）

 

4.
 

十
分
な
支

援
の

た
め

に
は

、
そ
の

他
の
対

応
が
必

要
（

具
体
的
に
：

 
 
）

 

5.
 

既
に
十
分

な
支

援
が

行
わ

れ
て
い

る
 

 
 

 

16
 

B 
精精

神神
疾疾

患患
：：

外外
来来

にに
おお

けけ
るる

心心
理理

面面
接接

（（
個個

人人
））

 
公
認
心
理
師
等
が
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
疾
患
を

対
象
と
し
た
外

来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
を

実
施
し
て

い
な
が
ら
も
、
現
状
で
は
収
益
上
の
貢
献
が
難
し
い
実
態
が
あ
り
ま
す
。

 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
で

公
認

心
理

師
等

が
、

主
要

な
精

神
疾

患
に

対
し

て
、

部
署

・
部

門
等

で
あ

る
程

度
枠

組
み

が
定

め
ら

れ
た

形
で

の
外

来
で

の
個

別

心
理

面
接

を
行

っ
て

い
る

か
、

行
っ

て
い

る
場

合
は

そ
れ

が
ど

の
よ

う
な

実
践

で
あ

る
か

を
、

疾
患

別
に

う

か
が
い
ま

す
。

 

※
 た

だ
し

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

、
心
理

支
援

内
容

や
方

法
等

に
変
更

が
生

じ
て

い
る

場

合
は
、

変
更
前
の
状
況
に
基
づ
い
て
お

答
え
く
だ
さ
い

。
 

 
 B

1
 外外

来来
にに
おお

けけ
るる
心心

理理
面面
接接

（（
個個
人人

））
のの
対対
象象

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
で

、
公

認
心

理
師

等

が
行

っ
て

い
る

外
来

で
の

個
別

心
理

面
接

の
対

象
疾

患
（

主
診

断
）

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

、
全

て
選

択

し
て
く
だ

さ
い
。
こ
こ
で
選
択
し

た
疾
患
名
の
み

が
、
次
の

B2
で
表
示
さ
れ
ま
す
。

 

た
だ

し
、

そ
の

面
接

は
、
「

部
署

・
部

門
等

に
お

い
て

、
枠

組
み

（
ア

プ
ロ

ー
チ

法
や

面
接

時
間

・
頻

度
・

期
間

等
）

が
あ

る
程

度
定

め
ら

れ
た

形
で

行
わ

れ
て

い
る

も
の

」
と

し
ま

す
。

心
理

教
育

（
本

人
対

象
）

の

み
の
支
援

も
含
み
ま
す
。

 

※
 疾

患
名

は
、
基
本
的
に

IC
D

-1
1
に
基
づ

い
て
い
ま
す
が

、
一
部
で
別
の
表
記
も
含
ま
れ
ま
す
。

 

 

1.
 

該
当
す
る

対
象
疾
患
は
な

い
 

2.
 

神
経
発
達

症
（
発
達
障
害

）
 

3.
 

統
合
失
調

症
等

 

4.
 

気
分
症
：

双
極
症
等
（
双

極
性
障
害
）

 

5.
 

気
分
症
：

抑
う
つ
症
・
気

分
変
調
症
等
（
抑
う
つ
性
障
害
）

 

6.
 

不
安
ま
た

は
恐
怖
関
連
症

 

7.
 

強
迫
症
ま

た
は
関
連
症

 

8.
 

ス
ト
レ
ス

関
連
症
：
心
的

外
傷
後
ス
ト
レ
ス
症
・
急
性
ス
ト
レ
ス
反

応
等

 

➡
選

択
さ

れ
た
領

域
の

み
を

以
下

の
B2

で
表
示
。
た
だ
し
、
「

1」
を
選
択

し
た
ら

C
に
ジ

ャ
ン
プ
。

 

 
 B

2 
外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心

理理
面面
接接

（（
個個
人人

））
のの
実実
践践

内内
容容

 
B1

で
選
択
し

た
対
象
疾
患
（
主
診
断

）
に
対
す
る

外
来
に
お

け
る
心
理
面

接
（
個
人
）
の
枠
組
み

に
つ
い
て

う
か
が
い

ま
す
。
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B
2-

1 
神神
経経

発発
達達

症症
（（
発発

達達
障障
害害

））
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。
複
数
の

枠
組
み

が
あ
る

場
合

は
、
最

も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に

つ
い

て
お

答
え
く
だ
さ
い
。

 

 

神
経
発

達
症

（
発
達

障
害
）

 

B
2-

1-
1 

年
齢
区

分
 

1.
 
小

児
（
目

安
：

18
歳
未
満
）

 

2.
 

1.
以

降
（

目
安
：

18
歳

以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分

は
な
い

 

B
2-

1-
2 

面
接
の

目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機

付
け

 

3.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

1-
3 

ア
プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

1-
4 

面
接
の

時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

 

18
 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 

そ
れ
以
外
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

1-
5 

面
接
の
頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

B
2-

1-
6 

面
接
の
期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

1-
7 

 

そ
の
他
の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い

 

 

B
2-

2 
統統
合合

失失
調調

症症
等等

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
複
数
の

枠
組
み
が
あ
る

場
合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に
つ
い
て
お

答
え
く
だ

さ
い
。

 

 

統
合
失
調
症
等

 

B
2-

2-
1 

年
齢
区
分

 
1.

 
小

児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）
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2.
 

1.
以

降
（

目
安
：

18
歳

以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分

は
な
い

 

B
2-

2-
2 

面
接
の

目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機

付
け

 

3.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

2-
3 

ア
プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

2-
4 

面
接
の

時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

れ
以
外

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

B
2-

2-
5 

面
接
の

頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回
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4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

B
2-

2-
6 

面
接
の
期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

2-
7 

 

そ
の
他
の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い

 

 

B
2-

3 
気気
分分

症症
：：

双双
極極
症症

等等
（（
双双

極極
性性

障障
害害

））
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
複
数
の

枠
組
み
が
あ
る

場
合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に
つ
い
て
お

答
え
く
だ

さ
い
。

 

 

気
分
症
：
双
極
症
等
（
双
極
性
障
害
）

 

B
2-

3-
1 

年
齢
区
分

 
1.

 
小

児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）

 

2.
 

1.
以
降
（
目
安
：

18
歳
以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分
は
な
い

 

B
2-

3-
2 

面
接
の
目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

383
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6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

3-
3 

ア
プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

3-
4 

面
接
の

時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

れ
以
外

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

B
2-

3-
5 

面
接
の

頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

B
2-

3-
6 

面
接
の

期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満
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3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

3-
7 

 

そ
の
他
の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い

 

 B
2-

4 
気気
分分

症症
：：

抑抑
うう
つつ

症症
・・
気気

分分
変変

調調
症症

等等
（（

抑抑
うう
つつ

性性
障障

害害
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
複
数
の

枠
組
み
が
あ
る

場
合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に
つ
い
て
お

答
え
く
だ

さ
い
。

 

 

気
分

症
：
双
極
症
等

（
抑
う
つ
性
障
害
）

 

B
2-

4-
1 

年
齢
区
分

 
1.

 
小

児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）

 

2.
 

1.
以
降
（
目
安
：

18
歳
以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分
は
な
い

 

B
2-

4-
2 

面
接
の
目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善
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13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

4-
3 

ア
プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

4-
4 

面
接
の

時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

れ
以
外

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

B
2-

4-
5 

面
接
の

頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

B
2-

4-
6 

面
接
の

期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上
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10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

4-
7 

 

そ
の
他
の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い

 

 B
2-

5 
不不
安安

まま
たた

はは
恐恐
怖怖

関関
連連
症症

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
複
数
の

枠
組
み
が
あ
る

場
合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に
つ
い
て
お

答
え
く
だ

さ
い
。

 

 

不
安
ま
た
は
恐
怖
関
連
症

 

B
2-

5-
1 

年
齢
区
分

 
1.

 
小

児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）

 

2.
 

1.
以
降
（
目
安
：

18
歳
以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分
は
な
い

 

B
2-

5-
2 

面
接
の
目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

5-
3 

ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

385
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6.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

5-
4 

面
接
の

時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

れ
以
外

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

B
2-

5-
5 

面
接
の

頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

B
2-

5-
6 

面
接
の

期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

5-
7 

 

そ
の
他

の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
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B
2-

6 
強強
迫迫

症症
まま

たた
はは
関関

連連
症症

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
複
数
の

枠
組
み
が
あ
る

場
合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に
つ
い
て
お

答
え
く
だ

さ
い
。

 

 

強
迫
症
ま

た
は
関
連
症

 

B
2-

6-
1 

年
齢
区
分

 
1.

 
小

児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）

 

2.
 

1.
以
降
（
目
安
：

18
歳
以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分
は
な
い

 

B
2-

6-
2 

面
接
の
目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

6-
3 

ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

6-
4 

面
接
の
時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

386 387
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6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

れ
以
外

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

B
2-

6-
5 

面
接
の

頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

B
2-

6-
6 

面
接
の

期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

6-
7 

 

そ
の
他

の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い

 

 B
2-

7 
スス
トト

レレ
スス

関関
連連

症症
：：

心心
的的

外外
傷傷

後後
スス

トト
レレ

スス
症症

・・
急急

性性
スス

トト
レレ

スス
反反

応応
等等

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
の

「
枠

組
み

」
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の

を
選
択
し
て
く

だ
さ

い
。
複
数
の

枠
組
み

が
あ
る

場
合

は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ
に

つ
い

て
お

答
え
く
だ
さ
い
。

 

 

ス
ト

レ
ス

関
連
症
：

心
的
外

傷
後

ス
ト

レ
ス
症
・
急
性
ス
ト
レ

ス
反
応
等
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B
2-

7-
1 

年
齢
区
分

 
1.

 
小

児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）

 

2.
 

1.
以
降
（
目
安
：

18
歳
以
上
）

 

3.
 
年

齢
区
分
は
な
い

 

B
2-

7-
2 

面
接
の
目
的

 

5
つ
ま
で
複
数
回
答
可

 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

7-
3 

ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て

い
る
場
合
は

3
つ
ま
で

複
数
選
択
可

 

1.
 
心

理
教
育

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

B
2-

7-
4 

面
接
の
時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

れ
以
外
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

B
2-

7-
5 

面
接
の
頻
度

 
1.

 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

387
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3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

B
2-

7-
6 

面
接
の

期
間

 
1.

 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

B
2-

7-
7 

 

そ
の
他

の
内
容

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択
肢
で
示
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
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C
 

重重
点点

調調
査査

領領
域域

 
医

療
機

関
に

所
属

す
る

公
認

心
理

師
等

は
、

精
神

疾
患

の
他

、
周

産
期

や
さ
ま

ざ
ま

な
身

体
疾

患
に

対
す

る

心
理

支
援

の
実

績
を

積
み

重
ね

て
き

ま
し

た
。

小
児

領
域

で
は

公
認

心
理

師
に

よ
る

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
が

小

児
特

定
疾

患
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

料
と

し
て

算
定

さ
れ

る
よ

う
に

な
り

ま
し

た
が

、
そ

れ
以

外
の

領
域

に
お

い

て
も
公
認

心
理
師
等
が
行
っ
て
い

る
支
援
の
実
態

を
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
で

公
認

心
理

師
等

が

普
段
か
ら

よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

支
援
に
つ
い
て

う
か
が
い
ま
す
。

 

※
 た

だ
し

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

、
心
理

支
援

内
容

や
方

法
等

に
変
更

が
生

じ
て

い
る

場

合
は
、

変
更
前
の
状
況
に
基
づ
い
て
お

答
え
く
だ
さ
い

。
 

 
 C

1
 
心心
理理

支支
援援

のの
有有
無無

 
 あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
で

公
認

心
理

師
等

が

普
段
か
ら

よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

支
援
の
対
象
と

し
て
該
当
す
る
も
の
を
、
全
て
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

 

心
理

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
心

理
教

育
（

本
人

対
象

）
、

家
族

支
援

、
連

携
等

（
コ

ン
サ

ル
テ

ー
シ

ョ
ン

、
リ

エ

ゾ
ン

等
）

の
み

の
支

援
も

含
み

ま
す

。
部

署
・

部
門

等
全

体
で

の
特

徴
に

つ
い

て
お

お
ま

か
に

お
答

え
く

だ

さ
い
。

 

※
 こ

こ
で

選
択
し
た
疾
患
名
の
み
が
、
次
の

C
2
で
表
示
さ
れ
ま
す
。

 
➡

選
択
さ

れ
た

領
域

の
み
を

以
下

の

C
2
で

表
示

 

※
 周

産
期

領
域
で
の
児
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
支
援
等
は
「

1.
 小

児
の
精
神
疾
患
」
も
し
く
は
「

2.
 小

児
の

身

体
疾
患
」
で
、
母
親
支
援
は
「

3.
 周

産
期
」
で
お
答

え
く
だ
さ
い
。

 

 ［
小
児
（
目
安
：

18
歳
未
満
）
］

 

1.
 

小
児
の
精

神
疾
患

 

2.
 

小
児
の
身

体
疾
患

 

［
一
般
（
目
安
：

18
歳
以
上
）
］

 

3.
 

周
産
期

 

4.
 

腎
疾
患
･
糖
尿
病

 

5.
 

心
疾
患

 

6.
 

が
ん
／
緩

和
ケ
ア

 

7.
 

高
次
脳
機

能
障
害
／
脳
血

管
疾
患
（
認
知
症
を
除
く
）

 

8.
 

認
知
症

 

9.
 

精
神
疾
患

全
般
（
認
知
症

を
除
く
）

 

 

 
 

388 389
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C
2

 
支支
援援

のの
内内

容容
 

C
1
で
選
択

し
た

支
援

領
域
で

の
内

容
を
、

心
理

検
査

、
心

理
教
育
（

本
人
対
象
）

、
外
来
に

お
け
る
心
理
面

接
（

個
人

）
、

外
来

に
お

け
る

心
理

支
援

（
集

団
）

、
入

院
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
、

入
院

に
お

け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
、

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

、
家

族
支

援
、

チ
ー

ム
医

療
・

連
携

等
の

順
に

う
か

が
い

ま
す

。

部
署
・
部
門
等

全
体

で
の
特
徴
に

つ
い
て

、
お
お

ま
か

に
お
答

え
く
だ
さ
い
。

 

 C
2-

1 
小小
児児

のの
精精

神神
疾疾

患患
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師
等
が
行
っ
て
い

る
、
小
児
の

精
神
疾

患
（
目

安
：

18
歳

未
満
）
へ
の
支
援

に
つ
い
て
う
か
が
い
ま

す
。

 

※
 周

産
期
の
母
親

支
援

は
「

C
2-

3 
周

産
期
」

で
お
答

え
く
だ

さ
い

 

 

C
2

-1
-1

 
心心

理理
検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

検

査
」
と
し
て
該

当
す

る
も

の
を

、
選
択

し
て
く
だ

さ
い

。
 

※
 心

理
検

査
は

、
①
診

療
報
酬

の
対

象
に

な
っ

て
い

る
発
達

・
知

能
検
査

、
②
同

人
格
検
査

、
③

同
認

知
機

能
検
査
そ
の

他
の
心

理
検
査

、
④
診

療
報
酬

対
象

外
の

心
理
検

査
の
順
に
並
ん

で
い
ま
す
。

 

 

小
児
の

精
神
疾

患
 

心
理

検
査

 

C
2-

1-
1-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

心
理
検

査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検

査
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合

は
、

C
2-

1-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て

い
る
検

査
 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び

知
能
検
査

 

1.
 

遠
城

寺
式

乳
幼
児

分
析
的
発
達
検
査

 

2.
 

デ
ン

バ
ー

式
発
達

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 

3.
 

レ
ー

ヴ
ン

色
彩
マ

ト
リ
ッ
ク
ス

 

4.
 

新
版

K
式

発
達

検
査

 

5.
 

W
PP

SI
知
能

診
断

検
査

 

6.
 

田
中

ビ
ネ

ー
知
能
検
査
Ⅴ

 

7.
 

ベ
イ

リ
ー

発
達
検

査
 

8.
 

Vi
ne

la
nd

-Ⅱ
日

本
版

 

9.
 

W
IS

C
-Ⅳ

知
能

検
査

 

10
. 

W
AI

S-
Ⅲ
成

人
知
能

検
査

又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

11
. 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

人
格

検
査
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12
. 
バ

ウ
ム
テ
ス
ト

 

13
. 

S
C
T 

14
. 

P-
F
ス
タ
デ
ィ

 

15
. 
描

画
テ
ス
ト

 

16
. 
ロ

ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト

 

17
. 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

認
知

機
能
検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

18
. 

IE
S
-R

 

19
. 
ベ

ン
ト
ン
視
覚
記
銘
検
査

 

20
. 
ベ

ン
ダ
ー
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
テ
ス
ト

 

21
. 
リ

バ
ー
ミ
ー
ド
行
動
記
憶
検
査

 

22
. 

K-
AB

C
Ⅱ

 

23
. 

D
N

-C
AS

認
知
評
価
シ
ス
テ
ム

 

24
. 
発

達
障
害
の
要
支
援
度
評
価
尺
度
（

M
SP

A）
 

25
. 
子

ど
も
版
解
離
評
価
表

 

26
. 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア
ッ
プ

 

1.
 

診
療
報
酬
対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

AD
O

S-
2 
自
閉
症
診
断
観
察
検
査
（
エ
イ
ド

ス
・
ツ
ー
）

 

3.
 

EC
B
I 
ア
イ
バ
ー
グ
子

ど
も
の

行
動
評

価
尺
度
（
エ
ク

ビ
）

 

4.
 

SR
S-

2 
対
人
応
答
性
尺
度

 

5.
 

M
SS

T 
比
喩
・
皮
肉
文
テ
ス
ト

 

6.
 

C
AA

R
S
日
本
語
版

 

7.
 

C
on

ne
rs

3 
 

8.
 

KI
D

S 
乳
幼
児
発
達
ス
ケ
ー
ル

 

9.
 

C
BC

L 
子
ど
も

の
行
動
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト

 

10
. 

TO
M

 心
の
理
論
課
題

検
査
（
ト
ム
）

 

11
. 

PT
SD

-R
I-5

 D
SM

-5
版

U
C

LA
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
イ
ン

デ
ッ
ク
ス

 

12
. 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 

実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 

ま
れ
に
実
施
し
て
い
る
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3.
 

と
き

ど
き

実
施
し
て
い
る

 

4.
 

よ
く

実
施

し
て
い

る
 

5.
 

ほ
ぼ

毎
回

実
施
し

て
い
る

 

 

C
2-

1-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま
せ
ん

。
 

 

小
児
の

精
神
疾

患
 

心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

1-
2-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

心
理
教

育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 
「

心
理
教

育
（
本

人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
2-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機

付
け

 

3.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
2-

3 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満
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8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 

6
時

間
以
上

 

11
. 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
2-

4 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
2-

5 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定
め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以
上

 

11
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
2-

6 
支
援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
お

お
ま
か
に
定
め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

1-
2-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C2
-1

-3
 

外外
来来

にに
おお
けけ
るる

心心
理理

面面
接接

（（
個個

人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
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ン
ト
の
み
の
支

援
も

含
み
ま
す
）

。
複
数

あ
る
場

合
は

、
最
も

良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

 

 

小
児
の

精
神
疾

患
 

外
来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

1-
3-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
3-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

 

2.
 

不
安

の
軽

減
・
解

消
 

3.
 

治
療

動
機

付
け

 

4.
 

自
己

理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 

自
己

管
理

力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 

自
己

効
力

感
回
復

 

7.
 

自
己

決
定

の
援
助

 

8.
 

家
族

関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 

対
処

ス
キ

ル
・
能

力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 
症

状
・
問

題
行
動

の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 
心

身
の
機

能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 
地

域
移
行

・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 
孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. 

Q
O

L
向

上
 

15
. 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
3-

3 
ア

プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 

認
知

療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 

力
動

的
・

精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 

傾
聴

・
支

持
的
ア

プ
ロ
ー
チ

 

5.
 

認
知

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 

環
境

調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 

そ
の

他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
3-

4 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満
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5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 

そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
3-

5 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

1-
3-

6 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 

半
年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 
期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

1-
3-

7 
支
援
の
回

数
 

1.
 

定
め
て
い
な
い

 

2.
 

お
お
ま
か
に
定
め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 

定
め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

1-
3-

8 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C2
-1

-4
 

外外
来来

にに
おお
けけ
るる

心心
理理

支支
援援

（（
集集

団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
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小
児
の

精
神
疾

患
 

外
来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

1-
4-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 

「
外

来
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
4-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

 

2.
 

不
安

の
軽

減
・
解

消
 

3.
 

治
療

動
機

付
け

 

4.
 

自
己

理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 

自
己

管
理

力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 

自
己

効
力

感
回
復

 

7.
 

自
己

決
定

の
援
助

 

8.
 

家
族

関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 

対
処

ス
キ

ル
・
能

力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 
症

状
・
問

題
行
動

の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 
心

身
の
機

能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 
地

域
移
行

・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 
孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. 

Q
O

L
向

上
 

15
. 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
4-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 

認
知

療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 

力
動

的
・

精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 

傾
聴

・
支

持
的
ア

プ
ロ
ー
チ

 

5.
 

認
知

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 

環
境

調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 

そ
の

他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
4-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満
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7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 

6
時

間
以
上

 

11
. 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
4-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

1-
4-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 

半
年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 
期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

1-
4-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C2
-1

-5
 

入入
院院

にに
おお
けけ
るる

心心
理理

面面
接接

（（
個個

人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

小
児
の
精
神
疾

患
 

入
院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

1-
5-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る
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➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
5-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
5-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 

認
知

療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 

力
動

的
・

精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 

傾
聴

・
支

持
的
ア

プ
ロ
ー
チ

 

5.
 

認
知

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 

環
境

調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 

そ
の

他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

1-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
5-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 

そ
の

他
（

具
体
的

に
：
 
 
）
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C
2-

1-
5-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

1-
5-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 

半
年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 
期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

1-
5-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C2
-1

-6
 

入入
院院

にに
おお
けけ
るる

心心
理理

支支
援援

（（
集集

団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

小
児
の
精
神
疾

患
 

入
院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

1-
6-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

1-
7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
6-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 

不
安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 

治
療
動
機
付
け

 

4.
 

自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進
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5.
 

自
己

管
理

力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 

自
己

効
力

感
回
復

 

7.
 

自
己

決
定

の
援
助

 

8.
 

家
族

関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 

対
処

ス
キ

ル
・
能

力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 
症

状
・
問

題
行
動

の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 
心

身
の
機

能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 
地

域
移
行

・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 
孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. 

Q
O

L
向

上
 

15
. 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
6-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 

認
知

療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 

力
動

的
・

精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 

傾
聴

・
支

持
的
ア

プ
ロ
ー
チ

 

5.
 

認
知

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 

環
境

調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 

そ
の

他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
1-

7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
6-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 

6
時

間
以
上

 

11
. 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
6-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回
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5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

1-
6-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

単
回

 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 

半
年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 
期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

1-
6-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 C
2

-1
-7

 
アア

ウウ
トト
リリ
ーー
チチ

にに
よよ

るる
支支

援援
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

の
公

認
心

理
師

等
が

こ
の

領
域

の
支

援
で

普
段

か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

ア
ウ

ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の

み
の
支
援

も
含
み
ま
す
）
。

 

 

小
児
の
精
神
疾
患

 
ア

ウ
ト
リ

ー
チ

 

C
2-

1-
7-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
必
要
が
な
い
の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必
要
性
を
感
じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実
施
し
て
い
る

 

➡
「

1」
も
し
く
は
「

2」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

1-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

1-
7-

2 
支
援
目
的

 

（
複
数
回
答
可

）
 

1.
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 

不
安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 

治
療
動
機
付
け

 

4.
 

自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 

自
己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 

自
己
効
力
感
回
復

 

7.
 

自
己
決
定
の
援
助
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8.
 

家
族
関

係
・

対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 

対
処
ス

キ
ル

・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 
症

状
・

問
題

行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 
心

身
の

機
能

維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 
地

域
移

行
・

地
域
定
着
支
援

 

13
. 
孤

立
防

止
と

社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. 

Q
O

L
向

上
 

15
. 
そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
7-

3 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

1-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

家
族

支

援
」
の
形
態
・

内
容

と
し

て
該

当
す
る

も
の
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い
。

 

 

小
児
の

精
神

疾
患

 
家
族
支
援

 

C
2-

1-
8-

1 
家

族
支

援
の
実

施
 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
行

っ
て

い
な

い
 

2.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接

 

3.
 
家

族
の

み
の

面
接

 

4.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家

族
グ

ル
ー

プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ

ー
ム

会
議

へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
8-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

1-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

チ
ー

ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
み

の
支

援

も
含
み
ま
す
）

。
 

 

小
児
の
精

神
疾
患

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

1-
9-

1 
連

携
等

の
実
施

 
1.

 
行

っ
て

い
な
い
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複
数
回
答
可

 
2.

 
院
内
他
職
種
と
の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 

院
外
他
機
関
・
他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 

そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

1-
9-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い

 

 

 
 C

2
-2

 小小
児児

のの
身身

体体
疾疾

患患
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師
等
が

行
っ
て
い
る
、
小
児
の

身
体
疾
患
（
目

安
：

18
歳
未

満
）
へ
の
支
援

に
つ
い
て
う
か
が
い
ま

す
。

 

 C
2

-2
-1

 
心心

理理
検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理
検

査
」
と
し
て
該
当
す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ

い
。

 

 

小
児
の
身
体
疾

患
 

普
段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

2-
1-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

心
理
検
査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検
査
」
を
行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合
は
、

C
2-

2-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て
い
る
検
査

 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び
知
能
検
査

 

1.
 
遠

城
寺
式
乳
幼
児
分
析
的
発
達
検
査

 

2.
 
デ

ン
バ
ー
式
発
達
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 

3.
 
レ

ー
ヴ
ン
色
彩
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

 

4.
 
新

版
K
式
発
達

検
査

 

5.
 

W
PP

SI
知
能
診
断
検
査

 

6.
 
田

中
ビ
ネ
ー
知
能
検
査
Ⅴ

 

7.
 
ベ

イ
リ
ー
発
達
検
査

 

8.
 

Vi
ne

la
nd

-Ⅱ
日
本
版

 

9.
 

W
IS

C
-Ⅳ

知
能

検
査

 

10
. W

AI
S-
Ⅲ
成
人
知
能

検
査
又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

人
格

検
査

 

395



 

45
 

12
. バ

ウ
ム
テ

ス
ト

 

13
. S

C
T 

14
. P

-F
ス

タ
デ
ィ

 

15
. 描

画
テ
ス

ト
 

16
. ロ

ー
ル
シ

ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト

 

17
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

認
知

機
能

検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

18
. I

ES
-R

 

19
. ベ

ン
ト
ン

視
覚
記
銘
検
査

 

20
. ベ

ン
ダ
ー

ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
テ
ス
ト

 

21
. リ

バ
ー
ミ

ー
ド
行

動
記
憶
検
査

 

22
. K

-A
BC
Ⅱ

 

23
. D

N
-C

AS
認

知
評

価
シ
ス
テ
ム

 

24
. 発

達
障
害

の
要
支

援
度
評
価
尺
度
（

M
SP

A）
 

25
. 子

ど
も
版

解
離
評

価
表

 

26
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア

ッ
プ

 

1.
 
診

療
報
酬

対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

AD
O

S-
2 
自

閉
症
診
断
観
察
検
査
（
エ
イ
ド

ス
・
ツ
ー
）

 

3.
 

EC
BI

 ア
イ
バ

ー
グ
子
ど
も
の
行

動
評
価
尺
度
（
エ
ク
ビ
）

 

4.
 

SR
S-

2 
対

人
応

答
性
尺
度

 

5.
 

M
SS

T 
比
喩

・
皮
肉
文
テ
ス
ト

 

6.
 

C
AA

R
S
日

本
語

版
 

7.
 

C
on

ne
rs

3 
 

8.
 

KI
D

S 
乳

幼
児

発
達

ス
ケ
ー
ル

 

9.
 

C
BC

L 
子

ど
も

の
行
動
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト

 

10
. T

O
M

 心
の
理

論
課

題
検
査
（
ト
ム

）
 

11
. P

TS
D

-R
I-5

 D
SM

-5
版

U
C

LA
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
イ
ン

デ
ッ

ク
ス

 

12
. そ

の
他
（

具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て

い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実

施
し
て

い
る
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3.
 
と

き
ど
き
実
施
し
て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施
し
て
い
る

 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回
実
施
し
て
い
る

 

 

C
2-

2-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段

か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま

せ
ん
。

 

 

小
児
の
身
体
疾

患
 

心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

2-
2-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 

「
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 
「

心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

2-
3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
2-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
2-

3 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満
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8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
2-

4 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
2-

5 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以

上
 

11
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
2-

6 
支

援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い

な
い

 

2.
 
お

お
ま
か

に
定
め

て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い

る
（
具

体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

2-
2-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

2-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
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ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
複
数
あ
る
場

合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ

い
。

 

 

小
児
の
身
体
疾

患
 

外
来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

2-
3-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

2-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
3-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
3-

3 
ア
プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

2-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
3-

4 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

397
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5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
3-

5 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

2-
3-

6 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

2-
3-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

2-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

小
児
の

身
体
疾

患
 

外
来

に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

2-
4-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る
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➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

2-
5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
4-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
4-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

2-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
4-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

398 399
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11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
4-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

2-
4-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

2-
4-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

2-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

小
児
の

身
体
疾

患
 

入
院

に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

2-
5-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
2-

6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
5-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
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可
 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
5-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

2-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
5-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
5-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

399
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5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

2-
5-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

2-
5-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

2-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

小
児
の

身
体
疾

患
 

入
院

に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

2-
6-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
2-

7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
6-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整
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9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
6-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

2-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
6-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
6-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

400 401
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C
2-

2-
6-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

2-
6-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 C2
-2

-7
 

アア
ウウ

トト
リリ
ーー
チチ

にに
よよ

るる
支支

援援
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

の
公

認
心

理
師

等
が

こ
の

領
域

の
支

援
で

普
段

か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

ア
ウ

ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み
ま
す

）
。

 

 

小
児
の

身
体

疾
患

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

2-
7-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
必

要
が

な
い

の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 

必
要
性

を
感

じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 

実
施
し

て
い

る
 

➡
「

1」
若
し

く
は

「
2」

を
選
択
し
た
ら

C
2-

2-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

2-
7-

2 
支

援
目

的
 

（
複
数

回
答
可

）
 

1.
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

2.
 
不

安
の

軽
減

・
解
消

 

3.
 
治

療
動

機
付

け
 

4.
 
自

己
理

解
・

疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管

理
力

・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効

力
感

回
復

 

7.
 
自

己
決

定
の

援
助

 

8.
 
家

族
関

係
・

対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス

キ
ル

・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・

問
題

行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の

機
能

維
持
・
回
復
・
改
善

 

 

56
 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
7-

3 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

2-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
家

族
支

援
」
の
形
態
・
内
容
と
し
て
該
当

す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

小
児
の
身
体
疾
患

 
家
族
支
援

 

C
2-

2-
8-

1 
家
族
支
援
の
実

施
 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接

 

3.
 
家
族
の
み
の
面
接

 

4.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家
族
グ
ル
ー
プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ
ー
ム
会
議
へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
8-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

2-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
チ

ー
ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支
援

も
含
み
ま

す
）
。

 

 

小
児
の
身

体
疾
患

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

2-
9-

1 
連
携
等
の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
院
内
他
職
種
と
の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院
外
他
機
関
・
他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

2-
9-

2 
そ
の
他

 
選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い
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（
自
由
記
載
）

 

 

 
 C

2-
3 

周周
産産

期期
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師
等
が
行
っ
て
い

る
、
周
産
期

へ
の
支

援
に
つ

い
て

う
か
が

い
ま
す
。

 

※
 周

産
期

の
児

の
支

援
は

「
C

2-
1 
小

児
の

精
神

疾
患

」
も

し
く

は
「

C
2-

2 
小
児

の
身
体
疾
患

」
で
お
答

え

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

3-
1 

心心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

検

査
」
と
し
て
該

当
す

る
も

の
を

選
択
し

て
く
だ
さ

い
。

 

 

周
産
期

 
普

段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

3-
1-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

心
理
検

査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検

査
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合

は
、

C
2-

3-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て

い
る
検

査
 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び

知
能
検
査

 

1.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成

人
知
能

検
査

又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

2.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

人
格

検
査

 

3.
 

TE
G
Ⅱ
東
大

式
／

新
版

TE
G
／
新
版

TE
G
Ⅱ
／

TE
G

3 

4.
 
バ

ウ
ム
テ

ス
ト

 

5.
 

SC
T 

6.
 

P-
F
ス

タ
デ
ィ

 

7.
 
ロ

ー
ル
シ

ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト

 

8.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

認
知

機
能

検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

9.
 

AQ
日

本
語
版

 

10
. そ

の
他
（

具
体
的
に
：
 
 
）
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C
2-

3-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア
ッ
プ

 

1.
 

診
療
報
酬
対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 
赤

ち
ゃ

ん
へ

の
気

持
ち

質
問

票
（

M
IB

S 
M

ot
he

r-t
o-

In
fa

nt
 

Bo
nd

in
g 

Sc
al

e）
 

3.
 
エ

ジ
ン
バ
ラ
産
後
う
つ
病
質
問
票

 

4.
 

C
AA

D
ID

日
本
語

版
 

5.
 

C
AA

R
S
日
本
語
版

 

6.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て
い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実
施
し
て
い
る

 

3.
 
と

き
ど
き
実
施
し
て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施
し
て
い
る

 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回
実
施
し
て
い
る

 

 

C
2-

3-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段

か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま

せ
ん
。

 

 

周
産
期

 
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

3-
2-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 

「
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 

「
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

3-
3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
2-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減
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10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
2-

3 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
2-

4 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
2-

5 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
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10
. 4

年
以
上

 

11
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
2-

6 
支
援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
お

お
ま
か
に
定
め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

3-
2-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

3-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
複
数
あ
る
場

合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ

い
。

 

 

周
産
期

 
外

来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

3-
3-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
な
い
 

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

3-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
3-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

403
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C
2-

3-
3-

3 
ア

プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
3-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
3-

4 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
3-

5 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

3-
3-

6 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上
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10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

3-
3-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

3-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

周
産
期

 
外

来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

3-
4-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

3-
5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
4-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
4-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

404 405
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7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

3-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
4-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
4-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

3-
4-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

3-
4-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

 

64
 

C
2-

3-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

周
産
期

 
入

院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

3-
5-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

3-
6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
5-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
5-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

3-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
5-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

405
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3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
5-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

3-
5-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

3-
5-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

3-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

周
産
期

 
入

院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

 

66
 

C
2-

3-
6-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

3-
7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
6-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
6-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

3-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

3-
6-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

406 407
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9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
6-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

3-
6-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

3-
6-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

3-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

ア
ウ

ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み
ま
す

）
。

 

 

周
産
期

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

3-
7-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
必

要
が

な
い

の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 

必
要
性

を
感

じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 

実
施
し

て
い

る
 

➡
「

1」
も
し

く
は

「
2」

を
選
択
し
た
ら

C
2-

3-
8
に
ジ
ャ
ン
プ
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C
2-

3-
7-

2 
支
援
目
的

 

（
複
数
回
答
可

）
 

1.
 
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不
安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治
療
動
機
付
け

 

4.
 
自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自
己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自
己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自
己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家
族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対
処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
7-

3 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

3-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
家

族
支

援
」
の
形
態
・
内
容
と
し
て
該
当

す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

周
産
期

 
家
族
支
援

 

C
2-

3-
8-

1 
家
族
支
援
の
実

施
 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接

 

3.
 
家
族
の
み
の
面
接

 

4.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家
族
グ
ル
ー
プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ
ー
ム
会
議
へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
8-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
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C
2-

3-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

チ
ー

ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
み

の
支

援

も
含
み
ま
す
）

。
 

 

周
産

期
 

チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

3-
9-

1 
連

携
等

の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行

っ
て

い
な
い

 

2.
 
院

内
他

職
種
と

の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院

外
他

機
関
・

他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ

の
他

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

C
2-

3-
9-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い

 

 

 
 C

2-
4 

腎腎
疾疾

患患
／／

糖糖
尿尿

病病
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師
等
が
行
っ
て
い

る
、
腎
臓
疾

患
・
糖

尿
病
へ

の
支

援
に
つ

い
て
う
か
が
い
ま
す
。

 

 

C
2-

4-
1 

心 心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

検

査
」
と
し
て
該

当
す

る
も

の
を

選
択
し

て
く
だ
さ

い
。

 

 

腎
疾
患

／
糖
尿

病
 

普
段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

4-
1-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

心
理
検

査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検

査
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合

は
、

C
2-

4-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て

い
る
検

査
 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び

知
能
検
査

 

1.
 
コ

ー
ス
立

方
体
組
み
合
わ
せ
テ
ス
ト

 

2.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成

人
知
能

検
査

又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

3.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

人
格

検
査
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4.
 

TE
G
Ⅱ
東
大
式
／
新
版

TE
G
／
新
版

TE
G
Ⅱ
／

TE
G

3S
C

T 

5.
 

P-
F
ス
タ
デ
ィ

 

6.
 

M
M

PI
 

7.
 
ロ

ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト

 

8.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

認
知

機
能
検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

9.
 

SD
S
う
つ
性
自
己
評
価
尺
度

 

10
. C

ES
-D

う
つ
病

（
抑
う
つ
状
態

）
自
己
評
価
尺
度

 

11
. H

D
R

S
ハ
ミ
ル
ト
ン
う
つ
病
症
状
評
価
尺
度

 

12
. S

TA
I状

態
・
特
性
不
安
検
査

 

13
. P

O
M

S 
 

14
. W

M
S-

R
 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア
ッ
プ

 

1.
 
診

療
報
酬
対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

AI
S 
ア
テ
ネ
不
眠
尺
度
（
ア
テ
ネ
）

 

3.
 

EA
T-

26
 摂
食
障
害
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト

 

4.
 

SF
-3

6
日
本
語
版

 

5.
 

KD
Q

O
L
日
本
語
版

 

6.
 
新

KA
ST

 新
久
里
浜
式
ア
ル
コ

ー
ル
症
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス

ト
 

7.
 

PH
Q

9 
患
者
健
康
質
問
票

-9
 

  

8.
 

PA
ID

 日
本
語
版

 糖
尿
病
問
題
領
域
質
問
票
（
ペ
イ
ド
）

 

9.
 

BD
I-Ⅱ

 ベ
ッ
ク
抑
う
つ
尺
度

 

10
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て
い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実
施
し
て
い
る

 

3.
 
と

き
ど
き
実
施
し
て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施
し
て
い
る

 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回
実
施
し
て
い
る
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C
2-

4-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま
せ
ん

。
 

 

腎
疾
患

／
糖
尿

病
 

心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

4-
2-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

心
理
教

育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 
「

心
理
教

育
（
本

人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
4-

3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
2-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機

付
け

 

3.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
2-

3 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）
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C
2-

4-
2-

4 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
2-

5 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定
め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以
上

 

11
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
2-

6 
支
援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
お

お
ま
か
に
定
め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

4-
2-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

4-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
複
数
あ
る
場

合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ

い
。

 

 

腎
疾
患
／
糖
尿

病
 

外
来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）
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C
2-

4-
3-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
4-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
3-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
3-

3 
ア

プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
4-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
3-

4 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上
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9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
3-

5 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

4-
3-

6 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

4-
3-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

4-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

腎
疾
患
／
糖
尿

病
 

外
来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

4-
4-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

4-
5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
4-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

410 411
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可
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
4-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

4-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
4-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
4-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
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3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

4-
4-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

4-
4-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

4-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

腎
疾
患
／
糖
尿

病
 

入
院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

4-
5-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

4-
6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
5-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

411
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7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
5-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

4-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
5-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
5-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上
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C
2-

4-
5-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

4-
5-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

4-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

腎
疾
患
／
糖
尿

病
 

入
院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

4-
6-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

4-
7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
6-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

412 413
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13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
6-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

4-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
6-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
6-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

4-
6-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
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5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

4-
6-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

4-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み

ま
す
）
。

 

 

腎
疾
患
／
糖
尿
病

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

4-
7-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
必
要
が
な
い
の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必
要
性
を
感
じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実
施
し
て
い
る

 

➡
「

1」
も
し
く
は
「

2」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

4-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

4-
7-

2 
支
援
目
的

 

（
複
数
回
答
可

）
 

1.
 
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不
安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治
療
動
機
付
け

 

4.
 
自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自
己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自
己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自
己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家
族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対
処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

413
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C
2-

4-
7-

3 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

4-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

家
族

支

援
」
の
形
態
・

内
容

と
し

て
該

当
す
る

も
の
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い
。

 

 

腎
疾
患

／
糖

尿
病

 
家
族
支
援

 

C
2-

4-
8-

1 
家

族
支

援
の
実

施
 

1.
 
行

っ
て

い
な

い
 

2.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接

 

3.
 
家

族
の

み
の

面
接

 

4.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家

族
グ

ル
ー

プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ

ー
ム

会
議

へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
8-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

4-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

チ
ー

ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
み

の
支

援

も
含
み
ま
す
）

。
 

 

腎
疾
患
／

糖
尿
病

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

4-
9-

1 
連

携
等

の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行

っ
て

い
な
い

 

2.
 
院

内
他

職
種
と

の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院

外
他

機
関
・

他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ

の
他

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

C
2-

4-
9-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い
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C
2-

5 
心心
疾疾

患患
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師
等
が

行
っ
て
い
る
、
心
疾
患

へ
の
支
援
に
つ

い
て
う
か
が
い
ま
す
。

 

 

C
2-

5-
1 

心 心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理
検

査
」
と
し
て
該
当
す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ

い
。

 

 

心
疾
患

 
普
段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理
検
査

 

C
2-

5-
1-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「
心
理
検

査
」
は
行
っ
て

い
な
い

 

2.
 
「
心
理
検

査
」
を
行
っ
て

い
る

 

➡
「

1」
の
場
合
は
、

C
2-

5-
2
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て
い
る
検
査

 

複
数
選
択
可

 

発
達
及
び

知
能
検
査

 

1.
 

田
中

ビ
ネ
ー
知
能
検

査
Ⅴ

 

2.
 

W
IS

C
-Ⅳ

知
能
検
査

 

3.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成
人
知
能

検
査
又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知

能
検
査

 

4.
 

そ
の

他
（
具
体
的
に

：
 
 
）

 

人
格
検
査

 

5.
 

TE
G
Ⅱ

東
大
式
／
新
版

TE
G
／
新
版

TE
G
Ⅱ
／

TE
G

3 

6.
 

バ
ウ

ム
テ
ス
ト

 

7.
 

そ
の

他
（
具
体
的
に

：
 
 
）

 

認
知
機
能

検
査
そ
の
他
の

心
理
検
査

 

8.
 

長
谷

川
式
知
能
評
価

ス
ケ
ー
ル

 

9.
 

M
M

SE
 

10
. 

H
D

R
S
ハ
ミ
ル
ト
ン
う

つ
病
症
状
評
価

尺
度

 

11
. 

ST
AI

状
態
・
特
性
不
安
検
査

 

12
. 

IE
S
-R

 

13
. 

G
H

Q
精
神
健
康
評

価
票

 

14
. 

遂
行

機
能
障
害
症
候

群
の
行
動
評
価
（

BA
D

S）
 

15
. 

リ
バ

ー
ミ
ー
ド
行
動

記
憶
検
査

 

16
. 

そ
の

他
（
具
体
的
に

：
 
 
）

 

C
2-

5-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

1.
 
診
療
報
酬

対
象
外
の
「
心

理
検
査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

414 415
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の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア

ッ
プ

 

2.
 

SF
-3

6
日

本
語

版
 

3.
 

C
AM

-IC
U
（
キ

ャ
ム

-ア
イ
シ
ー
ユ
ー
）

 

4.
 

D
S1

4 
日

本
語
版

 タ
イ
プ

D
尺
度

 

5.
 

H
AD

S 
日
本

語
版
（
ハ
ッ
ズ
）

 

6.
 

PH
Q

9 
患

者
健

康
質
問
票

-9
 

7.
 

BD
I-Ⅱ

 ベ
ッ
ク

抑
う
つ
尺

度
 

8.
 
そ

の
他
（

具
体

的
に

：
 

 
）

 

C
2-

5-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

」
と

は
、

医
師

か
ら

の
説

明
を

補
完

し
て

患
者

等
に

心
理

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
結

果
を

説
明

し
、

現
時

点
の

状

況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有

し
、

と
も

に
検

討
す

る
た

め
の

面

接
と
し
ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て

い
な

い
 

2.
 
ま

れ
に
実

施
し

て
い
る

 

3.
 
と

き
ど
き

実
施

し
て

い
る

 

4.
 
よ

く
実
施

し
て

い
る

 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回

実
施

し
て

い
る

 

 

C
2-

5-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま
せ
ん

。
 

 

心
疾
患

 
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

5-
2-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 

「
心

理
教

育
（
本

人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 

「
心

理
教

育
（
本
人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
5-

3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
2-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機

付
け

 

3.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減
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10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
2-

3 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
2-

4 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
2-

5 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定
め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

415
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10
. 4

年
以

上
 

11
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
2-

6 
支

援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い

な
い

 

2.
 
お

お
ま
か

に
定
め

て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い

る
（
具

体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

5-
2-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

5-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
複
数

あ
る
場

合
は

、
最
も

良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

 

 

心
疾
患

 
外

来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

5-
3-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
5-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
3-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）
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C
2-

5-
3-

3 
ア
プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

5-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
3-

4 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
3-

5 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

5-
3-

6 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

416 417



 

87
 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

5-
3-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

5-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

心
疾
患

 
外

来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

5-
4-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
5-

5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
4-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
4-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

 

88
 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

5-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
4-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
4-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

5-
4-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

5-
4-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

417
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C
2-

5-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

心
疾
患

 
入

院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

5-
5-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
5-

6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
5-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
5-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

5-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
5-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満
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3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
5-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

5-
5-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

5-
5-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

5-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

心
疾
患

 
入

院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）
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C
2-

5-
6-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
5-

7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
6-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
6-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

5-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

5-
6-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
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9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
6-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

5-
6-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

5-
6-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

5-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み

ま
す
）
。

 

 

心
疾
患

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

5-
7-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
必
要
が
な
い
の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必
要
性
を
感
じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実
施
し
て
い
る

 

➡
「

1」
も
し
く
は
「

2」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

5-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

419
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C
2-

5-
7-

2 
支

援
目

的
 

（
複
数

回
答
可

）
 

1.
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

2.
 
不

安
の

軽
減

・
解
消

 

3.
 
治

療
動

機
付

け
 

4.
 
自

己
理

解
・

疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管

理
力

・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効

力
感

回
復

 

7.
 
自

己
決

定
の

援
助

 

8.
 
家

族
関

係
・

対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス

キ
ル

・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・

問
題

行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の

機
能

維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移

行
・

地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防

止
と

社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
7-

3 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

5-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

家
族

支

援
」
の
形
態
・

内
容

と
し

て
該

当
す
る

も
の
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い
。

 

 

心
疾
患

 
家
族
支
援

 

C
2-

5-
8-

1 
家

族
支

援
の
実

施
 

1.
 
行

っ
て

い
な

い
 

2.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接

 

3.
 
家

族
の

み
の

面
接

 

4.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家

族
グ

ル
ー

プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ

ー
ム

会
議

へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
8-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
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C
2-

5-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
チ

ー
ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支
援

も
含
み
ま

す
）
。

 

 

心
疾

患
 

チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

5-
9-

1 
連
携
等
の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
院
内
他
職
種
と
の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院
外
他
機
関
・
他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

5-
9-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い

 

 

 
C

2-
6 

が が
んん

／／
緩緩

和和
ケケ
アア

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
、

高
次

脳
機

能
障

害
／

脳
血

管
疾

患
（

認
知

症
を

除
く

）
へ

の
支

援
に

つ
い

て
う

か

が
い
ま
す

。
 

 

C
2-

6-
1 

心心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理
検

査
」
と
し
て
該
当
す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ

い
。

 

 

が
ん
／
緩
和
ケ

ア
 

普
段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

6-
1-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

心
理
検
査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検
査
」
を
行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合
は
、

C
2-

6-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て
い
る
検
査

 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び
知
能
検
査

 

1.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成
人
知
能

検
査
又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

2.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

人
格

検
査

 

3.
 

Y-
G
矢
田
部
ギ
ル

フ
ォ
ー
ド
性
格

検
査

 

4.
 
バ

ウ
ム
テ
ス
ト

 

420 421
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5.
 

P-
F
ス

タ
デ
ィ

 

6.
 

16
P-

F
人

格
検

査
 

7.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

認
知

機
能

検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

8.
 

SD
S
う
つ

性
自

己
評
価
尺
度

 

9.
 

C
ES

-D
う

つ
病

（
抑
う
つ
状
態

）
自
己
評
価
尺
度

 

10
. H

D
R

S
ハ
ミ

ル
ト
ン
う
つ
病
症
状
評
価
尺
度

 

11
. G

H
Q
精

神
健

康
評

価
票

 

12
. W

H
O

 Q
O

L2
6 

13
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア

ッ
プ

 

1.
 
診

療
報
酬

対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

EO
R

TC
 Q

LQ
-C

30
日
本

語
版

 

3.
 

H
AD

S
日

本
語
版

（
ハ

ッ
ズ
）

 

4.
 

PH
Q

-2
 患

者
健

康
質
問
票

-2
 

5.
 

BD
I-I

I ベ
ッ
ク

抑
う
つ
尺
度

 

6.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て

い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実

施
し
て

い
る

 

3.
 
と

き
ど
き

実
施
し

て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施

し
て
い

る
 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回

実
施
し

て
い
る

 

 

C
2-

6-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま
せ
ん

。
 

 

が
ん
／

緩
和
ケ

ア
 

心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

6-
2-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 

「
心

理
教

育
（
本

人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
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2.
 

「
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

6-
3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
2-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
2-

3 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
2-

4 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回
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8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
2-

5 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以

上
 

11
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
2-

6 
支

援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い

な
い

 

2.
 
お

お
ま
か

に
定
め

て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い

る
（
具

体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

6-
2-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

6-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
複
数

あ
る
場

合
は

、
最
も

良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

 

 

が
ん
／

緩
和
ケ

ア
 

外
来

に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

6-
3-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
6-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
3-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け
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4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
3-

3 
ア
プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

6-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
3-

4 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
3-

5 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

422 423
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6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

6-
3-

6 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

6-
3-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

6-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

が
ん
／

緩
和
ケ

ア
 

外
来

に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

6-
4-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
6-

5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
4-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上
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0 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
4-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

6-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
4-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
4-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

6-
4-

6 
支
援
の
期
間

 
1.

 
単

回
 

423
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3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

6-
4-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

6-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

が
ん
／

緩
和
ケ

ア
 

入
院

に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

6-
5-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
6-

6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
5-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善
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14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
5-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

6-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
5-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
5-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

6-
5-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

424 425
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8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

6-
5-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

6-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

が
ん
／

緩
和
ケ

ア
 

入
院

に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

6-
6-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
6-

7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
6-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
6-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

 

10
4 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

6-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
6-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
6-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

6-
6-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

6-
6-

7 
そ
の
他

 
選

択
肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い
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10
5 

（
自
由
記
載
）

 

 

C
2-

6-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

ア
ウ

ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み
ま
す

）
。

 

 

が
ん
／

緩
和

ケ
ア

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

6-
7-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
必

要
が

な
い

の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必

要
性

を
感

じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実

施
し

て
い

る
 

➡
「

1」
も
し

く
は

「
2」

を
選
択
し
た
ら

C
2-

6-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

6-
7-

2 
支

援
目

的
 

（
複
数

回
答
可

）
 

1.
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

2.
 
不

安
の

軽
減

・
解
消

 

3.
 
治

療
動

機
付

け
 

4.
 
自

己
理

解
・

疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管

理
力

・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効

力
感

回
復

 

7.
 
自

己
決

定
の

援
助

 

8.
 
家

族
関

係
・

対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス

キ
ル

・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・

問
題

行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の

機
能

維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移

行
・

地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防

止
と

社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
7-

3 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

6-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

家
族

支

援
」
の
形
態
・

内
容

と
し

て
該

当
す
る

も
の
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い
。

 

 

 

10
6 

が
ん
／
緩
和
ケ
ア

 
家
族
支
援

 

C
2-

6-
8-

1 
家
族
支
援
の
実

施
 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接

 

3.
 
家
族
の
み
の
面
接

 

4.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家
族
グ
ル
ー
プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ
ー
ム
会
議
へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
8-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

6-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
チ

ー
ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支
援

も
含
み
ま

す
）
。

 

 

が
ん
／
緩

和
ケ
ア

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

6-
9-

1 
連
携
等
の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
院
内
他
職
種
と
の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院
外
他
機
関
・
他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

6-
9-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い

 

 

 
 

C
2-

7 
高高
次次

脳脳
機機

能能
障障

害害
／／

脳脳
血血
管管

疾疾
患患

（（
認認
知知

症症
をを
除除

くく
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
、

高
次

脳
機

能
障

害
／

脳
血

管
疾

患
（

認
知

症
を

除
く

）
へ

の
支

援
に

つ
い

て
う

か

が
い
ま
す

。
 

 

C
2-

7-
1 

心 心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理
検

査
」
と
し
て
該
当
す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ

い
。
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10
7 

 

高
次
脳
機
能
障

害
／

脳
血
管
疾
患

 
普

段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

7-
1-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

心
理
検

査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検

査
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合

は
、

C
2-

7-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て

い
る
検

査
 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び

知
能
検
査

 

1.
 

コ
ー

ス
立

方
体
組

み
合
わ
せ
テ
ス
ト

 

2.
 

レ
ー

ヴ
ン

色
彩
マ

ト
リ
ッ
ク
ス

, 

3.
 

JA
R

T 

4.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成

人
知
能

検
査

又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

5.
 

そ
の

他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

人
格

検
査

 

6.
 

TE
G
Ⅱ
東
大

式
／

新
版

TE
G
／
新
版

TE
G
Ⅱ
／

TE
G

3 

7.
 

M
M

PI
 

8.
 

そ
の

他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

認
知

機
能

検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

9.
 

長
谷

川
式

知
能
評

価
ス
ケ
ー
ル

 

10
. 
前

頭
葉
評

価
バ
ッ

テ
リ
ー

 

11
. 
標

準
言
語

性
対
連

合
学
習
検
査
（

S-
PA

）
 

12
. 

W
C

ST
ウ

ィ
ス

コ
ン

シ
ン
・
カ
ー
ド
分
類
検

査
 

13
. 
遂

行
機
能

障
害
症

候
群
の
行
動
評
価
（

BA
D

S）
 

14
. 
リ

バ
ー
ミ

ー
ド
行

動
記
憶
検
査

 

15
. 

R
ay

-O
st

er
rie

th
 C

om
pl

ex
 F

ig
ur

e 
Te

st
（

R
O

C
FT

）
 

16
. 
標

準
注
意

検
査
法

・
標
準
意
欲
評
価
法

 

17
. 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア

ッ
プ

 

1.
 
診

療
報
酬

対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

SD
SA

 脳
卒
中

ド
ラ
イ
バ
ー
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価

 日
本

版
 

3.
 

TM
T-

J 
Tr

ai
l M

ak
in

g 
Te

st
日
本
版

 

4.
 
そ

の
他
（

具
体
的
に
：
 
 
）

 

 

10
8 

C
2-

7-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て
い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実
施
し
て
い
る

 

3.
 
と

き
ど
き
実
施
し
て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施
し
て
い
る

 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回
実
施
し
て
い
る

 

 

C
2-

7-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段

か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま

せ
ん
。

 

 

高
次
脳

機
能
障
害
／
脳
血
管
疾
患

 
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

7-
2-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 

「
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 

「
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

7-
3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
2-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向
上

 

14
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
2-

3 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満
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10
9 

可
 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
2-

4 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
2-

5 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以

上
 

11
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
2-

6 
支

援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い

な
い

 

2.
 
お

お
ま
か

に
定
め

て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い

る
（
具

体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

7-
2-

7 
そ

の
他

 
選

択
肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い
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（
自
由
記
載
）

 

 

C
2-

7-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
複
数
あ
る
場

合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ

い
。

 

 

高
次
脳

機
能
障
害
／
脳
血
管
疾
患

 
外

来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

7-
3-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

7-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
3-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
3-

3 
ア
プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
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➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
7-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
3-

4 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
3-

5 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

7-
3-

6 
支

援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

7-
3-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

 

11
2 

C
2-

7-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

高
次
脳

機
能
障
害
／
脳
血
管
疾
患

 
外

来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

7-
4-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

7-
5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
4-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
4-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

7-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
4-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満
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3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
4-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

7-
4-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

7-
4-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

7-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

 

11
4 

高
次
脳

機
能
障
害
／
脳
血
管
疾
患

 
入

院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

7-
5-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

7-
6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
5-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 

治
療
動
機
付
け

 

4.
 

自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 

自
己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 

自
己
効
力
感
回
復

 

7.
 

自
己
決
定
の
援
助

 

8.
 

家
族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 

対
処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 
心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 
地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 
孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. 

Q
O

L
向
上

 

15
. 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
5-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

7-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
5-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満
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7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
5-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

7-
5-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

7-
5-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

7-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

高
次
脳
機
能
障

害
／

脳
血
管
疾
患

 
入

院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

7-
6-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
7-

7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

 

11
6 

C
2-

7-
6-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
6-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

7-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
6-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）
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7 

C
2-

7-
6-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

7-
6-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

7-
6-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

7-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

ア
ウ

ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み
ま
す

）
。

 

 

高
次

脳
機
能

障
害
／

脳
血
管

疾
患

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

7-
7-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
必

要
が

な
い

の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必

要
性

を
感

じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実

施
し

て
い

る
 

➡
「

1」
も
し

く
は

「
2」

を
選
択
し
た
ら

C
2-

7-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

7-
7-

2 
支

援
目

的
 

（
複
数

回
答
可

）
 

1.
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

2.
 
不

安
の

軽
減

・
解
消

 

3.
 
治

療
動

機
付

け
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4.
 
自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自
己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自
己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自
己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家
族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対
処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
7-

3 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

7-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
家

族
支

援
」
の
形
態
・
内
容
と
し
て
該
当

す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

高
次

脳
機
能
障
害
／

脳
血
管
疾
患

 
家
族
支
援

 

C
2-

7-
8-

1 
家
族
支
援
の
実

施
 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接

 

3.
 
家
族
の
み
の
面
接

 

4.
 
本
人
と
家
族
の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家
族
グ
ル
ー
プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ
ー
ム
会
議
へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
8-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

7-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
チ

ー
ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支
援

も
含
み
ま

す
）
。

 

 

432 433



 

11
9 

高
次
脳
機
能
障
害

／
脳
血
管

疾
患

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

7-
9-

1 
連

携
等

の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行

っ
て

い
な
い

 

2.
 
院

内
他

職
種
と

の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院

外
他

機
関
・

他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ

の
他

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

C
2-

7-
9-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い

 

 

 
 C

2-
8 

認認
知知

症症
 

あ
な

た
の

部
署

・
部

門
等

（
部

署
・

部
門

等
に

分
か

れ
て

い
な

い
場

合
は

機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師
等
が
行
っ
て
い

る
、
認
知
症

へ
の
支

援
に
つ

い
て

う
か
が

い
ま
す
。

 

 

C
2-

8-
1 

心 心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

検

査
」
と
し
て
該

当
す

る
も

の
を

選
択
し

て
く
だ
さ

い
。

 

 

認
知
症

 
普

段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

8-
1-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

心
理
検

査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検

査
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合

は
、

C
2-

8-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て

い
る
検

査
 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び

知
能
検
査

 

1.
 
コ

ー
ス
立

方
体
組
み
合
わ
せ
テ
ス
ト

 

2.
 
レ

ー
ヴ
ン

色
彩
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

 

3.
 

JA
R

T 

4.
 

W
AI

S-
R
成
人

知
能
検
査
（

W
AI

S
を
含
む
）

 

5.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成

人
知
能

検
査

又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

6.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

人
格

検
査

 

7.
 

TE
G
Ⅱ
東
大

式
／

新
版

TE
G
／
新
版

TE
G
Ⅱ
／

TE
G

3 

8.
 
バ

ウ
ム
テ

ス
ト
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9.
 

M
M

PI
 

10
. ロ

ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

認
知

機
能
検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

12
. 長

谷
川
式
知
能
評
価
ス
ケ
ー
ル

 

13
. M

M
SE

 

14
. 前

頭
葉
評
価
バ
ッ
テ
リ
ー

 

15
. M

oC
A-

J 

16
. 三

宅
式
記
銘
力
検
査

 

17
. リ

バ
ー
ミ
ー
ド
行
動
記
憶
検
査

 

18
. R

ay
-O

st
er

rie
th

 C
om

pl
ex

 F
ig

ur
e 

Te
st
（

R
O

C
FT

）
 

19
.  

AD
AS

 

20
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア
ッ
プ

 

1.
 
診

療
報
酬
対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

TM
T-

J 
Tr

ai
l M

ak
in

g 
Te

st
日
本
版

 

3.
 

G
D

S 
高
齢
者
用
う
つ
病
評
価
尺

度
 

4.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て
い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実
施
し
て
い
る

 

3.
 
と

き
ど
き
実
施
し
て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施
し
て
い
る

 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回
実
施
し
て
い
る

 

 

C
2-

8-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段

か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま

せ
ん
。

 

 

認
知
症

 
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

433



 

12
1 

C
2-

8-
2-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

心
理
教

育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 
「

心
理
教

育
（
本

人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
8-

3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
2-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消

 

2.
 
治

療
動
機

付
け

 

3.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

11
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

12
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

13
. Q

O
L
向

上
 

14
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
2-

3 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
2-

4 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回
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7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
2-

5 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定
め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
 

3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以
上

 

11
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
2-

6 
支
援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い
な
い

 

2.
 
お

お
ま
か
に
定
め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い
る
（
具
体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

8-
2-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

8-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
複
数
あ
る
場

合
は
、
最
も
良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ

い
。

 

 

認
知
症

 
外

来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

8-
3-

1 
支
援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

8-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
3-

2 
支
援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消
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3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
3-

3 
ア

プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
8-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
3-

4 
支

援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
3-

5 
支

援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回
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5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

8-
3-

6 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

8-
3-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

8-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
外

来
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

認
知
症

 
外

来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

8-
4-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

8-
5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
4-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整
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9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
4-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

8-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
4-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
4-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上
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C
2-

8-
4-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

8-
4-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

8-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

認
知
症

 
入

院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

8-
5-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

8-
6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
5-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援
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13
. 孤

立
防
止

と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
5-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

8-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
5-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
5-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

8-
5-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

 

12
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7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

8-
5-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

8-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
入

院
に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み

の
支
援
も
含
み
ま
す
）

。
 

 

認
知
症

 
入

院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

8-
6-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に
お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

8-
7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
6-

2 
支
援
の
目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治

療
動
機
付
け

 

4.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
6-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ
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ま
で
複
数
選
択
可

 
4.

 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

8-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
6-

4 
支

援
の

時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分

未
満

 

2.
 

20
分

以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分

以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分

以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分

以
上

1
時
間

未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以

上
2
時
間

未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未

満
 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未

満
 

10
. 6

時
間

以
上

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
6-

5 
支

援
の

頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回

～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回

以
上

 

C
2-

8-
6-

6 
支

援
の

期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

 

13
0 

C
2-

8-
6-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

8-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み

ま
す
）
。

 

 

認
知
症

 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

8-
7-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
必
要
が
な
い
の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必
要
性
を
感
じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実
施
し
て
い
る

 

➡
「

1」
も
し
く
は
「

2」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

8-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

8-
7-

2 
支
援
目
的

 

（
複
数
回
答
可

）
 

1.
 
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

2.
 
不
安
の
軽
減
・
解
消

 

3.
 
治
療
動
機
付
け

 

4.
 
自
己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自
己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自
己
効
力
感
回
復

 

7.
 
自
己
決
定
の
援
助

 

8.
 
家
族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対
処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
7-

3 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

8-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
家

族
支

援
」
の
形
態
・
内
容
と
し
て
該
当

す
る
も
の
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
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認
知
症

 
家
族
支
援

 

C
2-

8-
8-

1 
家

族
支

援
の
実

施
 

1.
 
行

っ
て

い
な

い
 

2.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接

 

3.
 
家

族
の

み
の

面
接

 

4.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家

族
グ

ル
ー

プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

6.
 
チ

ー
ム

会
議

へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
8-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

8-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

チ
ー

ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
み

の
支

援

も
含
み
ま
す
）

。
 

 

チ
ー
ム

医
療

・
連
携

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

8-
9-

1 
連

携
等

の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行

っ
て

い
な
い

 

2.
 
院

内
他

職
種
と

の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院

外
他

機
関
・

他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ

の
他

（
具
体

的
に
：
 
 
）

 

C
2-

8-
9-

2 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い

 

 

 
 C

2
-9

 精精
神神

疾疾
患患

全全
般般

（（
高高

次次
脳脳
機機

能能
障障

害害
／／
脳脳

血血
管管
疾疾

患患
・・

認認
知知
症症

をを
除除

くく
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
（

部
署

・
部

門
等

に
分

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
機
関

全
体

）
に

お
い

て
、

公
認

心

理
師

等
が

行
っ

て
い

る
、

精
神

疾
患

全
般

（
高

次
脳

機
能

障
害

／
脳

血
管

疾
患

・
認

知
症

を
除

く
）

へ
の

支

援
に
つ
い
て
う
か
が

い
ま
す
。

 

 

C
2-

9-
1 

心 心
理理

検検
査査

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

心
理

検

査
」
と
し
て
該

当
す

る
も

の
を

選
択
し

て
く
だ
さ

い
。

 

 

13
2 

 

精
神
疾
患
全
般

 
普
段
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
る
心
理

検
査

 

C
2-

9-
1-

1 
支
援
の
実
施

 
1.

 
「

心
理
検
査
」
は
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

心
理
検
査
」
を
行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
の
場
合
は
、

C
2-

9-
2
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
1-

2 
診

療
報

酬
対

象
と

な
っ
て
い
る
検
査

 

複
数
選
択
可

 

発
達

及
び
知
能
検
査

 

1.
 
コ

ー
ス
立
方
体
組
み
合
わ
せ
テ
ス
ト

 

2.
 

JA
R

T 

3.
 
田

中
ビ
ネ
ー
知
能
検
査
Ⅴ

 

4.
 
Ｖ

in
el

an
d-
Ⅱ

日
本
版

 

5.
 

W
IS

C
-Ⅳ

知
能

検
査

 

6.
 

W
AI

S-
Ⅲ
成
人
知
能

検
査
又
は

W
AI

S-
Ⅳ
成
人
知
能
検
査

 

7.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

人
格

検
査

 

8.
 

Y-
G
矢
田
部
ギ
ル

フ
ォ
ー
ド
性
格

検
査

 

9.
 

TE
G
Ⅱ
東
大
式
／
新
版

TE
G
／
新
版

TE
G
Ⅱ
／

TE
G

3 

10
. バ

ウ
ム
テ
ス
ト

 

11
. S

C
T 

12
. P

-F
ス
タ
デ
ィ

 

13
. M

M
PI

 

14
. 描

画
テ
ス
ト

 

15
. ロ

ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト

 

16
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

認
知

機
能
検
査
そ
の

他
の
心
理
検
査

 

17
. A

Q
日
本
語
版

 

18
. 長

谷
川
式
知
能
評
価
ス
ケ
ー
ル

 

19
. M

M
SE

 

20
. S

D
S
う
つ
性
自
己
評
価
尺
度

 

21
. P

O
M

S／
PO

M
S２

 

22
. C

O
G

N
IS

TA
T 

23
. M

oC
A
-J

 

24
. リ

バ
ー
ミ
ー
ド
行
動
記
憶
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25
. W

M
S
-R

 

26
. 発

達
障
害

の
要
支
援
度
評
価
尺
度
（

M
SP

A）
 

27
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
1-

3 
診

療
報

酬
対

象
外

の
検
査

 

複
数
選
択
可

 

 
➡

診
療

報
酬

対

象
検

査
一

覧
を

ポ

ッ
プ
ア

ッ
プ

 

1.
 
診

療
報
酬

対
象
外
の
「
心
理
検
査
」
は
行
っ

て
い
な
い

 

2.
 

A
D

H
D

-R
S
 

3.
 

C
AA

R
S
日

本
語
版

 

4.
 

C
on

ne
rs

3 

5.
 

A-
AS

D
 成

人
期

AS
D
検
査

 

6.
 

A-
AD

H
D

 成
人
期

AD
H

D
検
査

 

7.
 
早

期
記
憶

検
査
 

 

8.
 

H
AM

-D
 ハ

ミ
ル
ト
ン
不
安
評
価
尺
度

 

9.
 

BD
I-Ⅱ

 ベ
ッ
ク

抑
う
つ
尺
度

 

10
. Y

-B
O

C
S 
強

迫
観

念
・

強
迫
行
為

評
価

ス
ケ

ー
ル

 

11
. そ

の
他
（

具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
1-

4 
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接

 
本

調
査

に
お

け
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

面
接
」

と
は

、
医
師

か
ら

の
説

明
を
補

完
し

て
患

者
等

に
心

理
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
結
果

を
説

明
し

、
現
時

点
の

状
況
・

問
題

や
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

共
有
し

、
と
も

に
検

討
す

る
た
め

の
面

接
と
し

ま
す
。

 

1.
 
実

施
し
て

い
な
い

 

2.
 
ま

れ
に
実

施
し
て

い
る

 

3.
 
と

き
ど
き

実
施
し

て
い
る

 

4.
 
よ

く
実
施

し
て
い

る
 

5.
 
ほ

ぼ
毎
回

実
施
し

て
い
る

 

 

C
2-

9-
2 

心心
理理

教教
育育

（（
本本
人人
対対
象象
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
、

普
段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
心

理

教
育

（
本

人
対

象
）

」
の

形
態

・
内

容
と

し
て

該
当

す
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

個
別

・
集

団
の

別

は
問
い
ま
せ
ん

。
 

 

精
神
疾

患
全
般

 
心
理
教
育
（
本
人
対
象
）

 

C
2-

9-
2-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

心
理
教

育
（
本
人
対
象
）
」
は
行
っ
て
い

な
い
 

 

2.
 
「

心
理
教

育
（
本

人
対
象
）
」
を
行
っ
て
い

る
 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
9-

3
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
2-

2 
支

援
の
目

的
 

1.
 
不

安
の
軽

減
・
解
消
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5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

2.
 
治

療
動
機
付
け

 

3.
 
自

己
理
解
・
疾
病
理
解
等
の
促
進

 

4.
 
自

己
管
理
力
・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

5.
 
自

己
効
力
感
回
復

 

6.
 
自

己
決
定
の
援
助

 

7.
 
家

族
関
係
・
対
人
関
係
の
調
整

 

8.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

9.
 
症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

10
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善
地
域
移
行

・
地
域
定
着
支

援
 

11
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

12
. Q

O
L
向
上

 

13
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
2-

3 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
2-

4 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
2-

5 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
期

間
を
定
め
て
い
な
い

 

2.
 
単

回
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3.
 

2
週

間
未
満

 

4.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

5.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

6.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

7.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

8.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

9.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

10
. 4

年
以

上
 

11
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

12
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
2-

6 
支

援
の
回

数
 

1.
 
定

め
て
い

な
い

 

2.
 
お

お
ま
か

に
定
め

て
い
る
（
具
体
的
に
：
 

 
回
程
度
）

 

3.
 
定

め
て
い

る
（
具

体
的
に
：
 
 
回
）

 

C
2-

9-
2-

7 

 

そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

9-
3 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
複
数

あ
る
場

合
は

、
最
も

良
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の

1
つ

に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

 

 

精
神
疾

患
全
般

 
外

来
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

9-
3-

1 
支

援
の
実

施
 

1.
 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
9-

4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
3-

2 
支

援
の
目

的
 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整
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9.
 
対

処
ス
キ
ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問
題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機
能
維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行
・
地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止
と
社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向
上

 

15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
3-

3 
ア
プ
ロ
ー

チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て
用

い

て
い
る
場
合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選
択
し
た
ら

C
2-

9-
4
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
3-

4 
支
援
の
時

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
3-

5 
支
援
の
頻

度
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

9-
3-

6 
支
援
の
期

間
 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満
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可
 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未

満
 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未

満
 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

9-
3-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

9-
4 

外外
来来

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

外
来

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

精
神
疾

患
全
般

 
外

来
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

9-
4-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

外
来
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

外
来
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
9-

5
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
4-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
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15
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
4-

3 
ア
プ
ロ
ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

9-
5
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
4-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
4-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

9-
4-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満
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7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は

な
く
ク

ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

9-
4-

7 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ
れ

ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

9-
5 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
面面
接接
（（

個個
人人
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
面

接
（

個
人

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

精
神
疾

患
全
般

 
入

院
に
お

け
る
心
理
面
接

（
個
人
）

 

C
2-

9-
5-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
面
接
（
個
人
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
面
接
（
個
人
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
9-

6
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
5-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
5-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の
み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

 

14
0 

ま
で
複
数
選
択
可

 
4.

 
傾

聴
・
支
持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し
た
ら

C
2-

9-
6
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
5-

4 
支
援
の
時
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 

20
分
未
満

 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

 

9.
 
そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
5-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

9-
5-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

9-
5-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い
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1 

 

C
2-

9-
6 

入入
院院

にに
おお

けけ
るる
心心
理理
支支
援援
（（

集集
団団
））

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

入
院

に

お
け

る
心

理
支

援
（

集
団

）
」

の
形

態
・

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ

ン
ト
の
み
の
支
援
も

含
み
ま
す
）

。
 

 

精
神
疾

患
全
般

 
入

院
に
お

け
る
心
理
支
援

（
集
団
）

 

C
2-

9-
6-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
「

入
院
に

お
け
る
心
理
支
援
（
集
団
）
」
は

行
っ
て
い
な
い

 
 

2.
 
「

入
院
に

お
け
る

心
理
支
援
（
集
団
）
」
を

行
っ
て
い
る

 

➡
「

1」
を
選
択

し
た

ら
C

2-
9-

7
に

ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
6-

2 
支

援
の

目
的

 

5
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト

 

2.
 
不

安
の
軽

減
・
解

消
 

3.
 
治

療
動
機

付
け

 

4.
 
自

己
理
解

・
疾
病

理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管
理

力
・
生

活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効
力

感
回
復

 

7.
 
自

己
決
定

の
援
助

 

8.
 
家

族
関
係

・
対
人

関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス
キ

ル
・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・
問

題
行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の
機

能
維
持

・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移
行

・
地
域

定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防
止

と
社
会

参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他
（

具
体
的

に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
6-

3 
ア

プ
ロ

ー
チ
法

 

組
み

合
わ

せ
て

用
い

て
い

る
場

合
は

3
つ

ま
で
複
数
選
択
可

 

1.
 
ア

セ
ス
メ

ン
ト
の

み
で
終
了

 

2.
 
認

知
療
法

・
認
知

行
動
療
法
・
行
動
療
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ

 

3.
 
力

動
的
・

精
神
分

析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

4.
 
傾

聴
・
支

持
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

5.
 
認

知
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

6.
 
環

境
調
整

的
ア
プ
ロ
ー
チ

 

7.
 
そ

の
他
の

カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
具

体
的
に
：
 
 

）
 

➡
「

1」
を
選

択
し

た
ら

C
2-

9-
7
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
6-

4 
支

援
の

時
間

 
1.

 
20

分
未
満

 

 

14
2 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

2.
 

20
分
以
上

30
分

未
満

 

3.
 

30
分
以
上

40
分

未
満

 

4.
 

40
分
以
上

50
分

未
満

 

5.
 

50
分
以
上

1
時
間
未
満

 

6.
 

1
時

間
以
上

1
時

間
半
未
満

 

7.
 

1
時

間
半
以
上

2
時
間
未
満

 

8.
 

2
時

間
以
上

4
時

間
未
満

 

9.
 

4
時

間
以
上

6
時

間
未
満

 

10
. 6

時
間
以
上

 

11
. そ

の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
6-

5 
支
援
の
頻
度

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

1
年

に
1
回
～
数

回
 

3.
 

1
か

月
に

1
回

 

4.
 

3
週

に
1
回

 

5.
 

2
週

に
1
回

 

6.
 

1
週

に
1
回

 

7.
 

1
週

に
2
回

 

8.
 

1
週

に
3
回
以
上

 

C
2-

9-
6-

6 
支
援
の
期
間

 

3
つ

ま
で

複
数

回
答

可
 

1.
 
単

回
 

2.
 

2
週

間
未
満

 

3.
 

2
週

間
以
上

1
か

月
未
満

 

4.
 

1
か

月
以
上

3
か

月
未
満

 

5.
 

3
か

月
以
上

半
年
未
満

 

6.
 
半

年
以
上

1
年

未
満

 

7.
 

1
年

以
上

2
年
未

満
 

8.
 

2
年

以
上

4
年
未

満
 

9.
 

4
年

以
上

 

10
. 期

間
で
は
な
く
ク
ー
ル
（
一
定
回
数
等
）
で

終
了

 

C
2-

9-
6-

7 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ

な
か
っ
た
こ

と
が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て

く
だ
さ
い

 

 

C
2-

9-
7 

アア
ウウ

トト
リリ

ーー
チチ
にに
よよ
るる
支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
」

に
よ

る
支

援
の

内
容

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支

援
も
含
み

ま
す
）
。
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3 

 

精
神
疾

患
全

般
 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

 

C
2-

9-
7-

1 
支

援
の

実
施

 
1.

 
必

要
が

な
い

の
で
、
実
施
し
て
い
な
い

 

2.
 
必

要
性

を
感

じ
る
が
、
実
施
で
き
て
い

な
い

 

3.
 
実

施
し

て
い

る
 

➡
「

1」
も
し

く
は

「
2」

を
選
択
し
た
ら

C
2-

9-
8
に
ジ
ャ
ン
プ

 

C
2-

9-
7-

2 
支

援
目

的
 

（
複
数

回
答
可

）
 

1.
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

2.
 
不

安
の

軽
減

・
解
消

 

3.
 
治

療
動

機
付

け
 

4.
 
自

己
理

解
・

疾
病
理
解
等
の
促
進

 

5.
 
自

己
管

理
力

・
生
活
管
理
力
の
回
復

 

6.
 
自

己
効

力
感

回
復

 

7.
 
自

己
決

定
の

援
助

 

8.
 
家

族
関

係
・

対
人
関
係
の
調
整

 

9.
 
対

処
ス

キ
ル

・
能
力
の
維
持
・
向
上

 

10
. 症

状
・

問
題

行
動
の
緩
和
・
軽
減

 

11
. 心

身
の

機
能

維
持
・
回
復
・
改
善

 

12
. 地

域
移

行
・

地
域
定
着
支
援

 

13
. 孤

立
防

止
と

社
会
参
加
の
保
持
・
改
善

 

14
. Q

O
L
向

上
 

15
. そ

の
他

（
具

体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
7-

3 
そ

の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

9-
8 

家家
族族

支支
援援

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か
ら

よ
く

行
っ

て
い

る
「

家
族

支

援
」
の
形
態
・

内
容

と
し

て
該

当
す
る

も
の
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い
。

 

 

精
神
疾

患
全

般
 

家
族
支
援

 

C
2-

9-
8-

1 
家

族
支

援
の
実

施
 

1.
 
行

っ
て

い
な

い
 

2.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接

 

3.
 
家

族
の

み
の

面
接

 

4.
 
本

人
と

家
族

の
合
同
面
接
及
び
家
族
の

み
の
面
接

 

5.
 
家

族
グ

ル
ー

プ
・
家
族
教
室
等
の
実
施

 

 

14
4 

6.
 
チ
ー
ム
会
議
へ
の
家
族
の
参
加

 

7.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
8-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示
し

き
れ
な

か
っ

た
こ

と
が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ

い
 

 

C
2-

9-
9 

チチ
ーー

ムム
医医

療療
・・
連連
携携

 
あ

な
た

の
部

署
・

部
門

等
の

公
認

心
理

師
等

が
こ

の
領

域
の

支
援

で
普

段
か

ら
よ

く
行

っ
て

い
る

「
チ

ー
ム

医
療

・
連

携
」

の
実

施
状
況

と
し

て
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

み
の

支
援

も
含
み
ま

す
）
。

 

 

精
神
疾
患

全
般

 
チ
ー
ム
医
療
・
連
携

 

C
2-

9-
9-

1 
連
携
等
の
実
施

 

複
数
回
答
可

 

1.
 
行
っ
て
い
な
い

 

2.
 
院
内
他
職
種
と
の
チ
ー
ム
医
療
・

連
携
（
具
体
的

に
：
 
 
）

 

3.
 
院
外
他
機
関
・
他
職
種
と
の
連
携

（
具
体
的
に
：

 
 
）

 

4.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
）

 

C
2-

9-
9-

2 
そ
の
他

 

（
自
由
記
載
）

 

選
択

肢
で
示

し
き
れ
な

か
っ
た

こ
と

が
あ

れ
ば
、
具

体
的
に

教
え
て
く

だ
さ
い
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14
5 

ＤＤ
  

医医
療療

分分
野野

にに
おお

けけ
るる

公公
認認

心心
理理

師師
のの

課課
題題

 
医
療
分
野
に
お
け
る

公
認
心
理
師

の
課
題

に
つ
い

て
う

か
が
い

ま
す
。

 

※
 た

だ
し

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

、
心
理

支
援

内
容
や

方
法
等

に
変
更
が

生
じ

て
い

る
場

合
は
、
変
更
前
の
状

況
に
基

づ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

 D
1

 公公
認認

心心
理理

師師
のの
専専

門門
性性

 
医

療
分

野
に

お
け

る
公

認
心

理
師

の
専

門
性

に
つ

い
て

、
下

記
の

事
項

が
該
当

す
る

程
度

を
、

各
選

択
肢

か

ら
1
つ
ず
つ
選

ん
で

く
だ
さ

い
。

 

 

 
 

該
当

し
な
い

 
あ

ま
り
該
当

し
な

い
 

ま
あ

ま
あ
該

当
す

る
 

該
当

す
る

 

D
1-

1 
早

期
介

入
の

た
め

の
症

状
ス

ク
リ

ー
ニ

ン

グ
を
行

え
る
こ

と
 

1 
2 

3 
4 

D
1-

2 
生

活
史

・
家

族
関

係
等

の
背

景
要

因
を

踏

ま
え

た
多

面
的

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

え
る

こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

3 
各

種
心

理
検

査
を

用
い

た
専

門
的

ア
セ

ス

メ
ン
ト

を
行
え

る
こ

と
 

1 
2 

3 
4 

D
1-

4 
心

理
ア

セ
ス

メ
ン

ト
結

果
を

本
人

へ
適

切

に
フ
ィ

ー
ド
バ

ッ
ク

で
き
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

5 
心

理
ア

セ
ス

メ
ン

ト
結

果
を

家
族

・
関

係

者
へ

適
切

に
説

明
・

情
報

提
供

で
き

る
こ

と
 

1 
2 

3 
4 

D
1-

6 
病

態
等

に
応

じ
た

治
療

・
支

援
方

針
の

提

案
が
で

き
る
こ

と
 

1 
2 

3 
4 

D
1-

7 
診

断
の

補
助

と
な

る
情

報
収

集
と

共
有

が

で
き
る

こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

8 
患

者
の

問
題

・
状

況
等

に
応

じ
た

心
理

支

援
ア
プ

ロ
ー
チ

の
選

択
が
で
き
る

こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

9 
自

己
理

解
・

疾
患

理
解

等
を

促
す

心
理

支

援
が
行

え
る
こ

と
 

1 
2 

3 
4 

D
1-

10
 

主
診

断
に

対
応

し
て

標
準

化
さ

れ
た

専
門

的
心
理

面
接
が

行
え

る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 
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6 

D
1-

11
 

要
支
援
者
に
心
理
教
育
を
行
え
る

こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

12
 

家
族

等
を

対
象

と
し

た
心

理
教

育
・

心
理

的
支
援
・
助
言
を
行
え
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

13
 

多
職

種
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

等
に

お
い

て
治

療
方

針
の

決
定

プ
ロ

セ
ス

に
貢

献
で

き
る

こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

14
 

他
職

種
の

心
理

支
援

ス
キ

ル
向

上
に

寄
与

で
き
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

15
 

本
人

、
家

族
・

関
係

者
、

医
療

者
の

意
向

の
確
認
と
調
整
が
で
き
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

16
 

患
者

が
主

体
的

に
支

援
内

容
を

活
用

で
き

る
よ
う
な
支
援
を
行
え
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

17
 

医
療

者
―

患
者

関
係

、
医

療
者

関
係

の
調

整
に
寄
与
で
き
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

18
 

本
人

に
よ

る
主

体
的

な
意

思
決

定
を

支
援

で
き
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

19
 

他
職

種
に

対
し

て
心

理
的

視
点

か
ら

の
助

言
（

コ
ン

サ
ル

テ
ー

シ
ョ

ン
）

が
で

き
る

こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

20
 

身
体

疾
患

へ
の

積
極

的
関

与
（

リ
エ

ゾ
ン

活
動
）
を
行
え
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

21
 

地
域

住
民

の
心

の
健

康
教

育
・

予
防

的
ア

プ
ロ

ー
チ

（
市

民
講

座
の

実
施

等
）

が
行

え
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

22
 

自
殺

予
防

・
自

殺
対

策
（

普
及

啓
発

・
相

談
支
援
・
遺
族
支
援
等
）
が
行
え

る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 

D
1-

23
 

災
害

時
の

市
民

に
向

け
た

心
の

健
康

教
育

や
心
理
支
援
が
行
え
る
こ
と

 
1 

2 
3 

4 
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14
7 

D
2

 
公公
認認
心心
理理
師師
のの
常常
勤勤
雇雇
用用

 
医
療
分
野
で
公
認
心
理
師
が
常
勤
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、

下
記
の
事
項
が
該
当
す
る
程
度
を
、
各
選
択
肢
か
ら

1
つ
ず
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 

該
当
し
な
い

 
あ
ま
り
該
当

し
な
い

 
ま
あ
ま
あ
該

当
す
る

 
該
当
す
る

 

D
2-

1 
心
理
支
援
の
依
頼
へ
の
即
応
性
向
上

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

2 
要
支
援
者
の
経
時
的
変
化
の
把
握
・
対
応

の
し
や
す
さ

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

3 
入
院
か
ら
退
院
後
の
地
域
生
活
支
援
と
シ

ー
ム
レ
ス
な
関
わ
り
の
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

4 
定
例
の
引
継
ぎ
や
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
へ
の
出
席
の
し
や
す
さ

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

5 
他
職
種
と
の
連
携
・
協
働
及
び
部
署
内
で

の
調
整
等
の
行
い
や
す
さ

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

6 
地
域
の
関
連
機
関
（
就
労
・
生
活
・
介
護

支
援
事
業
等
）
と
の
連
携
の
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

7 
心
理
支
援
が
院
内
全
体
に
根
付
く
た
め
の

働
き
か
け
の
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

8 
心
理
支
援
の
効
果
評
価
の
た
め
の
取
り
組

み
の
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

9 
実
習
指
導
や
新
人
研
修
等
、
後
進
の
指
導

の
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
2-

10
 
管
理
者
会
議
等
へ
の
出
席
の
し
や
す
さ

 
1 

2 
3 

4 

 D
3 
公公
認認
心心
理理
師師
がが
取取
りり
組組
むむ
べべ
きき
課課
題題

 
医
療
分
野
の
公
認
心
理
師
が
よ
り
よ
い
心
理
支
援
を
提
供
す
る
た
め
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
取
り
組
む
べ
き

活
動
と
し
て
、
下
記
の
事
項
が
該
当
す
る
程
度
を
、
各
選
択
肢
か
ら

1
つ
ず
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 

該
当
し
な
い

 
あ
ま
り
該
当

し
な
い

 
ま
あ
ま
あ
該

当
す
る

 
該
当
す
る

 

 

14
8 

D
3-

1 
主
治
医
へ
の
提
案
（
心
理
支
援
導
入
・
心

理
検
査
バ
ッ
テ
リ
ー
等
）

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

2 
関
係
職
種
、
関
係
部
署
と
の
積
極
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

3 
公
認
心
理
師
の
業
務
・
専
門
性
に
つ
い
て

他
職
種
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
活
動

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

4 
他
職
種
の
専
門
性
・
支
援
内
容
を
知
る
た

め
の
積
極
的
な
姿
勢

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

5 
他
職
種
も
含
め
た
組
織
全
体
を
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
す
る
力
量
の
獲
得

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

6 
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
訪
問
・
外
部
機
関
へ
の

同
伴
等
）
へ
の
参
加

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

7 
職
場
内
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
へ
の
貢

献
 

1 
2 

3 
4 

D
3-

8 
医
療
チ
ー
ム
活
動
へ
の
よ
り
積
極
的
な
参

画
 

1 
2 

3 
4 

D
3-

9 
公
認
心
理
師
が
関
与
で
き
て
い
な
か
っ
た

部
署
・
部
門
等
へ
の
参
入

 
1 

2 
3 

4 

D
3-

10
 
心
理
職
の
専
門
性
を
活
か
し
た
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
・
実
施

 
1 

2 
3 

4 

 D
4 
公公
認認
心心
理理
師師
のの
職職
場場
定定
着着

 
医
療
分
野
に
お
け
る
公
認
心
理
師
の
職
場
定
着
の
た
め
に
望
ま
れ
る
事
項
と
し
て
、
下
記
の
事
項
が
該
当
す

る
程
度
を
、
各
選
択
肢
か
ら

1
つ
ず
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 

該
当
し
な
い

 
あ
ま
り
該
当

し
な
い

 
ま
あ
ま
あ
該

当
す
る

 
該
当
す
る

 

D
4-

1 
勤
務
年
数
に
応
じ
た
業
績
評
価
の
明
確
化

 
1 

2 
3 

4 

D
4-

2 
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
念
頭
に
置
い
た
組
織
内

の
昇
進
制
度

 
1 

2 
3 

4 
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14
9 

D
4-

3 
心
理
部
署
・
部
門
等
と
し
て
の
活
動
評
価

 
1 

2 
3 

4 

 D
5 
職職
能能
団団
体体
にに
期期
待待
すす
るる
活活
動動
等等

 
医
療
分
野
の
公
認
心
理
師
が
よ
り
よ
い
心
理
支
援
を
提
供
す
る
た
め
に
、
職
能
団
体
に
期
待
す
る
活
動
等
と

し
て
、
下
記
の
事
項
が
該
当
す
る
程
度
を
、
各
選
択
肢
か
ら

1
つ
ず
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 

該
当
し
な
い

 
あ
ま
り
該
当

し
な
い

 
ま
あ
ま
あ
該

当
す
る

 
該
当
す
る

 

D
5-

1 
公
認
心
理
師
の
業
務
・
専
門
性
に
つ
い
て

の
広
報
活
動

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

2 
分
野
横
断
的
知
識
・
技
術
の
提
供
・
共
有

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

3 
他
職
種
の
職
能
団
体
と
協
働
し
た
研
修
の

充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

4 
心
理
支
援
に
関
す
る
研
究
等
の
推
進

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

5 
職
能
団
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
機
能
強

化
 

1 
2 

3 
4 

D
5-

6 
全
国
職
能
団
体
に
よ
る
、
医
療
分
野
に
関

す
る
活
動
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
提
案

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

7 
都
道
府
県
職
能
団
体
に
よ
る
、
資
質
向
上

の
た
め
の
研
修
等
の
活
動
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

8 
都
道
府
県
職
能
団
体
に
よ
る
、
地
域
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
た
め
の
諸
活
動
の
充
実

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

9 
医
療
分
野
で
働
く
公
認
心
理
師
の
キ
ャ
リ

ア
・
ラ
ダ
ー
の
構
築

 
1 

2 
3 

4 

D
5-

10
 
公
認
心
理
師
業
務
の
収
益
性
向
上
に
つ
な

が
る
諸
活
動

 
1 

2 
3 

4 

 

15
0 
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15
1 

E 
ごご
意意
見見
・・
ごご
感感
想想

 
➡
自
由
記
載
（
必
須
回
答
項
目
に
し
な
い
）

 

 

E1
 
医医
療療
分分
野野
にに
おお
けけ
るる
公公
認認
心心
理理
師師
にに
つつ
いい
てて

 
医
療
分
野
で
勤
務
す
る
公
認
心
理
師
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
お
答
え
い
た
だ
い
た
こ
と
以
外
に
ご
意
見
・
ご

感
想
が
あ
れ
ば
、
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

 

   

 E2
 
公公
認認
心心
理理
師師
全全
体体
にに
つつ
いい
てて

 
勤
務
分
野
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
認
心
理
師
全
体
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
意
見
・
ご
感
想
が
あ
れ
ば
、
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

 

 

   

 

E3
 
ここ
のの
調調
査査
にに
つつ
いい
てて

 
こ
の
調
査
に
つ
い
て
、
ご
意
見
・
ご
感
想
が
あ
れ
ば
、
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

 

   

 

 

 

終終
了了
画画
面面
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資
料

3
 

    

厚厚
生生

労労
働働

省省
令令

和和
33

年年
度度

障障
害害

者者
総総

合合
福福

祉祉
推推

進進
事事

業業
  

  

「「
医医

療療
機機

関関
にに

おお
けけ

るる
公公

認認
心心

理理
師師

がが
行行

うう
心心

理理
支支

援援
のの

実実
態態

調調
査査

」」
  

     

イイ
ンン

タタ
ビビ

ュュ
ーー

・・
ガガ

イイ
ドド

  
 

（
20

2
1

年
1
1

月
19

日
版

）
 

   

●
   公公

認認
心心

理理
師師

  
●

   他他
職職

種種
  

                      

一
般

社
団

法
人

 
日

本
公

認
心

理
師

協
会

 

 

1
 

  

事事
前前
確確
認認

  

· 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
目

標
の

再
確

認
  

「
医

療
分

野
の

公
認

心
理

師
に

よ
っ

て
提

供
さ

れ
る

心
理

支
援

の
質

を
高

め
る

た
め

に
、

何
を

ど
の

よ
う

に
充

実
さ

せ
る

と
よ

い
か

」
に

つ
い

て
、

具
体

的
に

明
ら

か
に

す
る

。
  

· 
事

前
準

備
  

●
 

依
頼

状
、

説
明

・
同

意
書

（
事

前
送

付
・
後

日
返

送
）
 

●
 

質
問

リ
ス

ト
（当

日
画

面
共

有
）
 

●
 

P
C

 
●

 
W

i-
F
i環

境
チ

ェ
ッ

ク
 

●
 

Z
oo

m
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
 

●
 

筆
記

用
具

 
●

 
メ

モ
用

紙
（原

則
と

し
て

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

ガ
イ

ド
に

直
接

記
録

）
 

●
 

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

ガ
イ

ド
（
フ

ァ
イ

ル
名

を
変

更
保

存
） 

●
 

IC
レ

コ
ー

ダ
ー

（
対

面
の

場
合

） 

· 
面

接
構

造
の

確
認

  

基
本

形
：
イ

ン
タ

ビ
ュ

イ
ー

（
協

力
者

）
1

名
に

対
し

て
、

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
2

名
に

よ
る

半
構

造
化

面
接

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

· 
時

間
配

分
の

大
ま

か
な

チ
ェ

ッ
ク

：
  

開
始

時
の

説
明

：
5

分
 ➡

 導
入

：5
分

 ➡
 質

問
：
40

分
（
質

問
1
：2

0
分

＋
質

問
2
：
1
0

分
＋

質
問

3
：5

分
＋

質
問

4
：5

分
） 

➡
 終

わ
り

の
あ

い
さ

つ
・事

務
連

絡
・
そ

の
他

：1
0

分
 

 
計

6
0

分
  

· 
面

接
手

順
  

事
前

に
、

①
機

関
（
施

設
長

等
）
宛

依
頼

状
、

②
協

力
者

宛
依

頼
状

：
公

認
心

理
師

／
他

職
種

、
③

説

明
・
同

意
書

、
④

謝
金

口
座

届
、

⑤
返

信
用

封
筒

（
人

数
分

）
を

送
付

す
る

。
ア

ン
ケ

ー
ト
に

つ
い

て
は

回
答

の
上

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
前

日
ま

で
に

回
答

し
て

い
た

だ
く

よ
う

依
頼

す
る

。
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
当

日
は

、

質
問

リ
ス

ト
を

画
面

共
有

し
な

が
ら

、
自

由
に

話
し

て
い

た
だ

く
。

テ
ー

マ
に

関
わ

る
発

言
が

引
き

出
せ

る
よ

う
、

適
宜

、
質

問
や

促
し

を
行

う
。

 

※
 依

頼
状

に
は

、
別

紙
で

調
査

の
概

要
と

、
事

前
ア

ン
ケ

ー
ト
の

リ
ン

ク
を

含
む

 

  

11
..  
イイ
ンン
タタ
ビビ
ュュ
ーー
のの
対対
象象
・・日日
時時
等等

  

 協
力

者
 

氏
名

 
 

同
意

 
●

 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
へ

の
協

力
に

つ
い

て
「
2」

で
説

明
を

行
い

、
同

意
を

得
た

 
※

 正
式

に
書

面
が

届
く

ま
で

、
本

紙
が

仮
の

同
意

確
認

書
類

と
な

る
 

施
設

名
 

 

部
署

名
 

 

職
種

 
●

 
公

認
心

理
師

 
●

 
他

職
種

 
具

体
的

に
 
 

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

 
日

時
 

年
 

月
 

日
 

（
） 

 
: 

 ～
  

: 
計

 
分

 

場
所

 
●

 
ウ

ェ
ブ

会
議

シ
ス

テ
ム

（Z
oo

m
）
 

●
 

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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2
 

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
 

氏
名

 
 

※
 

氏
名

・
部

署
名

・
職

種
名

等
を

併
記

の
場

合
は

、
ス

ラ
ッ

シ
ュ

（
／

）
で

区
切

っ
て

入
力

 
 

 

3
 

 

22
..  

開開
始始

時時
のの

説説
明明

  

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
担

当
す

る
○

○
と

○
○

で
す

。
よ

ろ
し

く
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

本
日

は
お

忙
し

い
中

、
イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

調
査

に
ご

協
力

い
た

だ
き

、
ま

た
、

事
前

の
ア

ン
ケ

ー
ト
に

も
ご

協
力

い
た

だ
き

ま
し

て
、

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま

し
た

。
 

最 最
初初

にに
、、

今今
回回

のの
事事

業業
のの

目目
的的

とと
、、

イイ
ンン

タタ
ビビ

ュュ
ーー

調調
査査

にに
つつ

いい
てて

説説
明明

致致
しし

まま
すす

。。
  

今
回

行
わ

れ
て

い
る

厚
生

労
働

省
令

和
3

年
度

障
害

者
総

合
福

祉
推

進
事

業
「
医

療
機

関
に

お
け

る
公

認
心

理
師

が
行

う
心

理
支

援
の

実
態

調
査

」
は

、
医

療
機

関
に

お
い

て
公

認
心

理
師

が
行

っ
て

い
る

心
理

支
援

内
容

や
方

法
等

の
実

態
を

明
ら

か
に

す
る

も
の

で
す

。
公

認
心

理
師

が
配

置
さ

れ
て

い
る

全
国

の
医

療
機

関
に

対
す

る
W

eb
調

査
と

、
こ

の
調

査
で

の
重

点
調

査
領

域
で

日
々

活
躍

さ
れ

て
い

る
方

々
へ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
か

ら

な
っ

て
い

ま
す

。
 

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

は
、

公
認

心
理

師
、

お
よ

び
、

公
認

心
理

師
と

協
働

し
て

い
る

他
の

専
門

職
種

の
方

を
対

象

に
行

い
ま

す
。

公
認

心
理

師
と

し
て

の
よ

り
具

体
的

な
実

践
内

容
、

評
価

、
公

認
心

理
師

の
業

務
に

対
す

る
期

待

や
今

後
に

向
け

て
の

課
題

な
ど

に
つ

い
て

、
事

前
に

ご
回

答
い

た
だ

い
た

ア
ン

ケ
ー

ト
へ

の
ご

返
答

内
容

も
踏

ま

え
て

お
伺

い
し

ま
す

。
何

が
正

し
い

と
い

う
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
の

で
、

お
考

え
を

自
由

に
お

話
し

く
だ

さ
い

。
結

果

を
ま

と
め

る
際

に
は

、
個

人
名

や
個

人
が

特
定

で
き

る
情

報
は

匿
名

化
の

処
理

を
し

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
に

は

十
分

配
慮

い
た

し
ま

す
。

 

な
お

、
こ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
の

リ
サ

ー
チ

・
ク

エ
ス

チ
ョ

ン
は

、
「
医

療
分

野
の

公
認

心
理

師
に

よ
っ

て
提

供
さ

れ
る

心
理

支
援

の
質

を
高

め
る

た
め

に
、

何
を

ど
の

よ
う
に

充
実

さ
せ

る
と

よ
い

か
」
で

す
。

 

ここ
のの

イイ
ンン

タタ
ビビ

ュュ
ーー

調調
査査

へへ
のの

ごご
協協

力力
にに

つつ
いい

てて
はは

、、
既既

にに
ごご

内内
諾諾

をを
いい

たた
だだ

いい
てて

おお
りり

まま
すす

がが
、、

ここ
のの

場場
でで

改改

めめ
てて

ごご
意意

思思
をを

確確
認認

ささ
せせ

てて
いい

たた
だだ

きき
まま

すす
。。

  

お
手

元
の

「
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
に

つ
い

て
の

ご
説

明
お

よ
び

同
意

文
書

」
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
〈
画

面
共

有
で

同

意
書

の
内

容
を

読
み

上
げ

る
〉 

な
に

か
ご

質
問

が
あ

れ
ば

、
仰

っ
て

く
だ

さ
い

。
〈
質

問
が

あ
れ

ば
対

応
〉
 

N
ot

e
 

   で
は

、
こ

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
を

受
け

、
ご

理
解

い
た

だ
い

た
上

で
、

本
日

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
へ

の
ご

協

力
に

ご
同

意
い

た
だ

け
る

で
し

ょ
う

か
。

 

 
 

口
頭

で
同

意
が

得
ら

れ
た

ら
、

「
1
」
の

同
意

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

を
付

け
て

お
く

こ
と

で
、

正
式

に
書

面
が

届
く

ま

で
の

仮
の

同
意

確
認

書
類

と
す

る
。

 

同
意

書
が

予
め

郵
送

の
場

合
 

ご
同

意
い

た
だ

け
る

よ
う

で
し

た
ら

、
同

意
書

に
日

付
と

お
名

前
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

本
日

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
終

了
後

に
、

郵
送

物
に

同
封

し
て

お
り

ま
し

た
返

信
用

封
筒

に
て

、
ご

返
送

く
だ

さ
い

。
 

同
意

書
が

添
付

フ
ァ

イ
ル

で
送

ら
れ

て
い

る
場

合
（
予

め
郵

送
の

日
に

ち
が

取
れ

な
い

場
合

）
 

ご
同

意
い

た
だ

け
る

よ
う

で
し

た
ら

、
こ

の
あ

と
郵

送
さ

れ
ま

す
同

意
書

に
日

付
と

お
名

前
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

同

封
さ

れ
て

お
り

ま
す

返
信

用
封

筒
に

て
、

後
日

ご
返

送
く

だ
さ

い
。

な
お

、
本

日
内

容
を

ご
確

認
い

た
だ

け
る

よ
う

に
、

添
付

フ
ァ

イ
ル

で
も

説
明

・
同

意
書

の
書

面
を

お
送

り
し

て
お

り
ま

す
。
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4
 

そ そ
れれ

でで
はは

、、
ここ

のの
後後

のの
内内

容容
はは

録録
画画

（（
録録

音音
））
ささ

せせ
てて

いい
たた

だだ
きき

まま
すす

。。
  

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
 

録
音

開
始

 
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

 

※
 

対
面

で
IC

レ
コ

ー
ダ

ー
使

用
の

場
合

は
、

試
し

録
音

を
行

い
、

録
音

状
態

が
良

好
で

あ
る

か
を

確
認

す
る

。
 

 

33
..  

導導
入入

  

最
初

に
、

自
己

紹
介

を
お

願
い

し
ま

す
。

お
名

前
と

、
ご

所
属

機
関

、
部

署
、

職
種

名
等

を
ご

紹
介

く
だ

さ
い

。
 

 
 

必
要

に
応

じ
て

、
事

前
ア

ン
ケ

ー
ト

へ
の

記
載

内
容

な
ど

を
元

に
ア

イ
ス

ブ
レ

ー
ク

 

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 

で
は

、
本

日
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

で
お

話
し

を
聞

か
せ

て
い

た
だ

き
た

い
こ

と
の

「
質

問
リ
ス

ト
」
を

、
画

面
共

有
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
も

し
、

お
手

元
に

ご
依

頼
状

の
プ

リ
ン

ト
ア

ウ
ト
を

お
持

ち
で

、
リ

ス
ト
の

画
面

共
有

が
ご

不
要

で

し
た

ら
お

っ
し

ゃ
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
 

画
面

共
有

 
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―
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質質
問問

：：
公公

認認
心心

理理
師師

版版
  

本
日

は
、

画
面

に
お

示
し

し
た

4
つ

の
内

容
に

つ
い

て
お

伺
い

し
て

参
り

ま
す

。
 

ま
ず

、
最

初
の

ご
質

問
で

す
。

 

質 質
問問

11
  

あ
な

た
の

職
場

で
、

○
○

（
領

域
･疾

患
名

）
の

要
支

援
者

に
対

し
て

行
わ

れ
て

い
る

心
理

支
援

の
詳

し
い

内

容
や

、
そ

の
成

果
、

支
援

を
行

う
上

で
の

困
難

、
工

夫
・
配

慮
に

つ
い

て
、

で
き

る
だ

け
具

体
的

に
お

話
し

く
だ

さ
い

。
 

 事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
心

理
支

援
の

内
容

と
し

て
「
実

施
し

て
い

る
」
と

お
答

え
い

た
だ

い
た

の
は

、
○

○
と

△
△

と

×
×

で
し

た
（
必

要
で

あ
れ

ば
、

G
oo

gl
e 

F
o
rm

s
の

「回
答

」
を

個
別

表
示

で
画

面
共

有
）
。

 

順
番

に
、

○
○

か
ら

お
話

し
い

た
だ

い
て

も
よ

ろ
し

い
で

し
ょ

う
か

。
 

実実
施施

ささ
れれ

てて
いい

るる
内内

容容
にに

つつ
いい

てて
話話

をを
深深

めめ
るる

たた
めめ

のの
確確

認認
事事

項項
  

事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
で

実
施

さ
れ

て
い

た
項

目
は

予
め

チ
ェ

ッ
ク

、
話

を
引

き
出

せ
た

項
目

は
そ

の
場

で
チ

ェ
ッ

ク
（
全

部
埋

め
る

必
要

は
な

い
） 

テテ
ーー

ママ
  

支支
援援

内内
容容

  
実実

践践
のの

成成
果果

  
工工

夫夫
・・
困困

難難
  

●
 

心
理

検
査

 
●

 
実

施
目

的
 

●
 

疾
患

・問
題

の
側

面
 

●
 

今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
 

●
 

バ
ッ

テ
リ
ー

 
●

 
全

人
的

側
面

 
●

 
今

後
の

課
題

 

 
 

●
 

報
告

書
作

 
●

 
他

職
種

・
チ

ー
ム

 
●

 
そ

の
他

 

 
 

●
 

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
面

接
 
●

 
組

織
へ

の
貢

献
 

 
 

 
 

●
 

情
報

提
供

書
作

成
 

●
 

医
療

経
済

的
側

面
 

 
 

 
 

●
 

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
 

●
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

●
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

●心
理

教
育

 
●導

入
理

由
・
目

的
 

●疾
患

・問
題

の
側

面
 

●今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
●構

造
化

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

●全
人

的
側

面
 

●今
後

の
課

題
 

 
●方

法
・
技

法
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
●形

態
・
実

施
時

間
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

 
●留

意
点

 
●医

療
経

済
的

側
面

 
 

 

 
●そ

の
他

 
●そ

の
他

 
 

 

●
 

個
別

心
理

面
接

 
●

 
導

入
理

由
・
目

的
 

●疾
患

・問
題

の
側

面
 

●今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
 

●
 

構
造

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
●全

人
的

側
面

 
●今

後
の

課
題
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●
 

方
法

・
技

法
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
 

●
 

形
態

・
実

施
時

間
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

 
 

●
 

留
意

点
 

●医
療

経
済

的
側

面
 

 
 

 
 

●
 

そ
の

他
 

●そ
の

他
 

 
 

●集
団

心
理

支
援

 
●導

入
理

由
・
目

的
 

●疾
患

・問
題

の
側

面
 

●今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
 

●構
造

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
●全

人
的

側
面

 
●今

後
の

課
題

 

 
 

●方
法

・
技

法
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
 

●形
態

・
実

施
時

間
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

 
 

●留
意

点
 

●医
療

経
済

的
側

面
 

 
 

 
 

●そ
の

他
 

●そ
の

他
 

 
 

●家
族

支
援

 
●導

入
理

由
・
目

的
 

●疾
患

・問
題

の
側

面
 

●今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
 

●構
造

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
●全

人
的

側
面

 
●今

後
の

課
題

 

 
 

●方
法

・
技

法
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
 

●形
態

・
実

施
時

間
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

 
 

●留
意

点
 

●医
療

経
済

的
側

面
 

 
 

 
 

●そ
の

他
 

●そ
の

他
 

 
 

●就
労

支
援

 
●導

入
理

由
・
目

的
 

●疾
患

・問
題

の
側

面
 

●今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
 

●構
造

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
●全

人
的

側
面

 
●今

後
の

課
題

 

 
 

●方
法

・
技

法
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
 

●形
態

・
実

施
時

間
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

 
 

●留
意

点
 

●医
療

経
済

的
側

面
 

 
 

 
 

●そ
の

他
 

●そ
の

他
 

 
 

●ア
ウ

ト
リ
ー

チ
 

●導
入

理
由

・
目

的
 

●疾
患

・問
題

の
側

面
 

●今
ま

で
の

困
難

工
夫

 

 
 

●構
造

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
●全

人
的

側
面

 
●今

後
の

課
題

 

 
 

●方
法

・
技

法
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
 

●形
態

・
実

施
時

間
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

 
 

●留
意

点
 

●医
療

経
済

的
側

面
 

 
 

 
 

●そ
の

他
 

●そ
の

他
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●
 

連
携

：院
内

 
●

 
連

携
先

 
●疾

患
・問

題
の

側
面

 
●今

ま
で

の
困

難
工

夫
 

 
 

●
 

連
携

の
仕

方
 

●全
人

的
側

面
 

●今
後

の
課

題
 

 
 

●
 

留
意

点
 

●他
職

種
・
チ

ー
ム

 
●そ

の
他

 

 
 

●
 

そ
の

他
 

●組
織

へ
の

貢
献

 
 

 

●
 

連
携

：院
外

 
●

 
連

携
先

 
●医

療
経

済
的

側
面

 
 

 

 
 

●
 

連
携

の
仕

方
 

●そ
の

他
 

 
 

 
 

●
 

留
意

点
 

 
 

 

 
 

●
 

そ
の

他
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e
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8
 

続
い

て
、

2
つ

目
の

ご
質

問
で

す
。

 

質 質
問問

22
  

今
後

、
院

内
で

よ
り

充
実

さ
せ

た
い

活
動

は
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

そ
れ

が
現

時
点

で
実

現
さ

れ
て

い
な

い
理

由
や

考
え

ら
れ

る
解

決
方

法
も

含
め

て
、

お
話

し
く
だ

さ
い

。
 

事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
心

理
支

援
で

「
実

施
し

て
い

な
い

」
と

お
答

え
い

た
だ

い
た

の
は

、
○

○
と

△
△

と
×

×
で

し
た

（
必

要
で

あ
れ

ば
、

G
o
o
gl

e 
F
o
rm

s
の

「
回

答
」
を

個
別

表
示

で
画

面
共

有
）
。

 

こ
れ

ら
も

含
め

て
、

現
在

実
施

し
て

い
な

い
が

、
今

後
実

施
し

た
い

活
動

に
つ

い
て

お
話

し
い

た
だ

く
の

で
も

か
ま

い
ま

せ
ん

し
、

あ
る

い
は

、
既

に
実

施
し

て
い

る
が

、
今

後
さ

ら
に

充
実

さ
せ

た
い

と
お

考
え

の
活

動
に

つ
い

て
で

も
か

ま
い

ま
せ

ん
。

 

 
 

確
認

事
項

欄
は

、
無

理
に

3
つ

列
挙

す
る

必
要

は
な

い
。

む
し

ろ
、

絞
っ

て
深

く
引

き
出

す
よ

う
心

掛
け

る
。

 

充 充
実実

ささ
せせ

たた
いい

内内
容容

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事
項項

  
11
  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

） 

●
 

よ
り

充
実

さ
せ

た
い

活
動

 
●

 
現

時
点

で
実

現
さ

れ
て

い
な

い
理

由
 

●
 

解
決

方
法

な
ど

 

 N
ot

e
 

    

充 充
実実

ささ
せせ

たた
いい

内内
容容

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事
項項

  
22
  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

） 

●よ
り

充
実

さ
せ

た
い

活
動

 
●現

時
点

で
実

現
さ

れ
て

い
な

い
理

由
 

●解
決

方
法

な
ど

 

 N
ot

e
 

    

充 充
実実

ささ
せせ

たた
いい

内内
容容

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事
項項

  
33
  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

） 

●よ
り

充
実

さ
せ

た
い

活
動

 
●現

時
点

で
実

現
さ

れ
て

い
な

い
理

由
 

●解
決

方
法

な
ど
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1
0 

で
は

、
3

つ
目

の
ご

質
問

で
す

。
 

質 質
問問

33
  

あ
な

た
の

職
場

に
お

け
る

○
○

（
領

域
･疾

患
名

）
の

要
支

援
者

の
支

援
で

、
現

在
公

認
心

理
師

が
果

た
し

て

い
る

役
割

や
専

門
性

、
そ

し
て

、
今

後
期

待
さ

れ
て

い
る

活
動

、
役

割
、

専
門

性
な

ど
に

つ
い

て
、

お
話

し
く
だ

さ
い

。
 

ま
た

、
質

問
1

で
も

各
種

活
動

で
「今

後
に

向
け

て
の

課
題

」
に

つ
い

て
お

話
し

い
た

だ
き

ま
し

た
が

、
あ

な
た

の

職
場

に
お

い
て

特
に

大
切

と
思

わ
れ

る
内

容
に

つ
い

て
、

よ
り

詳
し

く
、

そ
の

解
決

方
法

や
実

現
・
達

成
に

求
め

ら
れ

る
要

件
、

例
え

ば
、

必
要

な
知

識
や

ス
キ

ル
、

職
場

環
境

や
配

置
そ

の
他

の
職

場
の

シ
ス

テ
ム

（
雇

用
人

数
、

雇
用

形
態

、
専

従
・
専

任
※
）
な

ど
に

つ
い

て
の

お
考

え
も

聞
か

せ
て

い
た

だ
け

れ
ば

と
思

い
ま

す
。

 

※
 

 専
従

：兼
務

で
き

な
い

、
 専

任
：
兼

務
で

き
る

 

 

職 職
場場

でで
のの

公公
認認

心心
理理

師師
のの

役役
割割

・・
活活

動動
にに

つつ
いい

てて
話話

をを
深深

めめ
るる

たた
めめ

のの
確確

認認
事事

項項
  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（
無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

）
 

●
 

現
在

果
た

し
て

い
る

役
割

・
専

門
性

 
●

 
今

後
期

待
さ

れ
て

い
る

活
動

・
役

割
・
専

門
性

等
 

●
 

そ
の

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
知

識
・
ス

キ
ル

 
●

 
そ

の
た

め
に

必
要

な
職

場
環

境
・
シ

ス
テ

ム
等

 

 N
ot

e
 

      
 

 

1
1 

最
後

の
ご

質
問

で
す

。
 

質質
問問

44
  

今
ま

で
の

内
容

に
関

し
て

他
に

付
け

加
え

て
い

た
だ

け
る

こ
と

や
、

あ
な

た
の

職
場

に
限

ら
ず

、
医

療
分

野
全

体
に

お
け

る
公

認
心

理
師

の
現

状
や

課
題

な
ど

に
つ

い
て

お
考

え
の

こ
と

を
、

お
話

し
く
だ

さ
い

。
 

医
療

分
野

で
働

く
公

認
心

理
師

の
養

成
や

研
修

、
望

ま
れ

る
あ

り
方

、
意

識
な

ど
に

つ
い

て
も

、
お

考
え

を
聞

か

せ
て

い
た

だ
け

れ
ば

と
思

い
ま

す
。

 

 職 職
場場

でで
のの

追追
加加

事事
項項

やや
医医

療療
分分

野野
全全

体体
でで

のの
公公

認認
心心

理理
師師

のの
ああ

りり
方方

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事

項項
  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（
無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

）
 

●職
場

で
の

活
動

に
関

す
る

追
加

事
項

 
● 

●医
療

分
野

に
お

け
る

公
認

心
理

師
の

現
状

や
課

題
 

●医
療

分
野

の
公

認
心

理
師

に
望

む
あ

り
方
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e
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1
2 

 

44
．．

質質
問問

：：
他他

職職
種種

版版
  

本
日

は
、

画
面

に
お

示
し

し
た

4
つ

の
内

容
に

つ
い

て
お

伺
い

し
て

参
り

ま
す

。
 

ま
ず

、
最

初
の

ご
質

問
で

す
。

 

質質
問問

11
  

貴
院

に
お

け
る

○
○

（
領

域
･疾

患
名

）の
要

支
援

者
に

対
し

て
行

わ
れ

て
い

る
心

理
支

援
は

、
あ

な
た

の
職

種
か

ら
見

て
ど

の
よ

う
に

治
療

に
役

立
っ

て
い

る
か

に
つ

い
て

、
で

き
る

だ
け

具
体

的
に

お
話

し
く
だ

さ
い

。
 

事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
公

認
心

理
師

に
よ

る
心

理
支

援
が

役
立

っ
て

い
る

と
思

う
も

の
と

し
て

「
該

当
し

て
い

る
」
と

お
答

え
い

た
だ

い
た

の
は

、
○

○
と

△
△

と
×

×
で

し
た

（必
要

で
あ

れ
ば

、
G

o
o
gl

e 
F
o
rm

s
の

「回
答

」
を

個
別

表
示

で
画

面
共

有
）
。

 

こ
れ

ら
に

つ
い

て
、

具
体

例
を

挙
げ

て
ご

説
明

い
た

だ
く

の
で

も
、

あ
る

い
は

、
こ

こ
に

挙
げ

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

内
容

に
つ

い
て

ご
説

明
い

た
だ

く
の

で
も

か
ま

い
ま

せ
ん

。
 

 

公公
認認

心心
理理

師師
がが

役役
立立

っっ
てて

いい
るる

ここ
とと

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事
項項

  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（
無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

）
 

●公
認

心
理

師
と

の
接

点
 

●患
者

に
役

立
っ

て
い

る
活

動
（
事

例
で

は
な

く
）
 

●公
認

心
理

師
の

多
職

種
連

携
 

●医
療

者
に

役
立

っ
て

い
る

こ
と

 

 N
ot

e
 

     
 

 

1
3 

続
い

て
、

2
つ

目
の

ご
質

問
で

す
。

 

質質
問問

22
  

貴
院

に
お

け
る

○
○

（
領

域
･疾

患
名

）の
要

支
援

者
の

支
援

で
、

支
援

を
さ

ら
に

充
実

さ
せ

る
た

め
に

、
今

後

公
認

心
理

師
に

新
た

に
望

む
活

動
は

ど
の

よ
う

な
も

の
か

に
つ

い
て

、
お

話
し

く
だ

さ
い

。
 

事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
で

ご
回

答
い

た
だ

い
た

1
4

項
目

で
、

該
当

し
な

か
っ

た
の

は
、

○
○

と
△

△
と

×
×

で
し

た
（
必

要
で

あ
れ

ば
、

G
o
o
gl

e 
F

or
m

s
の

「
回

答
」
を

個
別

表
示

で
画

面
共

有
）
。

 

現
在

公
認

心
理

師
が

実
施

し
て

い
な

い
が

、
今

後
実

施
が

望
ま

れ
る

活
動

に
つ

い
て

お
話

し
い

た
だ

く
の

で
も

か
ま

い
ま

せ
ん

し
、

あ
る

い
は

、
既

に
実

施
し

て
い

る
が

、
今

後
さ

ら
に

充
実

さ
せ

て
欲

し
い

と
お

考
え

の
活

動
に

つ
い

て
で

も
か

ま
い

ま
せ

ん
の

で
、

ぜ
ひ

具
体

的
に

教
え

て
い

た
だ

け
れ

ば
と

思
い

ま
す

。
 

  

支支
援援

充充
実実

のの
たた

めめ
にに

望望
むむ

ここ
とと

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事
項項

  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（
無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

）
 

●立
ち

上
げ

て
ほ

し
い

具
体

的
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

●心
理

師
が

関
わ

る
メ

リ
ッ

ト
 

●公
認

心
理

師
の

多
職

種
連

携
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1
4 

で
は

、
3

つ
目

の
ご

質
問

で
す

。
 

質 質
問問

33
  

貴
院

に
お

け
る

○
○

（
領

域
･疾

患
名

）の
要

支
援

者
の

支
援

で
、

現
在

公
認

心
理

師
が

果
た

し
て

い
る

役
割

や
専

門
性

、
今

後
期

待
さ

れ
る

活
動

、
役

割
、

専
門

性
な

ど
に

つ
い

て
、

そ
の

実
現

の
た

め
に

何
が

必
要

か

も
含

め
て

お
話

し
く
だ

さ
い

。
 

質
問

1
で

は
ど

の
よ

う
に

役
立

っ
て

い
る

か
、

質
問

2
で

は
さ

ら
に

ど
の

よ
う

な
活

動
が

望
ま

れ
る

か
に

つ
い

て
お

話
し

い
た

だ
き

ま
し

た
が

、
質

問
3

で
は

よ
り

詳
し

く
、

貴
院

に
お

け
る

公
認

心
理

師
に

期
待

さ
れ

る
役

割
や

、
そ

の
実

現
・
達

成
に

求
め

ら
れ

る
要

件
、

例
え

ば
、

必
要

な
知

識
・
ス

キ
ル

・
態

度
、

配
置

そ
の

他
の

貴
院

の
シ

ス
テ

ム
（
雇

用
人

数
、

雇
用

形
態

、
専

従
・
専

任
※
）
な

ど
に

つ
い

て
の

お
考

え
も

聞
か

せ
て

い
た

だ
け

れ
ば

と
思

い
ま

す
。

 

※
 

 専
従

：兼
務

で
き

な
い

、
 専

任
：
兼

務
で

き
る

 

 

支 支
援援

充充
実実

のの
たた

めめ
にに

望望
むむ

ここ
とと

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事
項項

  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（
無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

）
 

●公
認

心
理

師
に

望
ま

れ
る

役
割

・
専

門
性

等
 

●公
認

心
理

師
の

課
題

・
問

題
点

 

●必
要

な
知

識
・
ス

キ
ル

・
態

度
 

●
 

配
置

そ
の

他
の

職
場

シ
ス

テ
ム
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ot
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1
5 

最
後

の
ご

質
問

で
す

。
 

質 質
問問

44
  

今
ま

で
の

内
容

に
関

し
て

他
に

付
け

加
え

て
い

た
だ

け
る

こ
と

や
、

貴
院

に
限

ら
ず

、
医

療
分

野
全

体
に

お
け

る
公

認
心

理
師

に
つ

い
て

お
考

え
の

こ
と

を
、

お
話

し
く
だ

さ
い

。
 

医
療

分
野

で
働

く
公

認
心

理
師

の
養

成
や

研
修

、
望

ま
れ

る
あ

り
方

、
意

識
な

ど
に

つ
い

て
も

、
お

考
え

を
聞

か

せ
て

い
た

だ
け

れ
ば

と
思

い
ま

す
。

 

 職 職
場場

でで
のの

追追
加加

事事
項項

やや
医医

療療
分分

野野
全全

体体
でで

のの
公公

認認
心心

理理
師師

のの
ああ

りり
方方

にに
つつ

いい
てて

話話
をを

深深
めめ

るる
たた

めめ
のの

確確
認認

事事

項項
  

話
を

引
き

出
せ

た
事

項
は

そ
れ

ぞ
れ

に
チ

ェ
ッ

ク
（
無

理
に

全
部

埋
め

る
必

要
は

な
い

）
 

●職
場

で
の

活
動

に
関

す
る

追
加

事
項

 
 

 

●医
療

分
野

に
お

け
る

公
認

心
理

師
の

現
状

や
課

題
 

●医
療

分
野

の
公

認
心

理
師

に
望

む
あ

り
方
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ot

e
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55
..  

終終
わわ

りり
のの

ああ
いい

ささ
つつ

  

 た
く

さ
ん

の
質

問
に

お
答

え
い

た
だ

き
、

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

本
日

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
は

こ
れ

で
終

わ
り

で

す
。

こ
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
関

し
て

何
か

ご
質

問
は

あ
り

ま
す

か
（
質

問
が

あ
れ

ば
対

応
）
。

 

N
ot

e
 

   長
時

間
の

ご
協

力
に

感
謝

致
し

ま
す

。
で

は
、

こ
れ

で
録

画
（
録

音
）を

終
了

し
ま

す
。

  

  ―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
 

録
音

終
了

 
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

 

  

事事
務務

連連
絡絡

  及及
びび

  おお
礼礼

  

 · 
謝

金
に

つ
い

て
  

後
日

振
り

込
み

に
な

る
こ

と
を

伝
え

る
。

  

· 
同

意
書

の
返

送
に

つ
い

て
  

同
意

書
の

書
面

は
、

同
封

し
た

返
信

用
封

筒
に

て
、

事
務

局
宛

に
返

送
し

て
い

た
だ

く
こ

と
を

伝
え

る
。

ま
た

、
手

元
の

控
え

と
し

て
コ

ピ
ー

を
残

し
て

お
い

て
い

た
だ

く
よ

う
依

頼
す

る
。

  

· 
協

力
へ

の
お

礼
  

最
後

に
、

事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
へ

の
回

答
や

本
日

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
参

加
の

ご
協

力
に

つ
い

て
、

お
礼

を

伝
え

て
、

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
終

了
す

る
。

  

 

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
 

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

終
了

 
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

 

   

イイ
ンン

タタ
ビビ

ュュ
ーー

終終
了了

後後
のの

作作
業業

  

 · 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
ガ

イ
ド

の
確

認
  

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

ガ
イ

ド
の

「
1
」が

間
違

い
な

く
記

入
さ

れ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

。
 

· 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
内

容
の

ま
と

め
  

事
前

ア
ン

ケ
ー

ト
へ

の
回

答
や

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

・
ノ

ー
ト
を

も
と

に
、

必
要

に
応

じ
て

録
画

（
録

音
）
デ

ー

タ
を

用
い

て
確

認
し

な
が

ら
、

A
4×

2
,3

ペ
ー

ジ
程

度
（
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
あ

り
）
の

ま
と

め
を

作
成

す
る

。
 

· 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
の

録
画

（録
音

）
デ

ー
タ

  

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

の
録

音
（
録

画
）
デ

ー
タ

、
及

び
、

個
人

・
施

設
等

が
特

定
さ

れ
る

デ
ー

タ
の

残
っ

た
書

き
起

こ
し

フ
ァ

イ
ル

は
、

内
容

の
ま

と
め

作
業

が
終

わ
り

次
第

、
指

定
さ

れ
た

オ
ン

ラ
イ

ン
ス

ト
レ

ー
ジ

に

保
存

し
、

手
元

の
P
C

や
個

人
の

ク
ラ

ウ
ド

か
ら

は
必

ず
削

除
す

る
。
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資料4-1 

イインンタタビビュューー調調査査：：事事前前アアンンケケーートト（（公公認認心心理理師師））  

インタビュー調査に先立ちまして、前日までに下記項目についてお答えいただきたくお願い申し上げます。 

 

0Bおお名名前前（（ふふりりががなな））   

1B機機関関名名・・部部署署部部門門名名   

2Bごご連連絡絡先先メメーールルアアドドレレスス   

3B施施設設病病床床数数  
病床がない場合は「0」とご記入ください 

全体： 床 ／ 自分が関わっている病棟： 床 

4B公公認認心心理理師師配配置置人人数数  
該当者なしの場合は「0」とご記入ください 

常勤： 人 ／ 非常勤： 人 

5B普普段段のの業業務務  
今回インタビューでお聞きする活動内容以外
のこともをご記入ください 

 

6B協協働働すするる職職種種  
今回のインタビューでお聞きする活動内容で
協働している職種を選択してください 

●  医師 ●  看護師 

●  保健師 ●  助産師 

●  ソーシャルワーカー ●  作業療法士 

●  理学療法士 ●  言語聴覚士 

●  薬剤師 ●  管理栄養士 

●  その他（具体的に：） 

7B連連携携すするる機機関関  
今回のインタビューでお聞きする活動内容で
連携している機関を選択してください 

  保健医療分野の他機関等   福祉分野の機関等 

  教育分野の機関等   司法･犯罪分野の機関等 

  産業･労働分野の機関等 

  その他（具体的に：） 

8B支支援援内内容容  
今回インタビューでお聞きする活動内容で行
われている支援を選択してください 

  心理検査   個別の心理面接 

  集団の心理支援   心理教育 

  家族支援   就労支援 

  アウトリーチ   院内での多職種連携 

  院外との他機関連携・多職種連携 

  その他（具体的に：） 

9B公公認認心心理理師師がが役役立立ててるるこことと  
今回インタビューでお聞きする活動内容で役
立っていると思うことを選択してくださいい 

  心理・行動面の理解に基づいた支援の充実 

  患者の不安軽減・解消 

  患者の治療への動機付けの形成・向上 

  患者の自己理解・疾病理解等の促進 

  患者の自己管理力・生活管理力の回復 

  患者の自己効力感の回復 

  患者の自己決定の援助 

  患者の家族関係・対人関係の調整 

  患者の対処スキル・能力の維持・向上 

  患者の症状や問題行動の緩和・軽減 
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資料4-1 

  患者の心身の機能維持・回復・改善 

  地域移行・地域定着支援 

  患者の孤立防止と社会参加の保持・改善 

  患者のQOL向上 

  その他（具体的に：） 

 

事前アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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資料4-1 

  患者の心身の機能維持・回復・改善 

  地域移行・地域定着支援 

  患者の孤立防止と社会参加の保持・改善 

  患者のQOL向上 

  その他（具体的に：） 

 

事前アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

資料4-2 

イインンタタビビュューー調調査査：：事事前前アアンンケケーートト（（関関係係職職種種））  

インタビュー調査に先立ちまして、前日までに下記項目についてお答えいただきたくお願い申し上げます。 

 

0Bおお名名前前（（ふふりりががなな））   

1B機機関関名名・・部部署署部部門門名名   

2Bごご連連絡絡先先メメーールルアアドドレレスス   

3B職職種種   

4B普普段段のの業業務務  
今回インタビューでお聞きする活動内容以外

のこともをご記入ください 

例：普段は病棟において看護業務をしているが、緩和ケア認定看護師として緩和ケア

チームでも活動している。 

 

 

 

 

 

 

5B公公認認心心理理師師ととのの連連携携・・協協働働  
今回インタビューでお聞きする活動内容にお

ける連携・協働についてご記入ください。 

例：緩和ケアチームの看護師として、公認心理師とともに活動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B公公認認心心理理師師がが役役立立ててるるこことと  
今回インタビューでお聞きする活動内容で役

立っていると思うことを選択してください 

  心理・行動面の理解に基づいた支援の充実 

  患者の不安軽減・解消 

  患者の治療への動機付けの形成・向上 

  患者の自己理解・疾病理解等の促進 

  患者の自己管理力・生活管理力の回復 

  患者の自己効力感の回復 

  患者の自己決定の援助 

  患者の家族関係・対人関係の調整 

  患者の対処スキル・能力の維持・向上 

  患者の症状や問題行動の緩和・軽減 

  患者の心身の機能維持・回復・改善 

  地域移行・地域定着支援 

  患者の孤立防止と社会参加の保持・改善 

  患者のQOL向上 

  その他（具体的に：） 

 

事前アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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資資料料６６  倫倫理理的的検検討討チチェェッッククシシーートト 

  

１１．．調調査査概概要要ににつついいてて  

□ 調査概要がわかる資料が適切に用意されている 

□ 調査期間が明示されている 

□ 調査目的が示されており、調査の意義が明確になっている 

□ 調査対象者及び調査参加者が明確に定義されている 

□ 調査方法がわかりやすく示されている 

□ 調査結果の公表の方法が明示されている 

  

２２．．調調査査実実施施者者ににつついいてて  

□ 調査実施者が明確に示されている 

□ 調査実施者と他の調査協力者との関係や役割分担が明示されている 

□ 調査が適切に遂行される体制が作られている 

 

３３．．調調査査対対象象者者のの調調査査参参加加方方法法ににつついいてて  

□ 調査概要がわかりやすく調査対象者に示されている 

□ 調査参加者本人からインフォームド・コンセントを得ている 

□ 調査参加者から参加への同意を書面（電子的な承認を含む）で得ている 

□ 調査参加への同意を得ることが、強制や調査対象者の断りにくい状況の下ではなく、調査参加者の自由

意思に任されている 

□ この調査への参加承諾を得る際に、特別な配慮を必要とする人や自由意志による調査参加の判断が不可

能な人、18歳未満の人が含まれていない 

※ 特別な配慮を必要とする人とは、例えば、子ども、障害や疾患を有する人、外国人など、認知・言

語能力上の問題や文化的背景の違いなどのために、通常の方法の説明では研究内容への理解を得られに

くいと判断される人を指す。 

  

４４．．調調査査項項目目ににつついいてて  

□ 調査項目に個人が特定されるようなものはない 

□ 調査項目に回答時に強いストレスを感じさせる可能性があるものはない 

□ 調査項目に他者の著作権を侵害するようなものはない 

  

５５．．調調査査対対象象者者へへのの他他のの人人権権保保護護やや配配慮慮  

□ 調査対象者は、調査参加前、参加後の回答時及び回答後に、いつでも調査実施者へ質問することができ

る 

□ 調査対象者に対し、何らかの身体的、心理的な負荷や危害を及ぼす可能性や、その場合の対処について

適切に説明されている 

□ 調査対象者に対し、調査参加による心理的負荷及びその負担への対応について、参加前にあらかじめ適

切に説明されている 

□ 調査対象者が特定されるような個人情報を収集しない 

□ 調査に係る個人情報、調査データは第三者が閲覧できないように適切に保管されている 

□ 調査データの保管期間と保管方法、保存期間終了後に廃棄することが明記されている 

□ 調査対象者が特定されるような個人情報を公表する可能性はない 

□ 調査対象者に調査結果のフィードバック方法について説明がなされている 
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